
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則

長
期
信
用
銀
行
法
及
び
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た

め
、
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
大
蔵
省
令
第
百
二
十
二
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
営
業
の
免
許
の
申
請
等
）

第
一
条
　
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
営
業
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
株
式
会
社
は
、
免
許
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
株
式
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
定
款

ロ
　
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
創
立
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

創
立
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
株
式
会
社
が
株
式
移
転
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
場
合
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株

主
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。

以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

ニ
　
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
収
支
及
び
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

ホ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ

つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ヘ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会

計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
及
び
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
の
履
歴
書
。
以
下
同
じ
。
）

ト
　
会
計
監
査
人
の
履
歴
書
（
会
計
監
査
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
監
査
人
の
沿
革
を
記
載
し
た

書
面
及
び
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
の
履
歴
書
。
以
下
同
じ
。
）

チ
　
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る

議
決
権
（
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
第
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号

及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
項
、
第
十
三
条
の
七
、
第
十
八
条
の
三
並
び
に
第
二
十
五
条
の
八
の
二
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
の
数
を
記
載
し
た
書
面

リ
　
営
業
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ヌ
　

近
の
日
計
表
そ
の
他
の

近
に
お
け
る
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ル
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
株
式
会
社
が
子
会
社
等
（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年

法
律
第
五
十
九
号
。
第
三
条
第
六
号
、
第
四
条
の
二
、
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
、
第
四
条
の
二
の
八

第
三
項
、
第
四
条
の
三
第
五
項
、
第
四
条
の
五
第
二
項
第
十
八
号
、
第
五
条
の
六
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
二

の
三
第
三
号
、
第
二
十
五
条
の
二
の
五
か
ら
第
二
十
五
条
の
二
の
十
六
ま
で
、
第
二
十
五
条
の
十
六
第
四
号
、

第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
十
二
第
二
号
ハ
を
除
き
、
以
下
「
銀
行
法
」
と
い

う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
又
は
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会

社
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
ホ
及
び
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
子
会
社
等
の
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
当
該
子
会
社
等
の
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
当
該
子
会
社
等
の

終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
損
益
計
算
書
（
関
連

す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

そ
の
他
の
当
該
子
会
社
等
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
当
該
子
会
社
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職

名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ホ
　
当
該
株
式
会
社
の
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
株
式
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第

十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
支
及
び
連

結
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
長
期
信
用
銀
行
以
外
の
株
式
会
社
が
従
前
の
目
的
を
変
更
し
て
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
営
む
た
め
法
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
（
同
項
第
二
号
ハ

に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
免
許
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
株
主
総
会
の
議
事
録

二
　
従
前
の
定
款
及
び
免
許
申
請
の
際
に
現
に
存
す
る
取
引
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

三
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

３
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
申
請
に
係
る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
を
す

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
預
金
の
受
入
れ
に
代
え
債
券
を
発
行
し
て
設
備
資
金
又
は
長
期
運
転
資
金
に
関
す
る
貸
付
け
を
す
る
こ
と
を

主
た
る
業
務
と
す
る
営
業
の
免
許
を
申
請
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
資
本

金
の
額
が
令
第
一
条
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
営
も
う
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
健

全
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ
と
。

二
　
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
申
請
者
の
一
の
事
業
年
度
に
お
け
る
当
期
利
益
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
者
並
び
に
申
請
者
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
を
経

過
す
る
ま
で
に
適
当
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査

役
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
従
業
員
の
確
保
の
状
況
、
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら

し
、
申
請
者
が
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
十
分

な
社
会
的
な
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
が
預
金
者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
保
護
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
観
点
か
ら
適
当
で
あ
る
こ
と
。

（
営
業
の
免
許
の
予
備
審
査
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準

じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
算
定
割
当
量
の
取
得
等
）

第
二
条
の
二
　
法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他

こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の

締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務
と
す
る
。

（
金
銭
債
権
の
証
書
の
範
囲
）

第
三
条
　
法
第
六
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
証
書
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
譲
渡
性
預
金
（
払
戻
し
に
つ
い
て
期
限
の
定
め
が
あ
る
預
金
で
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
な
い
も
の
を
い
う
。

第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
預
金
証
書

二
　
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

三
　
住
宅
抵
当
証
書

四
　
貸
付
債
権
信
託
の
受
益
権
証
書

四
の
二
　
抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

1



五
　
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

る
商
品
投
資
受
益
権
の
受
益
権
証
書

六
　
外
国
の
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
銀
行
業
（
銀
行
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
銀
行
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
む
者
そ
の
他
の
金
銭
の
貸
付
け
を
業
と
し
て
行
う
者
の
貸
付
債
権
を
信
託
す
る
信
託

の
受
益
権
又
は
こ
れ
に
類
す
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

七
　
法
第
六
条
第
三
項
第
九
号
又
は
第
十
一
号
に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
証
券
又
は
証
書

（
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
又
は
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
若
し
く
は
労
働
金
庫
（
こ
れ
ら
の

法
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
連
合
会
を
含
む
。
）
の
業
務
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
（
以
下
「
信
託
業
務
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

一
の
二
　
農
業
協
同
組
合
（
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
三
号

の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
農
業
協
同

組
合
連
合
会
（
同
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
同
法
第
十

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
（
信
託
業
務
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
、
漁
業
協
同
組
合
（
水
産
業
協
同
組

合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）
若
し
く
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
（
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
（
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の

事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
（
信

託
業
務
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
業
務
（
信
託
業
務
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
の
代
理
又

は
媒
介

一
の
三
　
資
金
移
動
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
を
い
う
。
第
四
条
の
五
第
二
項
第
一
号
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
営
む
資
金
移
動

業
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

一
の
四
　
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
の
次
に
掲
げ
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
（
法
第
六
条
第
三

項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

イ
　
信
託
契
約
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
十
一
号
）

第
三
条
第
一
号
及
び
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省

令
第
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契
約
を
除
く
。
）
の
締
結

ロ
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
各
号
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
受
託
す
る
契
約
の
締
結

二
　
保
険
会
社
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
（
以
下
「
外
国
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む

。
）
の
資
金
の
貸
付
け
の
代
理
又
は
媒
介

二
の
二
　
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規

定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
登
録
金
融
機
関
（
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す

る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
投
資
顧
問
契
約
（
同
条
第
八
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
投
資
顧
問
契
約
を
い

う
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
（
同
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
締
結

の
代
理
又
は
媒
介

三
　
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
に
つ
い
て
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
人
で
、
金
融
業

を
行
う
も
の
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介

四
　
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
に
業
務
の
一
部
を
委
託
し

得
る
も
の
の
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
金
融
に
関
す
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
の
い
ず
れ
か
に
準
ず
る
も
の
で
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

（
外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
）

第
四
条
の
二
　
法
第
六
条
第
三
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
（
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社

と
み
な
さ
れ
る
会
社
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
外
国
銀
行
（
銀
行
法
第
十
条
第
二
項
第
八
号

に
規
定
す
る
外
国
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
（
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
代

理
又
は
媒
介
に
係
る
業
務
及
び
銀
行
が
同
項
（
第
八
号
及
び
第
八
号
の
二
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

を
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
代
理
又
は
媒
介
の
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
が
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
代
理
又
は
媒
介

イ
　
長
期
信
用
銀
行
の
子
法
人
等
（
令
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年

政
令
第
四
十
号
。
以
下
「
銀
行
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
外
国
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
を

除
く
。
）

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
法
人
等
と
す
る
外
国
銀
行

ハ
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
長

期
信
用
銀
行
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会

社
で
あ
る
外
国
銀
行
並
び
に
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

ニ
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
親
法
人
等
（
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
法
人

等
を
い
う
。
）
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
並
び
に
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
　
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
及
び
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
以
外
の
外
国
銀

行
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
（
当
該
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
外
国
に
お
い
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
四
条
の
二
の
二
　
法
第
六
条
第
三
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品

取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
と
す
る
。

一
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証

券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
暗
号
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資

産
関
連
金
融
指
標
を
い
う
。
第
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
取
引

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
四
条
の
二
の
三
　
法
第
六
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
商
品
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
商
品
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払

を
相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
以
下
「
商
品
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）

イ
　
差
金
の
授
受
に
よ
つ
て
決
済
さ
れ
る
取
引

ロ
　
商
品
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の

（１）
　
当
該
売
買
取
引
に
係
る
商
品
を
決
済
の
終
了
後
に
保
有
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
。

（２）
　
当
該
売
買
取
引
に
係
る
商
品
の
保
管
又
は
運
搬
に
伴
い
発
生
し
う
る
危
険
を
負
担
し
な
い
こ
と
。

二
　
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
算
定
割
当
量
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
算
定
割
当
量
の
相
場
に
基

づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
）

イ
　
差
金
の
授
受
に
よ
つ
て
決
済
さ
れ
る
取
引

2



ロ
　
算
定
割
当
量
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
で
あ
つ
て
、
当
該
売
買
取
引
に
係
る
算
定
割
当

量
を
決
済
の
終
了
後
に
保
有
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の

三
　
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
二
号
に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を

約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

２
　
法
第
六
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
六
条
第
三
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
上
場
商
品
構
成
物
品
等
（
商
品
先
物

取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
上
場
商
品
構
成
物
品

等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
商
品
市
場
（
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
を
い
う
。
）
に
お
け
る
相
場
を

利
用
し
て
行
う
同
法
第
二
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
四
号
（
ニ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
取
引

の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
と
す
る
。

（
リ
ー
ス
契
約
の
要
件
）

第
四
条
の
二
の
四
　
法
第
六
条
第
三
項
第
十
三
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
機
械
類
そ
の
他
の

物
件
を
使
用
さ
せ
る
契
約
の
う
ち
使
用
期
間
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
使
用
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
中
途
に
お
い
て
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
め
が
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
相
手
方

が
、
当
該
契
約
に
係
る
使
用
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
、
又
は
当
該
契
約
を
解

除
す
る
場
合
に
お
い
て
、
未
経
過
期
間
に
係
る
使
用
料
の
お
お
む
ね
全
部
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

２
　
法
第
六
条
第
三
項
第
十
三
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
費
用
は
、
利
子
及
び
手
数
料
の
額
と
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
認
可
の
申
請
等
）

第
四
条
の
二
の
五
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
者
が
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
及
び
第
四
条
の

二
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
以
外
の
外
国
銀
行
を
所
属
外
国
銀
行
（
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
所
属
外
国
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務
（
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
第
四
号
及
び
第

六
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
要
な
株
主
又
は
持
分
を
保
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
主
要
株
主
等
」
と
い

う
。
）
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
主
要
株
主
等
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る

株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た
書
面

五
　
所
属
外
国
銀
行
の

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

六
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
資
本
関
係
を
記
載
し
た
書
面

七
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契
約
の
内

容
を
記
載
し
た
書
面

八
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

九
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
（
認
可
の
申
請
が

第
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
を
所
属
外
国
銀
行
と
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
も
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
健
全
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
を
有

し
て
い
る
こ
と
。

二
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
そ
の
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的

に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

三
　
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
と
次
に
掲
げ
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
（
ハ
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

て
は
所
属
外
国
銀
行
の
株
式
の
全
部
又
は
一
部
を
保
有
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
主
た
る
営
業
所
が
所
在
す

る
国
に
お
い
て
、
長
期
信
用
銀
行
に
対
し
、
銀
行
法
に
よ
る
取
扱
い
と
実
質
的
に
同
等
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
審
査
が
、
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
誠
実

な
履
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
所
属
外
国
銀
行
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
の
二
の
四
第

一
項
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
（
以

下
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
を
保
有
し
て
い
る
者

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
保
有
し
て
い
る
者

ハ
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
同
一
の
国
と
す
る
二
以
上
の
者
に
よ
り
合
計
し
て
所
属
外
国
銀
行
の
発
行
済

株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
等
が
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
以
上
の

者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ニ
　
長
期
信
用
銀
行
が
支
店
の
設
置
又
は
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
営
む
た
め
の
会
社
の
設
立
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
国
に
主
た
る
営
業
所
を
設
け
て
い
る
二
以
上
の
者
（
そ
の
い
ず
れ
の
者
も
所
属
外
国
銀
行
の
発
行

済
株
式
等
の
百
分
の
五
を
超
え
る
数
又
は
持
分
を
保
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
合
計
し
て
所
属

外
国
銀
行
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
等
が
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

け
る
当
該
二
以
上
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

３
　
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行

二
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
法
人
等
と
す
る
外
国
銀
行

三
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
前
二
号
に
掲

げ
る
外
国
銀
行
を
除
く
。
）

四
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
親
法
人
等
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
前
三
号
に
掲
げ
る
外
国
銀
行

を
除
く
。
）

４
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
商
号
を
記
載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
所
属
外
国
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
を
除
く
。
）
の
主
要
株
主
等
の
氏
名
、
住
所

又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
主
要
株
主
等
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る

営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
株
式
の
数
又
は
出
資

の
金
額
を
記
載
し
た
書
面

六
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
（
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動

計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

七
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
と
の
間
の

資
本
関
係
を
記
載
し
た
書
面

八
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
係
る
経
営
の
基
本
方
針
を
示
す
書
面

九
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
係
る
リ
ス
ク
管
理
及
び
法
令
遵
守
に
関
す
る
方
針
を
示
す

書
面

十
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契
約
の
内

容
を
記
載
し
た
書
面

十
一
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

3



５
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
が
、
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
健
全
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す

る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
が
、
そ
の
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
長
期
信
用
銀
行
の
業

務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的

信
用
を
有
す
る
者
の
集
団
で
あ
る
こ
と
。

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
及
び
法
令
遵
守
に
関
す
る
方
針
が
策

定
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く
業
務
の
運
営
の
検
証
が
さ
れ
る
等
、
的
確
な
リ
ス
ク
管
理
及
び
法
令
を
遵
守
し
た

運
営
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四
　
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
届
出
）

第
四
条
の
二
の
六
　
法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
外
国
銀
行
は
、
次
に
掲
げ
る
外
国
銀

行
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
が
次
に
掲
げ
る
認
可
を
受
け
て
そ
の
子
会
社
と
し
て
い
る
外
国
銀
行

イ
　
法
第
十
三
条
の
二
第
九
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
子
会

社
対
象
銀
行
等
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
い
う
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可

ロ
　
法
第
十
三
条
の
二
第
十
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
認
可

ハ
　
銀
行
法
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
認
可

ニ
　
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
可

二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
次
に
掲
げ
る
認
可
を
受
け
て
そ
の
子
会
社
と
し
て
い
る
外
国
銀
行
（
前
号
に
掲

げ
る
外
国
銀
行
を
除
く
。
）

イ
　
法
第
十
六
条
の
四
第
六
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
長
期
信

用
銀
行
等
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
等
を
い
う
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可

ロ
　
法
第
十
六
条
の
四
第
七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
認
可

ハ
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
認
可

２
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
法
第
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に

掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

五
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
資
本
関
係
を
記
載
し
た
書
面

六
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
当
該
届
出
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契
約
の
内

容
を
記
載
し
た
書
面

七
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

（
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
の
記
載
事
項
）

第
四
条
の
二
の
七
　
第
四
条
の
二
の
五
第
一
項
第
七
号
及
び
第
四
項
第
十
号
並
び
に
前
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る

委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
営
業
所
の
設
置
、
廃
止
又
は
位
置
の
変
更
に
関
す
る
事
項

二
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
（
代
理
又
は
媒
介
の
別
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
営
業
日
及
び
営
業
時
間
に
関
す
る
事
項

四
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
不
当
に
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
代
理
長

期
信
用
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
上
の
秘
密
又
は
取
引
先
の
信
用
に
関
す
る
事
項
を
当
該
外
国
銀

行
代
理
長
期
信
用
銀
行
及
び
当
該
取
引
先
以
外
の
者
に
漏
ら
し
、
又
は
自
己
若
し
く
は
当
該
外
国
銀
行
代
理
長

期
信
用
銀
行
及
び
当
該
取
引
先
以
外
の
者
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
規
定

五
　
現
金
、
有
価
証
券
等
の
取
扱
基
準
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
所
属
外
国
銀
行
の
顧
客
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る

事
項

六
　
契
約
の
期
間
、
更
新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

七
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
並
び
に
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
営
業
日
及
び
営
業
時
間
の
店
頭
掲
示
に
関
す
る

事
項

八
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
四
条
の
二
の
八
　
第
四
条
の
二
の
五
第
一
項
第
八
号
及
び
第
四
条
の
二
の
六
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
外
国
銀
行

代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
種
類

二
　
取
り
扱
う
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
種
類
ご
と
に
当
該
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
の
い
ず
れ
を
行
う
か
の
別

（
代
理
及
び
媒
介
の
い
ず
れ
も
行
う
場
合
は
そ
の
旨
）

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制

２
　
第
四
条
の
二
の
五
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面
に

記
載
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
係
る
業
務
の
種
類

二
　
取
り
扱
う
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
係
る
業
務
の
種
類
ご
と
に
当
該
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
の
い
ず
れ
を
行
う

か
の
別
（
代
理
及
び
媒
介
の
い
ず
れ
も
行
う
場
合
は
そ
の
旨
）

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制

３
　
第
一
項
第
三
号
及
び
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制
に
は
、
法
第
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
（
第
四
号
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
行
為

を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
体
制
を
含

む
も
の
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
行
為
（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金

銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
交
付
を
受
け
る
財
産
と
自
己
の
固

有
財
産
と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
た
め
の
体
制

二
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
場
合
　
顧
客
が
当

該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

第
四
条
の
三
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
つ
て
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
銀
行
、
そ
の
子

会
社
又
は
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の

二
　
第
四
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業

務
に
つ
い
て
は
証
券
子
会
社
等
（
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
証
券
子
会
社
等
を
い
う
。
）

を
有
す
る
場
合
に
限
り
、
第
四
条
の
五
第
二
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て

は
保
険
子
会
社
等
（
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
い
う
。
次
項
第
三
号
及

び
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
限
り
、
第
四
条
の
五
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三

十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
信
託
子
会
社
等
（
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
八
号
に
規
定
す
る
信

託
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

２
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
四
条
の
二
の
三
第
一

項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二

条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融
商
品
取
引
法
第
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三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十

二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
（
暗
号
資
産
の
価
値
、

暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ

ン
を
い
う
。
）
の
対
価
の
額
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
の
動
向
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
第
四
条
の

五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第

十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
判
断
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
第
四
条
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
四
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
十
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

二
　
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
（
第
二
十
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
つ
て
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

基
準
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
、
そ
の
子
会
社
又
は
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も

の
。

三
　
第
四
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
た
だ

し
、
同
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に

限
り
、
第
四
条
の
五
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
信
託
子
会
社
等

を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

３
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号

及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て

財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行

為
を
行
う
業
務

二
　
累
積
投
資
契
約
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
累
積
投
資
契
約
を
い
う
。
）

の
締
結
の
媒
介

三
　
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
貸
借
の
媒
介

四
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

五
　
第
四
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
た
だ

し
、
同
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に

限
り
、
同
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
信
託
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合

に
限
る
。

４
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
長
期
信
用
銀
行
持
株
特
定
子
銀
行
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信

用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲

げ
る
会
社
に
限
り
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
特
定
子
銀
行
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
の
う
ち
、

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
会
社
を
い
う
。
次
号
及
び
第

四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
長
期
信
用
銀
行
集
団
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
の
集
団
又
は
当
該
長

期
信
用
銀
行
の
特
定
子
銀
行
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
子
銀
行
以
外
の
子
会
社
の
集
団
を
い
う
。
第
四

号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
集
団
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用

銀
行
持
株
会
社
の
二
以
上
の
子
会
社
の
集
団
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
集
団
の

う
ち
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
を
含
む
も
の

に
限
り
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
特
定
子
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
特
定
子
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
集
団
若

し
く
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
集
団
及
び
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
長
期
信
用
銀
行
等

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
等
集
団

ハ
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
集
団

ニ
　
銀
行
の
銀
行
持
株
会
社
集
団

５
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
長
期
信
用
銀
行
等
」
、
「
長
期
信
用
銀
行
等
集
団
」
及
び
「
銀
行
持
株
会
社
集
団
」

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
等
　
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
銀
行
（
こ
れ
ら
の
子
会
社
の
う
ち
、
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
を
含
む
。
）

ロ
　
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
又
は
労
働
金
庫
（
こ
れ
ら
の
法
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
連
合
会
又
は
そ
の
子

会
社
の
う
ち
、
銀
行
又
は
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
を
含
む
。
）

ハ
　
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協

同
組
合
又
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
（
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
水
産

加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
つ
て
は
、
当
該
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は

当
該
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
の
子
会
社
（
銀
行
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

ニ
　
農
林
中
央
金
庫
（
そ
の
子
会
社
の
う
ち
、
銀
行
又
は
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
を
含
む
。
）

ホ
　
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

二
　
長
期
信
用
銀
行
等
集
団
　
前
号
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
等
及
び
そ
の
子
会
社
の
集
団
又
は
当
該
長
期
信

用
銀
行
等
の
子
銀
行
等
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
等
の
子
会
社
の
う
ち
、
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
銀
行
業
を

営
む
外
国
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
等
の
子
銀
行
等
以
外

の
子
会
社
の
集
団

三
　
銀
行
持
株
会
社
集
団
　
銀
行
持
株
会
社
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
二
以
上
の
子
会
社
の
集
団
又
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
集
団
の
う
ち
、
銀

行
又
は
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
を
含
む
も
の
に
限

り
、
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除
い
た
も
の

６
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所
（
金
融
商

品
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式

又
は
同
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で

あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
と
す
る
。

一
　
中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中

小
企
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
設
立
の
日
又
は
新
事
業
活

動
（
会
社
が
現
に
行
つ
て
い
る
事
業
と
異
な
る
種
類
の
事
業
で
あ
つ
て
、
新
商
品
の
開
発
又
は
生
産
、
新
役
務

の
開
発
又
は
提
供
、
商
品
の
新
た
な
生
産
又
は
販
売
の
方
式
の
導
入
、
役
務
の
新
た
な
提
供
の
方
式
の
導
入
、

技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
利
用
そ
の
他
の
新
た
な
事
業
活
動
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
開
始
の
日
以
後
十
年
を
経
過
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
前
事
業
年
度
又
は
前
年
に
お
い
て
イ

に
掲
げ
る
金
額
の
ロ
に
掲
げ
る
金
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
三
を
超
え
て
い
る
も
の

イ
　
試
験
研
究
費
そ
の
他
新
た
な
技
術
若
し
く
は
新
た
な
経
営
組
織
の
採
用
、
市
場
の
開
拓
又
は
新
た
な
事
業

の
開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
さ
れ
る
費
用
の
合
計
額

ロ
　
総
収
入
金
額
か
ら
固
定
資
産
又
は
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
十
一
号
に

規
定
す
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
よ
る
収
入
金
額
を
控
除
し
た
金
額

二
　
中
小
企
業
者
で
あ
つ
て
、
設
立
の
日
又
は
新
事
業
活
動
の
開
始
の
日
以
後
二
年
を
経
過
し
て
お
ら
ず
、
常
勤

の
新
事
業
活
動
従
事
者
（
新
商
品
の
開
発
又
は
生
産
、
新
役
務
の
開
発
又
は
提
供
、
商
品
の
新
た
な
生
産
又
は

販
売
の
方
式
の
導
入
、
役
務
の
新
た
な
提
供
の
方
式
の
導
入
、
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
利

用
そ
の
他
の
新
た
な
事
業
活
動
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
、
研
究
者
に
該
当
し
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
二
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
新
事
業
活
動
従
事
者
の
数
の
常
勤
の
役
員
及
び

従
業
員
の
数
の
合
計
に
対
す
る
割
合
が
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
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三
　
中
小
企
業
者
で
あ
つ
て
、
設
立
の
日
又
は
新
事
業
活
動
の
開
始
の
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
お
ら
ず
、
常
勤

の
研
究
者
の
数
が
二
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
研
究
者
の
数
の
常
勤
の
役
員
及
び
従
業
員
の
数
の
合
計
に

対
す
る
割
合
が
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の

７
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上

場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社

と
す
る
。

一
　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
て
い
る
会
社

二
　
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
計
画
認

可
の
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

三
　
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
計
画
認
可

の
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

四
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
に
規

定
す
る
再
生
支
援
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

五
　
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
十
九
条
第
四

項
に
規
定
す
る
支
援
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

六
　
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
復
興
機
構
に
よ

る
支
援
を
受
け
て
い
る
会
社

七
　
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項

の
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社

八
　
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
（
長
期
信
用
銀
行
等
（
長
期
信
用
銀
行
又
は
令
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る

者
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
保
険
会
社
（
外
国
保
険
会
社

等
を
含
む
。
）
、
銀
行
持
株
会
社
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
保
険
業
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す

る
保
険
持
株
会
社
又
は
こ
れ
ら
の
子
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
、

当
該
特
定
金
融
機
関
等
に
対
す
る
会
社
の
債
務
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
を
実
施
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
措
置
の
実
施
に
よ
り
相
当
の
期
間
内
に
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
が
改
善

さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
る
会
社

イ
　
当
該
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
措
置

ロ
　
当
該
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
株
式
を
取
得
す
る
措
置

ハ
　
当
該
債
務
に
係
る
債
権
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
会
社
に
対
す
る
他
の
債
権
に
後
れ
る
こ
と
と
す
る
措
置

（
当
該
会
社
の
財
務
指
標
が
当
該
特
定
金
融
機
関
等
及
び
当
該
会
社
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
一
定
の
基

準
を
下
回
つ
た
場
合
に
、
当
該
会
社
が
期
限
の
利
益
を
喪
失
す
る
措
置
を
併
せ
て
講
じ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）

九
　
代
表
者
の
死
亡
、
高
齢
化
そ
の
他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
そ
の
事
業
の
承
継
の
た
め
に
支
援
の
必
要
が
生
じ

た
会
社
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
の
承
継
に
係
る
計
画
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
て
い
る
会
社

８
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ

の
子
会
社
が
前
項
に
規
定
す
る
会
社
（
同
項
第
九
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
取
得
す
る
場
合

に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
等
に
よ
る
人
的
な
又
は
財
政
上
の
支
援
そ
の
他
の
当
該
長
期
信
用
銀
行
等
が
行
う
事
業
の
再

生
の
た
め
の
支
援
を
そ
の
内
容
に
含
む
事
業
計
画
（
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
の
二
の
事
業
に
係
る

計
画
を
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策
定
し
て
い
る
こ
と
。

イ
　
官
公
署

ロ
　
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
準
ず
る
も
の

ニ
　
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人

ホ
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

ヘ
　
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人

ト
　
第
四
条
の
五
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
会
社
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
等
（
銀
行

法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）

以
外
の
会
社
に
限
る
。
）

９
　
第
六
項
に
規
定
す
る
会
社
の
ほ
か
、
会
社
で
あ
つ
て
、
そ
の
議
決
権
を
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社

（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は

第
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
取
得
さ
れ
た
と
き
（
当
該
会
社
の
議
決
権
が
当
該
長
期

信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
に
よ
り
二
回
以
上
に
わ
た
り
取
得
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行

若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に

後
に

取
得
さ
れ
た
と
き
）
に
第
六
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
も
、
そ
の
議
決
権
が
当
該
長
期
信
用
銀

行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
新
た

に
取
得
さ
れ
な
い
限
り
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

10
　
前
項
の
規
定
は
、
第
七
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

項
中
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
の
二
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

11
　
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
（
第
八
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
（
第
十
三
項
に
規
定
す

る
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
十
六
条
の
二
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
取
得

し
た
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
に
規
定
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
」
と
い

う
。
）
又
は
第
七
項
に
規
定
す
る
会
社
若
し
く
は
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
九
項
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
、
次
項
、
第
十
六
条
第
一
項
第
九
号
、
第
十
六
条
の
二
の
三
第
三

項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
に
お
い
て
「
事
業
再
生
会
社
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日
（
新

規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
す
る
日
を
い
い
、
事
業
再
生

会
社
の
う
ち
第
七
項
第
九
号
に
該
当
す
る
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日

を
い
い
、
同
号
に
該
当
す
る
会
社
以
外
の
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経

過
す
る
日
（
当
該
議
決
権
が
同
項
に
規
定
す
る
会
社
（
同
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の
議
決
権
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
が
当
該
支
援
を
受
け
て
い
る
期
間
が
当
該
議
決
権
の
取
得
の
日
か

ら
十
年
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
支
援
が
終
了
す
る
日
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処

分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
及
び
当
該
事
業
再
生
会
社
（
以
下
こ
の
項
、
第
十
六
条
第
一

項
第
九
号
及
び
第
十
六
条
の
二
の
三
第
三
項
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
」
と
い
う
。
）
は
、
処
分

基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
に
あ
つ
て
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
法
第
十
三
条
の
二
第

一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
、
事
業
再
生
会
社
に
あ
つ
て
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
に

係
る
同
項
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等

の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
（
国
内
の
会
社
（
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
第
四
条
の
七
、
第
十
六
条
の
二
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条
の
二
及
び
第

二
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
事
業
再
生
会
社
（
第
八
項
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
、

第
十
六
条
第
一
項
第
九
号
、
第
十
六
条
の
二
の
三
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
議
決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
、
外
国
の
会
社
の
議

決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か

ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社

等
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

12
　
第
七
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
そ
の

取
得
し
た
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日
（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
議
決
権
の
区
分

6



に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し

な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
法
第
十
三
条

の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処

分
を
行
え
ば
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議

決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
長
期
信

用
銀
行
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
長
期
信
用

銀
行
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準

日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
中
小
企
業
者
の
発
行
す
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
　
十
年

二
　
中
小
企
業
者
以
外
の
会
社
の
発
行
す
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
　
三
年

13
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
四
条
の
五
第
二
項
第
十
二

号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
と
す
る
。

14
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は

金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
、
そ
の
子
会
社
又
は
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
営
む
業
務

の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
（
以
下
「
証
券
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
、
同

項
第
四
号
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
専
門
会
社
（
以
下
「
証
券
仲
介
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
八
号

に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
業
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同

項
第
六
号
に
規
定
す
る
信
託
専
門
会
社
（
以
下
「
信
託
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
十
号
に
規
定
す

る
信
託
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す

る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る

業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
、
第
五

号
の
二
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
次
号
及
び
第
三
号
を
除
き
、
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連

業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株

会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
専
ら

当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項

各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子

会
社
と
し
て
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号

に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

三
　
信
託
専
門
会
社
又
は
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
信
託
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業

を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持

株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及

び
第
二
項
各
号
（
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し

て
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
五
号
の
二
及
び
第
七
号
か

ら
第
九
号
ま
で
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

四
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
二
、
第
四
号
の
二
又
は
第
十
一
号
か
ら
第
十
二
号
の
三
ま
で
に
規
定
す

る
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務

及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
七

号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

五
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又

は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
四
条
の
五
第
六
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該

持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号

及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

六
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
七
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
又
は
少

額
短
期
保
険
業
者
（
保
険
業
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
子
会
社
の
う
ち
第
四
条
の
五
第
七
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の

経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第

十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
及
び
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む

も
の

七
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
八
号
ニ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
信
託
兼
営
銀
行

（
同
号
イ
に
規
定
す
る
信
託
兼
営
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
信
託
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
四
条

の
五
第
八
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及

び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号

ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

15
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
八
項
、
第
九
項
（
第
十
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

第
四
条
の
四
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
の
二
第
五
項
並
び
に
銀

行
法
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
十
六
条
の
四
第
九
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
五
十
二
条
の
四
第
四
項
、

第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
九
項
及
び
第
五
十
三
条
第
四
項
並
び
に
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
四
項
並
び
に
前
条
第

十
五
項
、
第
四
条
の
七
第
六
項
、
第
五
条
の
二
の
六
第
六
項
、
第
五
条
の
六
第
十
三
項
、
第
五
条
の
九
第
六
項
、

第
十
六
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
十
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
十
の
二
第
三

項
、
第
二
十
五
条
の
十
一
第
三
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

一
　
有
価
証
券
関
連
業
を
営
む
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
外
国
の
会
社
が
業
務
と
し
て
所
有
す
る
株
式
等

二
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
塡
又
は
利
益
の
補
足
の

契
約
を
し
て
い
る
金
銭
信
託
以
外
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
株
式
等
（
当
該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
に

つ
い
て
、
委
託
者
又
は
受
益
者
が
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
当
該
議
決
権
の
保
有
者
に
指
図
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
（
以
下
こ
の
号
、
第
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
五
条
の
五
の
三

第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
」
と
い
う
。
）
の
有
限
責
任
組
合
員
と
な
り
、
組
合
財

産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
等
（
有
限
責
任
組
合
員
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

及
び
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
有
限
責
任
組
合
員
が
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
に
指
図
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
で
会
社
に
対

す
る
投
資
事
業
を
営
む
こ
と
を
約
す
る
も
の
に
よ
つ
て
成
立
す
る
組
合
（
一
人
又
は
数
人
の
組
合
員
に
そ
の
業

務
の
執
行
を
委
任
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
組
合
員
（
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
者
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
非
業
務
執
行
組
合
員
」
と
い
う
。
）
と
な
り
、
組
合
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る

株
式
等
（
非
業
務
執
行
組
合
員
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
及
び
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
非

業
務
執
行
組
合
員
が
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
者
に
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

五
　
前
二
号
に
準
ず
る
株
式
等
で
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
も
の

２
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
信
託
財
産
で
あ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
で
、
会
社
又
は
当
該
議

決
権
の
保
有
者
が
委
託
者
若
し
く
は
受
益
者
と
し
て
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
か
ら
除
か
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
会
社
が
投
資
信
託
委
託
会
社
（
同
法
第
二
条
第
十
一

項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
株
式
等

に
係
る
議
決
権
及
び
同
法
第
十
条
の
規
定
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
会
社
が
同
法
に
相
当
す
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る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
投
資
信
託
委
託
会
社
に
相
当
す
る
者
と
し
て
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
株

式
等
に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
第
一
項
第
四
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
株
式
等
に
つ
い

て
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
が
議
決
権
を
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
四
条
の
五
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
他
の
事
業
者
の
た
め
の
不
動
産
（
原
則
と
し
て
、
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

か
ら
取
得
し
、
又
は
賃
借
し
た
事
業
用
不
動
産
に
限
る
。
）
の
賃
貸
又
は
他
の
事
業
者
の
所
有
す
る
不
動
産
若

し
く
は
そ
れ
に
付
随
す
る
設
備
の
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

二
　
他
の
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
の
た
め
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務

三
　
他
の
事
業
者
の
事
務
の
用
に
供
す
る
物
品
の
購
入
又
は
管
理
を
行
う
業
務

四
　
他
の
事
業
者
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
印
刷
又
は
製
本
を
行
う
業
務

五
　
他
の
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
業
務

六
　
他
の
事
業
者
の
た
め
の
自
動
車
の
運
行
又
は
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
他
の
事
業
者
の
業
務
に
関
し
必
要
と
な
る
調
査
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務
（
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

八
　
他
の
事
業
者
の
現
金
自
動
支
払
機
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
機
械
（
以
下
「
現
金
自
動
支
払
機

等
」
と
い
う
。
）
の
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

九
　
他
の
事
業
者
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
又
は
当
該
契
約
の
内
容
に
係
る
説
明
を
行
う
葉

書
又
は
封
書
の
作
成
又
は
発
送
を
行
う
業
務

十
　
他
の
事
業
者
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
る
財
産
の
評

価
、
当
該
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
の
管
理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
の
二
　
他
の
事
業
者
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行
す

る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
他
の
事
業
者
の
た
め
に
当
該
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
（
不
動

産
を
除
く
。
）
の
売
買
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
業
務

十
一
　
他
の
事
業
者
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
（
住
宅
の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
消
費
者
に
対
す

る
資
金
の
貸
付
け
に
限
る
。
）
に
関
し
相
談
に
応
ず
る
業
務
又
は
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
事
務
の
取
次
ぎ

そ
の
他
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
二
　
他
の
事
業
者
の
行
う
外
国
為
替
取
引
、
信
用
状
若
し
く
は
旅
行
小
切
手
に
関
す
る
業
務
又
は
輸
出
入
そ
の

他
の
対
外
取
引
の
た
め
直
接
必
要
な
資
金
に
関
す
る
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
若
し
く
は
手
形
の

引
受
け
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
三
　
他
の
事
業
者
の
事
務
に
係
る
計
算
を
行
う
業
務

十
四
　
他
の
事
業
者
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
作
成
、
整
理
、
保
管
、
発
送
又
は
配
送
を
行

う
業
務

十
五
　
他
の
事
業
者
と
当
該
他
の
事
業
者
の
顧
客
と
の
間
の
事
務
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務

十
六
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法

律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業

十
七
　
他
の
事
業
者
の
た
め
に
電
子
計
算
機
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務
（
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
若
し
く
は
保
守
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販

売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
を
行
う
業
務
を
含
む
。
）

十
八
　
他
の
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
に
対
す
る
教
育
又
は
研
修
を
行
う
業
務

十
九
　
他
の
事
業
者
の
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
有
価
証
券
の
輸
送
を
行
う
業
務
（
次
号
及
び
第
二
十
一
号
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
　
他
の
事
業
者
の
主
要
な
取
引
先
に
対
す
る
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
証
書
の
集
配
を
行
う
業
務

二
十
一
　
他
の
事
業
者
の
主
要
な
取
引
先
と
の
間
で
当
該
他
の
事
業
者
の
業
務
に
係
る
有
価
証
券
の
受
渡
し
を
行

う
業
務

二
十
二
　
他
の
事
業
者
の
た
め
に
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
有
価
証
券
を
整
理
し
、
そ
の
金
額
若
し
く
は
枚
数

を
確
認
し
、
又
は
一
時
的
に
そ
の
保
管
を
行
う
業
務

二
十
三
　
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
保
険
会
社
の
た
め
に
投
資
を
行
う
業
務

二
十
四
　
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
、
そ
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
又
は
保
険
会
社

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
親
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
回

収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
親
銀
行
等
の
た
め
に
当
該
債
権
の
担
保
の
目
的

と
な
つ
て
い
る
財
産
を
適
正
な
価
格
で
購
入
し
、
並
び
に
購
入
し
た
財
産
の
所
有
及
び
管
理
そ
の
他
当
該
財
産

に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

二
十
五
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

二
十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
者
が
営
む
も
の
に
限

る
。
）

２
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
又
は
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
若
し
く
は
労
働
金
庫
（
こ
れ
ら
の
法
人
を
も
つ
て

組
織
す
る
連
合
会
を
含
む
。
）
の
業
務
（
第
一
号
の
五
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

一
の
二
　
農
業
協
同
組
合
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
行
う
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定

す
る
信
用
事
業
（
第
一
号
の
五
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
、
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

若
し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
若
し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
が
行
う
水
産
業
協
同
組
合
法
第
五

十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
（
同
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
業
務

（
同
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

一
の
三
　
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
（
国
内
に
お
い
て
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
有

価
証
券
の
保
護
預
り
、
顧
客
か
ら
の
指
図
に
基
づ
く
有
価
証
券
の
取
引
に
関
す
る
決
済
、
当
該
保
管
し
て
い
る

有
価
証
券
に
係
る
利
金
等
の
授
受
、
指
図
に
基
づ
く
当
該
保
管
し
て
い
る
有
価
証
券
の
第
三
者
へ
の
貸
付
け
若

し
く
は
当
該
保
管
し
て
い
る
有
価
証
券
の
指
図
に
基
づ
く
権
利
の
行
使
又
は
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
の
媒
介

に
限
る
。
）

一
の
四
　
資
金
移
動
業
者
が
営
む
資
金
移
動
業
の
代
理
又
は
媒
介

一
の
五
　
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約
代
理
業
（
金

融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
二
号
及
び
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
の
六
　
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
営
む
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項

第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条

第
三
号
及
び
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
を
受
託
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

二
　
金
銭
の
貸
付
け
又
は
金
銭
の
貸
借
の
媒
介
（
手
形
の
割
引
、
売
渡
担
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ

つ
て
す
る
金
銭
の
交
付
又
は
当
該
方
法
に
よ
つ
て
す
る
金
銭
の
授
受
の
媒
介
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
業
と
し
て

行
う
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

二
の
二
　
金
銭
の
貸
付
け
以
外
の
取
引
に
係
る
業
務
で
あ
つ
て
、
金
銭
の
貸
付
け
と
同
視
す
べ
き
も
の
（
宗
教
上

の
規
律
の
制
約
に
よ
り
利
息
を
受
領
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
取
引
が
金
銭
の
貸
付
け
以

外
の
取
引
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
宗
教
上
の
規
律
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
合

議
体
の
判
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
（
同
項
第
五
号
、
第
五
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
、
有
価

証
券
関
連
業
そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
の
二
　
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
債
権
管
理
回
収
業
及
び
同
法
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場

合
に
あ
つ
て
は
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
基
準
を
全
て
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
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三
の
三
　
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
確
定
拠
出
年
金
運

営
管
理
業
又
は
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
業
務

三
の
四
　
保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第

一
項
に
お
い
て
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）

三
の
五
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す

る
保
険
媒
介
業
務
（
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
に
お
い
て
「
保
険
媒
介
業
務
」
と
い

う
。
）

四
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
に
掲
げ
る
行

為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を

除
く
。
）
を
行
う
業
務

五
　
削
除

六
　
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
顧
問
業

七
　
そ
れ
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ
れ
と
引
換
え
に
特
定
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
か

ら
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
物
又
は
番

号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
カ
ー
ド
等
」
と
い
う
。
）
を
こ
れ
に
よ
り
商

品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次

号
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
に
交
付
し
又
は
付
与
し
、
当
該
利
用
者
が
そ
の
カ
ー
ド
等
を
提
示
し
若

し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ
れ
と
引
換
え
に
特
定
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
商
品
若
し
く
は
権

利
を
購
入
し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
か
ら
当
該
商
品
若
し
く
は
当
該
権
利
の
代
金

又
は
当
該
役
務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
を
受
領
し
、
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
に
当
該
金
額

の
交
付
（
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
以
外
の
者
を
通
じ
た
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提

供
事
業
者
へ
の
交
付
を
含
む
。
）
を
す
る
業
務

八
　
利
用
者
が
カ
ー
ド
等
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
特
定
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
の
商
品
若
し
く

は
権
利
の
購
入
又
は
役
務
の
提
供
を
条
件
と
し
て
、
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
に
当
該
商
品

若
し
く
は
当
該
権
利
の
代
金
又
は
当
該
役
務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
の
交
付
（
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務

提
供
事
業
者
以
外
の
者
を
通
じ
た
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
へ
の
交
付
を
含
む
。
）
を
し
、

当
該
利
用
者
か
ら
当
該
金
額
を
受
領
す
る
業
務

九
　
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
家
型
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
す
る
業
務
若
し
く

は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
す
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
手
段
を
販
売
す
る

業
務

十
　
削
除

十
一
　
機
械
類
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
さ
せ
る
業
務
（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
法
第
六
条

第
三
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
二
　
次
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
他
の
株
式
会
社
に
対
し
そ
の
事
業
に
必
要
な
資
金
を
供
給
す
る
業
務

イ
　
当
該
会
社
に
対
し
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
当
該
会
社
の
発
行
す
る
社
債
（
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
を
除
く
。
）
を
取
得
す
る

こ
と
。

ハ
　
当
該
会
社
の
発
行
す
る
新
株
予
約
権
を
取
得
す
る
こ
と
。

ニ
　
株
式
に
係
る
配
当
を
受
け
取
る
こ
と
又
は
株
式
に
係
る
売
却
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該
会
社
の

発
行
す
る
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
。

ホ
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
組
合
契
約
又
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投

資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

十
三
　
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
一

項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
行
う
業
務
（
外
国
に
お
い

て
は
こ
れ
ら
と
同
種
類
の
も
の
。
投
資
信
託
委
託
会
社
が
そ
の
運
用
の
指
図
を
行
う
投
資
信
託
財
産
又
は
資
産

運
用
会
社
が
資
産
の
運
用
を
行
う
投
資
法
人
の
資
産
に
属
す
る
不
動
産
の
管
理
を
行
う
業
務
を
含
む
。
）

十
四
　
投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
第
十
二

条
の
四
の
九
及
び
第
十
二
条
の
四
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
（
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分

析
に
基
づ
く
投
資
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
一
任
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
業
務

十
四
の
二
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
）
第
三
条
第

一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
、
他
人
の
た
め
金
銭
そ

の
他
の
財
産
の
運
用
（
そ
の
指
図
を
含
む
。
）
を
行
う
業
務
（
第
四
号
及
び
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四
の
三
　
他
の
事
業
者
の
事
業
の
譲
渡
、
合
併
、
会
社
の
分
割
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
若
し
く
は
株
式
交
付

に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
し
仲
介
を
行
う
業
務

十
五
　
他
の
事
業
者
の
経
営
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
業
務

十
六
　
金
融
そ
の
他
経
済
に
関
す
る
調
査
又
は
研
究
を
行
う
業
務

十
七
　
個
人
の
財
産
形
成
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
業
務

十
八
　
主
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
持

株
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会

社
対
象
会
社
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
十
二
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
会
社
そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
金
融
機
関
の
業
務
に
関
す
る
デ
ー
タ
又

は
事
業
者
の
財
務
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
処
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
の
伝
送
役
務
を
提
供
す
る

業
務

十
八
の
二
　
主
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
子
会
社
対
象
会
社
に
該
当
す
る
会

社
そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
金
融
機
関
の
業
務
又
は
事
業
者
の
財
務
に
関
す
る
電
子
計
算
機
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
作
成
若
し
く
は
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
を
行
う

業
務
及
び
計
算
受
託
業
務
（
第
三
十
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
八
の
三
　
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
定
給
付
企

業
年
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
年
金
に
係
る
掛
金
又
は
給
付
金
等
の
計
算
に
関
す
る
業
務
及
び
書
類
等
の
作
成

又
は
授
受
に
関
す
る
業
務

十
八
の
四
　
法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務

十
八
の
五
　
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
債
権
記

録
業

十
九
　
有
価
証
券
の
所
有
者
と
発
行
者
と
の
間
の
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
事
務
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務

二
十
　
有
価
証
券
に
関
す
る
顧
客
の
代
理

二
十
一
　
株
式
会
社
の
株
式
の
発
行
に
よ
る
事
業
資
金
の
調
達
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該
株
式
会

社
に
係
る
広
告
、
宣
伝
又
は
調
査
を
行
う
業
務
そ
の
他
当
該
株
式
会
社
に
対
す
る
投
資
者
の
評
価
を
高
め
る
こ

と
に
資
す
る
業
務

二
十
二
　
有
価
証
券
に
関
連
す
る
情
報
の
提
供
又
は
助
言
（
第
十
九
号
及
び
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
三
　
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
又
は
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
）
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
業
務
（
有
価

証
券
関
連
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
四
　
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
の
保
険
業
に
係
る
業
務
の
代
理
（
第
三
号
の
四
及
び
第
三
号
の
五

に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
事
務
の
代
行

二
十
五
　
削
除

二
十
六
　
保
険
事
故
そ
の
他
の
保
険
契
約
に
係
る
事
項
の
調
査
を
行
う
業
務

二
十
七
　
保
険
募
集
又
は
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
者
の
教
育
を
行
う
業
務

二
十
八
　
老
人
福
祉
施
設
等
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る

老
人
福
祉
施
設
及
び
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
に
関
す
る
役
務
そ

の
他
老
人
、
身
体
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
役
務
の
提
供
を
行
う
業
務

二
十
九
　
健
康
の
維
持
若
し
く
は
増
進
の
た
め
の
運
動
を
行
う
施
設
又
は
温
泉
を
利
用
し
て
健
康
の
維
持
若
し
く

は
増
進
を
図
る
た
め
の
施
設
の
運
営
を
行
う
業
務

9



三
十
　
事
故
そ
の
他
の
危
険
の
発
生
の
防
止
若
し
く
は
危
険
の
発
生
に
伴
う
損
害
の
防
止
若
し
く
は
軽
減
を
図
る

た
め
、
又
は
危
険
の
発
生
に
伴
う
損
害
の
規
模
等
を
評
価
す
る
た
め
の
調
査
、
分
析
又
は
助
言
を
行
う
業
務

三
十
一
　
健
康
、
福
祉
又
は
医
療
に
関
す
る
調
査
、
分
析
又
は
助
言
を
行
う
業
務

三
十
二
　
主
と
し
て
保
険
持
株
会
社
、
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
（
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
七
第
二

項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
を
い
う
。
）
、
子
会
社
対
象
会
社
に
該
当
す
る
会
社
（
保
険
会
社
、
少

額
短
期
保
険
業
者
又
は
保
険
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
限
る
。
）
又
は
保
険
募
集
人
の
業
務
に
関
す
る
電
子
計

算
機
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
又
は
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含

む
。
）
を
行
う
業
務
及
び
計
算
受
託
業
務

三
十
三
　
自
動
車
修
理
業
者
等
の
あ
つ
せ
ん
又
は
紹
介
に
関
す
る
業
務

三
十
四
　
保
険
契
約
者
か
ら
の
保
険
事
故
に
関
す
る
報
告
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務
又
は
保
険
契
約
に
関
し
相
談
に

応
ず
る
業
務

三
十
五
　
財
産
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
業
務
を
営
む

会
社
の
議
決
権
を
保
有
す
る
信
託
子
会
社
等
が
受
託
す
る
信
託
財
産
と
同
じ
種
類
の
財
産
に
つ
き
、
業
務
方
法

書
に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
管
理
の
方
法
と
同
じ
方
法
に
よ
り
管
理
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
業
務

に
係
る
代
理
事
務

三
十
六
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る

業
務
（
第
六
号
及
び
前
号
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
三
号
並
び
に

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業

務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
業
務
を
行
う
会
社
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
業
務
を
行

う
会
社
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
信
託
子
会
社
等
の
う
ち
に
信
託

兼
営
銀
行
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
当
該
信
託
子
会
社
等
が

信
託
業
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
七
　
信
託
を
引
き
受
け
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
財
産
（
不
動
産
を
除
く
。
）
の
評
価
に
関
す
る
業
務

三
十
八
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
十
九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
者
が
営
む
も
の
に
限

る
。
）

３
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
前
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

４
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

５
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

６
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会

社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
が
、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議

決
権
を
保
有
す
る
同
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

７
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
七
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会

社
で
あ
る
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
が
、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権

を
保
有
す
る
同
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

８
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
八
号
ニ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る

信
託
兼
営
銀
行
又
は
信
託
専
門
会
社
が
、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す

る
同
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

９
　
前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
は
、
社
債
、
株
式
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
等
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
四
条
の
六
　
法
第
十
三
条
の
二
第
五
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

二
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
等
に
係
る
議
決

権
の
取
得
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の

に
限
る
。
）

三
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
の
転
換
（
当
該
株
式
が
そ
の
発
行
会
社

に
取
得
さ
れ
、
そ
の
引
換
え
に
他
の
種
類
の
株
式
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
長
期
信

用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式

無
償
割
当
て
（
会
社
法
第
百
八
十
五
条
に
規
定
す
る
株
式
無
償
割
当
て
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

五
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に
係
る
権
利

の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

六
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

七
　
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
又
は
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
会
社

に
よ
る
株
式
等
の
取
得

２
　
法
第
十
三
条
の
二
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
由

と
す
る
。

３
　
法
第
十
三
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社

の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

（
子
会
社
対
象
会
社
の
う
ち
子
会
社
対
象
銀
行
等
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
四
条
の
六
の
二
　
法
第
十
三
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専

ら
営
む
会
社
と
す
る
。

一
　
第
四
条
の
五
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
八
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
四
条
の
五
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係

る
も
の

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
四
条
の
七
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
法
第
十
三
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀

行
等
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
二
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十

一
号
及
び
第
十
一
号
の
二
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
第
十
号
の
二
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
九
号
の
二
並
び
に

第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面

を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
換
に
よ
り
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
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（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
株
式
交
付
に
よ
り
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算

書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の

収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得

ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
次
項
第
二
号
、
次
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
十
八
条
の
三
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第

二
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
七
号
並
び
に

第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子

会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
第
四
項
、
次
条
、
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
二

条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業

務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
長
期
信
用
銀
行
」
と
い
う
。
）
の
資
本

金
の
額
が
当
該
申
請
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り
る
十
分
な
額

で
あ
る
こ
と
。

二
　
申
請
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
含
む
。
）
の
連
結
自

己
資
本
比
率
が
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
長
期
信
用
銀
行
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
当
該
認
可
に

係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五
　
申
請
長
期
信
用
銀
行
が
子
会
社
対
象
銀
行
等
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
外
国
の
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た

書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）

そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
法
第
十
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
記
載
し
た
書
面

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
十
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行

若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ

た
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ

と
又
は
子
会
社
と
な
つ
た
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
（
前
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
四
条
の
八
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
長
期
信
用
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期

信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
換
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等

会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
外
国

の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
株
式
交
付
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等

会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
外
国

の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
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イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算

書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）

の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会

社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀

行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社

の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社

の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
長
期
信
用
銀
行
」
と
い
う
。
）
の
資
本

金
の
額
が
当
該
申
請
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り

る
十
分
な
額
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
対
す
る
出
資
が
全
額
毀
損
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、

申
請
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
よ
り
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
除
く
。
）
の
財
産
及

び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
長
期
信
用
銀
行
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請

長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ

い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業

高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五
　
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

六
　
申
請
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会

社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀

行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
申
請
長
期
信
用
銀
行
の
営
む
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の

高
度
化
又
は
申
請
長
期
信
用
銀
行
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

七
　
申
請
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て

当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く

は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申
請
長
期
信
用
銀
行
の

業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

八
　
申
請
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
顧
客
に
対
し
、
申
請
長
期

信
用
銀
行
の
長
期
信
用
銀
行
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の

業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
申
請
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条

件
若
し
く
は
実
施
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は
実
施
に

つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為
が
行
わ
れ
る
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

九
　
申
請
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
申
請

長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
行
う
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ

れ
る
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
十
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
長
期
信
用

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
子
会

社
と
な
つ
た
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限

る
。
）
及
び
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
（
前
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
第
四

号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
合
併
等
の
場
合
に
催
告
を
要
し
な
い
債
権
者
）

第
五
条
　
令
第
三
条
及
び
銀
行
法
施
行
令
第
七
条
に
規
定
す
る
債
権
者
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
債
権
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
債
権
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
会
社
分
割
（
会
社
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
決
議
を
し
た
場
合
に

限
る
。

一
　
保
護
預
り
契
約
に
係
る
債
権
者

二
　
先
物
為
替
取
引
（
一
定
の
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
債
権
者

三
　
金
利
又
は
外
国
為
替
に
係
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す

る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の

以
外
の
も
の
（
公
正
な
商
慣
習
に
基
づ
く
一
定
の
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る

債
権
者

四
　
信
用
状
取
引
（
国
際
取
引
に
お
け
る
公
正
な
商
慣
習
に
基
づ
く
輸
出
入
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
債
権
者

五
　
長
期
信
用
銀
行
が
自
己
を
振
出
人
と
し
て
振
り
出
し
た
小
切
手
に
係
る
債
権
者

六
　
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
せ
ん
金
付
証

票
の
発
売
等
に
係
る
債
権
者

（
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
の
提
出
等
）

第
五
条
の
二
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
五

条
の
二
の
十
八
に
お
い
て
「
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様

式
第
七
号
の
二
の
三
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
を
作
成
し
、
金
融
庁
長
官
、
財
務
局
長
又

は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
及
び
そ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
保
有
す
る
議
決
権
の
数
に
増
加
が
な
い
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
長
期
信
用
銀
行
議
決
権

大
量
保
有
者
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
の
十
七
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
つ
た
こ
と
を
知

つ
た
日
か
ら
五
日
（
日
曜
日
及
び
銀
行
法
施
行
令
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
休
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な

い
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
の
二
の
十
七
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
過
し
た
日
又
は
長

期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
を
含
む
月
の
翌
月
十
五
日
か
ら
五
日
を
経
過
し
た
日
（
当
該
日

が
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
前
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
）
の
い
ず
れ
か
早
い
日

二
　
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
者
が
外
国
人
又
は
外
国
の
法
人
（
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
次
号
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
の
十
七
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た

日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日

三
　
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
者
が
外
国
人
又
は
外
国
の
法
人
で
あ
つ
て
そ
の
保
有
す
る
議

決
権
の
数
に
増
加
が
な
い
場
合
　
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
一
月
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を
経
過
し
た
日
又
は
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
を
含
む
月
の
翌
月
十
五
日
か
ら
一
月
を

経
過
し
た
日
（
当
該
日
が
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
前
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
）
の
い
ず

れ
か
早
い
日

（
国
等
が
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る
議
決
権
）

第
五
条
の
二
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
議
決
権
の
保
有
に
つ
い
て
、
銀
行

法
施
行
令
第
十
五
条
の
法
人
と
み
な
す
。

一
　
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
定
銀
行
　

同
法
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
に
基
づ
く
譲
受
け
等
に
係
る
株
式
に
係
る
議
決
権
、
金
融
機

能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
十
三
号
。
以
下
「
金
融
機
能

早
期
健
全
化
緊
急
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式
等
の
発
行
等
に
係
る
株
式
に
係
る

議
決
権
、
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
附
則
第

五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
金
融
機
能
の
安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
優
先
株
式
等
の
発
行
等
に
係
る

株
式
に
係
る
議
決
権
及
び
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二

十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
取
得
株
式
等
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権

二
　
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る

協
定
債
権
回
収
会
社
　
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
の
買
取
り
の
委
託
に
係
る
株
式
に
係
る

議
決
権

三
　
保
険
業
法
附
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
協
定
銀
行
　
同
法
附
則
第
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項

に
規
定
す
る
協
定
に
基
づ
く
資
産
の
買
取
り
に
係
る
株
式
に
係
る
議
決
権

（
長
期
信
用
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申

請
等
）

第
五
条
の
二
の
三
　
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り
一
の
長
期
信
用
銀
行
の

主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲

げ
る
書
面
の
一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該
書
面
に
相
当
す
る
書
面
）

イ
　
定
款

ロ
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ

つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ニ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ホ
　
そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又

は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ヘ
　
当
該
認
可
に
係
る
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締

役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
を
含
む
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株

主
総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
に
お
い
て
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ

と
を
証
す
る
書
面
を
含
む
。
）

ト
　
主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

チ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

リ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
当
該
法
人
の

近
に
お
け
る
業

務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ヌ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ル
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る

当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ヲ
　
そ
の
子
会
社
等
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
認
可
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
見
込
み
及
び
当
該
見
込
み
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
（
当
該
議
決
権
の
保
有
を
直
接
又
は
間

接
の
原
因
と
す
る
収
入
又
は
支
出
の
増
加
及
び
減
少
の
そ
れ
ぞ
れ
を
当
該
議
決
権
の
取
得
資
金
に
係
る
そ
れ
ぞ

れ
に
対
応
す
る
期
間
の
金
利
を
用
い
て
現
在
価
値
と
し
て
割
り
引
い
て
得
た
値
を
合
計
し
た
値
を
い
う
。
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
面

四
　
前
号
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
に
係
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
（
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
の
計
算

の
前
提
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
事
項
の
過
去
の
一
定
期
間
の
変
化
そ
の
他
の
合
理
的
な
範
囲
で
の
変
化
が

あ
つ
た
も
の
と
し
て
、
当
該
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
と
は
異
な
る
値
を
別
途
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
後
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に

お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に
係
る
方
針
（
当
該
関
係
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
運
営
に
影
響
を
与
え

る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
の
体
制
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

六
　
そ
の
他
法
第
十
六
条
の
二
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と

な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り
一
の
長
期
信
用
銀
行
の
主
要
株
主
基
準

値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
書
面
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
者
の
名
称
又
は
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
又

は
職
業
を
記
載
し
た
書
面

二
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当

該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
者
が
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
の
名

称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
法
第
十
六
条
の
二
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と

な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
一
の
長
期
信
用
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
設
立
法
人
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
設
立
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書

面
の
一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該
書
面
に
相
当
す
る
書
面
）

イ
　
定
款

ロ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ

つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ハ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ニ
　
そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
氏

名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し

た
書
面
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ホ
　
当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録

（
当
該
設
立
法
人
が
株
式
移
転
、
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
関

す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

ヘ
　
主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ト
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

チ
　
資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

リ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ヌ
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る

当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ル
　
そ
の
子
会
社
等
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
見
込
み
及
び
当
該
見
込
み
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
を
記
載
し
た
書
面

四
　
前
号
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
に
係
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
設
立
後
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に

お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に
係
る
方
針

六
　
そ
の
他
法
第
十
六
条
の
二
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と

な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

４
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
十
六
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
る
審
査
を

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
者
又
は
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請

者
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
を
取
得
又
は
保
有
す
る
目
的
が
長
期
信
用
銀
行
の
業
務

の
公
共
性
を
損
な
わ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
申
請
者
等
の
財
産
及
び
収
支
の
状
況
、
当
該

保
有
に
基
づ
き
当
該
申
請
者
等
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
有
す
る
関
係
そ
の
他
の
当
該
保
有
に
係
る
事
由
に
よ

り
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
極
め
て
少
な
い
と
認
め
ら

れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
申
請
者
等
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
的

確
か
つ
公
正
な
経
営
管
理
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

一
　
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
の
取
得

二
　
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
の
取
得

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議
決
権
の
取
得
に
よ
る
そ
の
総

株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な

ろ
う
と
す
る
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
株
式
の
転
換
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議

決
権
の
割
合
の
増
加
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
よ
る
場
合
を

除
く
。
）

五
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
株
式
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償
割
当
て
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総

株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

六
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
に
係
る
権
利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
を
変
更
し

た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

七
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
自
己
の
株
式
の
取
得
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有

す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

６
　
前
項
の
規
定
は
、
銀
行
法
施
行
令
第
十
五
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
予
備
審
査
）

第
五
条
の
二
の
四
　
長
期
信
用
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は

長
期
信
用
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
で
あ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
を
設
立
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一

項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
特
定
主
要
株
主
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
五
条
の
二
の
五
　
特
定
主
要
株
主
（
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
主
要
株
主
を
い
う
。
）
は
、

同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
第
五
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
、
ト
か
ら
ヌ
ま
で
及
び
ヲ
並
び
に
同
項
第
三
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

三
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

２
　
第
五
条
の
二
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
十
六
条
の
二
の
三
の
規

定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申
請
等
）

第
五
条
の
二
の
六
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社
は
、
法
第
十
六
条
の
二
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
定
款

ロ
　
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ

つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ニ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ホ
　
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

ヘ
　
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数

を
記
載
し
た
書
面

ト
　
当
該
認
可
に
係
る
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締

役
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の
議

事
録
（
会
社
法
第
三
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。
以
下
同
じ
。
）

チ
　
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

リ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ヌ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
当
該
会
社
の

近
に
お
け
る
業

務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ル
　
当
該
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管

理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ヲ
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
会
社
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
子
会
社
等
又
は
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
前
号
リ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
書
面

四
　
当
該
認
可
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
（
銀

行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
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第
五
条
の
九
、
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
第
九
号
、
第

二
十
五
条
の
十
の
二
第
一
項
第
九
号
、
第
二
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
六
号
並
び
に
第
二
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
会
社
又
は
そ
の
子
会

社
が
国
内
の
会
社
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
、
第
五
条
の
六
、
第
五
条
の
九
、
第
二
十
五
条
の
四
及
び
第
二
十
五
条
の
十
か
ら
第
二
十
五
条
の
十
一
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
に

規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
五
条
の
九
、
第
二
十
五
条
の
四
及
び
第
二
十
五
条
の
十

か
ら
第
二
十
五
条
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内

の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
設
立
会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
書
面

イ
　
定
款

ロ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ

つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ハ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ニ
　
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

ホ
　
株
主
と
な
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議

決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ヘ
　
当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録

（
当
該
設
立
会
社
が
株
式
移
転
、
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
関

す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

ト
　
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

チ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

リ
　
資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ヌ
　
当
該
設
立
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ル
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
設
立
会
社
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
当
該
会
社
の

近
に
お
け
る
業

務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

四
　
当
該
設
立
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
設
立
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見

込
み
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
設
立
に
よ
り
、
設
立
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権

数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た

書
面

六
　
そ
の
他
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
会
社
又
は
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申

請
者
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
当
該
認
可
後
又
は
設
立
後
三
事
業
年
度
に
お
い
て
良
好

に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
申
請
者
等
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
が
当
該
認
可
後
又
は
設
立
後
三
事
業
年
度
に
お

い
て
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
役
員
又
は
従
業
員
の
確
保
の
状
況
、
子

会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
申
請
者
等
が
、
そ
の
子
会
社
で
あ
り
、
又
は
そ
の
子
会
社
と
な

る
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

一
　
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
の
取
得

二
　
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
の
取
得

三
　
有
価
証
券
関
連
業
を
営
む
金
融
商
品
取
引
業
者
が
業
務
と
し
て
株
式
を
取
得
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
業
務

の
実
施

四
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議
決
権
の
取
得
に
よ
る
そ
の
総

株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な

ろ
う
と
す
る
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
株
式
の
転
換
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議

決
権
の
割
合
の
増
加
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
よ
る
場
合
を

除
く
。
）

六
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
株
式
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償
割
当
て
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総

株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

七
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
に
係
る
権
利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
を
変
更
し

た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

八
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
自
己
の
株
式
の
取
得
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有

す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

５
　
前
項
の
規
定
は
、
銀
行
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
予
備
審
査
）

第
五
条
の
三
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社
又
は
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社

と
す
る
持
株
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て

内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
持
株
会
社
に
係
る
届
出
事
項
等
）

第
五
条
の
四
　
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
当
該
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
つ
た
旨

二
　
当
該
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
つ
た
事
由
及
び
そ
の
時
期

三
　
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容

四
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２
　
特
定
持
株
会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
特
定
持
株
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
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国
の
持
株
会
社
（
令
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
令
第
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款

二
　
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

三
　
当
該
特
定
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の

終
の
貸
借
対
照
表

３
　
特
定
持
株
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀

行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
は
、
令
第
六
条
の
四
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
期
限
の
延
長
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
の
持
株
会
社

が
令
第
六
条
の
四
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
期
限
の
延
長
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
特
定
持
株
会
社
は
、
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書

に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
特
定
持
株
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
で
な
く
な
つ
た
時
期
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
特
定
持
株
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
で
な
く
な
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
又
は

長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
で
な
く
な
つ
た
事
由
を
記
載
し
た
書
面

（
特
定
持
株
会
社
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
五
条
の
五
　
特
定
持
株
会
社
は
、
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
第
五
条
の
二
の
六
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
チ
か
ら
ヲ
ま
で
並
び
に
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
書
面

２
　
第
五
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
五
条
の
六
　
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
、
そ
の
子
会
社
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
集
団
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
二
以

上
の
子
会
社
の
集
団
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
集
団
の
う
ち
、
長
期
信
用
銀
行

又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
を
含
む
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
集
団
及
び
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
第
四
条
の
三
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

ロ
　
他
の
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
集
団

ハ
　
銀
行
持
株
会
社
の
銀
行
持
株
会
社
集
団

２
　
前
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
「
銀
行
持
株
会
社
集
団
」
と
は
、
銀
行
持
株
会
社
の
二
以
上
の
子
会
社
の
集
団
又

は
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
集
団
の
う
ち
、
銀
行
又
は
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第

一
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
を
含
む
も
の
を
い
う
。

３
　
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
他
の
事
業
者
の
た
め
の
不
動
産
（
原
則
と
し
て
、
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ

の
子
会
社
か
ら
取
得
し
、
又
は
賃
借
し
た
事
業
用
不
動
産
に
限
る
。
）
の
賃
貸
又
は
他
の
事
業
者
の
所
有
す
る

不
動
産
若
し
く
は
そ
れ
に
付
随
す
る
設
備
の
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

二
　
他
の
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
の
た
め
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務

三
　
他
の
事
業
者
の
事
務
の
用
に
供
す
る
物
品
の
購
入
又
は
管
理
を
行
う
業
務

四
　
他
の
事
業
者
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
印
刷
又
は
製
本
を
行
う
業
務

五
　
他
の
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
業
務

六
　
他
の
事
業
者
の
た
め
の
自
動
車
の
運
行
又
は
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
他
の
事
業
者
の
業
務
に
関
し
必
要
と
な
る
調
査
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務
（
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

八
　
他
の
事
業
者
の
現
金
自
動
支
払
機
等
の
保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

九
　
他
の
事
業
者
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
又
は
当
該
契
約
の
内
容
に
係
る
説
明
を
行
う
葉

書
又
は
封
書
の
作
成
又
は
発
送
を
行
う
業
務

十
　
他
の
事
業
者
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
る
財
産
の
評

価
、
当
該
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
の
管
理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
の
二
　
他
の
事
業
者
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行
す

る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
他
の
事
業
者
の
た
め
に
当
該
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
（
不
動

産
を
除
く
。
）
の
売
買
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
業
務

十
一
　
他
の
事
業
者
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
（
住
宅
の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
消
費
者
に
対
す

る
資
金
の
貸
付
け
に
限
る
。
）
に
関
し
相
談
に
応
ず
る
業
務
又
は
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
事
務
の
取
次
ぎ

そ
の
他
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
二
　
他
の
事
業
者
の
行
う
外
国
為
替
取
引
、
信
用
状
若
し
く
は
旅
行
小
切
手
に
関
す
る
業
務
又
は
輸
出
入
そ
の

他
の
対
外
取
引
の
た
め
直
接
必
要
な
資
金
に
関
す
る
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
若
し
く
は
手
形
の

引
受
け
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
三
　
他
の
事
業
者
の
事
務
に
係
る
計
算
を
行
う
業
務

十
四
　
他
の
事
業
者
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
作
成
、
整
理
、
保
管
、
発
送
又
は
配
送
を
行

う
業
務

十
五
　
他
の
事
業
者
と
当
該
他
の
事
業
者
の
顧
客
と
の
間
の
事
務
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務

十
六
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に

規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業

十
七
　
他
の
事
業
者
の
た
め
に
電
子
計
算
機
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務
（
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
若
し
く
は
保
守
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販

売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
を
行
う
業
務
を
含
む
。
）

十
八
　
他
の
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
に
対
す
る
教
育
又
は
研
修
を
行
う
業
務

十
九
　
他
の
事
業
者
の
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
有
価
証
券
の
輸
送
を
行
う
業
務
（
次
号
及
び
第
二
十
一
号
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
　
他
の
事
業
者
の
主
要
な
取
引
先
に
対
す
る
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
証
書
の
集
配
を
行
う
業
務

二
十
一
　
他
の
事
業
者
の
主
要
な
取
引
先
と
の
間
で
当
該
他
の
事
業
者
の
業
務
に
係
る
有
価
証
券
の
受
渡
し
を
行

う
業
務

二
十
二
　
他
の
事
業
者
の
た
め
に
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
有
価
証
券
を
整
理
し
、
そ
の
金
額
若
し
く
は
枚
数

を
確
認
し
、
又
は
一
時
的
に
そ
の
保
管
を
行
う
業
務

二
十
三
　
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
保
険
会
社
の
た
め
に
投
資
を
行
う
業
務

二
十
四
　
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
又
は
保
険

会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
兄
弟
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る

債
権
の
回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
兄
弟
銀
行
等
の
た
め
に
当
該
債
権
の

担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
を
適
正
な
価
格
で
購
入
し
、
並
び
に
購
入
し
た
財
産
の
所
有
及
び
管
理
そ
の

他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

二
十
五
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

二
十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
者
が
営
む
も
の
に
限

る
。
）

４
　
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
第
四
条
の
三
第
六
項
に
規
定

す
る
会
社
と
す
る
。

16



５
　
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
第
四
条
の
三
第
七
項
に

規
定
す
る
会
社
と
す
る
。

６
　
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

社
又
は
そ
の
子
会
社
が
第
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
会
社
（
同
項
第
九
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の

議
決
権
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
令
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
人
的
な
又
は
財
政
上
の
支
援
そ
の
他
の
当
該
長
期

信
用
銀
行
又
は
令
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
者
が
行
う
事
業
の
再
生
の
た
め
の
支
援
を
そ
の
内
容
に
含
む
事
業
計

画
（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
の
二
の
事
業
に
係
る
計
画
を
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策
定
し
て
い
る
こ
と
。

イ
　
官
公
署

ロ
　
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
準
ず
る
も
の

ニ
　
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人

ホ
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

ヘ
　
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人

ト
　
第
四
条
の
五
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
会
社
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
以
外
の
会
社
に
限
る
。
）

７
　
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
の
ほ
か
、
会
社
で
あ
つ
て
、
そ
の
議
決
権
を
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等

の
取
得
又
は
次
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
取
得
さ
れ
た
と
き
（
当
該
会
社
の
議
決
権
が
当
該

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
に
よ
り
二
回
以
上
に
わ
た
り
取
得
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
同
号
に
掲
げ
る

事
由
に
よ
ら
ず
に

後
に
取
得
さ
れ
た
と
き
）
に
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
も
、
そ
の
議

決
権
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
同

号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
新
た
に
取
得
さ
れ
な
い
限
り
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
法
第
十
六

条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

８
　
前
項
の
規
定
は
、
第
五
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

項
中
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
の
二
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

９
　
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
（
第
六
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
（
第
四
条
の
五
第
二
項

第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
専
ら
営
む
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
五
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
取
得
し
た
第
四

項
若
し
く
は
第
七
項
に
規
定
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
」
と
い
う
。
）
又

は
第
五
項
に
規
定
す
る
会
社
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
七
項
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
、
次
項
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
九
号
、
第
二
十
五
条
の
五
の
三

第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
三
項
第
九
号
に
お
い
て
「
事
業
再
生
会
社
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日

（
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
す
る
日
を
い
い
、
事
業

再
生
会
社
の
う
ち
第
四
条
の
三
第
七
項
第
九
号
に
該
当
す
る
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か
ら
五

年
を
経
過
す
る
日
を
い
い
、
同
号
に
該
当
す
る
会
社
以
外
の
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の

日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
議
決
権
が
同
項
に
規
定
す
る
会
社
（
同
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
議
決
権
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
が
当
該
支
援
を
受
け
て
い
る
期
間
が
当
該
議
決

権
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
支
援
が
終
了
す
る
日
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
及
び
当
該
事
業
再
生
会
社
（
以
下
こ
の
項
、

第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
九
号
及
び
第
二
十
五
条
の
五
の
三
第
三
項
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社

等
」
と
い
う
。
）
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
に
あ
つ
て
は
当
該
長
期
信
用
銀
行

持
株
会
社
に
係
る
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
、
事
業
再
生
会

社
に
あ
つ
て
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会

社
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は

そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎

議
決
権
数
（
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
（
第
六
項
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
、
第

二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
九
号
、
第
二
十
五
条
の
五
の
三
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
三
項
第
九
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
、
外
国
の

会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取

得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
新
規

事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権

を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

10
　
第
五
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会

社
が
そ
の
取
得
し
た
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日
（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
第
四
条
の
三
第
十
二
項
各

号
に
掲
げ
る
議
決
権
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
長
期
信

用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該

当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
特
定
子
会
社

以
外
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数

を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社

が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の

子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え

る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

11
　
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
四
条
の
五
第
二
項
第
十
二

号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
と
す
る
。

12
　
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は

金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
、
そ
の
子
会
社
又
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
営
む
業
務

の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連

業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
信
託
専
門
会
社
又

は
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
信
託
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業

務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三

十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、

第
二
号
、
第
五
号
、
第
五
号
の
二
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
次
号

及
び
第
三
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連

業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株

会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並

び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ

る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま

で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

三
　
信
託
専
門
会
社
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
信
託
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業

を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持

株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及

び
第
二
項
各
号
（
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し

て
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
五
号
の
二
及
び
第
七
号
か

ら
第
九
号
ま
で
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
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四
　
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
二
、
第
三
号
の
二
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
一
号
の
三
ま
で
に
規
定
す
る

会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及

び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
七
号

ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

五
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又

は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
四
条
の
五
第
六
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該

持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号

及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

六
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
七
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
の
子
会

社
の
う
ち
第
四
条
の
五
第
七
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管

理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
十
九
号

か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
及
び
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

七
　
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
八
号
ニ
に
規
定
す
る
当
該
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
信
託
兼
営
銀
行
又
は
信
託
専

門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
四
条
の
五
第
八
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子

会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第

十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

13
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
六
項
、
第
七
項
（
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
九
項
及
び
第
十
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
等
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
五
条
の
七
　
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
等
に

係
る
議
決
権
の
取
得
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に

よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
の
転
換
（
当
該
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割

又
は
株
式
無
償
割
当
て

五
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に

係
る
権
利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

六
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

七
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
又
は
第
十
二
号
の
二
に
掲

げ
る
会
社
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

２
　
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
由

と
す
る
。

３
　
法
第
十
六
条
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

（
子
会
社
対
象
会
社
の
う
ち
長
期
信
用
銀
行
等
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
五
条
の
八
　
法
第
十
六
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営

む
会
社
と
す
る
。

一
　
第
四
条
の
五
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
八
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
四
条
の
五
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係

る
も
の

（
長
期
信
用
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
五
条
の
九
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
等
（
同
項

に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
等
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、

第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
十
三
号
の
二
、
第
二
十
五
条
の
十
の
二
第
一
項
第
十
四
号
の
二
、
第

二
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
十
号
の
二
並
び
に
第
二
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
「
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会

社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
換
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
株
式
交
付
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
、
次
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
二
十
六
条
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益

の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含

む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
の
業
務
、
財
産
及
び
損
益

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は

そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ

り
、
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
等
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

二
　
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
等
を
含

む
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
、
そ
の
人
的
構
成
及
び
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照

ら
し
、
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
等
の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。
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四
　
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
等
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
外
国
の
会
社
を
引
き
続
き
子
会

社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た

書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）

そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
記
載
し
た
書
面

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行

持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ

と
と
な
つ
た
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保

有
す
る
こ
と
又
は
子
会
社
と
な
つ
た
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

認
可
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
（
前
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
五
条
の
九
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算

し
て
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一

項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有

す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
株
式
交
換
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
長
期
信
用
銀
行
業

高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
付
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
長
期
信
用
銀
行
業

高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益

の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を

含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長

期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子

会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
、
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で

あ
り
、
か
つ
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信

用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、

又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
対
す
る
出
資
が
全
額
毀
損
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、

申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
よ
り
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
除

く
。
）
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信

用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又

は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
営
む
業
務
の
高
度
化
又
は
当
該
銀
行
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五
　
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若

し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し

た
後
も
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営

に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

六
　
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
認
可
に
係
る
長
期

信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
顧
客
に
対
し
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
長
期
信
用
銀
行
と
し
て
の
取
引
上
の
優

越
的
地
位
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
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用
し
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は
実
施
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
業
高
度

化
等
会
社
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為
が
行
わ
れ
る
著
し
い

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

七
　
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
認
可
に
係
る
長
期

信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信

用
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
行
う
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
著

し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若

し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と

又
は
子
会
社
と
な
つ
た
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

認
可
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

認
可
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限

る
。
）
及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
（
前
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
第
一

号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
類
す
る
者
）

第
五
条
の
九
の
三
　
法
第
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
五
条
の
六
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
特
例
子
会
社
対
象
業
務
）

第
五
条
の
九
の
四
　
法
第
十
六
条
の
四
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
六
条
第
三
項

第
十
一
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
商
品
の
売
買
と
す
る
。

（
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
五
条
の
九
の
五
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
十
六
条
の
四
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
例
子
会
社
対

象
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
持
株

特
定
子
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
特
定
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
持
株
特
定
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
換
に
よ
り
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
株
式
交
付
に
よ
り
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益

の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含

む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
の
業
務
、
財
産
及
び
損
益

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は

名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ

り
、
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
（
同
条
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算

式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
）
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
及
び

そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率

（
同
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
）
並
び
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
単
体

自
己
資
本
比
率
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い

う
。
）
が
い
ず
れ
も
十
分
な
水
準
に
あ
り
、
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と

し
た
後
も
十
分
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
、
そ
の
人
的
構
成
及
び
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照

ら
し
、
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

四
　
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

五
　
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
当
該

認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
し
た
後
も
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会

社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
の
二
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
要
件
）

第
五
条
の
九
の
六
　
法
第
十
六
条
の
四
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
第
五
条
の
九

の
四
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
持
株
特
定
子
会
社
が
第
五
条
の
九
の
四
に
規
定
す
る
業
務
の
結
果
と
し
て
保
有
す
る
商
品
の
額
の
合
計

額
が
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
商
品
の
保
管
又
は
運
搬
の
た
め
の
施
設
を
保
有
し
な
い
こ
と
。

三
　
商
品
の
精
製
、
加
工
そ
の
他
の
処
理
を
行
わ
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
商
品
の
額
は
時
価
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
商
品
の
額
の
合
計
額
が
当

該
商
品
を
取
得
し
た
と
き
の
価
額
（
当
該
商
品
の
価
額
の
低
下
に
つ
い
て
損
益
計
算
上
損
失
と
し
て
処
理
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
処
理
を
し
た
額
を
差
し
引
い
た
金
額
）
を
合
計
し
た
金
額
を
超
え
る
額
で
あ
る
場
合
は
、

当
該
合
計
し
た
金
額
と
す
る
。

（
財
産
的
基
礎
）

第
五
条
の
九
の
七
　
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
五
条
の

十
四
第
六
号
に
規
定
す
る
財
産
に
関
す
る
調
書
又
は
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
若
し
く
は
こ
れ
に
代
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わ
る
書
面
に
計
上
さ
れ
た
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
純
資
産
額
」

と
い
う
。
）
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
個
人
　
三
百
万
円

二
　
法
人
　
五
百
万
円

２
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一
　
個
人
（
純
資
産
額
が
負
の
値
で
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
所
属
長
期
信
用
銀
行
（
法
第
十
六
条
の
五
第

三
項
に
規
定
す
る
所
属
長
期
信
用
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
個
人
が
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託

者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
再
委
託
を
受
け
て
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
（
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
む
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
を
含
む
。
）
が
長
期

信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
の
保
証
人
（
純
資
産
額
が
前
項
各
号
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ
る
者

に
限
る
。
）
の
保
証
を
徴
し
て
い
る
者
そ
の
他
の
前
項
に
規
定
す
る
基
準
と
同
等
以
上
の
財
産
的
基
礎
を
有
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二
　
地
方
公
共
団
体

（
心
身
の
故
障
の
た
め
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
五
条
の
九
の
八
　
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
精
神
の
機
能

の
障
害
の
た
め
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思

疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
割
合
の
算
定
）

第
五
条
の
九
の
九
　
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
八
号
の
割
合
の
算
定
は
、
同
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対

し
て
業
務
規
程
（
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
業
務
規
程
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条

の
五
十
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
に
つ
い
て
の
異
議
の
有
無
並
び
に
異
議
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
内

容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
（
次
条
に
お
い
て
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
手
続
実
施
基
本
契
約
（
法

第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
解
除
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
の
手
続
実
施
基
本
契
約
の
内
容
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）
そ
の
他
の
業
務
規
程
の
内
容
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
内
容
と
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
並
び
に
同
条
第
四
項
各
号
及
び
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
異
議
（
合
理
的
な
理
由
が
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を

述
べ
た
長
期
信
用
銀
行
の
数
を
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
規
程
等

を
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
日
（
二
以
上
の
日
に
わ
た
つ
て
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
場
合
に
は
、

も
遅
い

日
。
第
二
十
五
条
の
四
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
金
融
庁
長
官
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
長
期
信
用
銀
行
（
次

条
及
び
第
二
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
に
お
い
て
「
全
て
の
長
期
信
用
銀
行
」
と
い
う
。
）
の
数
で
除
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
に
対
す
る
意
見
聴
取
等
）

第
五
条
の
九
の
十
　
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
長

期
信
用
銀
行
に
対
し
、
業
務
規
程
の
内
容
を
説
明
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
異
議
が
な
い
か
ど
う
か
の
意
見
（
異
議
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
）
を
聴
取
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
説
明
会
を
開

催
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
説
明
会
を
開
催
す
る
日
時
及
び
場
所
は
、
全
て
の
長
期
信
用
銀
行
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
全
て
の
長
期
信
用
銀
行
に
対
し
、
説
明
会
の
開
催
日
（
二
以
上
の
説
明

会
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

初
の
説
明
会
の
開
催
日
）
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
及
び
業
務
規
程
（
第
二
十
五
条
の
四
十
四
及
び
第
二
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
に
お
い
て
「
業
務

規
程
等
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
、
又
は
送
付
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
電
話
番

号
そ
の
他
の
連
絡
先

ロ
　
説
明
会
の
開
催
年
月
日
時
及
び
場
所

ハ
　
長
期
信
用
銀
行
は
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
説
明
会
の
開
催
日
（
二
以
上
の
説
明
会
を
開
催

す
る
場
合
に
は
、
そ
の

後
の
説
明
会
の
開
催
日
）
か
ら
一
定
の
期
間
内
に
意
見
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
旨

三
　
前
号
ハ
の
一
定
の
期
間
が
、
二
週
間
を
下
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
十
六
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
全
て
の
説
明
会
の
開
催
年
月
日
時
及
び
場
所

二
　
全
て
の
長
期
信
用
銀
行
の
説
明
会
へ
の
出
席
の
有
無

三
　
全
て
の
長
期
信
用
銀
行
の
意
見
書
の
提
出
の
有
無

四
　
提
出
を
受
け
た
意
見
書
に
お
け
る
異
議
の
記
載
の
有
無

五
　
提
出
を
受
け
た
意
見
書
に
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
異
議
に
該
当
し
な
い
異
議
の
記
載

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
同
号
に
規
定
す
る
異
議
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
理
由

３
　
前
項
の
書
類
に
は
、
長
期
信
用
銀
行
か
ら
提
出
を
受
け
た
全
て
の
意
見
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
五
条
の
九
の
十
一
　
法
第
十
六
条
の
九
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
紛
争
解
決
等
業
務
（
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
等
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
が
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
区

域
に
関
す
る
事
項

三
　
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
職
員
の
監
督
体
制
に
関
す
る
事
項

四
　
苦
情
処
理
手
続
（
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
手
続
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
四
十
九

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
紛
争
解
決
手
続
（
同
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
手
続
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
四
十

六
、
第
二
十
五
条
の
五
十
一
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
の
五
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
委
託
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
委
託
に
関
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
法
人
に
準
ず
る
も
の
）

第
五
条
の
十
　
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
計
算
書
類
等
に
係
る
連
結
の
方
法
等
）

第
五
条
の
十
一
　
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
連
結
し
て

そ
の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
会
社
は
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成

方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
と
す
る
。

２
　
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
数
は
、
当

該
会
社
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
議
決
権
（
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
議

決
権
か
ら
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い

て
の
議
決
権
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
、
そ
の
連
結
す
る
会
社
等
（
同

号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
条
の
十
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
議
決
権
の
数
を
合
算

し
た
数
に
係
る
特
定
議
決
権
比
率
（
そ
の
保
有
す
る
一
の
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
議
決
権
の
数
を
当
該
長
期
信
用

銀
行
の
総
株
主
の
特
定
議
決
権
の
数
で
除
し
て
得
た
数
を
い
う
。
）
を
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
総
株
主
の
議
決
権

の
数
に
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

一
　
当
該
会
社
の
子
会
社
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵

省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）

　
そ
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
議
決
権
の
数

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す

る
認
め
ら
れ
る
者
及
び
同
意
し
て
い
る
者
と
な
る
者
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
議
決
権

の
数
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三
　
当
該
会
社
の
関
連
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
関
連
会
社
を
い
う
。
）
（
前
号
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）
　
当
該
関
連
会
社
の
純
資
産
の
う
ち
当
該
会
社
に
帰
属
す
る
部
分
の
当
該
純
資
産
に
対
す
る

割
合
を
当
該
関
連
会
社
の
保
有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
議
決
権
の
数
に
乗
じ
て
得
た
数

（
密
接
な
関
係
を
有
す
る
会
社
等
）

第
五
条
の
十
二
　
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
等
は
、
次
に
掲
げ
る

会
社
等
と
す
る
。

一
　
当
該
会
社
等
が
他
の
会
社
等
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
会
社
等

二
　
他
の
会
社
等
が
当
該
会
社
等
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
会
社
等

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
会
社
等
に
よ
つ
て
そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
さ

れ
て
い
る
会
社
等
が
保
有
す
る
議
決
権
は
、
当
該
他
の
会
社
等
が
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
す
。

３
　
第
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
会
社
等
又
は
他
の
会
社
等
が
保
有
す
る
議
決
権
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
九
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
百
二
十

八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
株
式
に
」
と
あ
る
の
は
「
株
式
又
は
出
資
に
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
連
結
基
準
対
象
会
社
等
に
準
ず
る
者
）

第
五
条
の
十
三
　
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
及
び
内
閣
府
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
（
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
含
み
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
そ
の
保
有
す
る
当

該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
議
決
権
の
数
を
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
で
除

し
て
得
た
数
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
を

乗
じ
て
得
た
数
又
は
当
該
者
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
保
有
す
る

当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
合
算
し
て
得
た
数
の
う
ち

い
ず
れ
か
少
な
い
数

二
　
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
長
期
信
用
銀
行
」
を
「
長
期
信
用
銀
行

持
株
会
社
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
る
者
（
当
該
各
号
に

掲
げ
る
者
及
び
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
議
決
権
の
数
を
当
該
議
決
権
に

係
る
株
式
を
発
行
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
で
除
し
て
得
た
数
に
当
該
長
期
信

用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
を
乗
じ
て
得
た
数
又
は
当
該

者
、
当
該
者
の
連
結
す
る
会
社
等
、
当
該
者
に
係
る
会
社
等
集
団
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
会
社
等
集
団
を

い
う
。
）
に
属
す
る
会
社
等
、
当
該
者
の
合
算
議
決
権
数
（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
合
算
議
決
権
数
を
い
う

。
）
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
を
合
算
若
し
く
は
加
算
す
る
会
社
等
若
し
く
は
個
人

若
し
く
は
当
該
者
の
共
同
保
有
者
（
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
共
同
保
有
者
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
二
の
十

八
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
が
保

有
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し

て
得
た
数
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
数

（
資
本
金
の
額
の
減
少
の
認
可
の
申
請
）

第
六
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
本
金
の
額
の
減
少
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
資
本
金
の
額
の
減
少
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　

近
の
日
計
表

五
　
会
社
法
第
四
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官

報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に

対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
資
本
金
の
額
の
減
少
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ

が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

六
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公

告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

（
商
号
変
更
の
認
可
の
申
請
等
）

第
七
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商
号
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
商
号
が
他
の
長
期

信
用
銀
行
又
は
銀
行
の
商
号
と
同
一
又
は
類
似
の
商
号
で
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
取
締
役
等
の
兼
職
の
認
可
の
申
請
等
）

第
八
条
　
長
期
信
用
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
執
行
役
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
銀
行
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い

て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
経

由
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
履
歴
書

三
　
長
期
信
用
銀
行
及
び
当
該
他
の
会
社
に
お
け
る
常
務
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
面

四
　
長
期
信
用
銀
行
と
当
該
他
の
会
社
と
の
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
他
の
会
社
の
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
、

終
の
事
業
報
告
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算

書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
取
締
役
が
長
期
信

用
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
兼
職
を
行
う
こ
と
が
何
ら
の
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
八
条
の
二
　
銀
行
法
第
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害

の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
者
と
す
る
。

（
営
業
所
等
の
定
義
等
）

第
九
条
　
銀
行
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
営
業
所
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
が
法
第
六
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
施
設
又
は
設
備
（
携
帯
型
の
設
備
及
び
長
期
信
用
銀
行
以

外
の
者
が
占
有
し
又
は
管
理
す
る
設
備
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

２
　
銀
行
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
店
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
統
括
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
本
店

と
し
て
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

３
　
銀
行
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
支
店
と
は
、
営
業
所
の
う
ち
本
店
に
従
属
し
、
当
該
営
業
所

の
名
に
お
い
て
、
か
つ
、
そ
の
計
算
に
お
い
て
、
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
営
む
施
設
を
い
う
。

４
　
銀
行
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
種
類
の
変
更
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
の
本
店
（
第
二
項
に
規

定
す
る
本
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
支
店
（
前
項
に
規
定
す
る
支
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
営
業

所
（
以
下
「
出
張
所
」
と
い
う
。
）
か
ら
支
店
へ
並
び
に
支
店
か
ら
出
張
所
へ
の
変
更
を
い
う
。
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（
営
業
所
等
の
設
置
等
の
届
出
等
）

第
十
条
　
銀
行
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
出
張
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止
を
す
る
場
合

二
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
営
業
所
の
位
置
の
変
更
を
す
る
場
合
（
変
更
前
の
位
置
に
復

す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
る
。
）

三
　
前
号
に
規
定
す
る
位
置
の
変
更
に
係
る
営
業
所
を
変
更
前
の
位
置
に
復
す
る
場
合

２
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
、
種
類
の
変
更
又

は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
に
お
け
る
営
業
所
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
条
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
に
お
け
る
営
業
所
の
設
置
、
種
類

の
変
更
又
は
廃
止
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
認
可
を
受
け
る
事
項
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す

る
株
主
総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録

三
　
種
類
の
変
更
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
営
業
所
の

近
の
業
況
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
所
の
設
置
又
は
種
類
の
変
更
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
営
業
所
の
設
置
又
は
種
類
の
変
更
が
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
確
保
に
資
す

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況

が
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め

る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
第
一
項
の
表
の
非
対
象
区
分
に
該
当
し
、
か

つ
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子

会
社
等
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
令
第
一
条
第
二

項
の
表
の
非
対
象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
を
的

確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
　
当
該
営
業
所
に
お
い
て
必
要
な
犯
罪
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、
顧
客
の
情
報
の
管
理
が
適
切
に
行
わ

れ
る
こ
と
。

３
　
銀
行
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
出
張
所
（
臨
時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無
人
の
設
備
に
限
る
。
）
の
設
置
を
す
る
場
合

二
　
出
張
所
を
廃
止
す
る
場
合

４
　
金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
所
の
廃
止
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
営
業
所
の

顧
客
に
係
る
取
引
が
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
の
他
の
営
業
所
又
は
他
の
金
融
機
関
へ
支
障
な
く
引
き
継

が
れ
る
な
ど
当
該
営
業
所
の
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す

る
。

（
外
国
に
お
け
る
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
委
託
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
一
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
を
外
国
に
お
い
て
委
託
す
る
旨
の
契
約
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
委
託
契
約
」
と
い

う
。
）
の
締
結
又
は
当
該
委
託
契
約
の
終
了
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約
の
締
結
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
委
託
契
約
の
締
結
が
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
長
期
信
用
銀

行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条

第
一
項
の
表
の
非
対
象
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自

己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
令
第
一
条
第
二
項
の
表
の
非
対
象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
委
託
契
約
の
締
結
の
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理

業
者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ
　
当
該
委
託
契
約
に
係
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
委
託
業
務
」
と
い
う
。
）
を

遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
委
託
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を

有
し
、
か
つ
、
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
他
に
業
務
を
営
む
こ
と
に
よ
り
そ
の
委
託
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
当
該
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
審
査
を
す
る
と
き
は
、
第
二
十
五
条
の
十
六
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約
の
終
了
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
外
国

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
に
係
る
顧
客
に
係
る
取
引
が
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
の
他
の
営

業
所
又
は
他
の
金
融
機
関
等
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る
等
当
該
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
に

関
す
る
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
に
お
け
る
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
委
託
等
の
届
出
）

第
十
一
条
の
二
　
銀
行
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
外
国
に
お
い
て
銀
行
業
を
営
む

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
等
と
す
る
外
国
銀
行

三
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
等
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
前
二
号
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
等
と
す
る
親
会
社
等
の
子
会
社
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
前
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）

２
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
親
会
社
等
」
と
は
、
他
の
法
人
等
（
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に

規
定
す
る
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す

る
法
人
等
を
い
い
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
「
子
会
社
等
」
と
は
、
親
会
社
等
に
よ
り
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権

の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
さ
れ
て
い
る
他
の
法
人
等
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
子
会
社
等

が
保
有
す
る
議
決
権
は
、
当
該
子
会
社
等
の
親
会
社
等
が
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
す
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
が
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
で
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に

掲
げ
る
書
面

イ
　
理
由
書

ロ
　
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
長
期
信
用
銀
行
と
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
の
資
本
関
係
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
長
期
信
用
銀
行
と
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
の
当
該
届
出
に
係
る
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載

し
た
書
面

ホ
　
ニ
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約
の
締
結
予
定
日
を
記
載
し
た
書
面

ヘ
　
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面
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二
　
長
期
信
用
銀
行
が
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
で
委
託
契
約
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に

掲
げ
る
書
面

イ
　
理
由
書

ロ
　
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
外
国
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
の
委
託
契
約
の
終
了
予
定
日
を
記
載
し
た

書
面

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
二
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供

を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
主
要
な
預
金
等
（
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
預
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
金
利
の

明
示

二
　
取
り
扱
う
預
金
等
に
係
る
手
数
料
の
明
示

三
　
取
り
扱
う
預
金
等
の
う
ち
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
で
あ
る
も
の
の

明
示

四
　
商
品
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
商
品
情
報
」
と
い
う
。
）

を
記
載
し
た
書
面
を
用
い
て
行
う
預
金
者
等
の
求
め
に
応
じ
た
説
明
及
び
そ
の
交
付

イ
　
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

ロ
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

ハ
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

ニ
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に
関
す
る
事
項

ホ
　
払
戻
し
の
方
法

ヘ
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

ト
　
手
数
料

チ
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

リ
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

ヌ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

（１）
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ニ
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
八
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に

定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指

定
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

（２）
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第

二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

ル
　
そ
の
他
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

五
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証

の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と

そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
市

場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る

も
の
以
外
の
も
の

ロ
　
法
第
六
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
及

び
外
国
金
融
商
品
市
場
（
同
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
お
け
る
同
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号

に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
三

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
（
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
三
号
ホ
に
お

い
て
「
国
債
証
券
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同

項
第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る
指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金
利
に
関
す
る
情
報
の
適
切
な
提
供

２
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
預
金
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
商
品
情
報
を
電
磁
的
方
法
（
法
第
二
十
五
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
電
磁
的

方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行

は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
品
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
預

金
者
等
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に

よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
八
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
長
期
信
用
銀
行
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
長
期
信
用
銀
行
は
、
当
該
預
金
者
等
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電

磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
預
金
者
等
に
対
し
、
商
品
情
報
の
提
供

を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
預
金
者
等
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
一
の
預
金
等
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀

行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第

十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業
務
（
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
預
金
者
等
に
対
し
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
預
金
者
等
に
対

し
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
債
券
の
権
利
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
二
条
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
法
第
八
条
に
規
定
す
る
債
券
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
前
条
（
第
五
項
を
除

く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
顧
客
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
金
銭
債
権
等
と
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

第
十
二
条
の
三
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
業
務
の
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の

知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
、
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
、
預
金
等
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
六
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
金
銭
債
権
（
国
内
で
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預
金
の
預
金
証
書
を
も
つ

て
表
示
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
国
債
証
券
等
及
び

前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
保
険
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
業
を
行
う
者
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契
約

２
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
が

発
行
す
る
社
債
（
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
四

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
預
金
等
で
は
な
い
こ
と
。

二
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三
　
元
本
の
返
済
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

四
　
契
約
の
主
体

五
　
そ
の
他
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
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３
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
営
業
所
に
お
い
て
、
第
一
項
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
特
定
の
窓
口

に
お
い
て
取
り
扱
う
と
と
も
に
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に

当
該
窓
口
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
投
資
信
託
委
託
会
社
等
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益
証
券
等
の
取
扱
い
）

第
十
二
条
の
四
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所

の
一
部
を
使
用
し
て
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く
は
外
国
投
資
信
託

の
受
益
証
券
、
投
資
証
券
、
新
投
資
口
予
約
権
証
券
、
投
資
法
人
債
券
又
は
外
国
投
資
証
券
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
受
益
証
券
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
長
期
信
用
銀
行
が
預
金
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
投

資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
が
受
益
証
券
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
顧

客
の
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
掲
示
を
行
わ
な
い
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
期
信
用
銀
行
と
他
の
者
と
の
誤
認
防
止
）

第
十
二
条
の
四
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
そ
の
業
務

を
営
む
場
合
に
は
、
顧
客
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
取
引
勘
定
）

第
十
二
条
の
四
の
三
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
特
定
取
引
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当

す
る
と
き
は
、
特
定
取
引
及
び
特
定
取
引
の
対
象
と
な
る
財
産
を
そ
の
他
の
取
引
及
び
財
産
と
区
分
し
て
経
理
す

る
た
め
、
特
別
の
勘
定
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
長
期

信
用
銀
行
が
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
直
近
の
期
末
（
中
間
期
末
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
の
期
末
か
ら
直
近
の
期
末
ま
で

の
間
に
お
け
る
商
品
有
価
証
券
勘
定
及
び
売
付
商
品
債
券
勘
定
の
合
計
額
の
う
ち

も
大
き
い
額
が
、
千
億
円

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
直
近
の
期
末
の
前
の
期
末
の
総
資
産
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
　
直
近
の
期
末
に
お
け
る
商
品
有
価
証
券
勘
定
及
び
売
付
商
品
債
券
勘
定
の
合
計
額
が
千
億
円
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
期
末
の
総
資
産
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
特
定
取
引
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
が
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二

条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
（
第
五
項
に

お
い
て
「
指
標
」
と
い
う
。
）
に
係
る
短
期
的
な
変
動
、
市
場
間
の
格
差
等
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
目
的
又
は

当
該
目
的
で
行
う
取
引
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ
せ
る
目
的
で
自
己
の
計
算
に
お
い
て
行
う
市
場
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の

以
外
の
も
の
並
び
に
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

一
　
国
債
、
地
方
債
又
は
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
社
債
そ
の
他
の
債
券

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
債
等
」
と
い
う
。
）
の
引
受
け
（
国
債
等
の
発
行
に
際
し
て
当
該
国
債
等
の
全
部

又
は
一
部
に
つ
き
他
に
こ
れ
を
取
得
す
る
者
が
な
い
場
合
に
そ
の
残
部
を
取
得
す
る
契
約
を
締
結
す
る
取
引
に

限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
六
条
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
特
定

短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
有
価

証
券
並
び
に
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
及
び
同
項
第

五
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
金
融
商
品
取
引
法
第

二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証

券
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
資
産
対
応
証
券
」
と
い
う
。
）
の
引
受
け
（
資
産
対
応
証
券
の
発

行
に
際
し
て
当
該
資
産
対
応
証
券
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
他
に
こ
れ
を
取
得
す
る
者
が
な
い
場
合
に
そ
の
残

部
を
取
得
す
る
契
約
を
締
結
す
る
取
引
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
の
二
　
法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
算
定
割
当
量
の
取
得
又
は
譲
渡

三
　
有
価
証
券
の
売
買
（
国
債
等
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
（
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ

る
短
期
社
債
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
特
定
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
取
引
債
券
」
と
い
う
。
）
又
は
外
国
若
し
く
は
外
国
の
法
人
の
発
行
す

る
証
券
若
し
く
は
証
書
で
国
債
等
若
し
く
は
特
定
取
引
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
売
買
並
び
に
金
融
商
品

取
引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
）
及
び
有
価
証
券
関
連
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
項
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

四
　
法
第
六
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
営
む
こ
と
が
で
き
る
業
務
に
係
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
（
当
該
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
法
第
六
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る

証
書
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
金
銭
債
権
に
該
当
す
る
も
の
及
び
短
期
社
債
等
（
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る

短
期
社
債
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
差
金
の
授
受
に
よ
つ
て
決
済
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
）

五
　
法
第
六
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
営
む
こ
と
が
で
き
る
業
務
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
又
は
引
受
け

及
び
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

六
　
金
銭
債
権
（
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
に
掲
げ
る
証
書
を
も
つ
て
表

示
さ
れ
る
も
の
又
は
円
建
銀
行
引
受
手
形
（
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
引
受
け
を
行
つ
た
貿
易
に
係
る
為
替

手
形
の
う
ち
、
本
邦
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
又
は
譲
渡

六
の
二
　
法
第
六
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
営
む
こ
と
が
で
き
る
業
務
に
係
る
短
期
社
債
等
の
取
得
又
は

譲
渡

七
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

八
　
削
除

九
　
先
物
外
国
為
替
取
引

十
及
び
十
一
　
削
除

十
二
　
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

十
三
　
第
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

十
四
　
削
除

十
五
　
第
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
ほ
か
、
当
該
取
引
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
類
似
し
、
又
は
密
接
に
関
連

す
る
取
引

３
　
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
長
期
信
用
銀
行
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
」
と
い
う
。
）
は
、

次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
第
五
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ

た
事
項
の
範
囲
内
で
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
又
は
財
産
を
特
定
取
引
勘
定
以
外
の
勘
定
に
振
り

替
え
る
こ
と
。

二
　
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
又
は
財
産
以
外
の
取
引
又
は
財
産
を
特
定
取
引
勘

定
に
振
り
替
え
る
こ
と
。

４
　
前
項
の
行
為
に
は
、
一
の
長
期
信
用
銀
行
に
お
い
て
、
特
定
取
引
勘
定
と
そ
の
他
の
勘
定
と
の
間
で
行
う
第
二

項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
に
類
似
し
、
又

は
密
接
に
関
連
す
る
取
引
と
し
て
同
項
第
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
取
引
と
さ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
を
含
む

も
の
と
す
る
。

５
　
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
金
融
商
品
取
引
所
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
事
業
年
度
終
了
の
日
の

終

価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
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二
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

る
取
引
並
び
に
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
当
該
取
引
に
よ
り
当
事
者

間
で
授
受
す
る
こ
と
を
約
し
た
金
額
（
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
未
確
定
の
場
合
は
、
指
標
の
予
想
さ
れ

る
数
値
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
る
金
額
）
を
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
事
業
年
度
終
了
の
日
の
現
在
価
値
に
割
り
引

い
た
額

三
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に

限
り
、
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
取
引
　
当
該
取
引
の
事
業
年
度
終
了
の
日
の
現
在
価
値
と
し
て
、
権
利
の
行
使
に
よ
り
当
事
者

間
で
授
受
す
る
こ
と
を
約
し
た
金
額
（
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
未
確
定
の
場
合
は
、
指
標
の
予
想
さ
れ

る
数
値
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
る
金
額
）
、
事
業
年
度
終
了
の
日
の
当
該
権
利
行
使
に
係
る
指
標
の
数
値
及
び
当

該
指
標
の
予
想
さ
れ
る
変
動
率
を
用
い
た
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

四
　
国
債
等
の
引
受
け
、
資
産
対
応
証
券
の
引
受
け
、
選
択
権
付
債
券
売
買
（
当
事
者
の
一
方
が
受
渡
日
を
指
定

で
き
る
権
利
を
有
す
る
債
券
売
買
で
あ
つ
て
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当

該
売
買
の
契
約
が
解
除
さ
れ
る
取
引
を
い
う
。
）
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
前
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
　
前
各
号
に
掲
げ
る
額
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的

な
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

（
預
金
の
受
払
事
務
の
委
託
等
）

第
十
二
条
の
四
の
四
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し

に
関
す
る
事
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務

と
し
て
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
現
金
自
動
支
払
機
又
は
現
金
自
動
預
入
払
出
兼
用
機
を
用
い
て
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金

銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し
に
関
す
る
事
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事
務
」
と
い

う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置

イ
　
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
現
金
自
動
支
払
機
又
は
現
金
自
動
預

入
払
出
兼
用
機
の
管
理
業
務
に
経
験
を
有
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
者
（
資
金
の
貸
付

け
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
受
け
入
れ
た
顧
客
の
預
金
等
又
は
国
債
を
担
保
と
し
て
行
う
契
約
を
除
く
。
）

の
業
務
に
係
る
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し
に
関
す
る
事
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
業
務
を
主
た
る
業
務
と
す
る
者
を
除
く
。
）
に
委
託
す
る
た
め
の
措
置

ロ
　
顧
客
に
関
す
る
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
た
め
の
的
確
な
措
置

ハ
　
顧
客
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
当
該
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
を

誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
装
置
に
顧
客
が
カ

ー
ド
等
（
そ
れ
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ
れ
と
引
換
え
に
、
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
、

又
は
有
償
で
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を

い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
し
、
又
は
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
情
報
を
送
信
し
、
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
を
入
力
す
る
こ

と
に
よ
り
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
（
顧
客
に
よ
る
預
金
の
払
出
し
の
請
求
額
が
当
該
預
金
の
残
高
を
超
過
す

る
場
合
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
極
度
額
の
限
度
内
に
お
い
て
行
う
当
該
超
過
額
に
相
当
す
る
金
額
の
資
金
の

貸
付
け
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
（
現
金
自
動
支
払
機
等
受

払
事
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置

イ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い

よ
う
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
事
務
を
委
託
す
る
た

め
の
措
置

ロ
　
顧
客
に
関
す
る
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
た
め
の
的
確
な
措
置

ハ
　
顧
客
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
当
該
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る

事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
ニ
及
び
ヘ
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

ニ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
場
合
の
当
該
事
務

の
実
施
に
関
し
、
受
託
者
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
分
担
の
明
確
化
を
図
る
た
め
の
措
置

ホ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
の
正
確
性
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置

ヘ
　
カ
ー
ド
等
の
処
理
に
係
る
電
子
計
算
機
及
び
端
末
装
置
又
は
顧
客
が
送
信
す
る
情
報
の
処
理
に
係
る
電
子

計
算
機
及
び
電
子
機
器
が
正
当
な
権
限
を
有
し
な
い
者
に
よ
つ
て
作
動
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
損

失
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
長
期
信
用
銀
行
、
受
託
者
及
び
顧
客
の
間
で
の
当
該
損
失
の
分
担
の
明
確

化
を
図
る
た
め
の
措
置

ト
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
の
上
限
額
の
設
定
及
び
当
該
上
限
額
を
超
え
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

（
個
人
顧
客
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

第
十
二
条
の
四
の
五
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業

者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え

い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
済
能
力
情
報
の
取
扱
い
）

第
十
二
条
の
四
の
六
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
信
用
情
報
に
関
す
る
機
関
（
資
金
需
要
者
の
借
入
金
返
済
能
力
に
関
す

る
情
報
の
収
集
及
び
長
期
信
用
銀
行
に
対
す
る
当
該
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
た

情
報
で
あ
つ
て
個
人
で
あ
る
資
金
需
要
者
の
借
入
金
返
済
能
力
に
関
す
る
も
の
を
、
資
金
需
要
者
の
返
済
能
力
の

調
査
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

第
十
二
条
の
四
の
七
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本

籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公

表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以
外
の

目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
二
条
の
四
の
八
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
業
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
長

期
信
用
銀
行
の
属
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

社
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
属
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
当
該
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託
す
る
た
め
の

措
置

二
　
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
業
務
の

実
施
状
況
を
、
定
期
的
、
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
受
託
者
が
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行

し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
受
託
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督

を
行
う
た
め
の
措
置

三
　
受
託
者
が
行
う
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

四
　
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
他
の
適
切
な
第
三
者
に

当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置

五
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
し
、
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護
を
図
る
た
め

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

た
め
の
措
置

２
　
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
内
容
の
当
該
持
株
会
社
に
お
け
る
経
営
管
理
に
係
る
方
針
の

策
定
及
び
そ
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
で
あ
つ
て
当
該
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的

に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
業
務
の

実
施
状
況
を
、
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
受
託
者
が
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行

し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
受
託
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督

を
行
う
こ
と
。

三
　
受
託
者
が
行
う
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
こ
と
。

四
　
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
業
務
を
委
託
し
た

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
二
以
上
の
会
社
に
対
し
、
他
の
適
切
な
第
三
者
に
当
該
業
務
を

速
や
か
に
委
託
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
を
求
め
る
こ
と
。

五
　
当
該
業
務
を
委
託
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
二
以
上
の
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ

適
切
な
運
営
を
確
保
し
、
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に

対
し
、
当
該
業
務
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
等
の
必
要
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
。

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
十
二
条
の
四
の
九
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と

と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当

該
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健
全
性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
十
二
条
の
四
の
十
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と

と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事

情
に
応
じ
、
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行

を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
内
規
則
等
）

第
十
二
条
の
五
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の

状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客
に
対
す
る
説
明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務

の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ

ス
ク
並
び
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
講
ず
る
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
措
置
の
内
容
の
説
明
並
び

に
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い

て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
期
信
用
銀
行
業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
十
二
条
の
六
　
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

イ
　
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
（
法
第
十
六
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行

す
る
に
足
り
る
業
務
運
営
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
社
内
規
則

（
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
に
お
け
る
責
任
分
担
を
明
確
化
す
る
規
定
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
整
備
す
る

こ
と
。

ハ
　
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
申
出
先
を
顧
客
に
周
知
し
、
並
び
に
イ
の
業
務
運
営
体
制
及
び
ロ
の
社

内
規
則
を
公
表
す
る
こ
と
。

二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
六
及
び
第
七
十
九
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金

融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
同
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
金
融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う
。
次
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
認
定
投
資
者
保
護
団
体
（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

投
資
者
保
護
団
体
を
い
う
。
同
号
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

行
う
苦
情
の
解
決
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

三
　
消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ

つ
せ
ん
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

四
　
令
第
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
長
期
信
用
銀

行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

五
　
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基

礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
（
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
次
項
第
五

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を

図
る
こ
と
。

２
　
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
あ
つ
せ
ん
（
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
七
条
の
二
第

一
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
七
及
び
第
七
十
九
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

あ
つ
せ
ん
を
い
う
。
）
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
（
法
第
十
六
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
長
期

信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

二
　
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当
該
会

則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
則
に
規
定
す
る
機
関
に
お
け
る
あ
つ
せ
ん
又
は
当
該
機
関
に
お
け
る
仲
裁
手

続
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

三
　
消
費
者
基
本
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ
つ
せ
ん
又
は
同
条
に
規
定
す
る
合

意
に
よ
る
解
決
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

四
　
令
第
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
長
期
信
用

銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

五
　
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基

礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛

争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
五
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
信
用
銀
行
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が
実
施
す
る
手
続
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
長
期

信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
法
又
は
弁
護
士
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取

り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人
又
は
令
第
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取

り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

三
　
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
法
人

イ
　
禁

こ錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
若
し
く
は
弁
護
士
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
つ
た
者
で
そ
の

取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
又
は
令
第
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人

に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
つ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五

年
を
経
過
し
な
い
者

（
当
該
同
一
人
自
身
を
合
算
子
法
人
等
と
す
る
法
人
等
に
準
ず
る
者
）

第
十
二
条
の
七
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
会
社
で
あ
る

同
一
人
自
身
（
同
項
に
規
定
す
る
同
一
人
自
身
を
い
う
。
）
又
は
当
該
同
一
人
自
身
を
合
算
子
法
人
等
（
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
合
算
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
法
人
等
（
当
該
同
一
人
自
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身
又
は
当
該
法
人
等
が
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
号
及
び
第
十
二
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に

限
る
。
）
の
親
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
い
、
当
該
同
一
人
自
身
（
連

結
財
務
諸
表
提
出
会
社
に
限
る
。
）
を
合
算
子
法
人
等
と
す
る
法
人
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
）

第
十
二
条
の
八
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
連
結
し
て
そ
の
計
算
書
類
そ
の
他
の

書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
等
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
法
人
等
と
す
る
。

一
　
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社

二
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
長
期
信
用
銀
行
そ
の

他
当
該
規
定
に
類
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
連
結
し
て
そ
の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の

と
さ
れ
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
　
連
結
財
務
諸
表
規
則
又
は
前
号
の
法
令
の
規
定
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
連
結
し
て
そ
の
計

算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

第
十
二
条
の
九
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
他
の
法
人
等
の
意
思
決

定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す

る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

者
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則

第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指

定
国
際
会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
う
ち
当
該
基
準

に
従
う
も
の
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及

び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
修
正
国
際
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
修
正
国
際
基
準
特

定
会
社
の
う
ち
当
該
基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結

財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様

式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う
ち
当
該
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合
　
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等

（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係

か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財

務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
同
号
に
定
め
る
者
に
類
す
る
者

２
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
受
信
合
算
対
象
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
信
合
算
対
象
者
を
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
の
関
連
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
二
条
第
七

号
に
規
定
す
る
関
連
会
社
を
い
う
。
）

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
前
号
に
定
め
る
者
に
類
す
る
者

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
十
三
条
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
貸
出
金
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別

紙
様
式
第
二
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
中
の
貸
借
対
照
表

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貸
借
対
照
表
」
と
い
う
。
）
の
次
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
勘
定

二
　
買
現
先
勘
定

三
　
貸
出
金
勘
定

２
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借

対
照
表
の
支
払
承
諾
見
返
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
出
資
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表

の
有
価
証
券
勘
定
の
う
ち
株
式
勘
定
又
は
そ
の
他
の
証
券
勘
定
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
（
そ
の
他
の
証
券
勘
定

と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
に
表
示
さ
れ
る
権
利
で
株
式
又

は
出
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国
法
人
の
発
行
す
る
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
と

す
る
。

４
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
次
に
掲
げ

る
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
現
金
預
け
金
勘
定
の
う
ち
預
け
金
勘
定

二
　
債
券
貸
借
取
引
支
払
保
証
金
勘
定

三
　
買
入
手
形
勘
定

四
　
買
入
金
銭
債
権
勘
定

五
　
商
品
有
価
証
券
勘
定
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
以
外
の
長
期
信
用
銀
行
に
限
る
。
）

六
　
特
定
取
引
資
産
勘
定
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に
限
る
。
）

七
　
金
銭
の
信
託
勘
定

八
　
有
価
証
券
勘
定
の
う
ち
短
期
社
債
勘
定
、
社
債
勘
定
又
は
そ
の
他
の
証
券
勘
定
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る
株

式
等
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

九
　
外
国
為
替
勘
定

十
　
そ
の
他
資
産
勘
定
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
勘
定

イ
　
先
物
取
引
差
入
証
拠
金
勘
定

ロ
　
先
物
取
引
差
金
勘
定

ハ
　
金
融
商
品
等
差
入
担
保
金
勘
定

ニ
　
リ
ー
ス
投
資
資
産
勘
定
（
法
第
六
条
第
三
項
第
十
三
号
イ
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
物
件
を
使
用
さ
せ
る
た
め

に
必
要
と
な
る
付
随
費
用
の
額
が
当
該
リ
ー
ス
投
資
資
産
勘
定
に
計
上
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

付
随
費
用
を
含
む
。
）

５
　
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
長
期
信
用
銀
行
の
清
算
機
関
（
長
期
信
用
銀
行
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
以
外
の

長
期
信
用
銀
行
を
含
む
。
）
に
一
定
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
金
融

商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
、
商
品
取
引
清
算
機
関
（
商

品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
外
国
の

機
関
（
設
立
さ
れ
た
国
に
お
い
て
適
切
な
規
制
及
び
監
督
の
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
規
制
及

び
監
督
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

か
ら
第
十
三
条
の
三
ま
で
、
第
十
三
条
の
五
及
び
第
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
清
算
機
関
が

行
う
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
等
、
商

品
先
物
取
引
法
第
百
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
債
務
引
受
業
等
及
び
外
国
の
機
関
が
行
う
こ
れ
ら
の

業
務
と
同
種
類
の
業
務
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
及
び
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

６
　
一
又
は
複
数
の
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
原
資
産
」
と
い
う
。
）
を
裏
付
け
と
し
て
間
接
的
に
行
う
信

用
の
供
与
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
間
接
的
信
用
供
与
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

取
引
を
通
じ
た
信
用
の
供
与
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
資
産
を
構
成
す
る
個
別
の
資
産
及
び
取
引
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
個
別
資
産
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
債
務
を
負
担
す
る
者
そ
の
他
実
質
的
に
当
該
間
接
的
信
用
供
与

等
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
み
な
し
て
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
信
用
の
供
与

等
の
額
を
計
上
し
、
又
は
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る

個
別
資
産
等
ご
と
の
信
用
の
供
与
等
の
額
が
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
額
の
一
万

分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
下
回
る
場
合
又
は
当
該
方
法
に
よ
り
信
用
の
供
与
等
の
額
を
計
上
し
、
若
し
く
は

算
出
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
場
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
十
三
条
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
の
同
一
人
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
同
一
人
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
（
次
項
及
び
第
十
三
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
単
体
信
用
供

与
等
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
同
一
人
に
係
る
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の

供
与
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
計
算
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
出
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
対
す
る
預
金
等
に
係
る
債
権
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ロ
　
国
債
又
は
地
方
債
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ハ
　
貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
損
失
（
同
法
第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
仲
介
貿
易
者
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
仲
介
貿
易
契
約
に
基
づ
い
て
貨
物
を
販
売

し
、
又
は
賃
貸
し
た
場
合
に
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

由
に
よ
つ
て
当
該
貨
物
の
代
金
又
は
賃
貸
料
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
受
け
る
損
失
を
除

く
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
普
通
貿
易
保
険
及
び
本
邦
法
人
若
し
く
は
本
邦
人
又
は
外
国
法
人
若
し
く

は
外
国
人
が
行
う
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
政
府
等
、
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
対
す
る
同
条

第
十
三
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
資
金
に
充
て
ら
れ
る
貸
付
金
に
係
る

債
権
の
取
得
を
行
っ
た
者
が
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
よ
つ
て
当
該

債
権
の
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
受
け
る
損
失
に
係
る
同
項

に
規
定
す
る
貿
易
代
金
貸
付
保
険
の
保
険
金
請
求
権
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額
又

は
同
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
事
業
資
金
貸
付
保
険
の
付
さ
れ
た
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該

保
険
金
額

ニ
　
貨
物
の
輸
入
者
に
対
す
る
当
該
貨
物
の
代
金
（
当
該
貨
物
に
係
る
運
賃
又
は
保
険
料
を
含
む
。
）
の
決
済

に
係
る
本
邦
通
貨
に
よ
る
貸
付
金
（
当
該
貨
物
に
係
る
船
積
書
類
到
着
後
六
月
以
内
に
返
済
期
限
が
到
来
す

る
も
の
に
限
る
。
）
の
額

ホ
　
信
用
保
証
協
会
が
債
務
の
保
証
を
し
た
貸
出
金
で
あ
つ
て
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
り
当
該
保

証
に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
額

二
　
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
に
つ
い
て
国
会
の
議
決
を
経
、
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
法
人
の
業
務
の
代
理
に
付
随
し
て
さ
れ
る
債
務
の
保
証
の
額

ロ
　
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
支
払
人
と
な
つ
て
い
る
手
形
の
引
受
け
又
は
裏
書
き
の
額

ハ
　
国
税
又
は
地
方
税
の
徴
収
猶
予
又
は
延
納
の
担
保
等
に
つ
い
て
す
る
保
証
の
額

ニ
　
輸
入
取
引
に
伴
つ
て
さ
れ
る
保
証
又
は
手
形
の
引
受
け
の
額

ホ
　
貿
易
保
険
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
事
業
資
金
貸
付
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
保
証
の
額
の

う
ち
当
該
保
険
金
額

三
　
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
出
資
又
は
同
条
第
四
項
第
四
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
勘
定
に
計

上
さ
れ
る
も
の
の
貸
借
対
照
表
計
上
額
が
帳
簿
価
額
を
上
回
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
帳

簿
価
額
と
の
差
額

四
　
前
条
第
四
項
第
八
号
に
規
定
す
る
社
債
に
係
る
信
用
保
証
協
会
の
債
務
の
保
証
相
当
額
（
株
式
会
社
日
本
政

策
金
融
公
庫
に
よ
り
当
該
保
証
に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
相
当
額
に
限
る
。
）

五
　
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
同
項
の
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の

合
計
額

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
対
す
る
預
金
等
に
係
る
債
権
を
担
保
と
す
る
も
の
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ロ
　
国
債
又
は
地
方
債
を
担
保
と
す
る
も
の
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
額
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
額

２
　
長
期
信
用
銀
行
が
、
自
己
資
本
比
率
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得

ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
）
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
担
保
、
保
険
、
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
長
期
信
用
銀
行

の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
に
係
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
に
提
供
さ
れ
た
手
段
と
し
て
金
融
庁
長
官
が

定
め
る
手
段
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
」
と
い
う
。
）
を
適
用
す
る
と
き
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
同
一
人
に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額
を
計
算
す
る
に
当
た
り
、
当
該
同
一
人
に

係
る
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の
供
与
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
信
用
リ
ス
ク

削
減
手
法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手

法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
は
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
者
等
（
当
該
信
用
リ
ス
ク

削
減
手
法
に
係
る
発
行
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
発
行
者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
担
保
等
提
供

者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
み
な
し
て
、
当
該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等

の
額
と
合
計
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
う
ち
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
額
を
信
用
の
供
与
等
と
み
な
し
て
担
保
等
提

供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等
と
合
計
し
て
計
算
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
額
は
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
基

準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
調
整
を
加
え
た

額
と
す
る
。

（
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
）

第
十
三
条
の
三
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
国
民
経
済
上
特
に
緊
要

な
事
業
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配

電
事
業
と
す
る
。

２
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す

る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
預
金
保
険
法
第
六
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
二
十
六
条
の
二
十
九
第
一
項
の
認

定
又
は
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
二
十
六
条
の
三
十
の
あ
つ
せ
ん
を
受
け
、
同
法
第
五
十
九
条

第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
等
又
は
同
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
合
併
等
を
行
う
こ

と
。

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
資
本
金
の
減
少
に
よ
り
一
時
的
に
自
己
資
本
の
額
が
減
少
す
る
こ
と
（
増
資
等
に
よ

り
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
状
態
が
速
や
か
に
解
消
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

三
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
適
当
と
認
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
こ
と
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の

額
が
同
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
信
用
の
供
与
等
を
受
け
る
者
の
資
金
計
画
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
）

第
十
三
条
の
四
　
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の

関
係
の
あ
る
者
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
法
人
等
（
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
法

人
等
を
い
い
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
三
条
の
六
の
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
す
る
。

（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
十
三
条
の
五
　
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
当
該
子
会
社
等
又
は
当
該

子
会
社
等
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
は
、
合
算
信
用
供
与
等
総
額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
調
整

対
象
額
を
控
除
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
「
合
算
信
用
供
与
等
総
額
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
つ
い
て
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
単
体
信
用
供

与
等
総
額

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
法
人
等
に
つ
い
て
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算

し
た
信
用
の
供
与
等
の
総
額
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３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
「
調
整
対
象
額
」
と
は
、
当
該
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る

子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
す
る
資
金
の
貸
付
け
の
額
の
う
ち
当
該
長
期
信
用
銀
行

又
は
他
の
子
会
社
等
が
保
証
し
て
い
る
額
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
額
を
い
う
。

４
　
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
純
合
計
額
は
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
掲

げ
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
調
整
を

加
え
た
額
と
す
る
。

（
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
）

第
十
三
条
の
六
　
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
十
二
項
第
五
号
（
銀
行
法
施
行
令

第
十
六
条
の
二
の
三
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
理
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
当
該
長

期
信
用
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
自
己
資
本
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
自
己
資
本
の
純
合
計
額
」
と
、
「
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
算
信
用
供
与
等

限
度
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
当
該
子
会
社
等
又
は
当
該
子
会
社
等
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
合
計
額

が
同
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
承
認
申
請
書
に
第
十
三
条
の
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
銀
行
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
信
用
の
供
与
等
の
相
手
方
）

第
十
三
条
の
六
の
二
　
銀
行
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
行
う
長
期
信
用
銀
行
又
は

そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
と
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子

法
人
等
を
い
う
。

（
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
関
係
者
）

第
十
三
条
の
七
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
法
人
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
法
人
等
の
意
思

決
定
機
関
（
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
他

の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
他
の
法
人
等
で
あ
つ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有

し
て
い
る
法
人
等

二
　
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る

法
人
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、

技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権

を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同

意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め

て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
法
人
等
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者

で
あ
つ
て
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
他
の
法
人
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の

過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
法
人
等
と
当
該
他
の
法
人
等
と
の
間
に
当
該
他
の
法
人
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方

針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
他
の
法
人
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の

総
額
の
過
半
に
つ
い
て
当
該
法
人
等
が
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
て
い
る
こ
と
（
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊

密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実

が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、

取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る

者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該

法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
法
人
等
で
あ

つ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

２
　
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
七
第
七
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一

項
第
十
三
号
及
び
第
三
項
第
十
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
の
財
務

及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）
が
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決

定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
で
あ
つ
て
、
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の

方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

当
該
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等

二
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）
が
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十

五
以
上
、
百
分
の
二
十
未
満
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
法
人
等
以
外
の

他
の
法
人
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
法
人
等
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者

で
あ
つ
て
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
が
、
そ
の
代
表
取
締
役
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
法
人
等
か
ら
重
要
な
融
資
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
法
人
等
か
ら
重
要
な
技
術
の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
法
人
等
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ
そ
の
他
の
営
業
上
又
は
事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ
と
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該

法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の

意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議

決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
子
法
人
等
以
外
の
他

の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決

権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
で
あ
つ
て
、
前
号
イ

か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

３
　
特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

特
定
目
的
会
社
及
び
事
業
内
容
の
変
更
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り
受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収
益
を
当
該
特
別
目

的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に

享
受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が
そ
の
目
的
に
従
つ
て
適
切

に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
法
人
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲

渡
法
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
法
人
等
の

子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

30



（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
を
行
う
や
む
を
得
な
い
理
由
等
）

第
十
三
条
の
八
　
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次

に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し
て
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
不

利
益
を
与
え
る
取
引
又
は
行
為
を
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
関
係
者
（
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
本
文
に
規

定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
三
条
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
特

定
金
融
機
関
（
破
綻
金
融
機
関
（
預
金
保
険
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
破
綻
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
破
綻
金
融
機
関
の
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
金
融
機
関
を
い
う

。
）
と
の
間
で
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
又
は
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
当
該
特
定
金
融
機
関
の
営
業
又

は
事
業
の
継
続
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
外
国
銀
行
を
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
法
人
等
又
は
関
連
法
人
等
（
銀
行
法
施
行
令

第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
有
す
る
場
合
（
当
該
外
国
銀

行
が
所
在
す
る
国
に
お
い
て
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
支
店
そ
の
他
の
営
業
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
当
該
外
国
銀

行
と
の
間
で
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
本
店
と
支
店
そ
の
他
の
営
業
所
と
の
間
で
行
う
取
引
又
は
行
為
と
同
様
の

条
件
の
取
引
又
は
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
当
該
外
国
銀
行
の
営
業
又
は
事
業
の
継
続
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し
て
当
該
長
期
信
用
銀
行
に

不
利
益
を
与
え
る
取
引
又
は
行
為
を
経
営
の
状
況
の
悪
化
し
た
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
関
係
者
と
の
間
で

合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
に
基
づ
き
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
又
は
行
為
を
行
う
こ
と
が
当

該
特
定
関
係
者
の
経
営
の
状
況
を
改
善
す
る
上
で
必
要
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
そ
の
特
定
関
係
者
と
の
間
で
当
該
長
期
信
用
銀
行

の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し
て
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
不
利
益
を
与
え
る
取
引
又
は
行
為
を
行
う
こ
と
に

つ
い
て
、
金
融
庁
長
官
が
必
要
な
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

２
　
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
当
該
長

期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
（
他
の
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

の
子
会
社
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
子
会
社
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
以
外
の
長
期
信
用
銀
行
に
限
る
。
）
と
の
間

で
行
う
取
引
又
は
行
為
で
、
そ
の
条
件
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し
て
当
該
長
期
信

用
銀
行
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
特
定
取
引
等
を
行
う
こ
と
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ

れ
が
な
い
こ
と
。

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
特
定
取
引
等
の
条
件
を
明
確
に
定
め
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
の
承
認
の
申
請
等
）

第
十
三
条
の
九
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と

認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
が

銀
行
法
第
十
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
九
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と

に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
承
認
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

三
　
第
十
三
条
の
八
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
を
記
載
し
た
書
面

四
　
第
十
三
条
の
八
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
の
決
定
が
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
取
締
役
会
の
議
事
録

五
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
が

第
十
三
条
の
八
第
二
項
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
）

第
十
三
条
の
十
　
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行

が
、
そ
の
営
む
業
務
の
種
類
、
規
模
及
び
信
用
度
等
に
照
ら
し
て
当
該
特
定
関
係
者
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
当
該
特
定
関
係
者
以
外
の
者
と
の
間
で
、
当
該
特
定
関
係
者
と
の
間
で
行
う
取
引
と
同
種
及
び
同
量
の
取
引
を

同
様
の
状
況
の
下
で
行
つ
た
場
合
に
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
条
件
と
比
べ
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
不

利
な
条
件
で
行
わ
れ
る
取
引
を
い
う
。

（
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
の
間
の
取
引
等
）

第
十
三
条
の
十
一
　
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
又
は
行
為
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
の
間
で
行
う
取
引
で
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
、
そ
の
営
む
業
務
の
種
類
、
規

模
及
び
信
用
度
等
に
照
ら
し
て
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
当
該
特
定
関
係
者
の

顧
客
以
外
の
者
と
の
間
で
、
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
の
間
で
行
う
取
引
と
同
種
及
び
同
量
の
取
引
を
同
様

の
状
況
の
下
で
行
つ
た
場
合
に
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
条
件
と
比
べ
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
不
利

な
条
件
で
行
わ
れ
る
取
引
（
当
該
特
定
関
係
者
と
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
が
当
該
特
定
関
係
者
が
営
む
事
業

に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
そ
の
取
引
の
条
件
に
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
当
該
特
定
関
係
者
と
の
間
で
行
う
取
引
で
、
そ
の
条
件
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照

ら
し
て
当
該
特
定
関
係
者
に
不
当
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三
　
何
ら
の
名
義
に
よ
つ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
免
れ
る
取
引
又

は
行
為

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
十
三
条
の
十
一
の
二
　
銀
行
法
第
十
三
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の

と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
長
期
信
用
銀
行
が
不
当
に
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
信
用
を
供
与

し
、
又
は
信
用
の
供
与
を
約
す
る
行
為
で
は
な
い
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
十
三
条
の
十
一
の
三
　
銀
行
法
第
十
三
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る

行
為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
む
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引

を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
告
げ
ず
、
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
る

行
為

二
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
信
用
を
供
与

し
、
又
は
信
用
の
供
与
を
約
す
る
行
為
（
銀
行
法
第
十
三
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

三
　
顧
客
に
対
し
、
長
期
信
用
銀
行
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
取
引
の
条
件
又
は

実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条
の
十
一
の
四
　
銀
行
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
長
期
信

用
銀
行
が
営
む
こ
と
が
で
き
る
業
務
（
以
下
「
長
期
信
用
銀
行
関
連
業
務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
）

第
十
三
条
の
十
一
の
五
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行

と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
親
金
融
機
関
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条
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第
三
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
長

期
信
用
銀
行
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
長
期
信

用
銀
行
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
長
期
信
用
銀
行
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
取
引
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
特
定
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

二
　
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

イ
　
対
象
取
引
を
行
う
部
門
と
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
行
う
部
門
を
分
離
す
る
方
法

ロ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
の
条
件
又
は
方
法
を
変
更
す
る
方
法

ハ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
中
止
す
る
方
法

ニ
　
対
象
取
引
に
伴
い
、
当
該
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
顧
客

に
適
切
に
開
示
す
る
方
法

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
概
要
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表

四
　
次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存

イ
　
第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
取
引
の
特
定
に
係
る
記
録

ロ
　
第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録

２
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
「
対
象
取
引
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期

信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
親
金
融
機
関
等
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
が
行
う
取
引
に
伴

い
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は

当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
長
期
信
用
銀
行
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
を
い
う
。

（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
等
）

第
十
三
条
の
十
二
　
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
法
人
等

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
関
連
法
人
等

（
休
日
の
承
認
の
申
請
等
）

第
十
四
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
施
行
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
日
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
銀
行
法
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
機
関
相
互
間
の
内
国
為
替
取
引
を
通
信
回
線
を
用
い
て
処
理
す
る
制
度
の
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
営
業
所
の
顧
客
の
利
便
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
こ
と
。

三
　
当
該
申
請
に
係
る
営
業
所
が
当
座
預
金
業
務
を
営
ん
で
い
な
い
こ
と
。

（
営
業
時
間
）

第
十
五
条
　
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。

２
　
前
項
の
営
業
時
間
は
、
営
業
の
都
合
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
営
業
所
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
前
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

は
、
当
該
営
業
所
に
つ
い
て
営
業
時
間
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
営
業
所
の
所
在
地
又
は
設
置
場
所
の
特
殊
事
情
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
時
間

と
は
異
な
る
営
業
時
間
と
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

二
　
当
該
営
業
所
の
顧
客
の
利
便
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
場
合

４
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時
間
の
変
更
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
営
業

所
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
営
業
時
間

二
　
前
号
の
営
業
時
間
の
実
施
期
間
（
実
施
期
間
を
設
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
当
該
営
業
所
の

寄
り
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

５
　
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
信
用
銀
行
の
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
の
営
業
時
間
は
、
当
該
営
業
所

の
所
在
地
の
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。

（
臨
時
休
業
の
届
出
等
）

第
十
五
条
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休

止
又
は
再
開
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
銀
行
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
銀
行
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
又
は
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

二
　
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
の
休
日
に
、
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
長
期
信

用
銀
行
の
営
業
所
に
お
い
て
、
当
該
休
日
に
お
け
る
現
金
自
動
支
払
機
等
に
よ
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休

止
す
る
場
合

三
　
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）

四
　
台
風
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
気
象
、
海
象
又
は
地
象
に
よ
り
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
営
む
こ
と
が

当
該
営
業
所
の
役
員
、
職
員
又
は
利
用
者
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
に
よ
り
当
該
営
業
所
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

五
　
外
国
に
所
在
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
銀
行
の
業
務
を
営
む
者
の
当
該
業
務
を
営

む
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

六
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六

十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
み
な
さ
れ
た
長
期
信
用
銀
行
等
（
法
第
十
六
条
の
七

に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
等
を
い
う
。
）
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
長
期
信
用
銀
行

の
た
め
に
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
に
伴
い
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
全

部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

３
　
銀
行
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
営
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
銀
行
法
第
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
掲
示
　
長
期
信
用
銀
行
が
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一

部
を
休
止
し
た
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
再
開
す
る
日

二
　
銀
行
法
第
十
六
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
掲
示
　
長
期
信
用
銀
行
が
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一

部
を
休
止
し
た
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
再
開
し
た
日
後
一
月
を
経
過
す
る
日

４
　
銀
行
法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
無
人
の
営
業
所
に
お
い
て
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

二
　
第
二
項
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

三
　
休
業
期
間
が
一
営
業
日
以
内
で
、
営
業
が
速
や
か
に
再
開
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合

５
　
銀
行
法
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
無
人
の
営
業
所
に
お
い
て
臨
時
に
そ
の
業
務
の
一
部
を
休
止
す
る
場
合

二
　
第
二
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

三
　
休
業
期
間
が
一
営
業
日
以
内
で
、
営
業
が
速
や
か
に
再
開
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合

（
長
期
信
用
銀
行
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
経
営
管
理
の
内
容
等
）

第
十
五
条
の
二
の
二
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
針
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
と
す
る
。
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一
　
長
期
信
用
銀
行
グ
ル
ー
プ
（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
収
支
、
資
本
の
分
配
及
び
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る
方
針
そ
の
他
の
リ
ス
ク
管
理
に
係
る

方
針

二
　
災
害
そ
の
他
の
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
危
機
管
理
に
係
る
体
制
の
整

備
に
係
る
方
針

２
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
体
制
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
お

け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第

五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人
の
職
務
の
執
行

が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
と
す
る
。

３
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
グ
ル

ー
プ
（
再
建
計
画
（
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
グ
ル

ー
プ
の
経
営
の
再
建
の
た
め
の
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
策
定
が
必
要
な
も
の
と
し
て

金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
再
建
計
画
を
策
定
し
、
及
び
そ
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と

と
す
る
。

（
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
十
六
条
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

二
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

三
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
、
そ
の
取
引
先
で
あ
る
会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の

計
画
に
基
づ
く
株
式
等
の
取
得
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
に
対
す
る
当
該
会
社
の
債
務
を
消
滅

さ
せ
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
株
式
等
の
取
得
に
よ
つ
て
相
当
の
期
間
内
に
当
該
会
社
の
経
営
の

状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
等
に
係
る
議
決

権
の
取
得
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の

に
限
る
。
）

五
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
の
転
換
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ

の
子
会
社
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式

無
償
割
当
て

七
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に
係
る
権
利

の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

八
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

九
　
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
に
つ
い
て
第
四
条
の
三
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
お
う
と

す
る
と
き
又
は
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と

き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
た
め
当
該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
取
引
先
で
あ
る
会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
に

基
づ
き
取
得
し
た
当
該
会
社
の
発
行
す
る
株
式
を
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
の
改
善
に
伴
い
相
当
の
期
間
内
に

処
分
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
株
式
の
転
換
（
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他

の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
場
合

２
　
前
項
第
十
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
商
号
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る

こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
が

基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
所
有
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う

か
、
及
び
提
出
さ
れ
る
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処

分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
）

第
十
六
条
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
基
準
議
決
権
数
を

超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る

こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
又

は
そ
の
子
会
社
が
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
十
六
条
の
二
の
二
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
長

期
信
用
銀
行
が
法
第
十
三
条
の
二
第
九
項
の
認
可
を
受
け
て
他
の
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証

券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

２
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
三
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
他
の
長
期
信
用
銀
行

又
は
銀
行
の
事
業
を
承
継
し
た
場
合

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
三
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
し
た
こ

と
に
よ
り
他
の
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期

保
険
業
者
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

３
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
三
十
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
他
の
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
銀
行
又

は
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
若
し
く
は
労
働
金
庫
（
こ
れ
ら
の
法
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
連
合
会
を
含
む
。
）

の
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
場
合

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
三
十
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
他

の
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を

子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（
特
例
対
象
会
社
）

第
十
六
条
の
二
の
三
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
又
は
事
業
の
再
生
の
計
画
の
作
成
に
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
が
関
与
し

て
い
る
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
「
特
例
事
業
再
生
会

社
」
と
総
称
す
る
。
）
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
よ
り
設
立

さ
れ
る
株
式
会
社
が
無
限
責
任
組
合
員
と
な
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
会
社

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
て
い
る
も
の

ロ
　
当
該
株
式
会
社
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
出
資
し
て
い
る
も
の
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二
　
事
業
の
再
生
又
は
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た
な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る

事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策
定

し
た
事
業
計
画
に
基
づ
き
当
該
事
業
計
画
を
実
施
し
て
い
る
会
社

イ
　
官
公
署

ロ
　
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
準
ず
る
も
の

ニ
　
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人

ホ
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

ヘ
　
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人

ト
　
第
四
条
の
五
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
会
社
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
等
（
銀
行

法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）

以
外
の
会
社
に
限
る
。
）

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
が
そ
の
取
得
し
た
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日

（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き

は
、
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
銀
行
法
第
十
六
条

の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え

ば
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基

準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
（
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日

か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の

議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３
　
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
は
、
新
規
事
業
分

野
開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
の
子
会
社
等
（
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
五
の

三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
の
議
決
権
を
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
で

あ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
若
し
く
は
事
業
再
生
会
社
以
外
の
子
会
社
が
、
合
算
し
て
、
当
該
会
社
の
総
株

主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
超
え
て
保
有
し
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
銀
行
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
準
備
金
の
計
上
）

第
十
六
条
の
二
の
四
　
長
期
信
用
銀
行
が
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
場
合
に
は
、
剰
余
金
の
配
当
後
の
資
本
準
備
金
の

額
は
、
当
該
剰
余
金
の
配
当
の
直
前
の
資
本
準
備
金
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
資
本
準
備
金
又
は
利
益
準
備
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
準
備

金
」
と
総
称
す
る
。
）
の
額
が
当
該
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
以
上
で
あ
る
場
合
　
零

二
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備
金
の
額
が
当
該
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
未
満
で
あ
る
場

合
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
資
本
剰
余
金
配
当
割
合
（
次
条
第
一
号
イ
に
掲
げ

る
額
を
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

イ
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備
金
計
上
限
度
額
（
資
本
金
の
額
か
ら
準
備
金
の
額
を
減
じ

て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

２
　
長
期
信
用
銀
行
が
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
場
合
に
は
、
剰
余
金
の
配
当
後
の
利
益
準
備
金
の
額
は
、
当
該
剰
余

金
の
配
当
の
直
前
の
利
益
準
備
金
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備
金
の
額
が
当
該
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
以
上
で
あ
る
場

合
　
零

二
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備
金
の
額
が
当
該
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
未
満
で
あ
る
場

合
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
に
利
益
剰
余
金
配
当
割
合
（
次
条
第
二
号
イ
に
掲
げ

る
額
を
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

イ
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備
金
計
上
限
度
額

ロ
　
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

（
減
少
す
る
剰
余
金
の
額
）

第
十
六
条
の
二
の
五
　
長
期
信
用
銀
行
が
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
場
合
に
は
、
剰
余
金
の
配
当
後
の
次
の
各
号
に
掲

げ
る
額
は
、
当
該
剰
余
金
の
配
当
の
直
前
の
当
該
額
か
ら
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
そ
の
他
資
本
剰
余
金
の
額
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
、
長
期
信
用
銀
行
が
そ
の
他
資
本
剰
余
金
か
ら
減

ず
る
べ
き
額
と
定
め
た
額

ロ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
同
号
に
定
め
る
額

二
　
そ
の
他
利
益
剰
余
金
の
額
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
、
長
期
信
用
銀
行
が
そ
の
他
利
益
剰
余
金
か
ら
減

ず
る
べ
き
額
と
定
め
た
額

ロ
　
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
同
号
に
定
め
る
額

（
業
務
報
告
書
等
）

第
十
七
条
　
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
は
、
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
当
該
事
業

年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
中
間
事
業
概
況
書
、
中
間
貸
借
対
照
表
、

中
間
損
益
計
算
書
、
中
間
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
中
間
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
短
期
資
金
に
関

す
る
貸
付
金
等
の
限
度
に
関
す
る
書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
一
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に

あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
）
に
よ
り
作
成
し
、
当
該
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
は
、
事
業
概
況
書
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
短
期
資
金
に
関
す
る
貸
付
金
等
の
限
度
に
関
す
る

書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
二
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の

二
）
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
は
、
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
の

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子

会
社
等
を
い
う
。
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
中
間
事
業
概

況
書
及
び
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
、
当
該
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
は
、
事
業
概
況
書
及
び
連
結
財
務
諸
表
に
分
け
て
、
別

紙
様
式
第
三
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
各
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
中
間
業
務
報
告
書
又
は
業
務

報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提
出

を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
が

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
借
対
照
表
等
の
公
告
等
）

第
十
八
条
　
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
中
間
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
を
い
い
、
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記

録
（
法
第
二
十
五
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
第
六
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
別
紙
様
式
第
四
号
第
一
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に
あ
つ
て
は
、
別
紙
様
式
第
四
号

の
二
第
一
）
に
よ
り
、
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
等
を
い
い
、
銀
行

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
別
紙
様
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式
第
四
号
の
三
第
一
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に
あ
つ
て
は
、
別
紙
様
式
第
四
号
の
四
第
一
）
に
よ

り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
を
い
い
、
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記

録
を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
別
紙
様
式
第
五
号
第
一
に
よ
り
、
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第

二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
い
、
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
第
一
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を

記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

４
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
二
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
延
期
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行

が
銀
行
法
第
二
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
銀
行
法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
が
公
告
す
べ
き
中
間
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
別
紙

様
式
第
四
号
第
二
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に
あ
つ
て
は
、
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
第
二
）
に
、
貸

借
対
照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
四
号
の
三
第
二
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に
あ
つ
て
は
、
別
紙

様
式
第
四
号
の
四
第
二
）
に
、
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
五
号
第
二
に
、
連
結
貸
借
対
照

表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
第
二
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

７
　
銀
行
法
第
二
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を

利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

８
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
銀
行
法
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
第
七
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の
用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
を

自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
十
八
条
の
二
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
中
間
事
業
年
度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明

書
類
（
以
下
「
中
間
説
明
書
類
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら
チ
ま
で
、
第
二
号
、
第
三

号
ロ
（
１
１
）
、
第
四
号
（
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
号
チ
並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と

す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
経
営
の
組
織
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
他
の
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会

社
等
（
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与
え
な
い
子
会

社
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
含
む
。
）

ロ
　
持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）

（２）
　
各
株
主
の
持
株
数

（３）
　
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

ハ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ

つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名
及
び
役
職
名

ニ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

ホ
　
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ
　
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

（１）
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

（２）
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
た
め
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業

所
又
は
事
務
所
の
名
称

チ
　
外
国
に
お
け
る
銀
行
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
受
託
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
受
託
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

（２）
　
当
該
受
託
者
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
た
め
に
銀
行
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う

営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称

二
　
長
期
信
用
銀
行
の
主
要
な
業
務
の
内
容
（
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
業
務
の
内
容
を
含

む
。
）

三
　
長
期
信
用
銀
行
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
直
近
の
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

ロ
　
直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又
は
直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を

示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
（
（
１
４
）
か
ら
（
１
８
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託

業
務
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

（１）
　
経
常
収
益

（２）
　
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

（３）
　
中
間
純
利
益
若
し
く
は
中
間
純
損
失
又
は
当
期
純
利
益
若
し
く
は
当
期
純
損
失

（４）
　
資
本
金
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数

（５）
　
純
資
産
額

（６）
　
総
資
産
額

（７）
　
債
券
残
高

（８）
　
預
金
残
高

（９）
　
貸
出
金
残
高

（１０）
　
有
価
証
券
残
高

（１１）
　
単
体
自
己
資
本
比
率
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ

る
比
率
を
い
う
。
第
五
号
、
第
二
十
一
条
第
九
号
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（１２）
　
配
当
性
向
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（１３）
　
従
業
員
数

（１４）
　
信
託
報
酬

（１５）
　
信
託
勘
定
貸
出
金
残
高

（１６）
　
信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（
（
１
７
）
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

（１７）
　
信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成

十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示

権
利
等
を
い
う
。
）
残
高

（１８）
　
信
託
財
産
額

ハ
　
直
近
の
二
中
間
事
業
年
度
又
は
二
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
別
表
第
一
に
掲

げ
る
事
項

四
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
運
営
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
リ
ス
ク
管
理
の
体
制

ロ
　
法
令
遵
守
の
体
制

ハ
　
中
小
企
業
の
経
営
の
改
善
及
び
地
域
の
活
性
化
の
た
め
の
取
組
の
状
況

ニ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

（１）
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一

号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ

る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

（２）
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第

二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

五
　
長
期
信
用
銀
行
の
直
近
の
二
中
間
事
業
年
度
又
は
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
事
項

イ
　
中
間
貸
借
対
照
表
又
は
貸
借
対
照
表
、
中
間
損
益
計
算
書
又
は
損
益
計
算
書
及
び
中
間
株
主
資
本
等
変
動

計
算
書
又
は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
の
有
す
る
債
権
（
別
紙
様
式
第
二
号
又
は
第
二
号
の
二
中
の
貸
借
対
照
表
の
社
債
（
当
該

社
債
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
が
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
保
証
し

て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
社
債
の
発
行
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の

私
募
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
三
号
ロ
及
び
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
貸
出
金
、
外
国
為
替
、
そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払
承
諾
見
返
の
各
勘
定

に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
欄
外
に
注
記
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
行
つ
て
い
る
場

合
の
そ
の
有
価
証
券
（
使
用
貸
借
又
は
賃
貸
借
契
約
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
三
号
ロ
及
び
第
二
十
五

条
の
八
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

の
の
額
及
び
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額

（１）
　
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
（
破
産
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
の

申
立
て
等
の
事
由
に
よ
り
経
営
破
綻
に
陥
つ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（２）
　
危
険
債
権
（
債
務
者
が
経
営
破
綻
の
状
態
に
は
至
つ
て
い
な
い
が
、
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
が
悪
化

し
、
契
約
に
従
つ
た
債
権
の
元
本
の
回
収
及
び
利
息
の
受
取
り
が
で
き
な
い
可
能
性
の
高
い
債
権
（
（
１
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（３）
　
三
月
以
上
延
滞
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
が
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る

貸
出
金
（
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（４）
　
貸
出
条
件
緩
和
債
権
（
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
利
の
減
免
、

利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債
権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
つ
た

貸
出
金
（
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（５）
　
正
常
債
権
（
債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
特
に
問
題
が
な
い
も
の
と
し
て
、
（
１
）
か
ら
（
４
）

ま
で
に
掲
げ
る
債
権
以
外
の
も
の
に
区
分
さ
れ
る
債
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ハ
　
元
本
補
塡
契
約
の
あ
る
信
託
（
信
託
財
産
の
運
用
の
た
め
再
信
託
さ
れ
た
信
託
を
含
む
。
）
に
係
る
債
権

の
う
ち
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
、
危
険
債
権
、
三
月
以
上
延
滞
債
権
並
び
に
貸
出
条
件

緩
和
債
権
に
該
当
す
る
も
の
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
額
並
び
に
正
常
債
権
に
該
当
す
る
も
の
の
額

ニ
　
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項

ホ
　
次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益

（１）
　
有
価
証
券

（２）
　
金
銭
の
信
託

（３）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引

ヘ
　
貸
倒
引
当
金
の
期
末
残
高
及
び
期
中
の
増
減
額

ト
　
貸
出
金
償
却
の
額

チ
　
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
監

査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

リ
　
長
期
信
用
銀
行
が
中
間
貸
借
対
照
表
又
は
貸
借
対
照
表
、
中
間
損
益
計
算
書
又
は
損
益
計
算
書
及
び
中
間

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五

項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を
受
け
て
い
る
場

合
に
は
そ
の
旨

ヌ
　
単
体
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

六
　
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
又

は
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
賃
金
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事

項
で
あ
つ
て
、
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
金
融

庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

七
　
事
業
年
度
の
末
日
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
中
間
事
業
年
度
の
末
日
）
に
お
い
て
、
当
該
長
期
信
用

銀
行
が
将
来
に
わ
た
つ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又
は

状
況
そ
の
他
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
五
号
に

お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等

に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具

体
的
内
容

２
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
営
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
営
業
所
と
す

る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
無
人
の
営
業
所

二
　
長
期
信
用
銀
行
の
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所

第
十
八
条
の
三
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
三
号
ホ
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
（
銀
行
法
第

二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与
え
な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
の
内
容
及
び
組
織
の
構
成

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
名
称

（２）
　
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

（３）
　
資
本
金
又
は
出
資
金
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（４）
　
事
業
の
内
容

（５）
　
設
立
年
月
日

（６）
　
長
期
信
用
銀
行
が
保
有
す
る
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

（７）
　
長
期
信
用
銀
行
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子
会
社
等
が
保
有
す
る
当
該
一
の
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総

株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

二
　
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
直
近
の
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

ロ
　
直
近
の
三
中
間
連
結
会
計
年
度
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
二
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
直
近
の
五
連
結

会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
経
常
収
益

（２）
　
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

（３）
　
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
中
間
純
利
益
若
し
く
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
中
間
純
損
失
又
は
親
会
社

株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
若
し
く
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失

（４）
　
包
括
利
益

（５）
　
純
資
産
額

（６）
　
総
資
産
額

（７）
　
連
結
自
己
資
本
比
率

三
　
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
財

産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
又
は
連
結
損
益
計
算
書
及
び
中

間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
有
す
る
債
権
（
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
中
の
連
結
貸
借
対
照
表
の

有
価
証
券
中
の
社
債
、
貸
出
金
、
外
国
為
替
、
そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払
承
諾

見
返
の
各
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
行
つ
て
い
る
場
合
の
そ
の
有
価
証
券
を

い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額

（１）
　
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

（２）
　
危
険
債
権

（３）
　
三
月
以
上
延
滞
債
権

（４）
　
貸
出
条
件
緩
和
債
権

（５）
　
正
常
債
権

ハ
　
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項

ニ
　
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
の
事
業
の
種

類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に
属
す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額
及
び
資
産

の
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
算
出
し
た
も
の
（
各
経
常
収
益
等
の

額
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場
合
を
除
く
。
）

ホ
　
銀
行
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
監

査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

ヘ
　
長
期
信
用
銀
行
が
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
又
は
連
結
損

益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
つ
い
て
金
融
商

品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を
受
け
て
い
る

場
合
に
は
そ
の
旨

ト
　
連
結
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

四
　
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
等
か
ら

受
け
る
財
産
上
の
利
益
又
は
労
働
基
準
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
賃
金
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、

長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て

金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

五
　
事
業
年
度
の
末
日
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
中
間
事
業
年
度
の
末
日
）
に
お
い
て
、
重
要
事
象
等
が

存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に

当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

第
十
八
条
の
四
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
及
び
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
縦
覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦

覧
を
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
中
間
事
業
年
度
及
び
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
に
開
始
し
、
当
該
中
間
事
業
年

度
及
び
事
業
年
度
の
翌
中
間
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま

で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
で

き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
が

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
四
項
（
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項

を
掲
載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面

又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
十
八
条
の
五
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
四
半
期
ご
と
に
、
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
預
金
者
そ
の
他

の
顧
客
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
知
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き

事
項
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
（
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
の
開
示
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
事
業
報
告
等
の
記
載
事
項
）

第
十
九
条
　
銀
行
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
は
、
別
紙
様
式
第
六
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信

用
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
六
号
の
二
）
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
附
属
明
細
書
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
長
期
信
用
銀
行
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
二
十
条
　
銀
行
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
法

人
等
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
一
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
面
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五
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
並
び
に

近
の
日
計
表

六
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六
条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し

た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

六
の
二
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
（
第
三
号
を
除
き
、
同
法
第
七
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
（
第
三
号

を
除
き
、
同
法
第
八
百
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
公

告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項
（
同
法
第
七
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
（
同
法
第
八
百
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す

る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る

公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は

相
当
の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信

託
し
た
こ
と
又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

七
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を
す
る
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社
法
第

二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部
に
つ
い
て

株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

七
の
二
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て

い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

八
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

九
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
の
定
款
、
取
締
役
及
び
監

査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び

執
行
役
）
の
履
歴
書
、
営
業
所
の
位
置
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀

行
代
理
業
者
の
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
た
め
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
設
置
の

状
況
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
合
併
後
に
お
け
る
収
支
及
び
単
体
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

九
の
二
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
が
会
計
参
与
設
置
会

社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

九
の
三
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
の
会
計
監
査
人
の
履

歴
書

十
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
十

五
条
に
規
定
す
る
業
務
の
継
続
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

十
一
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
が
当
該
合
併
に
よ
り
子

会
社
対
象
会
社
（
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
い
、
長
期
信
用
銀
行
業
高
度

化
等
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
七
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
一
の
二
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子

会
社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
二
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
が
子
会
社
等
（
銀
行
法

第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
次
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
十

二
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
及
び
当
該
子
会
社
等
の

収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

十
三
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

が
、
当
該
合
併
に
よ
り
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
四
　
合
併
の
当
事
者
の
一
部
が
長
期
信
用
銀
行
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
で
な
い
当
事
者
の
従

前
の
定
款
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
面

２
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
十
一
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
一
条
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
会
社
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
会
社
分
割
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
並
び
に

近
の
日
計
表

六
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六
条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し

た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

六
の
二
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公

告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
各
別
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
公
告
及
び
催
告
）
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁

済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相

当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
会
社
分
割
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証

す
る
書
面

七
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公

告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

七
の
二
　
会
社
分
割
を
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
会
社
法
第
七
百
五
十
八
条

第
五
号
又
は
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ

と
を
証
す
る
書
面

八
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
要
す
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

九
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
の
定
款
、
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設

置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
営

業
所
の
位
置
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
当
該
長
期

信
用
銀
行
の
た
め
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
設
置
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
並

び
に
収
支
及
び
単
体
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

九
の
二
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
長
期
信
用
銀
行
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

九
の
三
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
の
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

十
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す
る

第
四
条
の
七
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
の
二
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決

権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社

を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
一
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
が
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信

用
銀
行
及
び
当
該
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面
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十
二
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
が
子
会
社
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社

の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

十
三
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基

準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

十
四
　
会
社
分
割
の
当
事
者
の
一
部
が
長
期
信
用
銀
行
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
で
な
い
当
事
者

の
従
前
の
定
款
及
び
第
五
号
の
書
面

十
五
　
長
期
信
用
銀
行
が
吸
収
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
る
場
合
に
は
、
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
の
継

続
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
十
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
事
業
譲
渡
等
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ

る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
業
譲
渡
等
の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　

近
の
日
計
表

五
　
銀
行
法
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
銀
行
法
第
三
十
四

条
第
三
項
（
銀
行
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報

の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対

し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
事
業
譲
渡
等
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ

と
を
証
す
る
書
面

六
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る

場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

七
　
当
該
事
業
譲
渡
等
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
が
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信

用
銀
行
及
び
当
該
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

八
　
当
該
事
業
の
譲
渡
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
が
子
会
社
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社

の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

九
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関

す
る
第
四
条
の
七
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

九
の
二
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の

議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等

会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

書
面

十
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の

基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

十
一
　
長
期
信
用
銀
行
が
事
業
を
譲
り
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
の
継
続
に
関
す
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
九
号
の
二
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
廃
業
及
び
解
散
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
廃
止
、

合
併
又
は
解
散
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
可
事
項
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
廃
止
又
は
解
散

イ
　
理
由
書

ロ
　
株
主
総
会
の
議
事
録

ハ
　

近
の
日
計
表

ニ
　
資
産
及
び
負
債
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

ホ
　
債
権
債
務
の
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

二
　
合
併

イ
　
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
（
第
九
号
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
面

ロ
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
の
定
款
並
び
に
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査

等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）

の
履
歴
書

ハ
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
会
社
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

ニ
　
債
権
債
務
の
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

（
廃
業
等
の
公
告
等
）

第
二
十
四
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
掲
示
を
す
る
と
き
は
、
債
券
、

預
金
等
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務
に
係
る
取
引
の
処
理
の
方
針
を
示
す
も
の
と
す
る
。

（
免
許
の
効
力
に
係
る
承
認
の
申
請
等
）

第
二
十
五
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
者
は
、
銀
行
法
第
四
十
一
条
第
四
号
の
規
定

に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い

て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二
　
合
理
的
な
期
間
内
に
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
免
許
の
際
に
審
査
の
基
礎
と
な
つ
た
事
項
に
つ
い
て
業
務
の
開
始
が
見
込
ま
れ
る
時
期
ま
で
に
重
大
な

変
更
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
二
十
五
条
の
二
　
銀
行
法
第
四
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の

障
害
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
所
属
外
国
銀
行
の
説
明
書
類
等
の
縦
覧
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
の
規
定
に
よ
り
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
そ

の
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
事
業
年
度
ご

と
に
作
成
し
た
書
面
で
あ
つ
て
、
当
該
所
属
外
国
銀
行
又
は
当
該
外
国
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
（
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第

一
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
り

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
縦
覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
、
当
該
所
属
外
国
銀
行

又
は
当
該
所
属
外
国
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
の
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
に
開
始
し
、
当

該
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
縦
覧
書
類
が
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
当
該
縦
覧
書

類
に
加
え
、
そ
の
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
事
業

の
概
況
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
面

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

39



３
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類

の
縦
覧
を
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開
始
を
延
期

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に

理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
代
理
長

期
信
用
銀
行
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ

た
事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲
載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド

そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
健
全
化
措
置
）

第
二
十
五
条
の
二
の
三
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
七
の
規
定
に
よ
り
、
外

国
銀
行
代
理
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に

回
答
で
き
る
体
制
の
整
備
等
の
措
置

二
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
所
属

外
国
銀
行
と
の
間
の
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
た
め
の
措
置

三
　
代
理
又
は
媒
介
を
行
お
う
と
す
る
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
に
つ
い
て
、
銀
行
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項

に
規
定
す
る
業
務
（
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
業
務
及
び
銀
行
が
同
項
（
第
八
号
及
び
第
八
号
の
二
を
除
く
。
）

の
規
定
に
よ
り
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
必
要
に
応

じ
て
自
ら
審
査
を
行
う
た
め
の
措
置

四
　
所
属
外
国
銀
行
に
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
か
ら
顧
客
に
関
す
る
情
報
を
不
正
に
取
得
さ
せ
な
い
等
、

顧
客
情
報
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

五
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
営
業
所
の
廃
止
に
あ
た
つ
て
は
、
当
該
営
業
所
の
顧
客
に
係
る
取
引
が
、
所
属

外
国
銀
行
を
同
一
と
す
る
他
の
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
他
の
営
業
所
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る

等
、
当
該
営
業
所
の
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

六
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

（
所
属
外
国
銀
行
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
五
条
の
二
の
四
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
保
有
す
る
者
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
と
す

る
。

２
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
遅
滞
な
く
、
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
一
号
に
係
る
届
出
は
、
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九
第
二
項
に
よ
る
公
告
及
び
掲
示
を
す
る
と

き
（
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
届
出
を
行
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
所
属
外
国
銀
行
に

お
け
る
預
金
等
そ
の
他
そ
の
営
む
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
取
引
の
処
理
の
方
針
を
示
す
も
の
と
す
る
。

（
標
識
の
様
式
）

第
二
十
五
条
の
二
の
五
　
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
二
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
分
別
管
理
）

第
二
十
五
条
の
二
の
六
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
場
所
を
区
別
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
行
為
（
以
下
「
外
国
銀
行
代
理
行
為
」
と
い
う
。
）
に
関
し

て
顧
客
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
そ
の
他
の
財
産
が
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
か
、
又
は
い
ず
れ
の
所
属
外
国
銀

行
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
明
示
事
項
）

第
二
十
五
条
の
二
の
七
　
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
交
付
を
受

け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
所
属
外
国
銀
行
か
ら
の
権
限
の
付
与
が
あ
る
旨

二
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
外
国
銀
行
代
理
行
為
に
係
る

契
約
に
つ
き
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
と
、
当
該
契
約
と
同
種
の
契
約
に
つ
き
他
の
所
属
外
国
銀
行
に
支
払

う
べ
き
手
数
料
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
外
国
銀
行
代
理
行
為
に
係
る

契
約
と
同
種
の
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
他
の
所
属
外
国
銀
行
の
た
め
に
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
旨

四
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
顧
客
の
取
引
の
相
手
方
と
な
る
所
属
外
国
銀
行
の
商
号
又
は
名
称

（
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
五
条
の
二
の
八
　
第
十
二
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
銀
行
代
理

長
期
信
用
銀
行
が
行
う
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
が
締
結
す
る
契
約
と
の
誤
認
防
止
）

第
二
十
五
条
の
二
の
九
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
外
国
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
と
き
は
、
顧
客
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
契
約
の
主
体
が
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
で
は
な
く
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属

外
国
銀
行
で
あ
る
こ
と
。

二
　
そ
の
他
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
が
締
結
す
る
契
約
と
の
誤
認
防
止
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ

る
事
項

（
他
の
所
属
外
国
銀
行
の
同
種
の
契
約
に
係
る
情
報
提
供
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
第
二
十
五
条
の
二
の
七
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明

ら
か
に
し
た
と
き
は
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
他
の
所
属
外
国
銀
行
の
同
種
の
契
約
の
内
容
そ
の
他
顧
客
に
参
考

と
な
る
べ
き
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
実
施
等
の
措
置
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
一
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
従
事
者
に
対
し
、
外
国
銀

行
代
理
業
務
の
指
導
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
法
令
等
（
外
国
の
法
令
等
を
含
む
。
）
を
遵
守
さ
せ
る
た

め
の
研
修
の
実
施
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
密
接
関
係
者
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
二
　
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
と
密
接
な

関
係
を
有
す
る
者
は
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
関
係
者
（
法
第
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
い
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信

用
銀
行
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
三
　
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
に
規
定
す
る
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
が
不
当
に
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資
金
の
貸
付

け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
で
は
な
い
も
の
と
す
る
。
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（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
四
　
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
所
属

外
国
銀
行
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
（
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀

行
法
第
五
十
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
顧
客
に
対
し
、
所
属
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し

て
、
取
引
の
条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

三
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
を
条

件
と
し
て
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
す
る
行
為

四
　
法
令
等
（
外
国
の
法
令
等
を
含
む
。
）
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
所
属
外
国
銀
行
の
行
為

に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
五
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十

二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
九
の
規
定
に
よ
り
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
処
理

及
び
計
算
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
（
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
を
行
わ
な

い
場
合
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
所
属
外
国
銀
行
ご
と
に
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
総
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
五
年
間

二
　
外
国
銀
行
代
理
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
十
年
間

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
行
つ
た
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
媒
介
の
内
容
を
記
録
し
た
書

面
　
当
該
媒
介
を
行
つ
た
日
か
ら
五
年
間

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
六
　
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
二
条
の
五
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
七
号

の
二
の
二
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
外
国
銀
行
代
理

業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け

て
、
当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に

理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
代
理
長
期

信
用
銀
行
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が

あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
報
告
書
の
提
出
等
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
七
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
変
更
報
告
書
（
以

下
こ
の
項
及
び
第
三
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
変
更
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様
式

第
七
号
の
二
の
三
に
よ
り
当
該
変
更
報
告
書
を
作
成
し
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
日

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
そ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
保
有
す
る
議
決
権
の
数
に
増
加
又
は
減
少
が
な
い
場
合
（
議
決
権
保
有
割
合
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
議
決
権
保
有
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
百
分
の
一
以
上

増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
に
限
り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の
一
以

上
増
加
し
若
し
く
は
減
少
し
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
五
日
を
経
過
し
た
日
又
は
議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の

一
以
上
増
加
し
若
し
く
は
減
少
し
た
日
を
含
む
月
の
翌
月
十
五
日
か
ら
五
日
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
早

い
日

二
　
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
が
外
国
人
又
は
外
国
の
法
人
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。
）
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
が
あ
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日

三
　
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
が
外
国
人
又
は
外
国
の
法
人
で
あ
つ
て
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
に

増
加
又
は
減
少
が
な
い
場
合
（
議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の
一
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
に
限
る
。
）
　

議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の
一
以
上
増
加
し
若
し
く
は
減
少
し
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日

又
は
議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の
一
以
上
増
加
し
若
し
く
は
減
少
し
た
日
を
含
む
月
の
翌
月
十
五
日
か
ら
一
月

を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
議
決
権
保
有
割
合
が

百
分
の
一
以
上
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
変
更
報
告
書
で
当
該
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
が
百

分
の
五
以
下
で
あ
る
も
の
を
既
に
提
出
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

（
特
例
対
象
議
決
権
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
の
提
出
等
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
八
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書

を
提
出
す
べ
き
者
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三

に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
又
は
当
該
変
更
報
告
書
を
作
成
し
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
金
融
商
品
取
引
業
者
（
有
価
証
券
関
連
業
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
九
条
の
四

の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
及
び
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
四
項
に
規
定

す
る
第
二
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
投
資
運
用
業
（
同
法
第
二
十

八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
投
資
運
用
業
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
営
む
者
に
限
る
。
）
、
信
託
会
社

（
信
託
業
法
第
三
条
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、
保
険
会
社
（
外
国
保
険
会

社
等
を
含
む
。
）
、
農
林
中
央
金
庫
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命

保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構

二
　
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
外
国
に
お
い
て
銀
行
業
、
有
価
証
券
関
連
業
、
投
資
運
用
業
、
信
託
業
又
は
保
険

業
を
営
む
者
で
あ
つ
て
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
を
共
同
保
有
者
と
す

る
者
で
あ
つ
て
銀
行
等
以
外
の
者

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
は
、
百
分
の
十
と
す
る
。

４
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
銀
行
等
に
銀
行
等
で
な
い
共
同

保
有
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
共
同
保
有
者
に
銀
行
等
で
あ
る
共
同
保
有
者
が
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て

計
算
し
た
当
該
共
同
保
有
者
の
議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の
一
を
超
え
る
場
合
と
す
る
。

５
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
議
決
権
保
有
割
合
が
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に
記
載
さ
れ

た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
二
・
五
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
こ
と
と
す
る
。

６
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
日

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
そ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
変
更
報
告
書
に
係
る
基
準
日
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
月
の
後
の
月
の
末
日
に
お
け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当
該
変
更
報
告
書
に
記

載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
二
・
五
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
　
当
該
末
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
十
五
日

二
　
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
が
基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
月
の
後
の
基
準
日
に
お
け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当
該
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保

有
割
合
よ
り
百
分
の
一
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
そ
の
他
の
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に
記

載
す
べ
き
重
要
な
事
項
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
　
当
該
後
の
基
準
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日

三
　
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
が
基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
月
の
後
の
基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
に
お
け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当
該
変
更
報
告
書
に
記
載

さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
二
・
五
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
　
当
該
後
の
基
準
日
以
外
の

月
の
末
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日

四
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
変
更
報
告
書
に
記
載

さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
日
の
後
の
基
準
日
に
お
け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当
該
変
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更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
一
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
そ
の
他
の
長
期

信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
重
要
な
事
項
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
　
当
該
基
準
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
十
五
日

五
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
変
更
報
告
書
に
記
載

さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
日
の
後
の
基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
に
お
け
る
議
決
権
保

有
割
合
が
当
該
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
二
・
五
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し

た
場
合
　
当
該
末
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日

六
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有

届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
日
の
後
の
基
準
日
に
お
け
る
議
決
権
保
有

割
合
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
一
以
上
増
加

し
又
は
減
少
し
た
場
合
そ
の
他
の
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
重
要
な
事
項
の
変
更
が

あ
つ
た
場
合
　
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日

七
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有

届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
日
の
後
の
基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
に
お

け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百

分
の
二
・
五
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
　
当
該
末
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日

７
　
基
準
日
の
届
出
又
は
当
該
基
準
日
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
四
に
よ
り
届
出
書
を

作
成
し
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
）

第
二
十
五
条
の
二
の
十
九
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の

あ
る
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
（
連
結
基
準
対
象
会
社
（
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

連
結
基
準
対
象
会
社
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
子

会
社
（
第
五
条
の
十
一
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
の
関
連
会
社
（
第
五
条
の
十
一
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
関
連
会
社
を
い

う
。
）

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
（
連
結
基
準
対
象
会
社
以
外
の
者
に
限
る
。
）
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権

の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人

２
　
第
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
同
号
の
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
が
保
有
す

る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
九
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四

十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
株
式
に
」
と
あ
る
の
は
「
株
式
又
は

出
資
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
取
締
役
の
兼
職
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に

あ
つ
て
は
執
行
役
、
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社

で
あ
つ
て
、
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
た

だ
し
書
の
認
可
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株

会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い

て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株

会
社
を
経
由
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
履
歴
書

三
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
当
該
他
の
会
社
に
お
け
る
常
務
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
面

四
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
と
当
該
他
の
会
社
と
の
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
他
の
会
社
の
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
、

終
の
事
業
報
告
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算

書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
が
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
審

査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
一
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
九
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者

は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
経
営
管
理
の
内
容
等
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
針
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
収
支
、
資
本
の
分
配
及
び
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る
方
針
そ
の
他
の

リ
ス
ク
管
理
に
係
る
方
針

二
　
災
害
そ
の
他
の
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
危
機
管
理
に
係
る

体
制
の
整
備
に
係
る
方
針

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
体
制
は
、
当
該
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を

執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者

及
び
使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
と
す
る
。

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
（
再
建
計
画
（
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
長

期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
経
営
の
再
建
の
た
め
の
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

策
定
が
必
要
な
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
再
建
計
画
を
策
定
し
、
及
び
そ
の
適

正
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
業
務
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
三
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
及
び
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会

社
の
資
産
の
運
用
に
係
る
業
務

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
た
め
に
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
、
合

併
、
会
社
の
分
割
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
、
株
式
交
付
又
は
株
式
等
の
譲
渡
若
し
く
は
取
得
に
関
す
る
交
渉

を
行
う
業
務

三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
が
信
用
供
与
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
信
用
供
与
の
判
断
の
前
提
と
な
る
審
査
を
行
う
業
務

四
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
た
め
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
機

能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
運
用
若
し
く
は
保
守
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
を
行
う
業
務

五
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
に
対
す
る
不
動
産
（
原
則
と
し
て
、
事
業
用
不
動

産
に
限
る
。
）
の
賃
貸
又
は
当
該
会
社
が
所
有
す
る
不
動
産
若
し
く
は
そ
れ
に
付
随
す
る
設
備
の
保
守
、
点
検

そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

六
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
役
員
又
は
職
員
の
た
め
の
福
利
厚
生
に
関
す
る

事
務
を
行
う
業
務

七
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
事
務
の
用
に
供
す
る
物
品
の
購
入
又
は
管
理
を

行
う
業
務
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八
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
印

刷
又
は
製
本
を
行
う
業
務

九
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
に
機
械
類
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
さ
せ
る
業
務

十
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
及
び
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会

社
の
顧
客
で
あ
る
事
業
者
の
経
営
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
業
務

十
一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
及
び
銀
行
業
を
営
む
外
国
の

会
社
の
顧
客
で
あ
る
個
人
の
財
産
形
成
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
業
務

十
二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
業
務
に
関
す
る
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
業
務

十
三
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
業
務
に
関
し
必
要
と
な
る
調
査
又
は
情
報
の

提
供
を
行
う
業
務
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他

の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
る
財
産
の
評
価
、
当
該
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
の
管

理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務
を
除
く
。
）

十
四
　
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
営
む
業
務
に
係
る
商
品
の
開
発
を
行
う
業
務

十
五
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
事
務
に
係
る
計
算
を
行
う
業
務

十
六
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の

作
成
、
整
理
、
保
管
、
発
送
又
は
配
送
を
行
う
業
務

十
七
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
と
当
該
会
社
の
顧
客
と
の
間
の
事
務
の
取
次
ぎ

を
行
う
業
務

十
八
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
役
員
若
し
く
は
職
員
に
対
す
る
教
育
又
は
研

修
を
行
う
業
務

十
九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
に
共
通
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
四
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状

況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

三
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
認
可
に
係
る
業
務
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た

書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面

六
　
当
該
認
可
に
係
る
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

七
　
そ
の
他
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
当
該
認
可
に
係
る
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
業
務
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
が
促
進
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
、
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
当
該
認
可
に

係
る
業
務
を
開
始
し
た
後
も
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
属
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ

の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
　
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
、
そ
の
人
的
構
成
に
照
ら
し
、
当
該
認
可
に
係
る
業
務
を
的
確
か

つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
五
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務

は
、
長
期
信
用
銀
行
関
連
業
務
と
す
る
。

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
六
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長

期
信
用
銀
行
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
親
金
融
機
関
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十

一
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関

等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、

当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で

あ
る
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

社
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
長
期
信
用
銀
行
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
取
引
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
特
定
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

二
　
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

イ
　
対
象
取
引
を
行
う
部
門
と
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
行
う
部
門
を
分
離
す
る
方
法

ロ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
の
条
件
又
は
方
法
を
変
更
す
る
方
法

ハ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
中
止
す
る
方
法

ニ
　
対
象
取
引
に
伴
い
、
当
該
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
顧
客

に
適
切
に
開
示
す
る
方
法

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
概
要
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表

四
　
次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存

イ
　
第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
取
引
の
特
定
に
係
る
記
録

ロ
　
第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録

２
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
「
対
象
取
引
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
長
期
信

用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又

は
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
親
金
融
機
関
等
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
長
期

信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期

信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
金

融
機
関
等
が
行
う
長
期
信
用
銀
行
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
当
該
取
引
を
い
う
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
七
　
第
十
三
条
の
四
の
規
定
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す

る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
と
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
第
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二

第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供

与
等
（
同
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
の
計
算
方
法
そ

の
他
同
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
当
該
長
期
信
用

銀
行
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
は
、
当
該
長
期
信
用

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の

規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
信
用
の
供
与
等
の
総
額
の
合
計
額
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
当
該
同
一
人

に
対
し
て
す
る
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
出
資
の
額
、
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
金
融
機
能
早
期
健
全

化
緊
急
措
置
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
貸
付

け
の
額
及
び
劣
後
特
約
付
社
債
（
金
融
機
能
早
期
健
全
化
緊
急
措
置
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
劣
後
特
約
付

社
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
引
受
け
の
額
を
除
く
。
）
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
調
整
対
象
額
を
控
除
し
て
計

算
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
「
調
整
対
象
額
」
と
は
、
当
該
子
会
社
等
の
す
る
資
金
の
貸
付
け
の
額
の
う
ち
当
該
長
期
信

用
銀
行
持
株
会
社
又
は
他
の
子
会
社
等
が
保
証
し
て
い
る
額
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
額
を
い
う
。
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５
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
純
合
計
額
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

二
十
五
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

必
要
な
調
整
を
加
え
た
額
と
す
る
。

６
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
当
該
長
期
信

用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
合
計
額
が
同
項
本
文
に
規
定
す
る

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承

認
申
請
書
に
第
十
三
条
の
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

７
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
行
う
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

又
は
そ
の
子
会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
と
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
当
該
長
期

信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人
等
（
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い

う
。
）
を
い
う
。

（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
二
十
五
条
の
三
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ

る
事
由
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

三
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
、
そ
の
取
引
先
で
あ
る
会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善

の
た
め
の
計
画
に
基
づ
く
株
式
等
の
取
得
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
に
対
す
る
当
該

会
社
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
株
式
等
の
取
得
に
よ
つ
て
相
当
の
期
間
内
に

当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
等
に

係
る
議
決
権
の
取
得
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に

よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
の
転
換
（
当
該
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割

又
は
株
式
無
償
割
当
て

七
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に

係
る
権
利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

八
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

九
　
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
に
つ
い
て
第
五
条
の
六
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
お
う
と
す

る
と
き
又
は
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に

お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

た
め
当
該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
取
引
先
で
あ
る
会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め

の
計
画
に
基
づ
き
取
得
し
た
当
該
会
社
の
発
行
す
る
株
式
を
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
の
改
善
に
伴
い
相
当
の

期
間
内
に
処
分
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
株
式
の
転
換
（
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
場
合

２
　
前
項
第
十
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
商
号
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る

こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社
が
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
所
有
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る

か
ど
う
か
、
及
び
提
出
さ
れ
る
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決

権
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
）

第
二
十
五
条
の
四
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る

こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
二
十
五
条
の
五
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当

該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
十
六
条
の
四
第
六
項
の
認
可
を
受
け
て
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門

会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
し
た
こ

と
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業

者
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
長

期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社

と
し
た
場
合
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
）

第
二
十
五
条
の
五
の
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会

社
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人
等

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
関
連
法
人
等

（
特
例
対
象
会
社
）

第
二
十
五
条
の
五
の
三
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
又
は
事
業
の
再
生
の
計
画
の
作
成
に
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構

が
関
与
し
て
い
る
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
会
社
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

「
特
例
事
業
再
生
会
社
」
と
総
称
す
る
。
）
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
よ
り
設
立

さ
れ
る
株
式
会
社
が
無
限
責
任
組
合
員
と
な
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
会
社

イ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
て

い
る
も
の

ロ
　
当
該
株
式
会
社
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
出
資
し
て
い
る
も
の

二
　
事
業
の
再
生
又
は
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た
な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る

事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策
定

し
た
事
業
計
画
に
基
づ
き
当
該
事
業
計
画
を
実
施
し
て
い
る
会
社

イ
　
官
公
署
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ロ
　
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
準
ず
る
も
の

ニ
　
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人

ホ
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

ヘ
　
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人

ト
　
第
四
条
の
五
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
会
社
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
以
外
の
会
社
に
限
る
。
）

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
が
そ
の
取
得
し
た
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日

（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き

は
、
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の

議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
（
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ

て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社

の
保
有
す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る

部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
は
、
新
規

事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
の
子
会
社
等
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
の
議
決
権
を
、
当
該
長
期
信
用

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
で
あ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
若
し
く
は
事
業
再
生
会
社
以
外
の
子
会
社

が
、
合
算
し
て
、
当
該
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
超
え
て
保
有

し
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
子
会
社
）

第
二
十
五
条
の
六
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
四
条
の

三
第
六
項
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
業
務
報
告
書
等
）

第
二
十
五
条
の
七
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
は
、
事
業
年
度
開
始

の
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
中
間
事
業
概
況
書
、

中
間
連
結
財
務
諸
表
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
八
号
に
よ
り
作
成
し
、
当
該
期
間
経
過
後
三
月
以
内
（
外
国
所
在

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間
経
過
後
六
月
以
内
）
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
は
、
事
業
概
況
書
、
連
結
財
務
諸
表
に
分

け
て
、
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
（
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
）
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
中
間
業
務
報
告
書

又
は
業
務
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、

当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由

書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社
が
中
間
業
務
報
告
書
又
は
業
務
報
告
書
の
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
の
公
告
）

第
二
十
五
条
の
八
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等

（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
い
、
銀
行
法
第
五
十
二
条

の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
別
紙
様
式

第
十
号
第
一
に
よ
り
、
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対

照
表
等
を
い
い
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
第
一
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
延
期

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
書
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ

い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
公
告
す
べ
き
中
間
貸
借
対

照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
十
号
第
二
に
、
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
第
二
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
第
十
八
条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法

の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
二
十
五
条
の
八
の
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
イ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
、
第
二
号
、
第
四
号
ホ
並
び

に
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
経
営
の
組
織
（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子

会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与

え
な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
含

む
。
）

ロ
　
資
本
金
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数

ハ
　
持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）

（２）
　
各
株
主
の
持
株
数

（３）
　
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

ニ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ

つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名
及
び
役
職
名

ホ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ
　
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
の
内
容
及
び
組
織
の
構
成

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
名
称

（２）
　
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

（３）
　
資
本
金
又
は
出
資
金

（４）
　
事
業
の
内
容

（５）
　
設
立
年
月
日

（６）
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
保
有
す
る
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占

め
る
割
合
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（７）
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子
会
社
等
が
保
有
す
る
当
該
一
の
子
会
社
等
の
議

決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

三
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
直
近
の
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

ロ
　
直
近
の
三
中
間
連
結
会
計
年
度
及
び
二
連
結
会
計
年
度
又
は
直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な

業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
経
常
収
益

（２）
　
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

（３）
　
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
中
間
純
利
益
若
し
く
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
中
間
純
損
失
又
は
親
会
社

株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
若
し
く
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失

（４）
　
包
括
利
益

（５）
　
純
資
産
額

（６）
　
総
資
産
額

（７）
　
連
結
自
己
資
本
比
率

四
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
二
連
結
会
計
年
度
に

お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
又
は
連
結
損
益
計
算
書
及
び
中

間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
有
す
る
債
権
（
別
紙
様
式
第
九
号
中
の
連
結
貸
借
対
照

表
の
有
価
証
券
中
の
社
債
、
貸
出
金
、
外
国
為
替
、
そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払

承
諾
見
返
の
各
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
行
つ
て
い
る
場
合
の
そ
の
有
価
証

券
を
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額

（１）
　
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

（２）
　
危
険
債
権

（３）
　
三
月
以
上
延
滞
債
権

（４）
　
貸
出
条
件
緩
和
債
権

（５）
　
正
常
債
権

ハ
　
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項

ニ
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
の

事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に
属
す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額

及
び
資
産
の
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
算
出
し
た
も
の
（
各
経
常

収
益
等
の
額
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場
合
を
除
く
。
）

ホ
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項

に
よ
る
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

ヘ
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
又

は
連
結
損
益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
つ
い

て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を
受

け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

ト
　
連
結
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

五
　
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会

社
等
か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
又
は
労
働
基
準
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
賃
金
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

で
あ
つ
て
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響

を
与
え
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

六
　
事
業
年
度
の
末
日
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
中
間
事
業
年
度
の
末
日
）
に
お
い
て
、
当
該
長
期
信
用

銀
行
持
株
会
社
が
将
来
に
わ
た
つ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な

事
象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象

等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の

具
体
的
内
容

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
当
該
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株

会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）

を
当
該
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所
（
無
人
の
営
業
所
及
び

外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
書
面
が
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社
は
、
当
該
書
面
に
加
え
、
当
該
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
事
業
の
概
況
並
び
に
中
間

貸
借
対
照
表
又
は
貸
借
対
照
表
及
び
中
間
損
益
計
算
書
又
は
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
面

を
作
成
し
、
当
該
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所
に
備
え
置

き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
営
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
営
業

所
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
無
人
の
営
業
所

二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所

第
二
十
五
条
の
八
の
三
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
銀
行
法
第
五

十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
）
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
縦

覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
中
間
事
業
年
度
及
び
事
業
年
度
経
過
後
四

月
以
内
（
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
中
間
事
業
年
度
及
び
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以

内
）
に
開
始
し
、
当
該
中
間
事
業
年
度
及
び
事
業
年
度
の
翌
中
間
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ

の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧

を
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由

書
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ

た
事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲
載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド

そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
八
の
四
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
四
半
期
ご
と
に
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
五
項

に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
銀
行
の
預
金
者
そ
の
他
の
顧

客
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
知
る
た
め
に
参
考
と
な
る

べ
き
事
項
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
（
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
の
開
示
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
事
業
報
告
等
の
記
載
事
項
）

第
二
十
五
条
の
九
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
は
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
に
よ
り
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
る
附
属
明
細
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
二
十
五
条
の
九
の
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人
等
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
五
条
の
十
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
の

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
五
条
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業

務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

六
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六
条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し

た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

六
の
二
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公

告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債

権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者

に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債

権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

七
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を
す
る
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社
法
第

二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部
に
つ
い
て

株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

七
の
二
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て

い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

八
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
書
面

九
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
定
款
、
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に

あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
並
び
に
事
務
所

の
位
置
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
合
併
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及

び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

九
の
二
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

九
の
三
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

の
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

十
　
合
併
の
当
事
者
の
一
部
が
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で

な
い
当
事
者
の
従
前
の
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

十
一
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

十
三
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
当
該
合
併
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
十
六
条
の
四

第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
い
、
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、

次
条
第
一
項
第
十
四
号
及
び
第
二
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
場
合

に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す
る
第
五
条
の
九
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
三
の
二
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
当
該
合
併
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社

の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化

等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
関
す
る
第
五
条

の
九
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
四
　
合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
国
内
の
会
社
の
議

決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名

称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
五
　
そ
の
他
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審

査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
第
五
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十

五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
三
号
の
二
及
び
第
十
四
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
五
条
の
十
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
会

社
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
会
社
分
割
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状

況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

六
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六
条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し

た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

六
の
二
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公

告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
各
別
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
公
告
及
び
催
告
）
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁

済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相

当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
会
社
分
割
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証

す
る
書
面

七
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公

告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

七
の
二
　
会
社
分
割
を
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
会
社
法
第
七
百
五
十
八
条

第
五
号
又
は
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規
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定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ

と
を
証
す
る
書
面

八
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
要
す
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

九
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
定
款
、
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等

委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履

歴
書
並
び
に
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支

及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

九
の
二
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

九
の
三
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

十
　
会
社
分
割
の
当
事
者
の
一
部
が
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

社
で
な
い
当
事
者
の
従
前
の
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

十
一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

十
三
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
が
子
会
社
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当

該
子
会
社
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

十
四
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す

る
第
五
条
の
九
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
四
の
二
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権

数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
五
条
の
九
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
五
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の

内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
六
　
そ
の
他
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審

査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
第
五
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十

五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
四
号
の
二
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
資
産
の
額
等
）

第
二
十
五
条
の
十
の
三
　
銀
行
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
債
務
の
額
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
吸
収
分
割
の
直
後
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ
き
額
か
ら
会
社
法
第
七
百
九
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
株

式
等
（
社
債
（
吸
収
分
割
の
直
前
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
有
し
て
い
た
社
債
を
除
く
。
）
に
限
る

。
）
に
つ
き
会
計
帳
簿
に
付
す
べ
き
額
を
減
じ
て
得
た
額

二
　
吸
収
分
割
の
直
前
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

２
　
銀
行
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
資
産
の
額
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
額

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
吸
収
分
割
の
直
後
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

二
　
吸
収
分
割
の
直
前
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ
き
額
か
ら
会
社
法
第
七
百
九
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規

定
す
る
金
銭
等
（
同
号
の
株
式
等
の
う
ち
吸
収
分
割
の
直
前
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
有
し
て
い
た

社
債
を
含
む
。
）
の
帳
簿
価
額
を
減
じ
て
得
た
額

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
連
結
配
当
規
制
適
用
会
社
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
吸
収
分
割
会
社
（
会
社
法
第
七
百
五
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
会
社
を
い
う
。
）
が
当
該
長

期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
銀
行
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規

定
す
る
資
産
の
額
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
額
と
す
る
。

一
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額

二
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
五
条
の
十
一
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業

の
譲
渡
又
は
譲
受
け
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
譲
渡
等
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
業
譲
渡
等
の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状

況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

五
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る

場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

六
　
当
該
事
業
譲
渡
等
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結

自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

七
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

八
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

九
　
当
該
事
業
の
譲
渡
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
が
子
会
社
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当

該
子
会
社
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

十
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関

す
る
第
五
条
の
九
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
の
二
　
当
該
事
業
の
譲
渡
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権

数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
五
条
の
九
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
一
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合

算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業

務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
そ
の
他
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審

査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
第
五
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十

五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
号
の
二
及
び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
十
五
条
の
十
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所

又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
業
務
の
種
類

ロ
　
当
該
個
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国
に
お
け

る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
み
、
国
内
に
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て
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い
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
業
務
の
種
類

（１）
　
当
該
個
人
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
等

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
法
人
等
の
子
法
人
等
（
外
国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
、
国
内
に
営
業
所
、

事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
そ
の
役
員
が
、
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
員
の
氏

名
、
当
該
他
の
法
人
又
は
事
務
所
の
商
号
若
し
く
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
業

務
の
種
類

ロ
　
当
該
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
業
務
の
種
類

（１）
　
当
該
法
人
の
子
法
人
等

（２）
　
当
該
法
人
の
親
法
人
等
（
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
い
、
外
国

の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
、
国
内
に
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て

い
な
い
者
を
除
く
。
）

（３）
　
当
該
法
人
の
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
（
１
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
再
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
再
委
託
を
受
け
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
受
託
者

（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
六
条
の
七
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
等
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六

十
一
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
第
六
号
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３
　
第
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
の
場
合
に
お
い
て
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七

第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
五
第

九
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第

百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百

三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
」
と
、
「
株
式
に
」
と
あ
る
の
は
「
株
式
又
は
出
資
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
二
十
五
条
の
十
三
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
種
類
（
預
金
の
種
類
並
び
に
貸
付
先
の
種
類

及
び
貸
付
け
に
係
る
資
金
の
使
途
を
含
む
。
）

二
　
取
り
扱
う
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
種
類
ご
と
に
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

の
い
ず
れ
を
行
う
か
の
別
（
代
理
及
び
媒
介
の
い
ず
れ
も
行
う
場
合
は
そ
の
旨
）

三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
実
施
体
制

２
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
実
施
体
制
に
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
に

掲
げ
る
行
為
そ
の
他
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止

す
る
た
め
の
体
制
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
体
制
を
含
む
も
の

と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
三
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場

合
　
当
該
交
付
を
受
け
る
財
産
と
自
己
の
固
有
財
産
と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
た
め
の
体
制

二
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
場
合
　
顧
客
が

当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制

三
　
兼
業
業
務
（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
及
び
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
付
随
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
営
む
場
合
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
に
関
し
て
取
得
し
た
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な

取
扱
い
の
た
め
の
体
制

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
二
十
五
条
の
十
四
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
（
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合

に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る

在
留
カ
ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関

す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は

住
民
票
の
抄
本
。
第
二
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

及
び
第
二
十
五
条
の
十
六
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

一
の
二
　
個
人
で
あ
る
申
請
者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
旧
氏
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二

百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
名
を
当
該
申
請
者
の
氏
名

に
併
せ
て
申
請
書
（
同
項
の
申
請
書
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
申
請
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、

当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
、
第
二
十
五
条
の
十
六
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業
所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る

役
員
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は

こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
第
二
十
五
条
の
十
六
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面
及
び
役
員
が
同
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員

が
誓
約
す
る
書
面

二
の
二
　
法
人
で
あ
る
申
請
者
の
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で

な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

三
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
委
託
を
受
け
て
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
と
き
は
、
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行

と
の
間
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案

四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
て
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
と
き
は
、
当
該
長
期

信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
と
の
間
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案
及
び
当
該
長

期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
が
当
該
再
委
託
に
つ
い
て
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
許
諾
を
得
た
こ
と
を
当
該
所

属
長
期
信
用
銀
行
が
誓
約
す
る
書
面

五
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
の
確
保
の
状
況
及
び
当
該
者
の
配
置
の
状
況
を
記
載
し

た
書
面
（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
含
む
。
）

六
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
（
個
人
の
事
業
年
度
は
、
一
月
一
日
か
ら
そ
の

年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
前
事
業
年
度
の
別
紙
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
作

成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書

七
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
。
た
だ
し
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法

人
の
設
立
の
時
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

八
　
会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
会
社
を
い
う
。
）
で
あ

る
と
き
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
同
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
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九
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
収
支
及
び
財
産
の
状
況
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

十
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
る
場
合
は
当
該
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
再
委
託
者
を
含
む
。
）
が
保
証
人
の
保
証
を
徴
す
る
と
き
は
、
当
該
保
証
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
保

証
人
に
係
る
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
書
面

十
一
　
他
に
業
務
を
営
む
と
き
は
、
兼
業
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
運
営
に
関
す
る
社
内
規
則
等

十
三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
付
近
見
取
図
及
び
間
取
図
（
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

状
況
、
警
備
状
況
等
を
含
む
。
）
並
び
に
当
該
営
業
所
又
は
当
該
事
務
所
で
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業

務
運
営
を
指
揮
す
る
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る

べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
委
託
契
約
書
の
案
の
記
載
事
項
）

第
二
十
五
条
の
十
五
　
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
の
案
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
設
置
、
廃
止
又
は
位
置
変
更
に
関
す
る
事
項

二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
内
容
（
代
理
又
は
媒
介
の
別
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
営
業
日
及
び
営
業
時
間
に
関
す
る
事
項

四
　
次
に
掲
げ
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
行
為
を
禁
ず
る
規
定

イ
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
上
の
秘
密
又
は
取
引
先
の
信
用
に
関
す
る
事
項
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
及
び

当
該
取
引
先
以
外
の
者
に
漏
ら
し
、
又
は
自
己
若
し
く
は
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
及
び
当
該
取
引
先
以
外

の
者
の
た
め
に
利
用
す
る
行
為

ロ
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
に
掲
げ
る
行
為

五
　
現
金
、
有
価
証
券
等
の
取
扱
基
準
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項

六
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
再
委
託
に
関
す
る
事
項

七
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
よ
る
監
督
、
監
査
又
は
報
告
徴
求
に
関
す
る
事
項

八
　
契
約
の
期
間
、
更
新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

九
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
内
容
並
び
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
営
業
日
及
び
営
業
時
間
の
店
頭
掲
示
に
関

す
る
事
項

十
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

２
　
前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
四
号
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
と
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
受

託
者
と
の
間
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
期
信

用
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
再
委
託
」
と
あ
る
の
は
「
再
委
託
の
禁
止
」
と
、
同
項
第
七

号
中
「
所
属
長
期
信
用
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
所
属
長
期
信
用
銀
行
及
び
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
許
可
の
審
査
）

第
二
十
五
条
の
十
六
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
、
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
個
人
又
は
法
人
（
外
国
法
人
で
国
内
に
事
務
所
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
第
五
条
の
九
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
し
、
か
つ
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
開
始
後
三
事
業
年
度
を

通
じ
て
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
の
確
保
の
状
況
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
運
営

に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
、
十
分
な
業
務
遂
行
能
力
を
備
え
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

イ
　
申
請
者
が
個
人
（
二
以
上
の
事
務
所
で
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特

別
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
（
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又

は
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預

金
等
又
は
国
債
を
担
保
と
し
て
行
う
貸
付
契
約
に
係
る
も
の
及
び
事
業
以
外
の
用
に
供
す
る
資
金
に
係
る
定

型
的
な
貸
付
契
約
で
あ
つ
て
そ
の
契
約
の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以

下
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
特
別
長

期
信
用
銀
行
代
理
行
為
の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
　
当
座
預
金
業
務
若
し
く
は
資
金

の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

で
あ
つ
て
、
当
座
預
金
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（２）
　
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
　
資
金
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ロ
　
申
請
者
が
法
人
（
二
以
上
の
事
務
所
で
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
個
人
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す
る
業
務
に
係
る
責
任
者
（
当
該

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
の
業
務
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
（
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
以
外
の
営
業
所
又
は
事
務
所

（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
従
た
る
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
他
の
従
た
る
営
業
所
等
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
の
業
務
を
管
理
す
る
部
署
を
置
い
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
署
を
置
い
た
従
た
る
営
業
所

等
）
ご
と
に
、
当
該
責
任
者
を
指
揮
し
法
令
等
の
遵
守
の
確
保
を
統
括
管
理
す
る
業
務
に
係
る
統
括
責
任
者

（
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
主
た
る
営
業
所

又
は
事
務
所
に
（
従
た
る
営
業
所
等
に
お
い
て
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
ま
な
い
場
合
を
除
く
。
）
、
そ
れ

ぞ
れ
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら

の
責
任
者
又
は
統
括
責
任
者
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
は
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
特
別
長

期
信
用
銀
行
代
理
行
為
の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
　
当
座
預
金
業
務
若
し
く
は
資
金

の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

で
あ
つ
て
、
当
座
預
金
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（２）
　
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
　
資
金
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ハ
　
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
処
理
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
等
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
態
様
に
応
じ
必
要
な

事
務
処
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
社
内
規
則
等
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
く
業
務
の
運
営
の
検
証
が
さ
れ
る

等
、
法
令
等
を
遵
守
し
た
運
営
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ホ
　
人
的
構
成
、
資
本
構
成
又
は
組
織
等
に
よ
り
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂

行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

四
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

ロ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
者

ハ
　
禁
錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
（
更
新
の
拒
否
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
更
新
の
拒
否
の
処
分
が
な
さ
れ
た
日
。
ヘ
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
三
十
日
以
内
に
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そ
の
法
人
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
、
理
事
、
監
事
若
し
く
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
者
又
は
日
本
に
お
け
る
代
表
者
（
銀
行
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
に
お
け
る
代
表
者

を
い
う
。
ト
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（１）
　
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
準
用
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第

二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
準
用
銀
行

法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し

書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
六
条
の

二
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（２）
　
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
取
り
消
さ

れ
、
同
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
同
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二

条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
五
十
二
条
の
五
十

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（３）
　
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀

行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
金
庫
法
第
四
条
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、

又
は
同
法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（４）
　
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の

免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（５）
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
百
六
条
第
二
項
若
し
く
は
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
一
項
の
許
可

を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（６）
　
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
九

十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
農
業
協
同
組
合
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た

場
合

（７）
　
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
六
条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
百
二
十
四
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
若
し
く
は
水
産

加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
が
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

（８）
　
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許

可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

（９）
　
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項

の
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
、
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
六
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（１０）
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
十
二
条
の
登
録
（
預
金
等
媒
介
業
務
又
は
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
（
同
法
第
十
一
条
第

五
項
に
規
定
す
る
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
別
に
係
る
も
の
に
限
る
。

ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（１１）
　
法
、
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労
働
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
、
農
業
協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
農
林
中
央
金
庫
法
、
貸
金
業
法
又
は
金

融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
受
け

て
い
る
（
１
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
規
定
す
る
免
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
登
録
（
当
該
免
許
、
許

可
、
認
可
若
し
く
は
登
録
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と

同
種
類
の
免
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
当
該
免
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く

は
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
た
場
合

ホ
　
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
（
法
第
十
七
条
、
信

用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す

る
法
律
第
六
条
の
五
第
一
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八

条
第
一
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
許
可
、
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
、
信
用
金
庫
法

第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
協
同
組
合
に
よ
る
金

融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
許

可
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
六
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項

の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
の

九
第
一
項
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
貸
金
業
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
、
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
若
し

く
は
第
二
十
四
条
の
六
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又

は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
十
二
条
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し

な
い
者

ヘ
　
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
、
貸
金
業
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く

は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
と
同
種
類
の
認
可
、
許
可
若
し
く
は
登
録
（
同
条
と
同

種
類
の
登
録
に
あ
つ
て
は
、
預
金
等
媒
介
業
務
又
は
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
の
種
別
と
同
種
類
の
種
別
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
当
該
認
可
、
許
可
若
し
く
は
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ト
　
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（１）
　
準
用
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
任

を
命
ぜ
ら
れ
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
準
用
銀
行
法
第
五

十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（２）
　
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
同
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ

た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
若
し
く
は
日
本
に
お
け
る
代
表
者
又
は
同
法

第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（３）
　
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命

ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（４）
　
労
働
金
庫
法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監

査
人
又
は
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（５）
　
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条

の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
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業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（６）
　
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員
又
は
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

改
選
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（７）
　
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

改
選
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（８）
　
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員
又
は
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
解
任
を

命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人

（９）
　
貸
金
業
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（１０）
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
三
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
解

任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（１１）
　
法
、
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労
働
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
、
農
業
協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
農
林
中
央
金
庫
法
、
貸
金
業
法
又
は
金

融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
取
締

役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

チ
　
法
、
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労
働
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業

に
関
す
る
法
律
、
農
業
協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
農
林
中
央
金
庫
法
、
貸
金
業
法
、
出
資
の
受

入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
若
し
く
は

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の

刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又

は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
前
号
ニ
（
１
）
か
ら
（
１
１
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら

五
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
前
号
チ
に
規
定
す
る
法
律
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑

（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
役
員
の
う
ち
に
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に

当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
あ
る
者

ニ
　
役
員
の
う
ち
に
前
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
者

六
　
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容
が
資
金
の
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の
引
受
け
そ
の
他
の

信
用
の
供
与
を
行
う
業
務
以
外
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
兼
業
業
務
の
内
容
が
法
令
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
兼
業
業
務
の
内
容
が
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
し
て
の
社
会
的
信
用
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

ハ
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
内
容
が
、
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内

容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
（
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
金
等
又
は

国
債
を
担
保
と
し
て
行
う
契
約
に
係
る
も
の
及
び
規
格
化
さ
れ
た
貸
付
商
品
（
資
金
需
要
者
に
関
す
る
財
務

情
報
の
機
械
的
処
理
の
み
に
よ
り
、
貸
付
け
の
可
否
及
び
貸
付
条
件
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
決

め
ら
れ
て
い
る
貸
付
商
品
を
い
う
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
貸
付
け
の
金
額
が
一
千
万
円
を
上
限
と
す

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
そ
の
契
約
の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と

そ
の
他
の
兼
業
業
務
に
お
け
る
顧
客
と
の
間
の
取
引
関
係
に
照
ら
し
て
、
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
者
の
利
益
が
相
反
す
る
取
引
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
申
請
者
が
保
険
会
社
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ニ
　
兼
業
業
務
に
よ
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
顧
客
の

保
護
に
欠
け
る
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ホ
　
そ
の
他
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
内
容
に
照
ら
し
て
兼
業
業
務
を
営
む
こ
と
が
顧
客
の
保
護
に
欠
け
、
又

は
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

七
　
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容
が
資
金
の
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の
引
受
け
そ
の
他
の

信
用
の
供
与
を
行
う
業
務
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
か

つ
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
利
益
が
相
反
す
る
取
引
が
行
わ

れ
る
可
能
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
と
し
て
行
う
法
第
十
六
条
の
五
第

二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
金
等
又
は
国
債
を
担
保
と

し
て
行
う
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
内
容
及
び
方
法
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
。

イ
　
貸
付
資
金
で
購
入
す
る
物
品
又
は
物
件
を
担
保
と
し
て
行
う
貸
付
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
事
業

の
用
に
供
す
る
た
め
の
資
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ロ
　
規
格
化
さ
れ
た
貸
付
商
品
で
あ
つ
て
そ
の
契
約
の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ハ
　
兼
業
業
務
と
し
て
信
用
の
供
与
を
行
つ
て
い
る
顧
客
に
対
し
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
資
金
の
貸

付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
顧
客

の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
、
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
対
し
、
兼
業
業
務
に
お
け
る
信
用
の
供
与
の
残
高
そ

の
他
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
契
約
の
締
結
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
事
項
を
告
げ
る

こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
許
可
の
予
備
審
査
）

第
二
十
五
条
の
十
七
　
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
予
備

審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条
の
十
七
の
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
を
し
た
場
合
（
変
更

前
の
所
在
地
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
る
。
）

二
　
前
号
に
規
定
す
る
所
在
地
の
変
更
に
係
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
変
更
前
の
所
在
地
に
復
し
た
場
合

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
十
八
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
者
は
、
別
表
第
二
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
同
表
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
及

び
同
表
下
欄
に
定
め
る
添
付
書
類
を
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
様
式
）

第
二
十
五
条
の
十
九
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
紙
様
式

第
十
四
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
兼
業
の
承
認
の
申
請
等
）

第
二
十
五
条
の
二
十
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
兼
業

業
務
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
兼
業
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
確
と
な
る
よ
う
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
二
十
五
条
の
十
六
第
六
号
に

掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
又
は
同
条
第
七
号
に
該
当
し
な
い
と
き
に
限
り
、
承
認
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

（
分
別
管
理
）

第
二
十
五
条
の
二
十
一
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理

場
所
を
区
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
交
付
を
受
け
た
金

銭
そ
の
他
の
財
産
が
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
か
、
又
は
い
ず
れ
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
も
の
で
あ
る
か

が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
明
示
事
項
）

第
二
十
五
条
の
二
十
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
交
付

を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
か
ら
の
権
限
の
付
与
が
あ
る
旨

二
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
行

為
に
係
る
契
約
に
つ
き
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
と
、
当
該
契
約
と
同
種
の
契
約
に
つ
き
他
の
所
属
長
期
信

用
銀
行
に
支
払
う
べ
き
手
数
料
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
行

為
に
係
る
契
約
と
同
種
の
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
他
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
た
め
に
行
つ
て
い
る

と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
顧
客
の
取
引
の
相
手
方
と
な
る
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
商
号

又
は
名
称

２
　
前
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
銀
行
法
第
二
条

第
十
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
所
属
銀
行
、
信
用

金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す
る

所
属
信
用
金
庫
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
労
働
金
庫
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
信
用
協
同
組
合
、
農
業
協
同

組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定

す
る
所
属
組
合
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
組
合
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金

庫
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
農
林
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ

る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
四
十
二
条
第
三
項
の
認
可
に

係
る
業
務
の
代
理
を
行
う
農
業
協
同
組
合
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
の
認
可
を
受
け
た
農
林
中
央
金
庫
又
は

同
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
五
条
の
二
十
三
　
第
十
二
条
の
規
定
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
者
が
行
う
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二

条
第
五
項
中
「
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
所
属
長
期
信
用
銀
行
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
金
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業
務
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
等
）

第
二
十
五
条
の
二
十
四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
（
法
第
十
六
条
の
七
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
等
を
除
く
。
）

が
、
金
融
商
品
の
販
売
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
の
販
売

を
い
い
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
に

は
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
の
窓
口
に
は
、
長
期
信

用
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
旨
を
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
を
行
わ
な
い
窓
口
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
を
行
わ

な
い
窓
口
を
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
窓
口
と
誤
認
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
他
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
同
種
の
契
約
に
係
る
情
報
提
供
）

第
二
十
五
条
の
二
十
五
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

を
明
ら
か
に
し
た
と
き
は
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
他
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
同
種
の
契
約
の
内
容
そ
の
他
顧

客
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
個
人
顧
客
情
報
の
取
扱
い
）

第
二
十
五
条
の
二
十
六
　
第
十
二
条
の
四
の
五
か
ら
第
十
二
条
の
四
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業

者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
顧
客
情
報
の
使
用
に
係
る
書
面
に
よ
る
同
意
等
）

第
二
十
五
条
の
二
十
七
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す

る
非
公
開
金
融
情
報
（
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
顧
客
の
預
金
等
、
為
替
取
引
又
は
資
金
の
借

入
れ
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
顧
客
の
金
融
取
引
又
は
資
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
前
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
四
の
六
に
規
定
す
る
情
報
及
び
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
四
の
七
に
規
定

す
る
特
別
の
非
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の

同
意
を
得
る
こ
と
な
く
兼
業
業
務
（
保
険
募
集
及
び
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
兼
業
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
そ
の
兼
業
業
務

上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
四
の
六
に
規
定
す
る
情
報
及
び

前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
四
の
七
に
規
定
す
る
特
別
の
非
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
長
期
信

用
銀
行
代
理
業
及
び
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
付
随
す
る
業
務
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
兼
業
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
が
、
事
前
に
書
面

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
提
供
さ
れ
な
い
こ
と

を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
社
内
規
則
等
）

第
二
十
五
条
の
二
十
八
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
そ
の
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
内
容
及
び
方
法
に
応

じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客
に
対
す
る
説

明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
並
び
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
講
ず

る
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
措
置
の
内
容
の
説
明
並
び
に
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
含

む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基

づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
密
接
関
係
者
）

第
二
十
五
条
の
二
十
九
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
特
定
関
係

者
（
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
い
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
子
会
社
を
除

く
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
二
十
五
条
の
三
十
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号
に
規
定
す
る
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い

も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
不
当
に
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
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て
、
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
で
は
な
い
も

の
と
す
る
。

（
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
）

第
二
十
五
条
の
三
十
一
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
四
号
に
規
定
す
る
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全

か
つ
適
切
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
所
属
長
期
信
用

銀
行
が
銀
行
法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
取
引
又
は
行
為
に
係
る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
十
五
条
の
三
十
二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産

の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
告
げ
ず
、
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ

る
こ
と
を
告
げ
る
行
為

二
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
法
第

十
六
条
の
五
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

四
十
五
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
顧
客
に
対
し
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
取
引
の

条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

四
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行

う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
す
る
行
為

五
　
顧
客
に
対
し
、
兼
業
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業

に
係
る
取
引
の
条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

六
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
対
し
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
契
約
の
締
結
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
と
な
る
重
要
な
事
項
を
告
げ
ず
、
又
は
虚
偽
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為

（
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
）

第
二
十
五
条
の
三
十
三
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
預
金
は
、
当
座

預
金
と
す
る
。

（
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
時
間
等
）

第
二
十
五
条
の
三
十
四
　
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。

２
　
前
項
の
営
業
時
間
は
、
営
業
の
都
合
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
前
項
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
に
つ
い
て
営
業
時
間
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
又
は
設
置
場
所
の
特
殊
事
情
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す

る
営
業
時
間
と
は
異
な
る
営
業
時
間
と
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

二
　
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
顧
客
の
利
便
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
場
合

４
　
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時
間
の
変
更
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
営
業
時
間
の
変
更
の
実
施
期
間
（
実
施
期
間
を
設
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の

寄
り
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
又
は
当
該
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者

の
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

５
　
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
わ
な
い
営

業
所
又
は
事
務
所
（
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
の
当
該
特
定
長
期
信
用
銀
行
代

理
行
為
を
行
う
施
設
以
外
の
施
設
を
含
む
。
）
の
営
業
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

６
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す

い
場
所
に
、
休
日
及
び
営
業
時
間
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
臨
時
休
業
の
届
出
等
）

第
二
十
五
条
の
三
十
五
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
定
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
業
務
（
第
四
号
に
お
い
て
「
業
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部

を
休
止
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
休
止
の
理
由

三
　
休
止
期
間

四
　
業
務
再
開
予
定
日
又
は
業
務
再
開
日

五
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
方
法

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
一
項
、
銀
行
法
第
二
十
七
条
又
は
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

二
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
休
日
に
、
特
定
長
期

信
用
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事

務
所
に
お
い
て
、
当
該
休
日
に
お
け
る
現
金
自
動
支
払
機
等
に
よ
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

三
　
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
業
務
を
営
む
無
人
の
営
業
所
又
は

事
務
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
台
風
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
気
象
、
海
象
又
は
地
象
に
よ
り
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
を

営
む
こ
と
が
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
役
員
、
職
員
又
は
利
用
者
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
を
生
じ

さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

五
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
業
務
の
全
部

又
は
一
部
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
業
務
を
営
む
無
人
の
営
業
所
又
は

事
務
所
に
お
い
て
臨
時
に
そ
の
業
務
の
一
部
を
休
止
す
る
場
合

二
　
前
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

三
　
休
業
期
間
が
一
営
業
日
以
内
で
、
営
業
が
速
や
か
に
再
開
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合

（
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
廃
業
等
の
掲
示
）

第
二
十
五
条
の
三
十
六
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
八
の
規
定
に
よ
る
掲
示
を
す

る
と
き
は
、
所
属
長
期
信
用
銀
行
か
ら
通
知
を
受
け
た
内
容
及
び
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
お
け
る
預
金
等
そ

の
他
そ
の
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
取
引
の
処
理
の
方
針
を
示
す
も
の
と
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
二
十
五
条
の
三
十
七
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
九
の
規
定
に
よ
り
、
長
期
信

用
銀
行
代
理
業
の
処
理
及
び
計
算
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
帳
簿
書
類
（
法
第
十
六
条
の
五

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
第
三
号
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
所

属
長
期
信
用
銀
行
ご
と
に
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
総
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
五
年
間

二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
十
年
間

三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
行
つ
た
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の

締
結
の
媒
介
の
内
容
を
記
録
し
た
書
面
　
当
該
媒
介
を
行
つ
た
日
か
ら
五
年
間

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
二
十
五
条
の
三
十
八
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報

告
書
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
、
法
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
個
人
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
十
三
号
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に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書
及
び
収
支
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
、
法
人
に
あ
つ
て
は
貸
借
対
照
表

及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融

庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
長
期
信
用
銀
行
代
理

業
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
令
第
十
一
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
が
当
該
長

期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
を
受
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局

長
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由

書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
代

理
業
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ

る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
そ
の
許
可
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
代

理
業
に
関
す
る
報
告
書
の
う
ち
、
顧
客
の
秘
密
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業

者
の
業
務
の
遂
行
上
不
当
な
不
利
益
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
を
除
き
顧
客
の
保
護
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

部
分
を
、
金
融
庁
（
令
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事

務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
が
当
該
報
告
書
を
受
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
主

た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
区
域
と
す
る
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支
局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
説
明
書
類
等
の
縦
覧
）

第
二
十
五
条
の
三
十
九
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
そ
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
書
面
又
は
当
該
所
属
長
期

信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
及
び
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
書
面
（
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
が
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
二
項

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
）
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
銀
行
法
第

五
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記

録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
縦
覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
、
当
該
所
属
長
期
信
用
銀

行
又
は
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内

（
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
）
に
開
始
し
、
当
該
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
係
る

そ
れ
ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧

を
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者

以
外
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支

局
長
）
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由

書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ

た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
廃
業
等
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
四
十
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
二
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
よ
り
、
同
表
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
及
び
同
表
下
欄
に
定
め
る
添
付
書
類
を
、
金
融

庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
の
効
力
に
係
る
承
認
の
申
請
等
）

第
二
十
五
条
の
四
十
一
　
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
七
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
開
始
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二
　
合
理
的
な
期
間
内
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
許
可
の
際
に
審
査
の
基
礎
と
な
つ
た
事
項
に
つ
い
て
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
開
始
が
見
込
ま
れ
る
時

期
ま
で
に
重
大
な
変
更
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
業
務
の
適
切
性
等
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
十
五
条
の
四
十
二
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
業

務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
及
び
そ
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
従
事
者
に
対
し
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に

係
る
業
務
の
指
導
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
研
修
の
実
施
等
の
措
置

二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
の
実
施
状
況
を
、
定
期
的
に
又
は

必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務

を
的
確
に
遂
行
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
さ
せ
る
等
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
に
対
す
る

必
要
か
つ
適
切
な
監
督
等
を
行
う
た
め
の
措
置

三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
の
委
託
契
約
及
び
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
と
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
再
受
託
者
と
の
間
の
再
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
た
め
の
措
置

四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
必
要
に

応
じ
て
自
ら
が
審
査
を
行
う
た
め
の
措
置

五
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
に
所
属
長
期
信
用
銀
行
か
ら
顧
客
に
関
す
る
情
報
を
不
正
に
取
得
さ
せ
な
い
等
顧

客
情
報
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

六
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
商
号
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
字
及
び
当
該
長
期
信
用
銀

行
代
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
を
店
頭
に
掲
示
さ
せ
る
た
め
の
措
置

七
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
に
関
し
犯

罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

八
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
廃
止
に
あ
た
つ
て
は
、

当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
顧
客
に
係
る
取
引
が
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所
、
他
の
金
融
機
関
、
他
の
長

期
信
用
銀
行
代
理
業
者
等
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る
等
、
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
顧
客
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

九
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置

２
　
前
項
（
第
四
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
が
長
期
信
用
銀
行
代

理
業
再
受
託
者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
中
「
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
期
信
用
銀

行
代
理
業
再
受
託
者
」
と
、
「
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
」
と
あ
る
の
は
「
再
委
託
を
受
け
て
営
む
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
十
五
条
の
四
十
三
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
は
、
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
に

関
し
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項
の
原
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
原
簿
」
と
い
う
。
）
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
内
容

四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
又
は
所
在
地

五
　
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
年
月
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
原
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
が
再
委
託
を
行
う
長
期
信
用
銀

行
代
理
業
再
受
託
者
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
が
再
委
託
を
受
け
る
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
再
委
託
者
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
営
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
営
業
所
と
す

る
。

一
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
無
人
の
営
業
所

二
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所

（
指
定
申
請
書
の
提
出
）

第
二
十
五
条
の
四
十
四
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
は
、
業
務
規
程
等
を
交
付
し
、
又

は
送
付
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
五
条
の
四
十
五
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計

算
書
若
し
く
は
損
益
計
算
書
及
び
当
該
事
業
年
度
末
の
財
産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
同
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
三
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
申
請
の
日
の
属
す

る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
五
十
第

三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
）

二
　
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

と
す
る
。

一
　
第
五
条
の
九
の
十
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
全
て
の
長
期
信
用
銀
行
に
対
し
て
交
付
し
、
又
は
送
付
し

た
業
務
規
程
等

二
　
全
て
の
長
期
信
用
銀
行
に
対
し
て
業
務
規
程
等
を
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
年
月
日
及
び
方
法
を
証
す
る

書
類

三
　
長
期
信
用
銀
行
に
対
し
て
業
務
規
程
等
を
送
付
し
た
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
対
す
る
業
務
規
程

等
の
到
達
の
有
無
及
び
到
達
に
係
る
事
実
と
し
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
を
証
す
る
書
類

イ
　
到
達
し
た
場
合
　
到
達
し
た
年
月
日

ロ
　
到
達
し
な
か
つ
た
場
合
　
通
常
の
送
付
方
法
に
よ
つ
て
到
達
し
な
か
つ
た
原
因

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
、
総
社
員
、
総
会
員
、
総
組
合
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
を
い

う
。
次
号
及
び
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て

い
る
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の

保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

二
　
申
請
者
の
親
法
人
（
申
請
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い

う
。
）
及
び
子
法
人
（
申
請
者
が
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い

う
。
）
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
事
業
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
二
十
五
条
の

四
十
七
及
び
第
二
十
五
条
の
四
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

四
　
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書

に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

五
　
役
員
が
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
四
号
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
（
役
員
が
日
本
の
国
籍

を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
同
号
ロ
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面
）

六
　
役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

七
　
紛
争
解
決
委
員
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
委
員
を
い
う
。
第
二
十
五

条
の
五
十
一
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
候
補
者
並
び
に
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
役
員
及
び
職
員
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
第
二
十
五
条
の
五
十
三
に
お
い
て
「
役
員
等
」

と
い
う
。
）
の
確
保
の
状
況
並
び
に
当
該
役
員
等
の
配
置
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

八
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
員
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
九
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
を
い
う
。
第
二
十
五

条
の
五
十
三
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
こ
と
を
当
該
役
員
等
が
誓
約
す
る
書
面

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
手
続
実
施
基
本
契
約
の
内
容
）

第
二
十
五
条
の
四
十
六
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
次
条

か
ら
第
二
十
五
条
の
四
十
九
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
五
十
一
か
ら
第
二
十
五
条
の
五
十
四
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
当
事
者
で
あ
る
加
入
長
期
信
用
銀
行
（
法
第
十
六
条
の
九
第
四
号
に
規
定
す
る
加
入
長
期
信
用
銀
行

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
顧
客
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る
和
解
で
定
め
ら
れ
た
義
務

の
履
行
状
況
を
調
査
し
、
当
該
加
入
長
期
信
用
銀
行
に
対
し
て
、
そ
の
義
務
の
履
行
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
。

（
実
質
的
支
配
者
等
）

第
二
十
五
条
の
四
十
七
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
株
式

の
所
有
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
対
す
る
融
資
そ
の
他
の
事
由
を
通
じ
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
を
実
質
的

に
支
配
し
、
又
は
そ
の
事
業
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
事
業
上
の
関
係
に
照
ら
し
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る

こ
と
及
び
そ
の
事
業
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す

る
。

一
　
特
定
の
者
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
特
定
の
者
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技

術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
の
者
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を

行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
特
定
の
者
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意

し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を

占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
特
定
の
者
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

二
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
又
は
役
員
で
あ
つ
た
者

三
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
親
等
以
内
の
親
族

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
代
表
者
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
の
代
表
者

又
は
管
理
人
を
含
む
。
次
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
者
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五
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
役
員
若
し
く
は
使

用
人
で
あ
つ
た
者

六
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
の
間
で
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
を
締
結
し
て

い
る
者

七
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
及
び
次
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
い
て
特
定
の
者
が
融
資
（
債
務

の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
合

（
当
該
特
定
の
者
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の

額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
者

九
　
特
定
の
者
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
前
各
号
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
対
す
る
関
係
と
同
様
の
関
係

を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

十
　
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
特
定
の
者
に
対
し
て
、
次
条
第
一
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま

で
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
同
条
第
一
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
関

係
と
同
様
の
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

（
子
会
社
等
）

第
二
十
五
条
の
四
十
八
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
株
式

の
所
有
そ
の
他
の
事
由
を
通
じ
て
そ
の
事
業
を
実
質
的
に
支
配
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
事
業
上
の
関
係
に
照
ら
し
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
当
該
各
号
に

掲
げ
る
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す

る
。

一
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
出
資
、
人

事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
意
思
と
同
一

の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
他
の
法
人
又
は
法
人
で
な

い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い

う
。
）
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議

決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

二
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
若
し
く
は
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
使
用
人
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者

三
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
親
等
以
内
の
親
族

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
代
表
者
と
す
る
者

五
　
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
の
役
員
で
あ
る
者
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
法
人
等

六
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
特
定
の
者
と
の
間
に
当
該
特
定
の
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
を
締

結
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

七
　
特
定
の
者
の
資
金
調
達
額
の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
い
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
融
資
を
行
つ
て
い
る

場
合
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行

う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
特

定
の
者

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
特
定
の
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
特
定
の
者
に
対
し
て
、
前
各
号
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
関
係
と
同
様
の
関
係

を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

（
苦
情
処
理
手
続
に
関
す
る
記
録
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
五
条
の
四
十
九
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
一
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
そ
の
実
施
し

た
苦
情
処
理
手
続
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
入
長
期
信
用
銀
行
の
顧
客
が
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
（
法
第
十
六
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
長

期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
を
い
う
。
次
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決
の
申
立
て
を
し
た
年

月
日
及
び
そ
の
内
容

二
　
前
号
の
申
立
て
を
し
た
加
入
長
期
信
用
銀
行
の
顧
客
及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称
並
び
に
当

該
加
入
長
期
信
用
銀
行
の
商
号

三
　
苦
情
処
理
手
続
の
実
施
の
経
緯

四
　
苦
情
処
理
手
続
の
結
果
（
苦
情
処
理
手
続
の
終
了
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
を
含
む
。
）

２
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
、
そ
の
実
施
し
た
苦
情
処
理
手
続
が
終

了
し
た
日
か
ら
少
な
く
と
も
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

第
二
十
五
条
の
五
十
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
の
申
立
て
に
係
る
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
六
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
当
事
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
と

利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
当
事
者
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
で
あ
つ
た
者

二
　
当
事
者
の
四
親
等
内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族
若
し
く
は
同
居
の
親
族
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者

三
　
当
事
者
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人

四
　
当
該
申
立
て
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
（
法
第
十
六
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀

行
業
務
関
連
紛
争
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
当
事
者
の
代
理
人
若
し
く
は
補
佐
人
又
は
こ

れ
ら
で
あ
つ
た
者

五
　
当
事
者
か
ら
役
務
の
提
供
に
よ
り
収
入
を
得
て
い
る
者
又
は
得
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し

な
い
者

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第

三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以

上
で
あ
る
者
と
す
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
付
与
す
る
消
費
生
活
専
門
相
談
員
の
資
格

二
　
一
般
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格

三
　
一
般
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

３
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
職
の
一
又
は
二
以
上
に
あ
つ
て
そ
の
年
数
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
判
事

ロ
　
判
事
補

ハ
　
検
事

ニ
　
弁
護
士

ホ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
又
は
大
学
院
の
法
律

学
に
属
す
る
科
目
の
教
授
又
は
准
教
授

二
　
次
に
掲
げ
る
職
の
一
又
は
二
以
上
に
あ
つ
て
そ
の
年
数
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
公
認
会
計
士

ロ
　
税
理
士

ハ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
又
は
大
学
院
の
経
済
学
又
は
商
学
に
属
す
る
科
目
の
教
授
又

は
准
教
授

三
　
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
を
処
理
す
る
業
務
又
は
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業

務
を
行
う
法
人
に
お
い
て
、
顧
客
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
な
調
査
、
指
導
、
勧
告
、
規
則
の
制
定
そ
の
他
の

業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者

四
　
金
融
庁
長
官
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

と
認
め
た
者
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（
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
加
入
長
期
信
用
銀
行
の
顧
客
に
対
す
る
説
明
）

第
二
十
五
条
の
五
十
一
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
八
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す

る
に
当
た
り
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
加
入
長
期
信
用
銀
行
の
顧
客
か
ら
書
面
の
交
付
を

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
書
面
を
交
付
し
て
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
陳
述
さ
れ
る
意
見
若
し
く
は
提
出
さ
れ
、
若
し
く
は
提
示
さ
れ
る
資
料
に
含
ま

れ
、
又
は
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
九
項
に
規
定
す
る
手
続
実
施
記
録
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
手

続
実
施
記
録
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
及
び
第
三
者
の
秘

密
の
取
扱
い
の
方
法

二
　
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
が
紛
争
解
決
手
続
を
終
了
さ
せ
る
た
め
の
要
件
及
び
方
式

三
　
紛
争
解
決
委
員
が
紛
争
解
決
手
続
に
よ
つ
て
は
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
間
に
和
解
が
成
立

す
る
見
込
み
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
紛
争
解
決
手
続
を
終
了
し
、
そ
の
旨
を
当
該
長
期

信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

四
　
長
期
信
用
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
当
事
者
間
に
和
解
が
成
立
し
た
場
合
に
作
成
さ
れ
る
書
面
の
有
無
及
び
書

面
が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
作
成
者
、
通
数
そ
の
他
当
該
書
面
の
作
成
に
係
る
概
要

（
手
続
実
施
記
録
の
保
存
及
び
作
成
）

第
二
十
五
条
の
五
十
二
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
手
続
実
施
記
録
を
、
そ
の
実
施
し
た
紛
争
解
決
手
続
が
終
了
し

た
日
か
ら
少
な
く
と
も
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
九
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
紛
争
解
決
手
続
の
申
立
て
の
内
容

二
　
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
特
別
調
停
案
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
調
停
案

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
特
別
調
停
案
の
内
容
及
び
そ
の

提
示
の
年
月
日

三
　
紛
争
解
決
手
続
の
結
果
が
和
解
の
成
立
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
和
解
の
内
容

（
届
出
事
項
）

第
二
十
五
条
の
五
十
三
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
九
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
し
、
又
は
終
了
し
た

年
月
日
及
び
長
期
信
用
銀
行
の
商
号

二
　
次
項
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
等
と
な
つ
た
者
が
暴
力
団
員
等
で
な
い
こ
と
の

当
該
役
員
等
と
な
つ
た
者
に
よ
る
誓
約

三
　
次
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
　
長
期
信
用
銀
行
が
手
続
実
施
基
本
契
約
に
係
る
債
務
そ
の
他
の
紛
争
解
決
等

業
務
の
実
施
に
関
す
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
確
実
で
な
い
と
見
込
ま
れ
る
理
由
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行

の
商
号

四
　
次
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
行
為
が
発
生
し
た
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称

ロ
　
行
為
を
し
た
役
員
等
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
役
職
名

ハ
　
行
為
の
概
要

ニ
　
改
善
策

２
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
九
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す

る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
と
き
。

二
　
親
法
人
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
法
人
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保

有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
商
号
若
し
く
は
名
称
、
主
た
る
営

業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
又
は
事
業
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
。

三
　
親
法
人
が
親
法
人
で
な
く
な
つ
た
と
き
。

四
　
子
法
人
が
子
法
人
で
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
子
法
人
の
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
た
と
き
。

五
　
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権
が
一
の
者
に
よ
り
取
得
さ
れ
、
又
は
保
有
さ
れ
る
こ
と

と
な
つ
た
と
き
。

六
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書
を
提
出
後
、
新
た
に
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
等

と
な
つ
た
者
が
い
る
と
き
。

七
　
長
期
信
用
銀
行
か
ら
手
続
実
施
基
本
契
約
の
締
結
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
申
込
み
を
拒

否
し
た
と
き
。

八
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
又
は
そ
の
業
務
の
委
託
先
の
役
員
等
が
紛
争
解
決
等
業
務
（
業
務
の
委
託
先
に
あ
つ
て

は
、
当
該
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
法
令
又
は

当
該
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
業
務
規
程
に
反
す
る
行
為
が
発
生
し
た
事
実
を
知
つ
た
と
き
。

九
　
加
入
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
役
員
等
が
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
業
務
規
程
に
反
す
る
行
為
を
行
つ
た
事
実

を
知
つ
た
と
き
。

３
　
前
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
事
実
を
指
定
紛
争
解
決

機
関
が
知
つ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
）

第
二
十
五
条
の
五
十
四
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
作
成
す
べ
き

紛
争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、

終
事
業
年
度
に
係
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
若
し
く
は
損
益
計

算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
の
報
告
書
の
提
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
指
定
紛
争
解
決
機

関
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
事
項
）

第
二
十
六
条
　
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

と
す
る
。

一
　
定
款
を
変
更
し
た
場
合

一
の
二
　
新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

一
の
三
　
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
償

還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
　
長
期
信
用
銀
行
を
代
表
す
る
取
締
役
、
長
期
信
用
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
監
査
等

委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
長
期
信
用
銀
行
を
代
表
す
る
取
締
役
、
長
期
信
用
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取

締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
長
期
信
用
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

に
あ
つ
て
は
長
期
信
用
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は
監
査
委
員
（
長
期
信

用
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）

を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
二
　
役
員
等
の
選
任
又
は
退
任
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
選
退
任
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
（
役
員

等
の
選
退
任
の
前
に
、
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
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二
の
三
　
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
四
　
会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す

る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
の
五
　
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
六
　
会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
会
社
法
第
三
百
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る

旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
（
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全
部
若
し
く
は
一

部
の
み
を
営
む
施
設
若
し
く
は
設
備
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
に

お
い
て
営
む
業
務
の
内
容
の
変
更
を
し
た
場
合

三
の
二
　
外
国
に
お
い
て
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
み
を
営
む
施
設
若
し
く

は
設
備
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
に
お
い
て
営
む
業
務
の
内
容
の

変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

三
の
三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
委
託
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当
該
契
約
を

終
了
し
た
場
合
（
委
託
し
た
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
再
委
託
す
る
こ
と
に
つ
い
て
許
諾
を
行
つ
た
場
合
を
含

む
。
）

三
の
四
　
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
委
託
す
る
旨
の
契

約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当
該
契
約
を
終
了
し
た
場
合

四
　
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
出
張
所
（
臨
時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無
人
の
設
備
を
除
く
。
）

の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
又
は
第
十
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
出
張
所
の
設
置
を
し
た

場
合

五
　
第
十
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
出
張
所
の
廃
止
又
は
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
の
位
置
の
変
更

（
次
号
又
は
第
十
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

五
の
二
　
外
国
に
所
在
す
る
出
張
所
（
臨
時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無
人
の
設
備
に
限
る
。
）
の
廃
止
又

は
位
置
の
変
更
（
第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合

五
の
三
　
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
場
合

五
の
四
　
特
定
取
引
勘
定
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

六
　
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所
（
臨
時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無
人
の
設
備
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一

部
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時
間
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
営
業
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

七
　
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
四
条
の
六
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
を
子
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
長

期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
）
と
し
た

場
合
（
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）

七
の
二
　
法
第
十
三
条
の
二
第
六
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
て
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る

場
合

八
　
そ
の
子
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

九
　
そ
の
子
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又

は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
場
合
を
除
く
。
）

九
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
長
期
信
用
銀

行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た

場
合

九
の
三
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
長

期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更

し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

十
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
（
銀

行
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
を

合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

十
一
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除

く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

（
当
該
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
及
び
銀
行
法
第
五
十
三

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
並
び
に
第
十
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
）

十
二
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し

な
く
な
つ
た
場
合
（
第
十
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
三
　
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
子
法
人
等
又
は
第
十
三
条
の
十
二
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新

た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
特
殊
関
係
者
が
法
第
十
三
条
の
二
第
九
項

の
規
定
に
よ
る
認
可
に
伴
い
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議

決
権
を
新
た
に
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

十
四
　
そ
の
特
殊
関
係
者
が
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
つ
た
場
合

十
四
の
二
　
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
信
用
銀
行
が
、
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
外
国

銀
行
と
の
間
で
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
四
の
三
　
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
信
用
銀
行
が
、
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
で
外
国
銀
行

代
理
業
務
に
係
る
委
託
契
約
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
四
の
四
　
外
国
に
お
い
て
行
う
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国
銀
行
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合

イ
　
資
本
金
又
は
出
資
の
額
を
変
更
し
た
場
合

ロ
　
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
場
合

ハ
　
合
併
を
し
、
会
社
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
さ
せ
、
若
し
く
は
承
継
し
、
又
は
事
業
の
全
部
若
し
く
は
重

要
な
一
部
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
を
し
た
場
合

ニ
　
解
散
（
合
併
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
、
又
は
銀
行
業
の
廃
止
を
し
た
場
合

ホ
　
銀
行
業
に
係
る
免
許
（
当
該
免
許
に
類
す
る
許
可
、
登
録
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
取
り
消
さ

れ
た
場
合

ヘ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合

十
五
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社

（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会
社
を
除
く
。
）
又
は
長
期
信
用
銀
行
の
特
殊
関
係
者
が
そ
の
業

務
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

十
六
　
特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
に
お
い
て
、
特
定
取
引
と
し
て
経
理
し
よ
う
と
す
る
取
引
の
種
類
そ

の
他
第
五
項
第
一
号
に
定
め
る
書
面
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
を
除
く
。
）

十
七
　
自
己
資
本
比
率
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
各
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を

い
う
。
）
を
算
出
す
る
際
に
、
保
有
す
る
債
券
及
び
株
式
の
価
格
の
変
動
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
う
る

危
険
に
相
当
す
る
額
を
算
出
す
る
た
め
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
の
定
め
る
算

出
の
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

十
八
　
前
号
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
の
定
め
る
算
出
の
方
法
の
使
用
を
中
断
し
、
又
は
当
該
算
出
の
方
法
に

重
大
な
変
更
を
し
た
場
合

十
八
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
際
に
、
金
融
庁
長
官
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
社
の
資
産
、
負
債
、
収
益
及
び
費
用
の
う
ち
当
該
会
社
に
投
資
し
て
い
る
長
期
信
用
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銀
行
及
び
連
結
子
法
人
等
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
法
人
等
で
あ
つ
て
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い

う
。
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
帰
属
す
る
部
分
を
連
結
の
範
囲
に
含
め
る
方
法
を

用
い
よ
う
と
す
る
場
合

十
八
の
三
　
前
号
に
規
定
す
る
方
法
の
使
用
を
中
断
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
九
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
を
発
行
し
よ

う
と
す
る
場
合

二
十
　
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
の
二
　
会
社
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
す
る
日
を
定
め
た
そ
の
取
得
条
項
付
株
式
（
同

法
第
二
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る
取
得
条
項
付
株
式
を
い
う
。
第
三
項
第
二
十
号
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
の
三
　
会
社
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
全
部
取
得
条
項

付
種
類
株
式
（
同
項
前
段
に
規
定
す
る
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
を
い
う
。
第
三
項
第
二
十
号
の
四
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
全
部
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
の
四
　
会
社
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
処
分
す
る
自
己
株
式
（
同
法
第
百
十
三
条
第
四

項
に
規
定
す
る
自
己
株
式
を
い
う
。
第
三
項
第
二
十
号
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
を

し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
一
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特

約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
十
二
　
長
期
信
用
銀
行
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
七
項
に
お
い
て
「
長
期
信
用
銀
行
等
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業
務
の
委
託
先
に
あ
つ
て
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

二
十
三
　
準
備
金
の
額
を
減
少
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
四
　
会
社
法
第
四
百
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
剰
余
金
の
配
当
（
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合

二
十
五
　
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
及
び
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

二
十
六
　
長
期
信
用
銀
行
が
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
及
び
附
属
明

細
書
を
定
時
株
主
総
会
に
提
出
し
、
又
は
提
供
し
た
場
合

二
十
七
　
専
ら
長
期
信
用
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
に
資
す
る
資
金
の
調
達
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

「
資
本
調
達
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
連
結
子
法
人
等
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
以

外
の
者
か
ら
資
本
調
達
を
行
お
う
と
す
る
場
合

二
十
八
　
前
号
の
連
結
子
法
人
等
が
資
本
調
達
に
係
る
期
限
前
弁
済
又
は
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

２
　
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

た
だ
し
、
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
が
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

二
　
氏
名
若
し
く
は
名
称
を
変
更
し
、
又
は
住
所
、
居
所
、
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の

変
更
若
し
く
は
廃
止
を
し
た
場
合

３
　
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
定
款
（
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
）
を
変
更
し
た

場
合

二
　
新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
の
二
　
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
償

還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又

は
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
長
期
信

用
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事

す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す

る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は
監
査
委
員
（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役

を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
役

員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
二
　
役
員
等
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又

は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
三
　
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す

る
職
に
あ
る
者
若
し
く
は
当
該
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執

行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
外
国
所
在
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
の
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

の
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
四
　
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行

持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す

る
旨
又
は
外
国
所
在
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
五
　
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
六
　
会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す

る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
七
　
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
八
　
会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
会
社
法
第
三
百
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る

旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

四
　
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

五
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
五
条
の

七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
を
子
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て

は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
議
決

権
を
保
有
す
る
会
社
）
と
し
た
場
合
（
同
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）

五
の
二
　
法
第
十
六
条
の
四
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
て
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

六
　
そ
の
子
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又

は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
場
合
を
除
く
。
）

六
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
長

期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な

く
な
つ
た
場
合

六
の
三
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保

有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置

を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）
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七
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、

国
内
の
会
社
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

八
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会

社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ

た
場
合
（
当
該
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
及
び
銀
行
法
第

五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
並
び
に
第
十
号
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）

九
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と

な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を

保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合
（
第
十
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
　
第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
子
法
人
等
又
は
第
二

十
五
条
の
五
の
二
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及

び
第
十
二
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
新
た
に
有
す

る
こ
と
と
な
つ
た
特
殊
関
係
者
が
法
第
十
六
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
伴
い
長
期
信
用
銀
行
持
株

会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
新
た
に
取
得
し
、
又
は
保
有
す

る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

十
一
　
そ
の
特
殊
関
係
者
が
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
つ
た
場
合

十
二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有

す
る
会
社
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会
社
を
除
く
。
）
又
は
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社
の
特
殊
関
係
者
が
そ
の
業
務
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

十
三
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
際
に
、
保
有
す
る
債

権
及
び
株
式
の
価
格
の
変
動
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
う
る
危
険
に
相
当
す
る
額
を
算
出
す
る
た
め
、
金

融
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
定
め
る
算
出
の
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る

場
合

十
四
　
前
号
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
定
め
る
算
出
の
方
法
の
使
用
を
中
断
し
、
又
は
当
該
算
出

の
方
法
に
重
大
な
変
更
を
し
た
場
合

十
五
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
際
に
、
金
融
庁
長
官

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
社
の
資
産
、
負
債
、
収
益
及
び
費
用
の
う
ち
当
該
会
社
に
投
資
し
て
い
る
長
期

信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
連
結
子
法
人
等
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人
等
で
あ
つ
て
連
結
の
範

囲
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
二
十
三
号
及
び
第
二
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
帰
属
す
る
部
分
を
連
結

の
範
囲
に
含
め
る
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

十
六
　
前
号
に
規
定
す
る
方
法
の
使
用
を
中
断
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
七
　
準
備
金
の
額
を
減
少
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
八
　
会
社
法
第
四
百
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
剰
余
金
の
配
当
（
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
を
し
た
場
合

十
九
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
を
発
行
し
よ

う
と
す
る
場
合

二
十
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特
約

付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
十
の
二
　
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す

る
場
合

二
十
の
三
　
会
社
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
す
る
日
を
定
め
た
そ
の
取
得
条
項
付
株
式
を
取

得
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
の
四
　
会
社
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
全
部
取
得
条
項

付
種
類
株
式
の
全
部
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
の
五
　
会
社
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
処
分
す
る
自
己
株
式
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集

を
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
一
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十

九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社

の
子
会
社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
に
お
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

二
十
二
　
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
及

び
附
属
明
細
書
を
定
時
株
主
総
会
に
提
出
し
、
又
は
提
供
し
た
場
合

二
十
三
　
専
ら
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
自
己
資
本
の
充
実
に
資
す
る
資
金
の
調
達
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
「
資
本
調
達
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
連
結
子
法
人
等
が
当
該
長
期

信
用
銀
行
持
株
会
社
以
外
の
者
か
ら
資
本
調
達
を
行
お
う
と
す
る
場
合

二
十
四
　
前
号
の
連
結
子
法
人
等
が
資
本
調
達
に
係
る
期
限
前
弁
済
又
は
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

４
　
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合
（
長
期
信
用
銀
行
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
変

更
し
た
場
合
を
除
く
。
）

二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
係
る
委
託
契
約
書
又
は
再
委
託
契
約
書
を
変
更
し
た
場
合

三
　
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
項
に
規
定
す
る
書
面
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
三

項
及
び
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

五
　
特
定
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
全
部
又
は
一
部
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
の
三
十

四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時
間
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
時
間
が

確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

六
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
再
委
託
を
し
た
場
合
（
長
期
信
用
銀
行
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者

が
再
委
託
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
再
委
託
を
受
け
た
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
の

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
場
合

５
　
長
期
信
用
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
（
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
、
長
期
信
用

銀
行
持
株
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
あ
つ
た
会
社
を
含
む
。
）
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
銀

行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
書
面
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
五
号
の
三
に
掲
げ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
特
定
取
引
と
し
て
経
理
し
よ
う
と
す
る
取
引
の
種
類
及
び
当
該
取
引
を
行
う
部
署
の
名
称
を
記
載
し
た

書
面

ロ
　
時
価
等
の
算
定
（
特
定
取
引
に
係
る
利
益
若
し
く
は
損
失
又
は
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
財
産
の
価
格
を

算
定
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
部
署
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
特
定
取
引
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
と
そ
の
他
の
取
引
及
び
財
産
と
の
区
別
に
関
す
る
経
理
の
方
針

（
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
る
前
に
行
つ
た
取
引
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
に
つ
い
て
の
区
別
に
関
す
る
経

理
の
方
針
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
内
部
取
引
（
一
の
長
期
信
用
銀
行
に
お
い
て
、
特
定
取
引
勘
定
と
そ
の
他
の
勘
定
と
の
間
で
行
う
第
十
二

条
の
四
の
三
第
二
項
第
四
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
に
類
似
し
、
又

は
密
接
に
関
連
す
る
取
引
と
し
て
同
項
第
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
取
引
と
さ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
を

い
う
。
）
を
行
う
場
合
（
当
該
内
部
取
引
を
解
約
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面

ホ
　
勘
定
間
振
替
（
第
十
二
条
の
四
の
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
取
引
を
含

む
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
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二
　
第
一
項
第
十
四
号
の
二
に
掲
げ
る
場
合
　
第
四
条
の
二
の
五
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
書
面

三
　
第
一
項
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
場
合
　
同
号
に
規
定
す
る
書
面

四
　
第
一
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
場
合
　
同
号
に
規
定
す
る
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書

五
　
第
三
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
同
号
に
規
定
す
る
書
面

六
　
第
三
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
同
号
に
規
定
す
る
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書

七
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
変
更
後
の
委
託
契
約
書
の
写
し

６
　
次
に
掲
げ
る
届
出
は
、
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
七
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出

二
　
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
の
二
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出

７
　
第
一
項
第
二
十
二
号
及
び
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
等
の
取
締
役
、
執
行

役
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
、
監
査
役
若
し
く

は
従
業
員
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行

う
べ
き
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
そ
の
従
業
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
こ
と
を
い

う
。

一
　
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
際

し
て
の
詐
欺
、
横
領
、
背
任
そ
の
他
の
犯
罪
行
為

二
　
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
又
は
預
金
等
に
係
る
不
当
契
約
の
取
締
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
に
違
反
す
る
行
為

三
　
現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有
価
物
の
紛
失
（
盗
難
に
遭
う
こ
と
及
び
過
不
足
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
又
は
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
者
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
特
性
、
規
模
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
管

理
上
重
大
な
紛
失
と
認
め
ら
れ
る
も
の

四
　
海
外
で
発
生
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
、
発
生
地
の
監
督
当
局
に
報
告
し
た

も
の

五
　
そ
の
他
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
健
全
か

つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
つ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
準
ず

る
も
の

８
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
届
出
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
第
一
項
第
二
十
二
号
及
び
第
四
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
　
不
祥
事
件
の
発
生
を
長
期
信
用
銀
行
又
は
長

期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
知
つ
た
日

二
　
第
四
項
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
　
同
号
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
つ
た
日

９
　
第
一
項
第
十
号
又
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
又
は
第
十
二

号
の
二
に
掲
げ
る
会
社
の
議
決
権
の
取
得
又
は
保
有
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社

は
、
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
、
第
三
項
第
七
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
に

お
い
て
、
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
又
は
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
会
社
の
議
決
権
の
取
得
又
は
保
有

に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社
は
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
に
該
当
し
な

い
も
の
と
み
な
す
。

10
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
九
号
の
二
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る

議
決
権
並
び
に
第
三
項
第
六
号
の
二
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
登
記
）

第
二
十
六
条
の
二
　
銀
行
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
長

期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
二
十
条
第
六
項
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
措
置
を
す
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
行
為
を
す
る
た
め
の
用
に
供
す
る

部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
つ

て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
情
報
の
内
容

を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

２
　
そ
の
公
告
方
法
（
会
社
法
第
二
条
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
公
告
方
法
を
い
う
。
）
が
銀
行
法
第
五
十
七
条
第

二
号
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
及
び
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項

第
二
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
つ
て
、
中
間
決
算
公
告
等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
長
期

信
用
銀
行
が
行
う
公
告
（
同
条
第
一
項
の
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
関
す
る
公
告
を
除

く
。
）
又
は
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
公
告
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
の
も
の
を
、
当
該
事
項
で
あ

つ
て
中
間
決
算
公
告
等
以
外
の
公
告
の
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
の
も
の
と
別
に
登
記
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
特
定
預
金
等
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
　
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
預
金
者
等
が
預
入
期
間
の
中
途
で
解
約
を
し
た
場
合
に
違
約
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
違
約
金
等
」
と
い
う
。
）
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
預
金
等
で
あ
つ
て
、
当
該
違
約
金
等
の
額
を
当

該
解
約
の
時
に
お
け
る
当
該
預
金
等
の
残
高
か
ら
控
除
し
た
金
額
が
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場

に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
預
入
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

二
　
預
金
等
の
う
ち
、
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
も
の

三
　
預
金
等
の
う
ち
、
そ
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
取
引
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
（
ロ

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
取
引
（
通
貨
の
売
買
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
付
随
す
る
も
の

（
契
約
の
種
類
）

第
二
十
六
条
の
二
の
三
　
法
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
準
用
金
融
商
品
取
引

法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
預
金
等
契
約
（
法
第
十
七
条
の

二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
の
四
　
削
除

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
五
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
申
出
者
（
同
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
）
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た

長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
み
か
ら
対
象
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い

う
。
第
二
十
六
条
の
二
の
七
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
特
定
投
資
家
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三

十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
二
十
六
条
の
二
の
六
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

十
四
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
行
う
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用

銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え

置
き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該

長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
用
に
供
す
る
者
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
及
び
顧
客
と
の
契

約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
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に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨

の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
行
う
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代

理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供

し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を

記
録
す
る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け

る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期

信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨

を
記
録
す
る
方
法
）

ハ
　
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に

供
す
る
方
法

ニ
　
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
つ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め

記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る

方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ

イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該

記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ
た
日

以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る

事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事

項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
六
条
の
六
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）

を
得
て
前
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ

る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

四
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を

閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線
を

通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状

態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長

期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又
は
長
期
信
用
銀

行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
二
十
六
条
の
二
の
七
　
令
第
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類

及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
十
六
条
の
二
の
七
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
長
期
信
用
銀
行
、

外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
特
定
投
資
家
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
者
が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
七
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
す
る
日
（
第
四
号
及
び
第
五
号

に
お
い
て
「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
復
帰
申
出
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
復
帰
申
出
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
掲
げ
る
事
項
を
理
解
し
て
い
る
旨

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象

契
約
に
関
し
て
復
帰
申
出
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を

除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨

ロ
　
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
に

照
ら
し
て
適
当
で
は
な
い
者
が
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
の
保
護
に
欠
け
る

こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

四
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締
結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
復
帰
申
出
者
を
再
び
特
定
投

資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

五
　
復
帰
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
で
き
る
旨

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
同
意
の
取
得
）

第
二
十
六
条
の
二
の
七
の
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
三
第
三
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
顧
客
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
顧
客
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
当

該
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
顧
客
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録

す
る
方
法

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得

る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を

出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
二
十
六
条
の
二
の
八
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
が
一
定
の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
長
期

信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
営
業
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期

限
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
長
期
信
用
銀
行
又

は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で
あ
つ
て
承
諾
日
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
承
諾
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し

て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
九
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、

対
象
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
十
の
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ

い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て
も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
長
期
信
用
銀

行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
み
か
ら
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申

出
が
で
き
る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間

は
、
十
一
月
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
期
間

か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え
な
い
場
合
　
一
日

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
回
の
期
限
日
の
翌
日
」
と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
法
人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
承
諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
承

諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締
結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
法
人
を
再
び
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
営
業
者
等
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
全
て
の
匿
名

組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
そ
の
締
結
し
た
商
法
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
未

満
で
あ
る
こ
と
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
個
人
は
、
次
に
掲

げ
る
者
と
す
る
。

一
　
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
組

合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
全
て

の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有

限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
自

ら
執
行
す
る
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
全
て

の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日

を
い
う
。
次
号
、
次
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
二
の
十
四
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
十
四
の

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
申
出
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
申

出
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債

の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お
け
る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

イ
　
有
価
証
券
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
も
の
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
例
事
業
者
と
締
結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

ロ
　
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）

に
係
る
権
利

ハ
　
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
（
ハ
を
除
き
、
以
下
「
特
定
預
金
等
」
と
い
う
。
）
、
農
業
協

同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る

特
定
貯
金
等
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
預
金

等
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す

る
特
定
預
金
等
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三

に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二

十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

ニ
　
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十

五
条
の
十
二
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
七
の
五
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
共
済
契
約
及
び
保
険
業
法
第
三
百
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
金
、
共
済

金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
に
係
る
権
利
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ホ
　
信
託
業
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
信
託
契
約
に
係
る
信
託
受
益
権

ヘ
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
く
権
利

ト
　
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る

外
国
商
品
市
場
取
引
及
び
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利

三
　
申
出
者
が

初
に
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
と
の
間
で
特
定
預
金
等
契
約
を

締
結
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代

理
長
期
信
用
銀
行
が
一
定
の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信

用
銀
行
の
営
業
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す

る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及

び
第
二
十
六
条
の
二
の
十
四
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
が
前
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で
あ
つ
て
承
諾
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
四
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す

る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
十
四
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者
が
当
該

各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ

い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て
も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
長
期
信
用
銀
行
又
は
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行

の
み
か
ら
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申

出
が
で
き
る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
四
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
一
月
（
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
期
間

か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え
な
い
場
合
　
一
日

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

三
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、

「
前
回
の
期
限
日
の
翌
日
」
と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
個
人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
四
の
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
承
諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
承

諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締
結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
個
人
を
再
び
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

（
広
告
類
似
行
為
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
五
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、

郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定

電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

一
　
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二
　
個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で
あ
つ
て
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
使
用
し
な

い
も
の
を
配
布
す
る
方
法

三
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事

項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

ロ
　
こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
を
す
る
長
期
信

用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
若
し
く
は
氏
名
又

は
こ
れ
ら
の
通
称

ハ
　
令
第
六
条
の
八
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項

の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）

ニ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

（１）
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
「
契
約
締
結
前
交
付
書

面
」
と
い
う
。
）

（２）
　
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

（３）
　
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
六
　
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
そ

の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規

定
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条

第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契

約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
六
条
の
八
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な

も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契

約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放

送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を

い
う
。
）
を
除
く
。
第
二
十
六
条
の
二
の
十
九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
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せ
る
方
法
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
広
告
を
す
る

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
六
条
の
八
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当

該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も

の
と
す
る
。

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
七
　
令
第
六
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、

報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対

価
（
以
下
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当

該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び

当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表

示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
八
　
令
第
六
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
所
属
外
国
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
代

理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
権

利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
旨

二
　
そ
の
他
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
等
）

第
二
十
六
条
の
二
の
十
九
　
令
第
六
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
一
般
放
送
事
業
者
（
放
送
法
第
二
条
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。
）
の
放
送
設
備

に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法

二
　
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
長
期
信
用

銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
広
告
等
に
係
る
業
務
の
委

託
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
（
基
幹
放

送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
前
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
と
同

一
の
も
の
に
限
る
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
利
用
し
て
顧
客
に
閲
覧
さ
せ
る
方
法

三
　
常
時
又
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
内
又
は
屋
外
で
公
衆
に
表
示
さ
せ
る
方
法
で
あ
つ
て
、
看
板
、
立
看

板
、
は
り
紙
及
び
は
り
札
並
び
に
広
告
塔
、
広
告
板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
に
掲
出
さ
せ
、
又
は
表
示
さ

せ
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２
　
令
第
六
条
の
八
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
二
十
六
条
の
二
の
十
五
第
三
号

ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
預
金
等
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

二
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
、
支
払
の
方
法
及
び

時
期
並
び
に
支
払
先
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
一
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各

号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
八
三
〇
五
に

規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格

Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載

し
、
か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３
　
長
期
信
用
銀
行
、
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面

に
は
、
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字

及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の

初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
第
二
十
六
条
の
二
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
預
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客

に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十

七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
一
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
外
貨
預
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約

締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定

預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締

結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に

変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に

変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し
た

書
面
（
以
下
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
前
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契

約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し

て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
、
前
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に

よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面

に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
つ
て
見
や
す
い
箇
所
に
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
一
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
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て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
二
十
六
条
の
二
の
六
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ
た
日
以
後
五
年
間

（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が

終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に

当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
六
条
の
六
の
規
定
並
び
に
第
二
十
六
条
の
二
の
六

及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
七
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外
貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三

号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変
更
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該
顧
客

か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締

結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締

結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交

付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結

の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
四
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付

又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
第
二
十
六
条
の
二
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、

こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る

こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
預
金

等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け

る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

三
　
顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
旨

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
四
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関

し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当

該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金

額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

二
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

五
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

六
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に
関
す
る
事
項

七
　
払
戻
し
の
方
法

八
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

九
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

十
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

十
一
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場

そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
指
標

ロ
　
当
該
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
理
由

十
二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
所
属
外
国
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該

権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
不
利
と
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

十
三
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
特
定
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ

る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な

い
こ
と
そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
法
第
六
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
及

び
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号

に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証
券
等
及
び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同

項
第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る
指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金
利
に
関
す
る
事
項

十
五
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
租
税
の
概
要

十
六
　
顧
客
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
所
属
外
国
銀
行
又
は
当
該
長
期
信

用
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
連
絡
す
る
方
法

十
七
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
対
象
事
業
者
（
金
融

商
品
取
引
法
第
七
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
な
つ
て
い
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
認
定
業
務

（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
業
務
を
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団
体
に
限
る
。
）
の
有
無
（
対
象
事
業
者
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

名
称
）

十
八
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
所

属
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措

置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

ロ
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の

所
属
長
期
信
用
銀
行
の
銀
行
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措

置
の
内
容

十
九
　
そ
の
他
特
定
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

２
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
二
以
上
の
長
期
信
用
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
金
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
あ
つ
て
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文

の
規
定
）
に
よ
り
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
あ
つ
て
は
、
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
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に
規
定
す
る
書
面
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ

か
一
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
他
の
者
（
金

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
除
く
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
同
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
六
　
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
所
属
外
国
銀
行
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
代

理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
名
称
又
は
商
号

二
　
預
入
金
額
（
元
本
の
額
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
元

本
の
額
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
預
入
日
及
び
満
期
日
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

五
　
払
戻
し
の
方
法

六
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

七
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

八
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
成
立
の
年
月
日

九
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
手
数
料
等
に
関
す
る
事
項

十
　
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

十
一
　
顧
客
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
の
所
属
外
国
銀
行
又
は
当
該
長
期
信

用
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
長
期
信
用
銀
行
に
連
絡
す
る
方
法

２
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
二
以
上
の
長
期
信
用
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
又
は
金
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
あ
つ
て
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文

の
規
定
）
に
よ
り
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
時
交
付
書
面
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
あ
つ
て
は
、
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
書
面
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ

か
一
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
他
の
者
（
金

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
除
く
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
同
項
第
二
号

か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
七
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付

し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場

合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定

預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成

立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に

変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に

変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
六
条
の
六
の
規
定
並
び
に
第
二
十
六
条
の
二
の
六

及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
七
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該
顧
客

か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締

結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締

結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交

付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結

の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十

六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義

二
　
信
用
格
付
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
付
与
し
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ロ
　
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
役

員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理

人
）
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
付
与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い

て
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登

録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義

二
　
金
融
庁
長
官
が
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ

の
関
係
法
人
（
同
令
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
第
十
号
に
規
定
す
る
関
係
法
人
を
い
う
。
）
を
当
該
特
定
関
係

法
人
と
し
て
指
定
し
た
信
用
格
付
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

三
　
当
該
特
定
関
係
法
人
が
信
用
格
付
業
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業
を

い
う
。
）
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称

四
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
特
定
関
係
法
人
が
当
該
信
用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概

要
又
は
当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
第
二
号
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
か
ら
入
手
す
る
方
法

五
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

（
禁
止
行
為
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八
の
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
対
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
つ
て
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同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、

財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な

方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を

す
る
行
為

イ
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ
　
外
貨
預
金
等
書
面

ハ
　
契
約
変
更
書
面

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
に
関
し
て
、
虚
偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き
誤
解

を
生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の
指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又

は
顧
客
若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約

さ
せ
、
又
は
こ
れ
を
提
供
さ
せ
る
行
為
を
含
む
。
）

四
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
顧
客
（
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
時

間
に
電
話
又
は
訪
問
に
よ
り
勧
誘
す
る
行
為

五
　
長
期
信
用
銀
行
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
の
十
一
の
三
各
号
に
掲
げ
る
行
為

六
　
外
国
銀
行
代
理
長
期
信
用
銀
行
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
五
条
の
二
の
十
四
各
号
に
掲
げ
る
行
為

七
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
五
条
の
三
十
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為

（
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の
例
外
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
九
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
顧
客
の
締
結
し
た
特
定
預
金
等
契

約
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
措
置
）

第
二
十
六
条
の
三
　
法
第
二
十
五
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録

さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
五
条
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
又

は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲
載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の

こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
認
可
の
効
力
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
二
十
七
条
　
長
期
信
用
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
主
要
株
主
（
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
認
可
の
う
ち
設
立

に
係
る
も
の
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
可

を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
当
該
認
可
を
受
け
た
事
項
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二
　
合
理
的
な
期
間
内
に
当
該
認
可
を
受
け
た
事
項
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
認
可
の
際
に
審
査
の
基
礎
と
な
つ
た
事
項
に
つ
い
て
当
該
認
可
を
受
け
た
事
項
の
実
行
が
見
込
ま
れ
る

時
期
ま
で
に
重
大
な
変
更
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
に
係
る
特
例
）

第
二
十
八
条
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持

株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社
、
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る

者
及
び
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
で
あ
つ
た
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
が
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
又
は

届
出
書
に
添
付
し
て
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
添
付
書
類
に
代
え
て
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
内
閣

総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
が
そ
の
本
国
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外

国
の
持
株
会
社
の
設
立
に
当
た
つ
て
準
拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
を
い
う
。
）
の
法
令
又
は
慣
行
そ
の
他
の
正

当
な
事
由
に
よ
り
添
付
書
類
又
は
前
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類

等
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
を
も
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、

当
該
添
付
書
類
等
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
に
係
る
特
例
）

第
二
十
八
条
の
二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
（
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
も
う
と
す
る
外
国

の
法
人
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二
項

第
三
号
に
規
定
す
る
書
類
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提

出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
書
面
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

該
添
付
書
類
に
代
え
て
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
が
そ
の
本
国
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人

の
設
立
に
当
た
つ
て
準
拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
を
い
う
。
）
の
法
令
又
は
慣
行
そ
の
他
の
正
当
な
事
由
に
よ

り
添
付
書
類
又
は
前
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
等
」
と
い
う
。
）

の
い
ず
れ
を
も
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
添
付
書
類
等
は
、
金
融
庁
長
官

等
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
に
対
す
る
こ
の
府
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
長
期
信
用
銀

行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
の
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
と

み
な
す
。

（
予
備
審
査
）

第
二
十
九
条
　
長
期
信
用
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
、
長
期
信
用

銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
又
は
銀
行
法
第
五

十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
認
可
又
は
承
認
を
申
請
す
る
際
に
金
融
庁

長
官
に
提
出
す
べ
き
書
面
に
準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
準
処
理
期
間
）

第
三
十
条
　
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
等
は
、
法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
る
免
許
、
許
可
、
認

可
、
承
認
又
は
指
定
（
以
下
「
認
可
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
申
請
（
予
備
審
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ

の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
認
可
等
に
関
す
る
申
請
に
対
す
る
処
分
は
、
二
月
以
内
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
が
行
う
認
可
等
の
う
ち
、
他
の

財
務
局
（
福
岡
財
務
支
局
を
含
む
。
）
の
管
轄
区
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
認
可
等

二
　
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

２
　
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二
　
当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三
　
当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る

期
間

（
経
由
官
庁
）

第
三
十
一
条
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
（
外
国
に
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
長
期

信
用
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
そ
の
他
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
主
た
る
営
業

所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務
事
務
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該
所
在
地
が
財
務
事
務
所
、

小
樽
出
張
所
又
は
北
見
出
張
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
財
務
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
の
管
轄
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
管
轄
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
財
務
事
務
所
長
等
」
と
い
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う
。
）
と
す
る
。
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
申
請
書
等
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
申
請
書
等
を
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
長

期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
事
務
所
長
等
が
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
財
務
事
務
所
長
等
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
銀
行
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
六
十
一

号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
到
来
し
た

終
の
決
算
期
に
作
成
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
。
以
下
「
改
正
商
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前

の
商
法
第
二
百
八
十
七
条
ノ
二
に
規
定
す
る
引
当
金
で
、
改
正
商
法
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
の
規
定
に
よ
り
引
当

金
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
、
取
り
崩
し
た
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
到
来

す
る
決
算
期
に
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
は
、
資
本
の
部
中
剰
余
金
の
部
に
そ
の
目
的
の
た
め
の
任
意

積
立
金
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
不
動
産
圧
縮
引
当
金
に
つ
い
て
は
、
圧
縮
記
帳
に
よ
り

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
作
成
す
べ
き
損
益
計
算
書
に
お
け
る
前
項
の
引
当
金
の
取
崩

し
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
一
二
日
大
蔵
省
令
第
二
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
出
張
所
（
無
人
又
は
携
帯
型
の
設
備
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
設
置

又
は
位
置
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
二
一
日
大
蔵
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
一
月
五
日
大
蔵
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
一
一
日
大
蔵
省
令
第
六
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係

る
中
間
貸
借
対
照
表
、
中
間
損
益
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

し
た
営
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
、
中
間
損
益
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
五
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係

る
業
務
報
告
書
及
び
営
業
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
及
び

営
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
二
日
大
蔵
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
一
日
大
蔵
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
日
大
蔵
省
令
第
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
金
融
制
度
及
び
証
券
取
引
制
度
の
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

四
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
「
制
度
改
革
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
制
度
改
革
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出

書
に
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
大
蔵
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
の
位
置

二
　
業
務
の
内
容

三
　
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額

四
　
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名
並
び
に
従
業
員
数

五
　
そ
の
他
大
蔵
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

附
　
則
　
（
平
成
五
年
五
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

五
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
大
蔵
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
日
大
蔵
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
七
日
大
蔵
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
五
日
大
蔵
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
二
月
二
七
日
大
蔵
省
令
第
四
号
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
金
融
機
関
等
の
経
営
の
健
全
性
確
保
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お

い
て
「
健
全
性
確
保
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項

の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
健
全
性
確
保
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
三
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
紙
様
式
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
銀
行
法
（
以
下
「
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
若
し
く
は
業

務
報
告
書
又
は
銀
行
法
第
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
が
公
告
を
す
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計

算
書
（
以
下
「
中
間
業
務
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係

る
中
間
業
務
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び

に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
十
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
、
長
期
信
用
銀
行
か
ら
、
そ
の
自
己
資
本
比
率

（
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
自

己
資
本
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
該
当
す
る
新
規
則
第
二
十
条

の
二
改
正
後
の
同
条
第
一
項
の
表
の
区
分
に
係
る
自
己
資
本
比
率
の
範
囲
を
超
え
て
確
実
に
改
善
す
る
た
め
の
合

理
的
と
認
め
ら
れ
る
計
画
が
大
蔵
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
に
つ
い
て
、
当
該

区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
以
上
で
当
該
計
画
の
実
施
後
に
見
込
ま
れ
る
当

該
長
期
信
用
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
以
下
の
自
己
資
本
比
率
に
係
る
同
表
の
区
分
（
非
対
象
区
分
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
命
令
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
計
画
が
合
理
的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
長
期

信
用
銀
行
に
つ
い
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
該
当
す
る
同
表
の
区
分
に
係
る
命
令
は
、
同
項
の
と
お
り
と
す

る
。

２
　
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
長
期
信
用
銀
行
が
新
規
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
一
区
分

に
掲
げ
る
命
令
を
受
け
た
と
き
に
は
、
前
項
本
文
の
計
画
を
も
つ
て
当
該
区
分
の
命
令
の
欄
に
規
定
す
る
改
善
計

画
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
中

間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
業

務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
二
日
大
蔵
省
令
第
九
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式

第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
業

務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
二
月
二
七
日
大
蔵
省
令
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
の
二
第
二
項
及
び
同
条
第
七
項
の
改
正
規
定

及
び
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係

る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
一
〇
日
大
蔵
省
令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
持
株
会
社
の
設
立
等
の
禁
止
の
解
除
に
伴
う
金
融
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
年
三
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
項
の
改
正

規
定
、
第
二
十
五
条
の
次
に
十
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二
十
五
条
の
十
及
び
第
二
十
五
条
の
十
一
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る
区
分
に
応
じ
た
命
令
に
係
る
特
例
）

第
二
条
　
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
限
り
、
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
等
（
新
規
則
第
五
条
の
七
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
）
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
、
当
該
長

期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子

会
社
が
従
前
に
該
当
し
て
い
た
同
条
第
一
項
の
表
の
区
分
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
の
範
囲
を
超
え
て
低
下
し

た
こ
と
を
知
つ
た
後
、
速
や
か
に
、
そ
の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
確
実
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
た
め
の
合

理
的
と
認
め
ら
れ
る
計
画
を
金
融
監
督
庁
長
官
に
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ

の
子
会
社
の
連
結
自
己
資
本
比
率
は
、
同
表
の
非
対
象
区
分
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
と
み
な
す
。
た
だ
し
、

当
該
計
画
が
合
理
的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
一
九
日
大
蔵
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
五
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係

る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
八
日
大
蔵
省
令
第
八
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係

る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
八
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
金
融
監
督
庁
設
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
二
三
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
一
六
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
規
定
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
取
引
は
、
商
品
取
引
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
四
十
二

号
）
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
は
、
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
及
び
同
法
第
百
四

十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
店
頭
商
品
先
物
取
引
を
除
く
取
引
と
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
、
海
外
で
行
つ
て
い
る
リ
ー
ス
物
品
（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
四
条
の
五

第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
物
品
を
い
う
。
）
を
使
用
さ
せ
る
業
務
（
改
正
前
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行

規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
四
条
の
五
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
と
み
な
す
。

３
　
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
令
第
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日

以
後
終
了
す
る
営
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
営
業
年
度
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
新
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

二
　
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項

三
　
海
外
営
業
拠
点
（
新
規
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

有
す
る
長
期
信
用
銀
行
に
お
け
る
新
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
１
１
）
に
掲
げ
る
事
項

四
　
海
外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
長
期
信
用
銀
行
に
お
け
る
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
号
ロ
（
６
）
に
掲
げ
る

事
項

４
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
平
成
十
一
年
三
月
三

十
一
日
前
に
終
了
す
る
営
業
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の
の
記
載
に
あ
た
つ
て
は
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
各

号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
に
お
け
る
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
号
ロ
（
６
）
に
掲
げ
る

事
項

二
　
海
外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
長
期
信
用
銀
行
に
お
け
る
新
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
１
１
）

に
掲
げ
る
事
項

５
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
前
に

終
了
す
る
営
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
子
会
社
等
」

と
あ
る
の
は
「
子
会
社
及
び
関
連
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
会
社
又
は
当
該
長

期
信
用
銀
行
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
会
社
が
、
他
の
会
社
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以

下
を
実
質
的
に
所
有
し
、
か
つ
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ
て
当
該

他
の
会
社
の
財
務
及
び
営
業
の
方
針
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

会
社
を
い
う
。
）
」
と
、
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
号
中
「
子
法
人
等
（
銀
行
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
子
会
社
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る

書
類
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

し
、
第
十
六
条
の
六
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
一
二
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す

る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
二
八
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
五
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す

る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
、

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
三
〇
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
二
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
二
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
新
事
業
創
出
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
三
月
二
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

２
　
新
事
業
創
出
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
特
定
新
規
事
業
実
施
円

滑
化
臨
時
措
置
法
（
平
成
元
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
会
社
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
和
議
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
立
て
に
係
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
命
令
の
規
定
に
定
め
る
事
項
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
か
ら
三
ま
で
　
略

四
　
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
八
号

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
こ
の
命
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
一
二
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す

る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
五
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
六
日
総
理
府
令
第
六
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
八
日
総
理
府
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
い
長
期
信
用

銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
）

第
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年

法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
又

は
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日
総
理
府
令
第
一
一
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
平

成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年

度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
の
第
１
の
６
、
別

紙
様
式
第
一
号
の
二
の
第
１
の
６
、
別
紙
様
式
第
三
号
の
第
１
の
３
及
び
別
紙
様
式
第
八
号
の
第
１
の
５
に
つ
い

て
は
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
う
長
期
信
用
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
長
期
信

用
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
）
第
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
長
期
信
用
銀
行
法

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第

十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀

行
法
第
五
十
二
条
の
九
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
（
以
下
「
長
期
信
用
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
書

類
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
等
以
外
の
長
期
信
用
銀
行
等
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
〇
日
総
理
府
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
七
日
総
理
府
令
第
一
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
一
月
三
十
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
七
日
総
理
府
令
第
一
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
証
券
取
引
法
及
び
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二

年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
一
三
日
内
閣
府
令
第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
書
面
の
交
付
等
に
関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
二
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
三
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
平

成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年

度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
い
長
期
信
用
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
長
期
信

用
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
）
第
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
長
期
信
用
銀
行
法

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
「
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子

会
社
等
を
い
う
。
以
下
「
長
期
信
用
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等

（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
「
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
等
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
の
第
１
の
１
４
、
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
の
第
１
の
１
５
、
別
紙
様
式

第
三
号
の
二
の
第
１
の
３
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の
第
１
の
８
中
「
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
差
損
」
欄
に
は
記

載
を
要
し
な
い
。

４
　
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
い
長
期
信
用
銀
行
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
の
第
１

の
１
４
及
び
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
の
第
１
の
１
５
中
「
そ
の
他
有
価
証
券
の
貸
借
対
照
表
計
上
額
の
合
計
額
か

ら
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
の
４
５
％
」
を
「
有
価
証
券
の
時
価
と
帳
簿
価
額
の
差
額
の
４
５
％
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
い
長
期
信
用
銀
行
等
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
等
に
つ
い
て

は
、
新
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
の
第
１
の
３
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の
第
１
の
８
中
「
そ
の
他
有
価
証
券
の

連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額
の
合
計
額
か
ら
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
の
４
５
％
」
を
「
有
価
証
券
の
時

価
と
帳
簿
価
額
の
差
額
の
４
５
％
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
月
一
日
、
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
八
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
五
日
内
閣
府
令
第
八
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
三
年

四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る

書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
の
第
２
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
の
第
２
に
お
い
て
は
、
自
己
株
式
を
、
資
本
に
対

す
る
控
除
項
目
と
し
て
資
本
の
部
の
末
尾
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
七
日
内
閣
府
令
第
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
一

号
に
定
め
る
日
（
平
成
十
三
年
十
二
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令

第
四
十
二
号
）
第
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
の
認
可
を
受
け
て
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
て
い
る
長
期
信
用
銀
行
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
に
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六

条
第
一
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
新
規
則
第
十
二
条
の
四
の
三
第
一
項
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
長
期
信

用
銀
行
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
二
三
日
内
閣
府
令
第
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
六
号
）
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こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
商
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三

条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
種
類
の
株
式
は
、
商
法
等
改
正
法
に
よ
る

改
正
前
の
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
商
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百

四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の
定
款
の
定
め
に
よ
り
当
該
株
式
に
つ
き
株
主
が
議
決
権

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
商
法
等
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
商
法
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
四
項
に

規
定
す
る
種
類
の
株
式
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
商
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
新
株
の
引
受
権

は
、
新
株
予
約
権
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
（
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
第
四
十
一
条
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
商
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
転
換
社
債
又
は
新

株
引
受
権
付
社
債
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令
の
規

定
を
適
用
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
九
日
内
閣
府
令
第
三
七
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
五
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条

第
一
項
第
五
号
の
二
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の

改
正
規
定
、
第
四
条
中
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
四
条
第
二
号
ニ
の
改
正
規
定
、
同
令
第
十
四
条
第
一
項
第
六
号

及
び
第
八
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
（
３
）
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
中

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
二
十
三
号
ハ
及
び
同
項
第
二
十
四
号

の
改
正
規
定
並
び
に
同
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
六
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始

す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
六
日
内
閣
府
令
第
七
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
九
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
長
期
信
用
銀
行
等
の
公
告
す
べ
き
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ト
及
び
第

二
十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
第
四
号
ホ
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
後

初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
関
す
る
定

時
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
二
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
四
日
内
閣
府
令
第
四
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
、
第
十
八
条
の
三
及
び
第
二
十
五
条

の
八
の
二
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る

説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
（
別
紙
様
式

第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
三
号
及
び
第
八
号
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す
る

営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
四
八
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
に
お
け
る
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以

後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
及
び
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
九
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
三
日
内
閣
府
令
第
九
〇
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
に
お
け
る
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以

降
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
三
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
二
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
二
日
内
閣
府
令
第
四
一
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
六
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
八

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
八
〇
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
に
お
け
る
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以

降
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
九
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
〇
八
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
〇
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
二
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
内
閣
府
令
第
五
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
中

小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
七
号
。
次
項
に
お
い
て

「
旧
創
造
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
こ
の
内
閣
府
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
旧
創
造
法
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
支
援
機
関
に

よ
る
旧
創
造
法
第
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
直
接
金
融
支
援
業
務
に
係
る
支
援
を
受
け
て
株
式
又
は
社
債
を
発
行

し
た
会
社
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３
　
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
新
事
業

創
出
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
六
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
六
日
内
閣
府
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
八
日
内
閣
府
令
第
八
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
九
七
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
〇
日
内
閣
府
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
内
閣
府
令
は
、
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
第
三
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
、
第
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三

号
ハ
の
改
正
規
定
、
第
十
九
条
の
五
の
改
正
規
定
、
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
四
号
ハ
の
改
正
規
定
、

第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
の
改
正
規
定
、
第
四
条
中
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第

五
号
ニ
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
ハ
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
の
五
の
改
正
規
定
、
第
二

十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
第
四
号
ハ
の
改
正
規
定
、
第
二
十
五
条
の
八
の
四
の
改
正
規
定
、
第
五
条
中
信
用
金

庫
法
施
行
規
則
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
、
第
百
三
十
三
条
第
三
号
ハ
の
改
正
規
定
、
第

百
三
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
十
条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第

一
項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
、
第
七
十
条
第
三
号
ハ
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
　
平
成
十

九
年
三
月
三
十
一
日

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
改
正
後
の
銀
行
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
に
終
了
す
る
営
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行

法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
中
「
二
中
間
営
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
営
業
年
度
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る

書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
七
日
内
閣
府
令
第
四
二
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
八
日
内
閣
府
令
第
四
三
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
第
四
項
に
お
い
て
「
新
長
期
信
用
銀
行

法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
前
に
終

了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
整
備
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
持
分
の
消
却
に
相
当
す
る
株
式
の
消

却
及
び
整
備
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
株
式
の
消
却
に
つ
い
て
は
、

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
長
期
信
用
銀
行
法

施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
会
社
計
算
規
則
附
則
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
旧
商
法
第
二
百
八
十
八
条

（
旧
有
限
会
社
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
会
社
法
整
備
法
第

百
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
整
備
法
第
二
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
」
と
す
る
。

４
　
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書

類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

75



５
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
整
備
法
第
百

九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
新
長
期
信
用
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表
等
（
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
法
第
二
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
旧
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
二
号
第
二
及
び
第
三
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
っ
て
は
、
旧
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別

紙
様
式
第
二
号
の
二
第
二
及
び
第
三
）
に
よ
り
、
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
新
銀
行
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

旧
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
第
二
の
二
及
び
第
二
の
三
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

６
　
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
長
期
信

用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
べ
き
貸
借
対
照
表

等
の
要
旨
は
、
旧
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
四
号
の
三
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
っ
て

は
、
旧
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
四
号
の
四
）
に
よ
り
、
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
、
旧
長

期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
長
期
信

用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き

連
結
貸
借
対
照
表
等
（
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第

一
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
旧
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
九
号
第
二
の
二
及
び
第
二
の
三
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
長
期
信

用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
べ
き

連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
、
旧
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
二
日
内
閣
府
令
第
八
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
船
主
相
互
保
険

組
合
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
三
条
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
四
条
に
よ

る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
五
条
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
先
物
取
引
法
施
行
規
則
別
紙
様

式
、
第
六
条
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
及
び
第
七
条
に

よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る

書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
八
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
一
三
日
内
閣
府
令
第
二
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
七
日
内
閣
府
令
第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
八
日
内
閣
府
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
長
期
信
用
銀
行
（
改
正
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
百
八
十
七
号
。
以
下
「
新
長
期
信
用
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
顧
客
と
の
間
で
外
貨
預
金
等
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行

法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
（
新
長
期
信

用
銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
一
条
ま
で
及
び

附
則
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
の

二
に
お
い
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
当
該
顧
客
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場

合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
十
五
第
三
号

ニ
（
１
）
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
四
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２
　
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
け
る
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十

七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
場
合
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
（
当
該
顧
客

か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
（
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
要
し
な
い
旨

の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
長
期
信
用
銀
行
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
、
契

約
締
結
前
交
付
書
面
及
び
契
約
締
結
時
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
（
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二

十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面
を
い
う
。
附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
（
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す

る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
顧
客
（
当
該
長
期
信

用
銀
行
と
の
間
で
施
行
日
前
に
特
定
預
金
等
契
約
に
相
当
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
又
は
当
該
長
期
信
用
銀
行
代

理
業
者
に
よ
る
代
理
若
し
く
は
媒
介
に
よ
り
施
行
日
前
に
特
定
預
金
等
契
約
に
相
当
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
に

限
る
。
）
を
相
手
方
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
け
る
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
顧
客
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
特

定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
は
、
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
同
項
の
顧
客
に
対
し
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
十
二
第
三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に

締
結
し
た
特
定
預
金
等
契
約
に
相
当
す
る
契
約
は
、
同
号
の
特
定
預
金
等
契
約
と
み
な
す
。

第
十
二
条
　
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
十
六
の
規
定
は
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配

布
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
方
法
で
行
う
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し

て
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
三
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二

十
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
七
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
顧
客
に
対
し
、
書

面
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
は
、
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規

則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
七
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

当
該
顧
客
に
対
し
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
の

二
の
二
十
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
日

を
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
の

二
の
二
十
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
と
み
な
す
。

第
十
四
条
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行

日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
契
約
に
つ
い
て
、
顧
客
に
対
し
、
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十

七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
書
面
を
交
付
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し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み

な
し
て
、
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
長
期
信
用
銀
行
は
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特

定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
契
約
に
つ
い
て
、
顧
客
に
対
し
、
新
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
に

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
長
期

信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
七
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
の

二
の
二
十
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
日
を

新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
契
約
締
結
前
交
付
書

面
又
は
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
契
約
締
結
時

交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
七
日
内
閣
府
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百

十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
八
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
四
日
内
閣
府
令
第
四
三
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
五
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
六
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
電
子
記
録
債
権
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
五
日
内
閣
府
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
月
二
三
日
内
閣
府
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
命
令
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
の
日
前
に
し

た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
一
三
日
内
閣
府
令
第
二
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
二
〇
日
内
閣
府
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
銀
行
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期

信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲

げ
る
事
項
、
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第

四
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う

ち
新
規
則
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別

措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革

新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
条

第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
八
日
内
閣
府
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
銀
行
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
、
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
記

載
事
項
の
う
ち
新
規
則
第
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項
及
び
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規

定
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
新
規
則
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
し
た
中
間
事
業
年
度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
開
始
し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
九
日
内
閣
府
令
第
六
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
対
象
事
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象

事
業
者
を
い
う
。
）
と
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
第
八
十
二
条
第
十
四
号
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
二
百
三
十
二
条
第
九
号
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十

一
の
二
十
七
第
一
項
第
十
七
号
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の

二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
七
号
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
七
十
条
の
二
十

五
第
一
項
第
十
七
号
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
三
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
六
号
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
十
七
号
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
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行
規
則
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
第
十
二
号
、

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
産
対
応
証
券
の
募
集
等
又
は
そ
の
取
扱
い
を
行
う
特
定
目
的
会
社
及
び
特
定

譲
渡
人
に
係
る
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
三
条
第
九
号
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定

目
的
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
等
を
行
う
原
委
託
者
に
係
る
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
三
条
第
九
号

並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
六
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
七
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
保
険
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
第
十
条
中
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
七
条
第
一
号
、
第
八
条
第
五
号
、
第
四
十
四
条
第
二

号
、
第
四
十
五
条
第
五
号
及
び
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
二
条
に
一
号
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
令
第
百
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
百
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の

次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
百
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
八
条
第
六
号
」
を
「
第

三
十
八
条
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
並
び
に
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
百
十

九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
十
八
号
ニ
の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
七
十

四
条
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第

二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の

改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
改
正
規
定
（
同
様
式
１
（
９
）
①
の
注
意
事
項
１
及
び
⑥
の
注
意
事

項
３
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
令
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
改
正
規
定
（
同
様
式
８
（
１
）
の
注
意
事

項
１
及
び
８
（
５
）
の
注
意
事
項
２
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
規
定
、
第
十
三
条
中
無
尽
業
法
施

行
細
則
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
令
第
二
章
中
第
十
四
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
十
四
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
三
条
の
七
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
十

七
号
」
を
「
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第

一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同

条
を
同
令
第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
の
二
と
し
、
同
令
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
同
令
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
四
条
の
二
の

十
七
第
三
号
ニ
（
１
）
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
四
条
の
二
の
三

十
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
令
第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
の
二
と
し
、

同
令
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
四
条
の
四
十
九
、
第
三
十

四
条
の
五
十
三
の
二
第
三
号
ニ
（
１
）
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の

十
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
並
び
に
同
条
を
同
令
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
二
と
し
、
同
令
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十

六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
五
条
中
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及

び
第
十
二
条
の
五
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四

号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
五
条
の
二
十
八
、
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八
の
改
正
規
定

（
同
条
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条
を
同
令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八
の
二
と
し
、
同
令
第

二
十
六
条
の
二
の
二
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
六
条
中
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
二
条

第
一
項
第
四
号
及
び
第
百
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
百
三
十
二

条
第
一
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
百
五
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
百
七
十
条
の
二

十
三
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
第
百
七
十
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
七
十
条
の
二
の
十
二
第
二
号
」

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
百
七
十
条
の
二
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
七
十
条
の
二
十
八

の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条
を
同
令
第
百
七
十
条
の
二
十
八
の
二
と
し
、

同
令
第
百
七
十
条
の
二
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
七
条
中
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
十
五
条
第
七
項
に
一
号
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
六
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
一
条
の
二
十
三

の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
同
条
を
同
令
第
三
十
一
条
の
二
十
五
と
し
、
同
令

第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
八
条
の
規
定
（
貸
金
業
法
施
行
規
則
第
二
十

八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
条
の
十
六
の
次
に
十
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
三
十
二

条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
九
条
中
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用

協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
の
三
を
同
令
第
四
条
と
し
、
同
令
第
二
条
の
二
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
条
中
保
険
業
法
施
行
規
則
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第

五
十
五
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
三
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
四
の
改
正
規
定
（
同

条
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
二
編
第
三
章
中
第
五
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
令
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
五
条
第
五
項
第
三

号
、
第
百
六
十
六
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
百
九
十
二
条
第
四
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
十
一
条

の
三
第
九
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
十
一
条
の
三
十
七
第
一
項
第
四
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
十
一
条
の
五
十
五
第
四
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
十
九
条
第

一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
三

十
四
条
の
二
十
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
の
改
正

規
定
（
同
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
一
条
中
信
託
業
法
施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
に
一
号

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一

項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
条
の
二
十
四
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同

令
第
三
十
条
の
二
十
六
と
し
、
同
令
第
三
十
条
の
二
十
三
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
三

条
第
七
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
四
十
三
条
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
に
一
号
を
加

え
る
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

令
第
五
十
一
条
の
四
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
五
十
三
条
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規

定
、
第
二
十
二
条
中
有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
を
廃
止
す
る
内
閣

府
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
三
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定

及
び
同
令
第
十
五
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
五
条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
十
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
六
十
九
条
第
一
項

第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
九
十
五
条
、
第
百
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第

百
十
条
の
二
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
十
条
の
二
十
八
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
号
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
令
第
百
十
条
の
二
十
八
の
二
と
し
、
同
令
第
百
十
条
の
二
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
百
十
一
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
中
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
二
百
三
十
四
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
二
百
三
十
五
条
の
改
正
規
定
並
び

に
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
　
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
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（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
等
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
八
十
二
条
第
十
五
号
、
第

十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
三
十

四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
一
項
第
十
八
号
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第

二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
八
号
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百

七
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
十
八
号
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
七
項
第
七
号
及
び
第
三
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
、
第
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ヌ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四

号
、
第
二
項
第
一
号
ヌ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
、
第
五
項
第
十
四
号
並
び
に
第
六
項
第
二
号
、
第

十
三
条
第
一
項
第
一
号
ソ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
、
第
三
項
第
一
号
ソ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ

及
び
第
四
号
並
び
に
第
十
六
項
第
一
号
ノ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
十
九
条
第
五
項
第

二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
十
三
の

二
十
三
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
第
十
三
号
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
三
十
三
条
第
七
項
、
第
二
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
を
廃
止
す
る
内
閣

府
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
三
項
第
九
号
並
び
に
第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
十
八

号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
七
十
四
条
第
一
号
ホ
、
別
紙

様
式
第
十
二
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
六
号
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
券
金
融
会
社
に
関
す
る
内
閣

府
令
別
紙
様
式
一
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ハ
、

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ハ
、
第
十
六
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ハ
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
第

五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ニ
及
び
ホ
、
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
二
百
十
一
条
の
三
十

七
第
一
項
第
四
号
ハ
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第
六

号
、
第
二
項
第
六
号
、
第
三
項
第
七
号
及
び
第
四
項
第
五
号
並
び
に
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ハ
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
禁
止
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
新
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義

二
　
信
用
格
付
（
新
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
付
与
し
た
者
が
信
用
格
付
業
（
新
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
信
用

格
付
業
を
い
う
。
）
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要
又
は
当
該

概
要
に
関
す
る
情
報
を
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
及
び
そ
の
関
係
法
人
（
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金

融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
第
十
号
に
規
定
す
る
関
係
法
人
を
い
う
。
）

の
う
ち
一
若
し
く
は
二
以
上
の
も
の
か
ら
入
手
す
る
方
法

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

５
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法

施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え

て
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
府
令
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
一
日
内
閣
府
令
第
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
四
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
九
日
内
閣
府
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
五
七
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
及
び
第
二
十
五
条
の
八
の
二
に
規
定
す
る
説
明
書
類
（
中
間
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
の
記
載
事
項
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
八
条
の
三
及
び
第
二
十
五
条
の
八
の
二
に
規
定
す
る
説
明
書
類
（
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
記
載
事
項
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
二
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
六
日
内
閣
府
令
第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十

三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
一
四
号
）
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こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
日
内
閣
府
令
第
三
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
六
日
内
閣
府
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
及
び
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
以
下
「
入
管
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
三
十
四
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
十
四
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行

規
則
第
百
四
十
条
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

八
十
条
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
貸
金
業
法
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
一
条
及
び
第
十
六
条
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
金
移

動
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
条
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
九
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
百
八
条
第
二
項
及
び
第
二
百
十
五
条
並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
旧
特
定
目
的
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
外
国
人
登
録
証
明
書
関
係
の
改
正
規
定
」
と
総
称
す
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
中
長
期

在
留
者
（
入
管
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年

政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
）
が
所
持
す
る
外
国
人
登
録
証
明

書
又
は
特
別
永
住
者
（
入
管
法
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日

本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別

永
住
者
を
い
う
。
）
が
所
持
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
は
、
入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
定

め
る
期
間
又
は
入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
外
国
人
登
録
証

明
書
関
係
の
改
正
規
定
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
六
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
三

月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
説
明
書
類
（
中
間
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
事
項
は
、
平

成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
説
明
書
類
（
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
事
項
は
、
平
成

二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し

た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
一
日
内
閣
府
令
第
七
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
内
閣
府
令
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
産
業
競
争
力
強
化
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
活
力
の
再

生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
産
活
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条

第
一
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
又
は
旧
産
活
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
に
係
る
同
項
の
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
て
事
業
を
承
継
し
て
い
る
会
社
に
関
す
る
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
第
六
項
第
五
号
、
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則

第
四
条
の
三
第
六
項
第
五
号
、
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
条
第
四
項
第
五
号
及
び
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
四
項
第
五
号
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規

則
第
五
十
六
条
第
五
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
産
業
競
争
力
強
化
法
附
則
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八

条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
認
定
を
受
け
た

会
社
又
は
同
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

旧
産
活
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
に
係
る
同
項
の
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
て

事
業
を
承
継
し
て
い
る
会
社
に
関
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
第
六

項
第
五
号
、
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
第
六
項
第
五
号
、
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
条
第
四

項
第
五
号
及
び
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
四
項
第
五
号
並
び
に
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
六
条
第
五
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
五
日
内
閣
府
令
第
一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　

２
　
改
正
後
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長

期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
及
び
第
二
十
五
条
の
八
の
二
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用

金
庫
法
施
行
規
則
第
百
三
十
二
条
並
び
に
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
説
明
書
類
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書

類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
四
日
内
閣
府
令
第
五
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
日
内
閣
府
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
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（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
長

期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
金
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
金
額
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
四
日
内
閣
府
令
第
六
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

六
年
十
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
株
式
会
社

商
工
組
合
中
央
金
庫
法
及
び
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
同
項
に
規
定
す
る
検
討
が
行
わ
れ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
同
項
に
規
定
す
る
所
要
の
措
置

が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
分
の
間
、
商
工
債
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
十
八
条
の
三
第
二
号
ロ
（
３
）
及
び
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
３
）
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書

類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十

九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
四
日
内
閣
府
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
日
内
閣
府
令
第
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
〇
日
内
閣
府
令
第
一
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
三
日
内
閣
府
令
第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条

の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元

本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
損
失
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
条
中
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規

定
（
「
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定

す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
損
失
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三

条
中
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規

定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
損
失
に
係

る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
条
中
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
（
「
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」

を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
損
失
に
係
る
」
の
下

に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
条
の
規
定
及
び
第
六
条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規

定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
損
失
に
係

る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
四
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
五
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
）

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
長
期
信
用
銀
行
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る

書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
（
改
正
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
所
属
外
国
銀
行
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
（
同
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
の
資
本
関
係
を
記
載
し
た

書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類
を
含
む
。
）
そ
の
他
の

近
に
お
け
る
外
国
銀
行
グ

ル
ー
プ
の
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
係
る
経
営
の
基
本
方
針
を
示
す
書
面

五
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
係
る
リ
ス
ク
管
理
及
び
法
令
遵
守
に
関
す
る
方
針
を
示
す

書
面附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
五
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
三
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
内
閣
府
令
第
三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
内
閣
府
令
第
二
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
三
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
銀
行
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
長
期
信
用

銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す

る
中
間
事
業
年
度
（
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
事
業
年

度
に
係
る
説
明
書
類
（
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
ロ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間

事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す

る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
三
日
内
閣
府
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
五
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
九
日
内
閣
府
令
第
四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年

六
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
六
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年

十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
中
小
強
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
改
正
前
中
小
強
化
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
会
社
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
内
閣
府
令
第
七
五
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
三
日
内
閣
府
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
令
第
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
二
日
内
閣
府
令
第
三
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
保
護
を
図
る
た
め
の
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
）

項
目

記
載
す
る
事
項
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主
要
な
業
務

の
状
況
を
示

す
指
標

一
　
業
務
粗
利
益
及
び
業
務
粗
利
益
率

二
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
資
金
運
用
収
支
、
役
務
取
引
等
収
支
、

特
定
取
引
収
支
及
び
そ
の
他
業
務
収
支

三
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
資
金
運
用
勘
定
並
び
に
資
金
調
達
勘
定

の
平
均
残
高
、
利
息
、
利
回
り
及
び
資
金
利
ざ
や

四
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
受
取
利
息
及
び
支
払
利
息
の
増
減

五
　
総
資
産
経
常
利
益
率
及
び
資
本
経
常
利
益
率

六
　
総
資
産
中
間
純
利
益
率
及
び
資
本
中
間
純
利
益
率
又
は
総
資
産
当
期
純
利
益
率
及
び
資
本
当
期

純
利
益
率

債
券
に
関
す

る
指
標

一
　
債
券
の
種
類
別
（
利
付
債
券
及
び
割
引
債
券
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
平
均
残
高

二
　
債
券
の
種
類
別
の
残
存
期
間
別
の
残
高

預
金
に
関
す

る
指
標

一
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
流
動
性
預
金
、
定
期
性
預
金
、
譲
渡
性
預

金
そ
の
他
の
預
金
の
平
均
残
高

二
　
固
定
金
利
定
期
預
金
、
変
動
金
利
定
期
預
金
及
び
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
定
期
預
金
の
残
存
期

間
別
の
残
高

貸
出
金
等
に

関
す
る
指
標

一
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
手
形
貸
付
、
証
書
貸
付
、
当
座
貸
越
及

び
割
引
手
形
の
平
均
残
高

二
　
固
定
金
利
及
び
変
動
金
利
の
区
分
ご
と
の
貸
出
金
の
残
存
期
間
別
の
残
高

三
　
担
保
の
種
類
別
（
有
価
証
券
、
債
権
、
商
品
、
不
動
産
、
保
証
及
び
信
用
の
区
分
を
い
う
。
）
の

貸
出
金
残
高
及
び
支
払
承
諾
見
返
額

四
　
使
途
別
（
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
区
分
を
い
う
。
）
の
貸
出
金
残
高

五
　
業
種
別
の
貸
出
金
残
高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る
割
合

六
　
中
小
企
業
等
（
資
本
金
三
億
円
以
下
の
会
社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
三
百
人
以
下

の
会
社
又
は
個
人
を
い
う
。
た
だ
し
、
卸
売
業
に
あ
つ
て
は
資
本
金
一
億
円
以
下
の
会
社
若
し
く
は

常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
あ
つ
て
は
資
本
金
五
千

万
円
以
下
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
、
小
売
業
及
び
飲
食

店
に
あ
つ
て
は
資
本
金
五
千
万
円
以
下
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
五
十
人
以
下
の
会
社
又

は
個
人
を
い
う
。
）
に
対
す
る
貸
出
金
（
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
の
貸
出
金
及
び
特
別
国
際
金
融
取

引
勘
定
に
係
る
貸
出
金
を
除
く
。
）
残
高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る
割
合

七
　
特
定
海
外
債
権
（
特
定
海
外
債
権
引
当
金
勘
定
の
引
当
対
象
と
な
る
貸
出
金
を
い
う
。
）
残
高
の

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
国
別
の
残
高

八
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
預
貸
率
の
期
末
値
及
び
期
中
平
均
値

有
価
証
券
に

関
す
る
指
標

一
　
商
品
有
価
証
券
の
種
類
別
（
商
品
国
債
、
商
品
地
方
債
、
商
品
政
府
保
証
債
及
び
そ
の
他
の
商

品
有
価
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
平
均
残
高
（
銀
行
が
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
て
い
る
場
合
を
除

く
。
）

二
　
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方
債
、
短
期
社
債
、
社
債
、
株
式
、
外
国
債
券
及
び
外
国
株

式
そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
残
存
期
間
別
の
残
高

三
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方
債
、

短
期
社
債
、
社
債
、
株
式
、
外
国
債
券
及
び
外
国
株
式
そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
平
均

残
高

四
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の
区
分
ご
と
の
預
証
率
の
期
末
値
及
び
期
中
平
均
値

信
託
業
務
に

関
す
る
指
標

（
信
託
業
務

を
営
む
場
合

に
限
る
。
）

一
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
七
の
信
託
財

産
残
高
表
（
注
記
事
項
を
含
む
。
）

二
　
金
銭
信
託
、
年
金
信
託
、
財
産
形
成
給
付
信
託
及
び
貸
付
信
託
（
以
下
「
金
銭
信
託
等
」
と
い

う
。
）
の
受
託
残
高

三
　
元
本
補
て
ん
契
約
の
あ
る
信
託
（
信
託
財
産
の
運
用
の
た
め
再
信
託
さ
れ
た
信
託
を
含
む
。
）
の

種
類
別
の
受
託
残
高

四
　
信
託
期
間
別
の
金
銭
信
託
及
び
貸
付
信
託
の
元
本
残
高

五
　
金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
及
び
有
価
証
券
の
区
分
ご
と
の
運
用
残
高

六
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
の
科
目
別
（
証
書
貸
付
、
手
形
貸
付
及
び
割
引
手
形
の
区
分
を
い

う
。
）
の
残
高

七
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
の
契
約
期
間
別
の
残
高

八
　
担
保
の
種
類
別
（
有
価
証
券
、
債
権
、
商
品
、
不
動
産
、
保
証
及
び
信
用
の
区
分
を
い
う
。
）
の

金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高

九
　
使
途
別
（
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
区
分
を
い
う
。
）
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高

十
　
業
種
別
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る
割
合

十
一
　
中
小
企
業
等
（
資
本
金
三
億
円
以
下
の
会
社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
三
百
人
以

下
の
会
社
又
は
個
人
を
い
う
。
た
だ
し
、
卸
売
業
に
あ
つ
て
は
資
本
金
一
億
円
以
下
の
会
社
若
し
く

は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
あ
つ
て
は
資
本
金
五

千
万
円
以
下
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
、
小
売
業
及
び
飲

食
店
に
あ
つ
て
は
資
本
金
五
千
万
円
以
下
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
五
十
人
以
下
の
会
社

又
は
個
人
を
い
う
。
）
に
対
す
る
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る

割
合

十
二
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方
債
、
短
期
社
債
、
社
債
及
び
株
式

そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
残
高

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
の
十
八
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

商
号
、
名
称
又
は
氏

名
（
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
商
号
等
」

と
い
う
。
）
の
変
更

一
　
新
商
号
等

二
　
旧
商
号
等

三
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
後
の
定

款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び

株
主
総
会
（
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
含
む

。
）
の
議
事
録
（
会
社
法
第
三
百
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
が

あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
）

役
員
（
役
員
が
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
行
う
べ
き

者
を
含
む
。
）
の
変
更

一
　
変
更
が
あ
つ
た
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
役
職
名

二
　
就
任
又
は
退
任
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）

三
　
就
任
す
る
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を

含
む
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
履
歴
書
（
就
任
す
る
役
員
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載

し
た
書
面
）

ロ
　
住
民
票
の
抄
本
（
就
任
す
る
役
員
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記

事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
旧
氏
及
び
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法

第
二
十
五
条
の
十
八
の
届
出
書
に
記
載
し

た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
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当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書

面ニ
　
第
二
十
五
条
の
十
六
第
四
号
イ
か
ら

チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

長
期
信
用
銀
行
代
理

業
を
営
む
営
業
所
又

は
事
務
所
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
営

業
所
等
」
と
い
う
。
）

の
設
置

一
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
名
称

二
　
所
在
地

三
　
設
置
し
た
営
業
所
等
で
営
む
長
期
信
用
銀
行

代
理
業
の
業
務
の
内
容
（
所
属
長
期
信
用
銀
行
の

商
号
を
含
む
。
）

四
　
営
業
開
始
年
月
日

五
　
営
業
時
間
及
び
休
日

一
　
理
由
書

二
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
組
織
及
び
人

員
配
置
を
記
載
し
た
書
面

三
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
付
近
見
取
図

（
近
隣
に
所
属
長
期
信
用
銀
行
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
距
離
を
記
載
し
た
も
の
。
）

四
　
設
置
し
た
営
業
所
等
の
間
取
図
（
防

犯
カ
メ
ラ
、
警
備
状
況
等
の
整
備
状
況
の

記
載
を
含
む
。
）

五
　
顧
客
情
報
管
理
体
制
及
び
顧
客
の
財

産
と
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
の
財
産
と

の
分
別
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面

営
業
所
等
の
所
在
地

の
変
更

一
　
名
称
及
び
変
更
前
の
所
在
地

二
　
変
更
後
の
所
在
地

三
　
変
更
年
月
日

四
　
営
業
時
間
及
び
休
日

理
由
書

営
業
所
等
の
名
称
の

変
更

一
　
変
更
前
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
変
更
後
の
名
称

三
　
変
更
年
月
日

理
由
書

営
業
所
等
の
廃
止

一
　
廃
止
し
た
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
廃
止
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
廃
止
ま
で
の
日
程
を
記
載
し
た
書
面

（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

三
　
廃
止
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面

（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

所
属
長
期
信
用
銀
行

の
変
更

一
　
新
た
に
所
属
長
期
信
用
銀
行
か
ら
委
託
を
受

け
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

イ
　
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
商
号

ロ
　
当
該
委
託
を
受
け
て
長
期
信
用
銀
行
代
理
業

を
営
む
営
業
所
等
の
名
称
、
所
在
地

ハ
　
当
該
営
業
所
等
で
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理

業
の
業
務
の
内
容

ニ
　
当
該
委
託
を
受
け
た
業
務
を
開
始
す
る
年

月
日

二
　
新
た
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
か

ら
再
委
託
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

イ
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
商
号

ロ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
商

号
、
名
称
又
は
氏
名

ハ
　
当
該
再
委
託
を
受
け
て
長
期
信
用
銀
行
代
理

業
を
営
む
営
業
所
等
の
名
称
、
所
在
地

ニ
　
当
該
営
業
所
等
で
営
む
長
期
信
用
銀
行
代
理

業
の
業
務
の
内
容

一
　
理
由
書

二
　
新
た
に
所
属
長
期
信
用
銀
行
か
ら
委

託
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
委
託
契
約
書
の
写
し

三
　
新
た
に
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委

託
者
か
ら
再
委
託
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ

た
場
合
に
は
、
当
該
再
委
託
に
係
る
委
託

契
約
書
の
写
し

四
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
か
ら
委
託
を
受

け
な
く
な
つ
た
場
合

イ
　
業
務
廃
止
ま
で
の
日
程
を
記
載
し
た

書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含

む
。
）

ロ
　
業
務
廃
止
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書

面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む

。
）

ホ
　
当
該
再
委
託
を
受
け
た
業
務
を
開
始
す
る
年

月
日

三
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
か
ら
委
託
を
受
け
な
く

な
つ
た
場
合

イ
　
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
商
号

ロ
　
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
た
め
に
長
期
信

用
銀
行
代
理
業
の
業
務
を
行
つ
て
い
た
営
業
所
等

の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
業
務
を
廃
止
し
た
年
月
日

四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
か
ら
の
再

委
託
を
受
け
な
く
な
つ
た
場
合

イ
　
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
商
号

ロ
　
当
該
所
属
長
期
信
用
銀
行
の
た
め
に
長
期
信

用
銀
行
代
理
業
の
業
務
を
行
つ
て
い
た
営
業
所
等

の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
商

号
等

ニ
　
業
務
を
廃
止
し
た
年
月
日

五
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
か

ら
の
再
委
託
を
受
け
な
く
な
つ
た
場
合

イ
　
業
務
廃
止
ま
で
の
日
程
を
記
載
し
た

書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含

む
。
）

ロ
　
業
務
廃
止
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書

面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む

。
）

他
に
営
む
業
務
の
種

類
の
変
更

一
　
開
始
又
は
廃
止
し
た
業
務
の
種
類

二
　
開
始
又
は
廃
止
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
業
務
を
開
始
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た

書
面

長
期
信
用
銀
行
代
理

業
者
で
あ
る
個
人
又

は
長
期
信
用
銀
行
代

理
業
者
で
あ
る
法
人

の
役
員
が
常
務
に
従

事
す
る
他
の
法
人
の

変
更

一
　
新
た
に
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と

と
な
つ
た
場
合

イ
　
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称

ロ
　
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

ハ
　
業
務
の
種
類

ニ
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
は
、
新
た
に
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た

役
員
の
氏
名

二
　
他
の
法
人
等
の
常
務
に
従
事
し
な
い
こ
と
と

な
つ
た
場
合

イ
　
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称

ロ
　
当
該
他
の
法
人
の
主
た
る
営
業
所
等
の
所

在
地

ハ
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
は
、
当
該
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
し
な
い
こ

と
に
な
つ
た
役
員
の
氏
名

三
　
現
在
常
務
に
従
事
し
て
い
る
他
の
法
人
の
商

号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
及
び

業
務
の
種
類
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該

変
更
の
内
容

四
　
変
更
年
月
日

理
由
書

長
期
信
用
銀
行
代
理

業
者
で
あ
る
個
人
が
、

総
株
主
等
の
議
決
権

一
　
当
該
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等

の
商
号
又
は
名
称

理
由
書
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の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
議
決
権
を
保
有

す
る
法
人
等
又
は
当

該
法
人
等
の
子
法
人

等
の
変
更

二
　
当
該
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等

の
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

三
　
当
該
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等

の
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称

四
　
当
該
法
人
等
又
は
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等

の
業
務
の
内
容

五
　
変
更
年
月
日

長
期
信
用
銀
行
代
理

業
者
で
あ
る
法
人
の

子
法
人
等
又
は
長
期

信
用
銀
行
代
理
業
者

で
あ
る
法
人
の
親
法

人
等
若
し
く
は
当
該

親
法
人
等
の
子
法
人

等
（
当
該
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
者
で
あ

る
法
人
を
除
く
。
）
の

変
更

一
　
当
該
子
法
人
等
又
は
当
該
親
法
人
等
若
し
く

は
当
該
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
商
号

又
は
名
称

二
　
当
該
子
法
人
等
又
は
当
該
親
法
人
等
若
し
く

は
当
該
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
主
た

る
営
業
所
等
の
所
在
地

三
　
当
該
子
法
人
等
又
は
当
該
親
法
人
等
若
し
く

は
当
該
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
代
表

者
の
氏
名
又
は
名
称

四
　
当
該
子
法
人
等
又
は
当
該
親
法
人
等
若
し
く

は
当
該
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
長
期
信
用

銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
業
務

の
内
容

五
　
変
更
年
月
日

理
由
書

長
期
信
用
銀
行
代
理

業
者
で
あ
る
法
人
の

役
員
が
営
ん
で
い
る

事
業
の
変
更

一
　
新
た
に
事
業
を
営
む
場
合
に
は
、
当
該
事
業

の
種
類

二
　
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
、
廃
止
し
た
事

業
の
種
類

三
　
事
業
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
当
該

変
更
の
内
容

四
　
変
更
年
月
日

理
由
書

長
期
信
用
銀
行
代
理

業
の
業
務
の
内
容
及

び
方
法
の
変
更

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
変
更
後
の
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の

業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
内

容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面
の
変
更
箇

所
の
新
旧
対
照
表

別
表
第
三
（
第
二
十
五
条
の
四
十
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
廃

止
し
た
と
き

廃
業
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
を
廃
止
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
株
主
総
会
（
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
含
む
。
）
の
議
事
録

三
　
廃
業
ま
で
の
日
程
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い

等
を
含
む
。
）

四
　
廃
業
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等

を
含
む
。
）

会
社
分
割
（
吸
収
分
割
）
に

よ
り
長
期
信
用
銀
行
代
理
業

の
全
部
の
承
継
を
さ
せ
た
と

き

一
　
承
継
先

の
商
号

二
　
吸
収
分

割
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
吸
収
分
割
承
継
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。
）

四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
全
部
の
承
継
を
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し

た
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
を
含
む
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た

こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
会
社
分
割
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
全

部
の
譲
渡
を
し
た
と
き

一
　
譲
渡
先

の
商
号
又
は

名
称

二
　
譲
渡
年

月
日

一
　
理
由
書

二
　
譲
渡
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
の
全
部
の
譲
渡
を
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ

と
を
証
す
る
書
面

五
　
事
業
譲
渡
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
で
あ

る
個
人
が
死
亡
し
た
と
き

死
亡
年
月
日

一
　
当
該
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
個
人
の
除
籍
簿
の
謄
本

二
　
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
個
人
が
死
亡
し
た
後
の
措
置
を

記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
で

あ
る
法
人
が
合
併
に
よ
り
消

滅
し
た
と
き

一
　
合
併
の

相
手
方
の
商

号
又
は
名
称

二
　
合
併
年

月
日

三
　
合
併
の

方
法

一
　
理
由
書

二
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

四
　
合
併
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録

そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
合
併
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
で

あ
る
法
人
が
破
産
手
続
開
始

の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
と

き

一
　
破
産
手

続
開
始
の
申

立
て
を
行
つ

た
年
月
日

二
　
破
産
手

続
開
始
の
決

定
を
受
け
た

年
月
日

一
　
裁
判
所
が
破
産
管
財
人
を
選
定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報

管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
で

あ
る
法
人
が
合
併
及
び
破
産

手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
理

由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き

解
散
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
清
算
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）

三
　
清
算
人
に
よ
る
解
散
後
の
措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報
管

理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関

す
る
法
律
第
十
二
条
の
登
録

（
預
金
等
媒
介
業
務
の
種
別

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又

は
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の

変
更
登
録
（
預
金
等
媒
介
業

登
録
又
は
変

更
登
録
を
受

け
た
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
（
同
法

第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
の
写
し
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務
の
種
別
の
追
加
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
と

き

別
紙
様
式
第
１
号
（
第
１
７
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第１号（第 17条第１項関係）                             （日本工業規格Ａ４） 

 

中  間  業     務     報     告     書 

 

年    月    日から 

第     期中 

年    月    日まで 

 

株式会社               銀行 

 

年    月    日 

 

金融庁長官       殿 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役   氏         名  印 

 

年   月   日から   年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

第１ 中間事業概況書 

１ 事業の概要  

２ 営業所等の増減  

３ 会社役員及び職員の増減  

４ 株主の状況  

５ 貸倒引当金の状況  

６ 自己資本比率の状況  

第２ 中間貸借対照表 

第３ 中間損益計算書 

第４ 中間株主資本等変動計算書 

第５ 中間キャッシュ・フロー計算書 

第６ 短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記
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載すること。 

２ この様式中財務諸表に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

３ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

４ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

５ この様式中、第２ 中間貸借対照表、第３ 中間損益計算書、第４ 中間株主資本等

変動計算書、第５ 中間キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項は、第５ 中間キ

ャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載することができる。 

 

 

 

年    月    日から 

       第１     第     期中                        中間事業概況書 

年    月    日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

主要勘定の増減の事由、償却及び引当の方針その他事業の状況の推移に関する重要な事項

を記載すること。 

 

２ 営業所等の増減 

 

区 分 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

本 支 店    

出 張 所    

計    

（記載上の注意） 

   長期信用銀行代理業者が長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所を除いて記載する

こと。 

 

区 分 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

長 期 信 用 銀 行 代 理 業 者    

 長期信用銀行代理業

を営む営業所又は事

務所 

   

３ 会社役員及び職員の増減 

 

区 分 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

会 

社

役 

員 

取 締 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 
 

会 計 参 与    

監 査 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 

 

執 行 役    

計    

職 

員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合      計    

（記載上の注意） 

１ 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する

執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 

当中間期末における取締役を兼務する執行役の員数          人 

２ 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

３ 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、

自動車運転手等の職員数を記載すること。 

４ 職員計のうち出向職員（在籍のまま他社等へ出向している者）については欄外に次の

とおり記載すること。 

当中間期末における出向職員数          人 

 

４ 株主の状況 

 

氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 割        合 

 千株 ％ 

   

   

そ の 他 の 株 主 （     名 ）   

       計     （     名 ）  100  

（記載上の注意） 

持株数の多い順に 10名を記載すること。 
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５ 貸倒引当金の状況 

（単位：百万円） 

  繰入額 取崩額 
純繰入額 

（△純取崩額） 

当中間 

期末残高 
摘  要 

一 般 貸 倒 引 当 金      

 う ち 有 税 分      

個 別 貸 倒 引 当 金      

 う ち 有 税 分      

特定海外債権引当勘定      

 う ち 有 税 分      

合       計      

（記載上の注意） 

個別貸倒引当金の「取崩額」欄には、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従う

取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。 

個別貸倒引当金の目的に従う取崩額                 無税        百万円 

有税      百万円 

 

 

６  自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕 

                            （単位：百万円） 

項          目 前期末 
当中間

期末 
項          目 前期末 

当中間

期末 

資 本 金   短 期 劣 後 債 務   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 

新 株 式 申 込 証 拠 金   準  補  完  的  項  目 (Ｃ )   

資 本 準 備 金      

そ の 他 資 本 剰 余 金      

利 益 準 備 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)   

そ の 他 利 益 剰 余 金   (Ｄ)   

そ の 他   他の金融機関の資本調達手   

自 己 株 式 △ △ 段の意図的な保有相当額   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金    負債性資本調達手段及び   

その他有価証券の評価差損 △ △  これに準ずるもの   

新 株 予 約 権       

営 業 権 相 当 額 △ △  期限付劣後債務及び期限   

    付優先株並びにこれらに   

の れ ん △ △  準ずるもの   

    短期劣後債務及びこれに   

基  本  的  項  目 ( Ａ )    準ずるもの   

 償還を行う蓋然性を有す   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

 る株式等   控  除  項  目  計 ( Ｅ )   

 海外特別目的会社の発行   自己資本額 (Ｄ－Ｅ ) (Ｆ )   

 する優先出資証券      

その他有価証券の貸借対照   資産（オン・バランス）項目   

表計上額の合計額から帳簿   オフ・バランス取引項目   

価額の合計額を控除した額   マーケット・リスク相当額を   

の 45％   ８％で除して得た額   

土地の再評価額と再評価の   リスク・アセット等計(Ｇ)   

直前の帳簿価額の差額の   （参考）マーケット・リスク   

45％相当額   相当額   

一 般 貸 倒 引 当 金      

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等      

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｇ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｆ／Ｇ) ％ ％ 

 

 

〔国内基準に係る単体自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 
当中間

期末 
項          目 前期末 

当中間

期末 

資 本 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ)(Ｃ)   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   他の金融機関の資本調達手   

新 株 式 申 込 証 拠 金   段の意図的な保有相当額   

資 本 準 備 金    負債性資本調達手段及び   

そ の 他 資 本 剰 余 金    これに準ずるもの   

利 益 準 備 金       
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そ の 他 利 益 剰 余 金    期限付劣後債務及び期限   

そ の 他    付優先株並びにこれらに   

自 己 株 式 △ △  準ずるもの   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

その他有価証券の評価差損 △ △ 控  除  項  目  計 ( Ｄ )   

新 株 予 約 権   自己資本額(Ｃ－Ｄ ) (Ｅ)   

営 業 権 相 当 額 △ △    

の れ ん △ △    

基  本  的  項  目 ( Ａ )      

 償還を行う蓋然性を有す      

 る株式等      

土地の再評価額と再評価の      

直前の帳簿価額の差額の      

45％相当額   資産（オン・バランス）項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   オフ・バランス取引項目   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   リスク・アセット等計（Ｆ）   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｆ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｅ／Ｆ) ％ ％ 

（記載上の注意） 

１ 本表には、長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14 条の２に規定する銀

行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断す

るために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出した数値を記載すること。 

２ 海外営業拠点を有する長期信用銀行は〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕、海外

営業拠点を有しない長期信用銀行は〔国内基準に係る単体自己資本比率〕を記載するこ

と。 

３ 「単体自己資本比率」とは、長期信用銀行法施行規則第 18条の２第１項第３号ロ(11)

に規定する単体自己資本比率をいう。 

４ 「その他利益剰余金」欄は、社外流出予定額を控除した金額を記載すること。 

５ 「その他有価証券の評価差損」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り税効果

調整後の金額を記載すること。 

６ 「その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の

45％」欄は算出した金額が正の値である場合に限り記載すること。 

７ 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

 

 

 

第２     第     期中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

 

                                 （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  （う   ち   社   債） （   ） 

有 価 証 券    (うち新株予約権付社債) （   ） 

金 銭 の 信 託  預 金  

商 品 有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

買 入 手 形  売 渡 手 形  

コ ー ル ロ ー ン  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

買 現 先 勘 定  コ ー ル マ ネ ー  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  売 現 先 勘 定  

現 金 預 け 金  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

そ の 他 資 産  外 国 為 替  

有 形 固 定 資 産  短 期 社 債  

無 形 固 定 資 産  そ の 他 負 債  

債 券 繰 延 資 産  賞 与 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  退 職 給 付 引 当 金  

支 払 承 諾 見 返  特 別 法 上 の 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 △ 繰 延 税 金 負 債  

  再評価に係る繰延税金負債  

  負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産  の  部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  
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  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  ○ ○ 積 立 金  

  繰 越 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式               △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１  次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2)  次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査

定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況に

ついても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

(3)  会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したとき（当該中間会計期間の直前の事業年度に

係る財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、

当該中間会計期間の直前の中間会計期間に係る中間財務諸表作成上の会計処理の原

則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該

変更が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の４第 1項から第３

項までに規定する有価証券に関する事項 

(5)  貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロによ

る。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金

額（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する

金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金

又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等

をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等

の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(10)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対す

る金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限

りでない。 

(11)  関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23号に規定する関係会社をいう。以下同

じ。）の株式又は出資金の総額 

(12) 次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

①  繰延税金資産（その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合に

おける当該金額を含む。） 

②  繰延税金負債 
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(13)  資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に

係る債務の金額 

(14)  重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(15) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。ただし、中間連結貸借対照表を

作成している場合は、記載を省略することができる。） 

  (16)  会社計算規則第 2 条第 3 項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、

当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社とな

る旨 

(17)  中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度（当該中間会計期間

を除く。）以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当

該事象 

(18)  中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の８及び第５条の９

に規定するストック・オプションに関する事項 

(19) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の 10から第５条の

13 まで、第５条の 16、第 30 条及び第 50条の３に規定する企業結合に関する事項 

(20) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の 14、第５条の 15

及び第５条の 17に規定する事業分離に関する事項 

(21)  以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が

資産総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な

名称を付した科目を設けて記載すること。 

 

 

年    月    日から 

 第３     第     期中                           中間損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （×  ×  ×） 

（うち有価証券利息配当金） （×  ×  ×） 

  役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 

  そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

  そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

  資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

( う ち 債 券 利 息 ) （×  ×  ×） 

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 ) （×  ×  ×） 

( う ち 預 金 利 息 ) （×  ×  ×） 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

  そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  × 

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

税 引 前 中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

２ 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載

すること。 

３  法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額を銭単位で注記すること。 
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年   月   日から 

第４    第   期中                   中間株主資本等変動計算書 

年   月   日まで 

 (単位：円) 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約 

権 

純資産 

合計 
資本 

金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その 

他 

有価 

証券 

評価 

差額 

金 

繰延 

ヘッ 

ジ 

損益 

土地 

再 

評価 

差額 

金 

評価 

・ 

換算 

差額 

等 

合計 

資本 

準備 

金 

その 

他 

資本 

剰余 

金 

資本 

剰余 

金 

合計 

利益 

準備 

金 

その他 

利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

×× 

積立 

金 

繰越 

利益 

剰余

金 

直前事業年度

末残高 

×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 

 ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

中間会計期間 

中の変動額 

                     

新株の発行 ×× ××  ××          ××       ×× 

剰余金の 

配当 

    ××  △ ×× △ ××   △ ××      △ ×× 

中間純利益        ××  ××    ××       ×× 

自己株式の 

処分 

           ××  ××       ×× 

・・・・・                      

株主資本以 

外の項目の 

中間会計期 

間中の変動 

額(純額) 

              ×× ×× ×× ×× ××   ×× 

中間会計期間 

中の変動額 

合計 

×× ×× ― ×× ×× ―  ××  ××  ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

中間会計期間

末残高 

×× ×× ×× ×× ×× ××  ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 
 
 
 
 
 
 

（記載上の注意） 
１ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 
所に記載すること。 
２ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね中間貸借対照表における記載の順序によること。 
３ 株主資本以外の科目について、中間会計期間中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び 
金額の記載は、概ね中間貸借対照表における記載の順序によること。 
４ その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、直前事業年度末残高、中間会計期間中の変動額及び 
中間会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、直前事業年度末残高、中間会計期間中の変動額及び 
中間会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

６ 資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 
７ 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 65条から第 68条までの規定に従い注記すること。 
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年    月    日から 

 第５     第     期中                            中間キャッシュ・フロー計算書 

年    月    日まで 

 

〔直接法により表示する場合〕                    （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金回収による収入  

預金払出による支出  

貸付金利息収入  

預金利息支出  

営業経費支出  

……………………………………………  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高  

（記載上の注意） 

１ 中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切

な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

〔間接法により表示する場合〕                                       （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益（損失）  

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増加額  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益  

貸出金の純増減  

預金の純増減  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

……………………………………………  

小     計  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

……………………………………………  
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財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高  

（記載上の注意） 

１ 中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切

な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

 

第６ 第  期   年  月  日から  短期資金に関する 

年  月  日まで 

        貸付金等の限度に関する書面 

 

 １ 貸付金等の需要別等に関する事項 

 

（単位：百万円） 

 

種  類 

当   中   間   期   末   残   高 

貸付金 割引手形 
その他の 

債  権 
計 支払承諾 合  計 

設備資金       

長期運転資金       

その他の長期運転

資金 

      

計       

短期資金       

合  計       

 

 

 

 

 ２ 預金及びこれに準ずるものに関する事項 

（単位：百万円） 

種  類 当   期   末   残   高 

預 金 

 政府関係預り金 

   公 金 預 金 

 金 融 機 関 預 金 

 一 般 預 金 

預金に準ずるもの 

・ ・ ・ 

計 

 

（記載上の注意） 

 公金預金には、地方公共団体、公社、公庫、公団等の預金の合計額を記載すること。 
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別
紙
様
式
第
１
号
の
２
（
第
１
７
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第１号の２（第 17条第１項関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

 

中  間  業     務     報     告     書 

 

年    月    日から 

第     期中 

年    月    日まで 

 

株式会社               銀行 

 

年    月    日 

 

金融庁長官       殿 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役   氏         名  印 

 

年   月   日から   年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

第１ 中間事業概況書 

１ 事業の概要  

２ 営業所等の増減  

３ 会社役員及び職員の増減  

４ 株主の状況  

５ 貸倒引当金の状況  

６ 自己資本比率の状況  

第２ 中間貸借対照表 

第３ 中間損益計算書 

第４ 中間株主資本等変動計算書 

第５ 中間キャッシュ・フロー計算書 

第６ 短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記

載すること。 

２ この様式中財務諸表に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

３ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

４ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

５ この様式中、第２ 中間貸借対照表、第３ 中間損益計算書、第４ 中間株主資本等

変動計算書、第５ 中間キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項は、第５ 中間キ

ャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載することができる。 

 

 

年    月    日から 

      第１     第     期中                             中間事業概況書 

年    月    日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

主要勘定の増減の事由、償却及び引当の方針その他事業の状況の推移に関する重要な事項

を記載すること。 

 

２ 営業所等の増減 

 

区 分 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

本 支 店    

出 張 所    

計    

（記載上の注意） 

   長期信用銀行代理業者が長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所を除いて記載する

こと。 

 

区 分 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

長 期 信 用 銀 行 代 理 業 者    

 長期信用銀行代理業

を営む営業所又は事

務所 
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３ 会社役員及び職員の増減  

 

区 分 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

会 

社

役 

員 

取 締 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 
 

会 計 参 与    

監 査 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 

 

執 行 役    

計    

職 

 

員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合      計    

（記載上の注意） 

１ 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する

執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 

当中間期末における取締役を兼務する執行役の員数          人 

２ 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

３ 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、

自動車運転手等の職員数を記載すること。 

４ 職員計のうち出向職員（在籍のまま他社等へ出向している者）については欄外に次の

とおり記載すること。 

当中間期末における出向職員数          人 

 

 

４ 株主の状況 

 

氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 割        合 

 千株 ％ 

   

   

そ の 他 の 株 主 （     名 ）   

       計     （     名 ）  100  

（記載上の注意） 

持株数の多い順に 10名を記載すること。 

５ 貸倒引当金の状況 

（単位：百万円） 

  繰入額 取崩額 
純繰入額 

（△純取崩額） 

当中間 

期末残高 
摘  要 

一 般 貸 倒 引 当 金      

 う ち 有 税 分      

個 別 貸 倒 引 当 金      

 う ち 有 税 分      

特定海外債権引当勘定      

 う ち 有 税 分      

合       計      

（記載上の注意） 

個別貸倒引当金の「取崩額」欄には、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従う

取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。 

個別貸倒引当金の目的に従う取崩額                 無税        百万円 

有税      百万円 

 

 

６  自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕 

                                    （単位：百万円） 

項          目 前期末 
当中間

期末 
項          目 前期末 

当中間

期末 

資 本 金   短 期 劣 後 債 務   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 

新 株 式 申 込 証 拠 金   準  補  完  的  項  目 (Ｃ )   

資 本 準 備 金      

そ の 他 資 本 剰 余 金      

利 益 準 備 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)   

そ の 他 利 益 剰 余 金   (Ｄ)   

そ の 他   他の金融機関の資本調達手   

自 己 株 式 △ △ 段の意図的な保有相当額   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金    負債性資本調達手段及び   

その他有価証券の評価差損 △ △  これに準ずるもの   

新 株 予 約 権       
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営 業 権 相 当 額 △ △  期限付劣後債務及び期限   

    付優先株並びにこれらに   

の れ ん △ △  準ずるもの   

    短期劣後債務及びこれに   

基  本  的  項  目 ( Ａ )    準ずるもの   

 償還を行う蓋然性を有す   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

 る株式等   控  除  項  目  計 ( Ｅ )   

 海外特別目的会社の発行   自己資本額 (Ｄ－Ｅ ) (Ｆ )   

 する優先出資証券      

その他有価証券の貸借対照   資産（オン・バランス）項目   

表計上額の合計額から帳簿   オフ・バランス取引項目   

価額の合計額を控除した額   マーケット・リスク相当額を   

の 45％   ８％で除して得た額   

土地の再評価額と再評価の   リスク・アセット等計(Ｇ)   

直前の帳簿価額の差額の   （参考）マーケット・リスク   

45％相当額   相当額   

一般貸倒引当金      

負債性資本調達手段等      

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｇ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｆ／Ｇ) ％ ％ 

 

 

〔国内基準に係る単体自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 
当中間

期末 
項          目 前期末 

当中間

期末 

資 本 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ)(Ｃ)   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   他の金融機関の資本調達手   

新 株 式 申 込 証 拠 金   段の意図的な保有相当額   

資 本 準 備 金    負債性資本調達手段及び   

そ の 他 資 本 剰 余 金    これに準ずるもの   

利 益 準 備 金       

そ の 他 利 益 剰 余 金    期限付劣後債務及び期限   

そ の 他    付優先株並びにこれらに   

自 己 株 式 △ △  準ずるもの   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

その他有価証券の評価差損 △ △ 控  除  項  目  計 ( Ｄ )   

新 株 予 約 権   自己資本額(Ｃ－Ｄ ) (Ｅ)   

営 業 権 相 当 額 △ △    

の れ ん △ △    

基  本  的  項  目 ( Ａ )      

 償還を行う蓋然性を有す      

 る株式等      

土地の再評価額と再評価の      

直前の帳簿価額の差額の      

45％相当額   資産（オン・バランス）項目   

一般貸倒引当金   オフ・バランス取引項目   

負債性資本調達手段等   リスク・アセット等計（Ｆ）   

 負債性資本調達手段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｆ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｅ／Ｆ) ％ ％ 

（記載上の注意） 

１ 本表には、長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14 条の２に規定する銀

行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断す

るために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出した数値を記載すること。 

２ 海外営業拠点を有する長期信用銀行は〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕、海外

営業拠点を有しない長期信用銀行は〔国内基準に係る単体自己資本比率〕を記載するこ

と。 

３ 「単体自己資本比率」とは、長期信用銀行法施行規則第 18条の２第１項第３号ロ(11)

に規定する単体自己資本比率をいう。 

４  「その他利益剰余金」欄は、社外流出予定額を控除した金額を記載すること。 

５ 「その他有価証券の評価差損」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り税効果

調整後の金額を記載すること。 

６ 「その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の

45％」欄は算出した金額が正の値である場合に限り記載すること。 

７ 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記
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載すること。 

 

 

第２     第     期中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

                                  

                                 （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  （う   ち   社   債） （   ） 

有 価 証 券    (うち新株予約権付社債) （   ） 

金 銭 の 信 託  預 金  

特 定 取 引 資 産  譲 渡 性 預 金  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

買 入 手 形  売 渡 手 形  

買 現 先 勘 定  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  特 定 取 引 負 債  

コ ー ル ロ ー ン  売 現 先 勘 定  

現 金 預 け 金  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

そ の 他 資 産  コ ー ル マ ネ ー  

有 形 固 定 資 産  外 国 為 替  

無 形 固 定 資 産  短 期 社 債  

債  券  繰  延  資  産  そ の 他 負 債  

繰 延 税 金 資 産  賞 与 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  役 員 賞 与 引 当 金  

支 払 承 諾 見 返  退 職 給 付 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 △ 特 別 法 上 の 引 当 金  

  繰 延 税 金 負 債  

  再評価に係る繰延税金負債  

  負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産  の  部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  ○  ○  積 立 金  

  繰 越 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式               △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１  次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2)  次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査

定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況に

ついても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 
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⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

(3)  会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したとき（当該中間会計期間の直前の事業年度に

係る財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、

当該中間会計期間の直前の中間会計期間に係る中間財務諸表作成上の会計処理の原

則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該

変更が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の４第１項から第３

項までに規定する有価証券に関する事項 

(5)  貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロによ

る。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金

額（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する

金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金

又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等

をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の

総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(10)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対す

る金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限

りでない。 

(11)  関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23 号に規定する関係会社をいう。）の株

式又は出資金の総額 

(12)  次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

①  繰延税金資産（その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合に

おける当該金額を含む。） 

②  繰延税金負債 

(13)  資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に

係る債務の金額 

(14)  重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(15)  １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。ただし、中間連結貸借対照表を

作成している場合は、記載を省略することができる。） 

(16)  会社計算規則第 2 条第 3 項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、

当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社とな

る旨 

(17)  中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度（当該中間会計期間

を除く。）以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当

該事象 

(18) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の８及び第５条の

９に規定するストック・オプションに関する事項 

(19) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の 10 から第５条の

13 まで、第５条の 16、第 30 条及び第 50条の３に規定する企業結合に関する事項 

(20) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の 14、第５条の 15

及び第５条の 17に規定する事業分離に関する事項 

(21)  以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が

資産総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な

名称を付した科目を設けて記載すること。 

 

 

年    月    日から 

 第３     第     期中                           中間損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （×  ×  ×） 

（うち有価証券利息配当金） （×  ×  ×） 

  役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 
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  特 定 取 引 収 益 ×  ×  × 

  そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

  そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

  資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

( う ち 債 券 利 息 ) （×  ×  ×） 

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 )  

( う ち 預 金 利 息 ) （×  ×  ×） 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

特 定 取 引 費 用 ×  ×  × 

  そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  × 

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

税 引 前 中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

２ 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載

すること。 

３  法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額を銭単位で注記すること。 
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年   月   日から 

第４    第   期中                   中間株主資本等変動計算書 

年   月   日まで 

 (単位：円) 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約 

権 

純資産 

合計 
資本 

金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その 

他 

有価 

証券 

評価 

差額 

金 

繰延 

ヘッ 

ジ 

損益 

土地 

再 

評価 

差額 

金 

評価 

・ 

換算 

差額 

等 

合計 

資本 

準備 

金 

その 

他 

資本 

剰余 

金 

資本 

剰余 

金 

合計 

利益 

準備 

金 

その他 

利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

×× 

積立 

金 

繰越 

利益 

剰余

金 

直前事業年度

末残高 

×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 

 ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

中間会計期間 

中の変動額 

                     

新株の発行 ×× ××  ××          ××       ×× 

剰余金の 

配当 

    ××  △ ×× △ ××   △ ××      △ ×× 

中間純利益        ××  ××    ××       ×× 

自己株式の 

処分 

           ××  ××       ×× 

・・・・・                      

株主資本以 

外の項目の 

中間会計期 

間中の変動 

額(純額) 

              ×× ×× ×× ×× ××   ×× 

中間会計期間 

中の変動額 

合計 

×× ×× ― ×× ×× ―  ××  ××  ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

中間会計期間

末残高 

×× ×× ×× ×× ×× ××  ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 
 
 
 
 
 
 

（記載上の注意） 
１ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 
所に記載すること。 
２ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね中間貸借対照表における記載の順序によること。 
３ 株主資本以外の科目について、中間会計期間中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び 
金額の記載は、概ね中間貸借対照表における記載の順序によること。 
４ その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、直前事業年度末残高、中間会計期間中の変動額及び 
中間会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、直前事業年度末残高、中間会計期間中の変動額及び 
中間会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

６ 資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 
７ 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 65条から第 68条までの規定に従い注記すること。 

 

               年    月    日から      

 第５     第     期中                            中間キャッシュ・フロー計算書 

年    月    日まで 

 

〔直接法により表示する場合〕                    （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金回収による収入  

預金払出による支出  

貸付金利息収入  

預金利息支出  

営業経費支出  

……………………………………………  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高  

（記載上の注意） 

１ 中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 
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２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切

な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

〔間接法により表示する場合〕                                       （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益（損失）  

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増加額  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益  

貸出金の純増減  

預金の純増減  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

……………………………………………  

小     計  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高  

（記載上の注意） 

１ 中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切

な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

 

第６ 第  期   年  月  日から  短期資金に関する 

年  月  日まで 

      貸付金等の限度に関する書面 

 

 １ 貸付金等の需要別等に関する事項 

（単位：百万円） 

 

種  類 

当   中   間   期   末   残   高 

貸付金 割引手形 
その他の 

債  権 
計 支払承諾 合  計 

設備資金       

長期運転資金       

その他の長期運転

資金 

      

計       

短期資金       

合  計       
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 ２ 預金及びこれに準ずるものに関する事項 

（単位：百万円） 

種  類 当   期   末   残   高 

預 金 

 政府関係預り金 

   公 金 預 金 

 金 融 機 関 預 金 

 一 般 預 金 

預金に準ずるもの 

・ ・ ・ 

計 

 

（記載上の注意） 

   公金預金には、地方公共団体、公社、公庫、公団等の預金の合計額を記載すること。 

別
紙
様
式
第
２
号
（
第
１
７
条
第
２
項
関
係
）

別紙様式第２号（第 17条第２項関係）                    （日本工業規格Ａ４） 

 

業     務     報     告     書 

 

年    月    日から 

第     期 

年    月    日まで 

 

株式会社               銀行 

 

年    月    日 

 

金融庁長官       殿 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役   氏         名  印 

 

年   月   日から   年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

第１ 事業概況書 

１ 事業の概要 ８ 貸出金の担保内訳 

２ 営業所等の増減 ９ 貸倒引当金の状況 

３ 会社役員及び職員の増減 10 有価証券の内訳 

４ 会社役員の略歴及び所有自社株式 11 商品有価証券の内訳 

５ 株主の状況 12 有形固定資産の内訳 

６ 株主総会の状況 

７ 債券の内訳 

13 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担

保内訳 

 14 自己資本比率の状況 

第２ 貸借対照表 

第３ 損益計算書 

第４ 株主資本等変動計算書 

第５ キャッシュ・フロー計算書 

第６ 短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面 
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（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記

載すること。 

２ この様式中財務諸表に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

３ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

４ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

５   当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行は、事業報告（長期信用銀

行法施行規則別紙様式第６号）及び附属明細書（長期信用銀行法施行規則別紙様式第７

号）で記載を省略した事項について、以下に同一内容の記載がある事項を除き、追加し

て記載すること。 

６ この様式中、第２ 貸借対照表、第３ 損益計算書、第４ 株主資本等変動計算書、

第５ キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項は、第５ キャッシュ・フロー計算

書の次に一括して記載することができる。 

 

 

年    月    日から 

    第１     第     期                            事業概況書 

年    月    日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

主要勘定の増減の事由、償却及び引当の方針その他事業の状況の推移に関する重要な事項

を記載すること。 

 

２ 営業所等の増減 

 

区 分 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

本 支 店    

出 張 所    

計    

 （記載上の注意） 

   長期信用銀行代理業者が長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所を除いて記載する

こと。 

 

区 分 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

長期信用銀行代理業者    

 長期信用銀行代理業

を営む営業所又は事

務所 

   

 

 

３ 会社役員及び職員の増減 

 

区 分 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

会 

社

役 

員 

取 締 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 
 

会 計 参 与    

監 査 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 

 

執 行 役    

計    

職 

 

員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合      計    

（記載上の注意） 

１ 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する

執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 

当期末における取締役を兼務する執行役の員数          人 

２ 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

３ 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、

自動車運転手等の職員数を記載すること。 

４ 職員計のうち出向職員（在籍のまま他社等へ出向している者）については欄外に次の

とおり記載すること。 

当期末における出向職員数          人 
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４ 会社役員の略歴及び所有自社株式 

 

役名及び職名 

氏名又は名称 

（生年月日又は設立 

年月日及び住所） 

略歴又は沿革 所有自社株式数 備  考 

   株  

計 名    

（記載上の注意） 

１ 会計参与が法人であるときは、当該会計参与及びその職務を行うべき社員について記

載すること。 

２ 長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第７条第１項による取締役（委員会設

置会社にあつては、執行役）の兼職の認可を得ている者は、備考欄に兼職認可年月日及

び兼職関係を記載すること。 

 

５ 株主の状況 

 

氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 割        合 

 千株 ％ 

   

   

そ の 他 の 株 主 （     名 ）   

       計     （     名 ）  100  

（記載上の注意） 

持株数の多い順に 30名を記載すること。 

 

６ 株主総会の状況 

（記載上の注意） 

総会の種類、総会開催の年月日及び総会において決議した事項その他総会に関する重要な

事項を記載すること。 

 

７ 債券の内訳 

種 類 前期末発行高 当期発行高 当期償還高 当期末発行高 

種 類     

種 類     

計     

（記載上の注意） 

 1 本表には、転換社債を除いて記載すること。 

2 利付債券については、償還期限の種類別に記載すること。 

3 償還には、買入消却を含め記載すること。 

 

８ 貸出金の担保内訳 

（単位：百万円） 

受入担保の種類 
貸  出  金 

当期末残高 
構成割合 

内          訳 

貸付金 割引手形 

自 行 預 金  ％   

有 価 証 券     

債 権     

商 品     

不 動 産     

財 団     

そ の 他     

計     

保 証     

信 用     

合      計  100    

（記載上の注意） 

２種類以上の担保がある貸出金については、この様式に掲げる受入担保の種類の配列順に

従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

 

９ 貸倒引当金の状況 

（単位：百万円） 

  繰入額 取崩額 
純繰入額 

（△純取崩額） 
当期末残高 摘  要 

一 般 貸 倒 引 当 金      

 う ち 有 税 分      

個 別 貸 倒 引 当 金      

 う ち 有 税 分      

特定海外債権引当勘定      

 う ち 有 税 分      

合       計      

（記載上の注意） 
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個別貸倒引当金の「取崩額」欄には、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従う

取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。 

個別貸倒引当金の目的に従う取崩額                 無税        百万円 

有税      百万円 

 

10 有価証券の内訳 

（単位：百万円） 

種          類 額面総額 当期末残高 当期末手元現在高 

国 債    

地 方 債    

短 期 社 債    

社 債    

公 社 公 団 債    

金 融 債    

事 業 債    

（社債のうち政府保証債） （ ） （ ） （ ） 

株 式    

金 融 機 関 株 式    

そ の 他    

そ の 他 の 証 券    

外 国 証 券    

そ の 他    

計    

（記載上の注意）  

１  株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

２  「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている有価証券を控除

した後の当期末残高を記載すること。 

 

11 商品有価証券の内訳 

（単位：百万円） 

種        類 額面金額 取得原価 当期末残高 当期末手元現在高 

商 品 国 債     

長 期 利 付 国 債     

中 期 利 付 国 債     

割 引 国 債     

政 府 短 期 証 券     

そ の 他     

商 品 地 方 債     

商 品 政 府 保 証 債     

その他の商品有価証券     

計     

（記載上の注意） 

「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている商品有価証券を控

除した後の当期末残高を記載すること。 

 

12  有形固定資産の内訳 

（単位：百万円） 

種       類 建     物 土     地 建設仮勘定     
その他の有形固

定資産 

事 業 用     

所 有     

計     

（記載上の注意） 

１  土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額については、欄外に次のとおり記載

すること。 

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額  事業用土地        百万円 

所有土地          百万円 

２  当期に「建物」、「土地」及び「その他の有形固定資産」の減損損失を計上した場合に

は、当該減損損失の合計額について、欄外に次のとおり記載すること。 

建物、土地及びその他の有形固定資産に係る減損損失の合計額    

事業用     百万円 

                       所 有     百万円 

 

13  支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

(1) 支払承諾の内訳 

（単位：百万円） 

種          類 当期末口数 当期末残高 

手 形 引 受   

信 用 状   

保 証   

計   
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(2) 支払承諾見返の担保内訳 

（単位：百万円） 

受入担保の種類 支払承諾見返当期末残高 構成割合 

自 行 預 金  ％ 

有 価 証 券   

債 権   

商 品   

不 動 産   

財 団   

そ の 他   

計   

保 証   

信 用   

合        計  100  

（記載上の注意） 

２種類以上の担保がある支払承諾見返については、この様式に掲げている受入担保の種

類の配列順に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

 

 

14  自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕 

                                    （単位：百万円） 

項          目 前期末 当期末 項          目 前期末 当期末 

資 本 金   短 期 劣 後 債 務   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 

新 株 式 申 込 証 拠 金   準  補  完  的  項  目 (Ｃ )   

資 本 準 備 金      

そ の 他 資 本 剰 余 金      

利 益 準 備 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)   

そ の 他 利 益 剰 余 金   (Ｄ)   

そ の 他   他の金融機関の資本調達手   

自 己 株 式 △ △ 段の意図的な保有相当額   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金    負債性資本調達手段及び   

その他有価証券の評価差損 △ △  これに準ずるもの   

新 株 予 約 権    期限付劣後債務及び期限   

営 業 権 相 当 額 △ △  付優先株並びにこれらに   

    準ずるもの   

の れ ん △ △  短期劣後債務及びこれに   

    準ずるもの   

基  本  的  項  目 ( Ａ )   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

 償還を行う蓋然性を有す   控  除  項  目  計 ( Ｅ )   

 る株式等   自己資本額 (Ｄ－Ｅ ) (Ｆ )   

 海外特別目的会社の発行      

 する優先出資証券      

その他有価証券の貸借対照   資産（オン・バランス）項目   

表計上額の合計額から帳簿   オフ・バランス取引項目   

価額の合計額を控除した額   マーケット・リスク相当額を   

の 45％   ８％で除して得た額   

土地の再評価額と再評価の   リスク・アセット等計(Ｇ)   

直前の帳簿価額の差額の   （参考）マーケット・リスク   

45％相当額   相当額   

一 般 貸 倒 引 当 金      

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等      

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 自 己 資 本 比 率(Ｆ／Ｇ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｇ) ％ ％ 

 

 

〔国内基準に係る単体自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 当期末 項          目 前期末 当期末 

資 本 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ)(Ｃ)   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   他の金融機関の資本調達手   

新 株 式 申 込 証 拠 金   段の意図的な保有相当額   

資 本 準 備 金    負債性資本調達手段及び   

そ の 他 資 本 剰 余 金    これに準ずるもの   

利 益 準 備 金       
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そ の 他 利 益 剰 余 金    期限付劣後債務及び期限   

そ の 他    付優先株並びにこれらに   

自 己 株 式 △ △  準ずるもの   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

その他有価証券の評価差損 △ △ 控  除  項  目  計 ( Ｄ )   

新 株 予 約 権   自己資本額(Ｃ－Ｄ ) (Ｅ)   

営 業 権 相 当 額 △ △    

の れ ん △ △    

基  本  的  項  目 ( Ａ )      

 償還を行う蓋然性を有す      

 る株式等      

土地の再評価額と再評価の      

直前の帳簿価額の差額の      

45％相当額   資産（オン・バランス）項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   オフ・バランス取引項目   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   リスク・アセット等計（Ｆ）   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｆ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｅ／Ｆ) ％ ％ 

（記載上の注意） 

１ 本表には、長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14 条の２に規定する銀

行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断す

るために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出した数値を記載すること。 

２ 海外営業拠点を有する長期信用銀行は〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕、海外

営業拠点を有しない長期信用銀行は〔国内基準に係る単体自己資本比率〕を記載するこ

と。 

３ 「単体自己資本比率」とは、長期信用銀行法施行規則第 18条の２第１項第３号ロ(11)

に規定する単体自己資本比率をいう。 

４  「その他利益剰余金」欄は、社外流出予定額を控除した金額を記載すること。 

５ 「その他有価証券の評価差損」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り税効果

調整後の金額を記載すること。 

６ 「その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の

45％」欄は算出した金額が正の値である場合に限り記載すること。 

７ 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

 

 

第２     第     期末（     年    月    日現在）貸借対照表 

 

                                （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

証 書 貸 付  （う   ち   社   債） （   ） 

手 形 貸 付    (うち新株予約権付社債) （   ） 

当 座 貸 越  債 券 発 行 高  

割 引 手 形  債 券 募 集 金  

外 国 為 替  預 金  

買 入 外 国 為 替  定 期 預 金  

取 立 外 国 為 替  定 期 積 金  

外 国 他 店 貸  通 知 預 金  

外 国 他 店 預 け  貯 蓄 預 金  

有 価 証 券  普 通 預 金  

国 債  当 座 積 金  

地 方 債  そ の 他 の 預 金  

短 期 社 債  譲 渡 性 預 金  

社 債  借 用 金  

株 式  借 入 金  

そ の 他 の 証 券  再 割 引 手 形  

金 銭 の 信 託  売 渡 手 形  

商 品 有 価 証 券  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

商 品 国 債  コ ー ル マ ネ ー  

商 品 地 方 債  売 現 先 勘 定  

商 品 政 府 保 証 債  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

その他の商品有価証券  外 国 為 替  

買 入 金 銭 債 権     売 渡 外 国 為 替  

買 入 手 形  未 払 外 国 為 替  

コ ー ル ロ ー ン  外 国 他 店 借  

買 現 先 勘 定     外 国 他 店 預 り  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  短 期 社 債  
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現 金 預 け 金  そ の 他 負 債  

現 金     未 決 済 為 替 借  

預 け 金  未 払 費 用  

そ の 他 資 産  未 払 法 人 税 等  

未 決 済 為 替 貸  前 受 収 益  

前 払 費 用  従 業 員 預 り 金  

未 収 収 益  給 付 補 て ん 備 金  

先 物 取 引 差 入 証 拠 金  借 入 有 価 証 券  

先 物 取 引 差 金 勘 定  借 入 商 品 債 券  

保 管 有 価 証 券 等  売 付 商 品 債 券  

金 融 派 生 商 品  売 付 債 券  

そ の 他 の 資 産  先 物 取 引 受 入 証 拠 金  

有 形 固 定 資 産  先 物 取 引 差 金 勘 定  

建 物  金 融 派 生 商 品  

土 地  そ の 他 の 負 債  

建 設 仮 勘 定  賞 与 引 当 金  

その他の有形固定資産  役 員 賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

ソ フ ト ウ ェ ア  特 別 法 上 の 引 当 金  

の れ ん  金融先物取引責任準備金  

その他の無形固定資産  繰 延 税 金 負 債  

債  券  繰  延  資  産  再評価に係る繰延税金負債  

債 券 発 行 差 金  負 の の れ ん  

債 券 発 行 費 用  支 払 承 諾  

繰 延 税 金 資 産  負 債 の 部 合 計  

再評価に係る繰延税金資産  （ 純 資 産  の  部 ）  

支 払 承 諾 見 返  資 本 金  

貸 倒 引 当 金 △ 新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  ○   ○   積  立  金  

  繰越利益剰余金  

  自 己 株 式               △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１  次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2)  次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10 条

に規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査

定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況に

ついても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

(3)  会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が
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財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条の 7 第 1項から第 4項ま

でに規定する有価証券に関する事項 

(5)  有価証券の貸付けを行つている場合には、その旨及びその金額（金額は貸借対照表

価額とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分けて記

載すること。） 

(6)  親会社株式の金額 

(7)  貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロによ

る。 

(8)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(9)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(10) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金

額（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(11)  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定

に従い記載すること。） 

(12) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23号に規定する関係会社をいう。以下同

じ。）に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごと

に、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対

する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する

項目ごとの金額又は２以上の項目について一括した金額 

(13)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対す

る金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び

預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀

行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀

行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(14)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対す

る金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限

りでない。 

(15)  関係会社の株式又は出資金の総額 

(16)  次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

①  繰延税金資産（その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合に

おける当該金額を含む。） 

②  繰延税金負債 

(17)  資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に 

係る債務の金額 

(18)  重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(19)  1株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(20)  会社法以外の法律の規定又は契約により、剰余金の配当について制限を受けて

いる場合には、その旨及びその内容 

  (21)  会社計算規則第 2 条第 3 項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、

当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社とな

る旨 

(22)  事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が

発生した場合における当該事象 

(23) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 14 から第８条の 16

までに規定するストック・オプションに関する事項 

(24) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 17から第８条の 22ま

で、第８条の 25、第 56条及び第 95条の３の３に規定する企業結合に関する事項 

(25) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 23、第８条の 24 及び

第８条の 26 に規定する事業分離に関する事項 

(26)  以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

３ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額

が資産総額の 100 分の 1 を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切

な名称を付した科目を設けて記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

年    月    日から 

第３     第     期                             損益計算書 

年    月    日まで 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

貸 出 金 利 息 ×  ×  × 
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有 価 証 券 利 息 配 当 金 ×  ×  × 

買 入 手 形 利 息 ×  ×  × 

コ ー ル ロ ー ン 利 息 ×  ×  × 

買 現 先 利 息 ×  ×  × 

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 ×  ×  × 

預 け 金 利 息 ×  ×  × 

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 ×  ×  × 

そ の 他 の 受 入 利 息 ×  ×  × 

役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 

受 入 為 替 手 数 料 ×  ×  × 

そ の 他 の 役 務 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

外 国 為 替 売 買 益 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 売 却 益 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 償 還 益 ×  ×  × 

商 品 有 価 証 券 売 買 益 ×  ×  × 

金 融 派 生 商 品 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 業 務 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

株 式 等 売 却 益 ×  ×  × 

金 銭 の 信 託 運 用 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

債 券 利 息 ×  ×  × 

債 券 発 行 差 金 償 却 ×  ×  × 

預 金 利 息 ×  ×  × 

譲 渡 性 預 金 利 息 ×  ×  × 

借 用 金 利 息 ×  ×  × 

短 期 社 債 利 息 ×  ×  × 

売 渡 手 形 利 息 ×  ×  × 

コマーシャル・ペーパー利息 ×  ×  × 

コ ー ル マ ネ ー 利 息 ×  ×  × 

売 現 先 利 息 ×  ×  × 

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 ×  ×  × 

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 ×  ×  × 

そ の 他 の 支 払 利 息 ×  ×  × 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

支 払 為 替 手 数 料 ×  ×  × 

そ の 他 の 役 務 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

  債 券 発 行 費 用 償 却 ×  ×  × 

外 国 為 替 売 買 損 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 売 却 損 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 償 還 損 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 償 却 ×  ×  × 

商 品 有 価 証 券 売 買 損 ×  ×  × 

金 融 派 生 商 品 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 の 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  × 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ×  ×  × 

貸 出 金 償 却 ×  ×  × 

株 式 等 売 却 損 ×  ×  × 

株 式 等 償 却 ×  ×  × 

金 銭 の 信 託 運 用 損 ×  ×  × 

そ の 他 の 経 常 費 用 ×  ×  × 

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

 固 定 資 産 処 分 益 ×  ×  × 

 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 ×  ×  × 

償 却 債 権 取 立 益 ×  ×  × 

金融先物取引責任準備金取崩額 ×  ×  × 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 取 崩 額 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

固 定 資 産 処 分 損 ×  ×  × 

減 損 損 失 ×  ×  × 

金融先物取引責任準備金繰入額 ×  ×  × 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 損 失 ×  ×  ×                                    
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税 引 前 当 期 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

当 期 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１  関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高の総

額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額、及びその他の取引高の総額を注

記すること。 

２  上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

３  本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載

すること。 

４  「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常な利

益又は損失の金額を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないもの

は、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

５  法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６  「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当

勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個

別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回

る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 

７  「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を

記載すること。 

８ １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額を銭単位で注記すること。 

９  関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第 140条の規定に従い注記すること。 

10  総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。 

年   月   日から 

第４    第   期                   株主資本等変動計算書 

年   月   日まで 

（単位：円）                                                        

 株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約 

権 

純資産 

合計 
資本 

金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その 

他 

有価 

証券 

評価 

差額 

金 

繰延 

ヘッ 

ジ 

損益 

土地 

再 

評価 

差額 

金 

評価 

・ 

換算 

差額 

等 

合計 

資本 

準備 

金 

その 

他 

資本 

剰余 

金 

資本 

剰余 

金 

合計 

利益 

準備 

金 

その他 

利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

×× 

積立 

金 

繰越 

利益 

剰余

金 

前事業年度末 

残高 

×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 

 ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当事業年度 

変動額 

                     

新株の発行 ×× ××  ××          ××       ×× 

剰余金の配 

当 

    ××  △ ×× △ ××   △ ××      △ ×× 

当期純利益        ××  ××    ××       ×× 

自己株式の 

処分 

           ××  ××       ×× 

・・・・・                      

株主資本以 

外の項目の 

当事業年度 

変動額 

(純額) 

              ×× ×× ×× ×× ××   ×× 

当事業年度 

変動額合計 

×× ×× － ×× ×× －  ××  ××  ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当事業年度末 

残高 

×× ×× ×× ×× ×× ××  ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

          
（ 

（記載上の注意） 
１ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 
所に記載すること。 

２  株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。 
３  株主資本以外の科目について、事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記 
載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。 

４  その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年 
度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５  評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年 
度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

６  資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 
７  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 106条から第 109条までの規定に従い注記すること。 
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年    月    日から 

第５     第     期                             キャッシュ・フロー計算書 

年    月    日まで 

 

〔直接法により表示する場合〕                    （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金回収による収入  

預金払出による支出  

貸付金利息収入  

預金利息支出  

営業経費支出  

……………………………………………  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  

（記載上の注意） 

１ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切

な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

〔間接法により表示する場合〕                                       （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益（損失）  

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増加額  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益  

貸出金の純増減  

預金の純増減  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

……………………………………………  

小     計  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

……………………………………………  
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財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  

（記載上の注意） 

１ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切

な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

 

第６ 第  期   年  月  日から  短期資金に関する 

年  月  日まで 

      貸付金等の限度に関する書面 

 

 １ 貸付金等の需要別等に関する事項 

（単位：百万円） 

 

種  類 

当   期   末   残   高 

貸付金 割引手形 
その他の 

債  権 
計 支払承諾 合  計 

設備資金       

長期運転資金       

その他の長期運転

資金 

      

計       

短期資金       

合  計       

 

 

 

 

 

 ２ 預金及びこれに準ずるものに関する事項 

（単位：百万円） 

種  類 当   期   末   残   高 

預 金 

 政府関係預り金 

   公 金 預 金 

 金 融 機 関 預 金 

 一 般 預 金 

預金に準ずるもの 

・ ・ ・ 

計 

 

（記載上の注意） 

    公金預金には、地方公共団体、公社、公庫、公団等の預金の合計額を記載すること。 
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第
１
７
条
第
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項
関
係
）

別紙様式第２号の２（第 17条第２項関係）                         （日本工業規格Ａ４） 

 

業     務     報     告     書 

 

年    月    日から 

第     期 

年    月    日まで 

 

株式会社               銀行 

 

年    月    日 

金融庁長官       殿 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役   氏         名  印 

 

年   月   日から   年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

第１ 事業概況書 

１ 事業の概要 10 有価証券の内訳 

２ 営業所等の増減 11 特定取引有価証券の内訳 

３ 会社役員及び職員の増減 12 商品有価証券の内訳 

４ 会社役員の略歴及び所有自社株式 13 有形固定資産の内訳 

５ 株主の状況 

６ 株主総会の状況 

14 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担

保内訳 

７ 債券の内訳 15 自己資本比率の状況 

８ 貸出金の担保内訳  

９ 貸倒引当金の状況  

第２ 貸借対照表 

第３ 損益計算書 

第４ 株主資本等変動計算書 

第５ キャッシュ・フロー計算書 

第６ 短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記

載すること。 

２ この様式中財務諸表に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

３ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

４ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

５ 当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行は、事業報告（長期信用銀

行法施行規則別紙様式第６号）及び附属明細書（長期信用銀行法施行規則別紙様式第７

号）で記載を省略した事項について、以下に同一内容の記載がある事項を除き、追加し

て記載すること。 

６ この様式中、第２ 貸借対照表、第３ 損益計算書、第４ 株主資本等変動計算書、

第５ キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項は、第５ キャッシュ・フロー計算

書の次に一括して記載することができる。 

 

 

年    月    日から 

     第１     第     期                            事業概況書 

年    月    日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

主要勘定の増減の事由、償却及び引当の方針その他事業の状況の推移に関する重要な事項

を記載すること。 

 

２ 営業所等の増減 

 

区 分 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

本 支 店    

出 張 所    

計    

（記載上の注意） 

  長期信用銀行代理業者が長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所を除いて記載するこ

と。 
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区 分 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

長期信用銀行代理業者    

 長期信用銀行代理業

を営む営業所又は事

務所 

   

 

 

３ 会社役員及び職員の増減 

 

区 分 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

会 

社

役 

員 

取 締 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 
 

会 計 参 与    

監 査 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 

 

執 行 役    

計    

職 

 

員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合      計    

（記載上の注意） 

１ 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する

執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 

当期末における取締役を兼務する執行役の員数          人 

２ 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

３ 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、

自動車運転手等の職員数を記載すること。 

４ 職員計のうち出向職員（在籍のまま他社等へ出向している者）については欄外に次の

とおり記載すること。 

当期末における出向職員数          人 

 

 

 

 

 

４ 会社役員の略歴及び所有自社株式 

 

役名及び職名 

氏名又は名称 

（生年月日又は設立 

年月日及び住所） 

略歴又は沿革 所有自社株式数 備  考 

   株  

計 名    

（記載上の注意） 

１ 会計参与が法人であるときは、当該会計参与及びその職務を行うべき社員について記

載すること。 

２ 長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第７条第１項による取締役（委員会設

置会社にあつては、執行役）の兼職の認可を得ている者は、備考欄に兼職認可年月日及

び兼職関係を記載すること。 

 

５ 株主の状況 

 

氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 割        合 

 千株 ％ 

   

   

そ の 他 の 株 主 （     名 ）   

       計     （     名 ）  100  

（記載上の注意） 

持株数の多い順に 30名を記載すること。 

 

６ 株主総会の状況 

（記載上の注意） 

総会の種類、総会開催の年月日及び総会において決議した事項その他総会に関する重要な

事項を記載すること。 

 

７ 債券の内訳 

 

種 類 前期末発行高 当期発行高 当期償還高 当期末発行高 

種 類     

種 類     

計     
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（記載上の注意） 

 1 本表には、転換社債を除いて記載すること。 

2 利付債券については、償還期限の種類別に記載すること。 

3 償還には、買入消却を含め記載すること。 

 

８ 貸出金の担保内訳 

（単位：百万円） 

受入担保の種類 
貸  出  金 

当期末残高 
構成割合 

内          訳 

貸付金 割引手形 

自 行 預 金  ％   

有 価 証 券     

債 権     

商 品     

不 動 産     

財 団     

そ の 他     

計     

保 証     

信 用     

合      計  100    

（記載上の注意） 

２種類以上の担保がある貸出金については、この様式に掲げる受入担保の種類の配列順

に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

 

９ 貸倒引当金の状況 

（単位：百万円） 

  繰入額 取崩額 
純繰入額 

（△純取崩額） 
当期末残高 摘  要 

一 般 貸 倒 引 当 金      

 う ち 有 税 分      

個 別 貸 倒 引 当 金      

 う ち 有 税 分      

特定海外債権引当勘定      

 う ち 有 税 分      

合       計      

 

（記載上の注意） 

個別貸倒引当金の「取崩額」欄には、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従う

取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。 

個別貸倒引当金の目的に従う取崩額                 無税        百万円 

有税      百万円 

 

10 有価証券の内訳 

（単位：百万円） 

種          類 額面総額 当期末残高 当期末手元現在高 

国 債    

地 方 債    

短 期 社 債    

社 債    

公 社 公 団 債    

金 融 債    

事 業 債    

（社債のうち政府保証債） （ ） （ ） （ ） 

株 式    

金 融 機 関 株 式    

そ の 他    

そ の 他 の 証 券    

外 国 証 券    

そ の 他    

計    

（記載上の注意）  

１  株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

２  「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている有価証券を控除

した後の当期末残高を記載すること。 

 

 

11 特定取引有価証券の内訳 

（単位：百万円） 

種  類 額面金額 取得原価 当期末残高 
当期末手元 

現在高 

国 債     
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地 方 債     

政 府 保 証 債     

外 国 証 券     

計     

（記載上の注意） 

「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差入れている特定取引有価証券を控

除した後の当期末残高を記載すること。 

 

12 商品有価証券の内訳 

（単位：百万円） 

種        類 額面金額 取得原価 当期末残高 当期末手元現在高 

商 品 国 債     

長 期 利 付 国 債     

中 期 利 付 国 債     

割 引 国 債     

政 府 短 期 証 券     

そ の 他     

商 品 地 方 債     

商 品 政 府 保 証 債     

その他の商品有価証券     

計     

（記載上の注意） 

「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている商品有価証券を控

除した後の当期末残高を記載すること。 

 

13  有形固定資産の内訳 

（単位：百万円） 

種       類 建     物 土     地 建設仮勘定     
その他の有形固

定資産 

事 業 用     

所 有     

計     

（記載上の注意） 

１  土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額については、欄外に次のとおり記載

すること。 

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額  事業用土地        百万円 

所有土地          百万円 

２  当期に「建物」、「土地」及び「その他の有形固定資産」の減損損失を計上した場合に

は、当該減損損失の合計額について、欄外に次のとおり記載すること。 

建物、土地及びその他の有形固定資産に係る減損損失の合計額    

事業用     百万円 

                       所 有     百万円 

 

 

14  支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

 

(1) 支払承諾の内訳 

（単位：百万円） 

種          類 当期末口数 当期末残高 

手 形 引 受   

信 用 状   

保 証   

計   

 

(2) 支払承諾見返の担保内訳 

（単位：百万円） 

受入担保の種類 支払承諾見返当期末残高 構成割合 

自 行 預 金  ％ 

有 価 証 券   

債 権   

商 品   

不 動 産   

財 団   

そ の 他   

計   

保 証   

信 用   

合        計  100  

（記載上の注意） 

２種類以上の担保がある支払承諾見返については、この様式に掲げている受入担保の種

類の配列順に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 
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15  自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕 

                                    （単位：百万円） 

項          目 前期末 当期末 項          目 前期末 当期末 

資 本 金   短 期 劣 後 債 務   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 

新 株 式 申 込 証 拠 金   準  補  完  的  項  目 (Ｃ )   

資 本 準 備 金      

そ の 他 資 本 剰 余 金      

利 益 準 備 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)   

そ の 他 利 益 剰 余 金   (Ｄ)   

そ の 他   他の金融機関の資本調達手   

自 己 株 式 △ △ 段の意図的な保有相当額   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金    負債性資本調達手段及び   

その他有価証券の評価差損 △ △  これに準ずるもの   

新 株 予 約 権    期限付劣後債務及び期限   

営 業 権 相 当 額 △ △  付優先株並びにこれらに   

    準ずるもの   

の れ ん △ △  短期劣後債務及びこれに   

    準ずるもの   

基  本  的  項  目 ( Ａ )   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

 償還を行う蓋然性を有す   控  除  項  目  計 ( Ｅ )   

 る株式等   自己資本額 (Ｄ－Ｅ ) (Ｆ )   

 海外特別目的会社の発行      

 する優先出資証券      

その他有価証券の貸借対照   資産（オン・バランス）項目   

表計上額の合計額から帳簿   オ フ・ バラ ンス取 引項 目   

価額の合計額を控除した額   マーケット・リスク相当額を   

の 45％   ８％で除して得た額   

土地の再評価額と再評価の   リスク・アセット等計 (Ｇ)   

直前の帳簿価額の差額の   （参考）マーケット・リスク   

45％相当額   相当額   

一 般 貸 倒 引 当 金      

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等      

 負 債性 資本 調達手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｇ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｆ／Ｇ) ％ ％ 

 

〔国内基準に係る単体自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 当期末 項          目 前期末 当期末 

資 本 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ)(Ｃ)   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   他の金融機関の資本調達手   

新 株 式 申 込 証 拠 金   段の意図的な保有相当額   

資 本 準 備 金    負債性資本調達手段及び   

そ の 他 資 本 剰 余 金    これに準ずるもの   

利 益 準 備 金       

そ の 他 利 益 剰 余 金    期限付劣後債務及び期限   

そ の 他    付優先株並びにこれらに   

自 己 株 式 △ △  準ずるもの   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

その他有価証券の評価差損 △ △ 控  除  項  目  計 ( Ｄ )   

新 株 予 約 権   自己資本額(Ｃ－Ｄ ) (Ｅ)   

営 業 権 相 当 額 △ △    

の れ ん △ △    

基  本  的  項  目 ( Ａ )      

 償還を行う蓋然性を有す      

 る株式等      

土地の再評価額と再評価の      

直前の帳簿価額の差額の      

45％相当額   資産（オン・バランス）項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   オフ・バランス取引項目   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   リスク・アセット等計（Ｆ）   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｆ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｅ／Ｆ) ％ ％ 
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（記載上の注意） 

１ 本表には、長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14 条の２に規定する銀

行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断す

るために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出した数値を記載すること。 

２ 海外営業拠点を有する長期信用銀行は〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕、海外

営業拠点を有しない長期信用銀行は〔国内基準に係る単体自己資本比率〕を記載するこ

と。 

３ 「単体自己資本比率」とは、長期信用銀行法施行規則第 18条の２第１項第３号ロ(11)

に規定する単体自己資本比率をいう。 

４  「その他利益剰余金」欄は、社外流出予定額を控除した金額を記載すること。 

５ 「その他有価証券の評価差損」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り税効果

調整後の金額を記載すること。 

６ 「その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の

45％」欄は算出した金額が正の値である場合に限り記載すること。 

７ 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

 

 

 

第２     第     期末（     年    月    日現在）貸借対照表 

 

                                 （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

証 書 貸 付  （う   ち   社   債） （ ） 

手 形 貸 付    (うち新株予約権付社債) （ ） 

当 座 貸 越  債 券 発 行 高  

割 引 手 形  債 券 募 集 金  

外 国 為 替  預 金  

買 入 外 国 為 替  定 期 預 金  

取 立 外 国 為 替  定 期 積 金  

外 国 他 店 貸  通 知 預 金  

外 国 他 店 預 け  貯 蓄 預 金  

有 価 証 券  普 通 預 金  

国 債  当 座 積 金  

地 方 債  そ の 他 の 預 金  

短 期 社 債  譲 渡 性 預 金  

社 債  借 用 金  

株 式  借 入 金  

そ の 他 の 証 券  再 割 引 手 形  

金 銭 の 信 託  特 定 取 引 負 債  

特 定 取 引 資 産    売 付 商 品 債 券  

  商 品 有 価 証 券    商 品 有 価 証 券 派 生 商 品  

 商 品 有 価 証 券 派 生商 品    特 定 取 引 売 付 債 券  

  特 定 取 引 有 価 証 券    特定取引有価証券派生商品  

  特定取引有価証券派生商品    特 定 金 融 派 生 商 品  

  特 定 金 融 派 生 商 品    そ の 他 の 特 定 取 引 負 債  

  そ の 他 の 特 定 取 引 資 産  売 渡 手 形  

買 入 金 銭 債 権  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

買 入 手 形  コ ー ル マ ネ ー  

コ ー ル ロ ー ン  売 現 先 勘 定  

買 現 先 勘 定  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  売 渡 外 国 為 替  

現 金  未 払 外 国 為 替  

預 け 金     外 国 他 店 借  

そ の 他 資 産  外 国 他 店 預 り  

未 決 済 為 替 貸  短 期 社 債  

前 払 費 用  そ の 他 負 債  

未 収 収 益  未 決 済 為 替 借  

先 物 取 引 差 入 証 拠 金  未 払 費 用  

先 物 取 引 差 金 勘 定  未 払 法 人 税 等  

保 管 有 価 証 券 等  前 受 収 益  

金 融 派 生 商 品  従 業 員 預 り 金  

そ の 他 の 資 産  給 付 補 て ん 備 金  

有 形 固 定 資 産  借入特定取引有価証券  

建 物  借 入 有 価 証 券  

土 地  借 入 商 品 債 券  

建 設 仮 勘 定  売 付 債 券  

その他の有形固定資産  先 物 取 引 受 入 証 拠 金  

無 形 固 定 資 産  先 物 取 引 差 金 勘 定  
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ソ フ ト ウ ェ ア  金 融 派 生 商 品  

の れ ん  そ の 他 の 負 債  

その他の無形固定資産  賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 発 行 差 金  退 職 給 付 引 当 金  

債 券 発 行 費 用  特 別 法 上 の 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  金融先物取引責任準備金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産  の  部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  ○  ○  積  立  金  

  繰 越 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式               △ 

  自己株式申込証拠金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１  次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2)  次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10 条

に規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査

定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況に

ついても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

(3)  会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が

財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条の 7 第 1項から第 4項ま

でに規定する有価証券に関する事項 

(5)  有価証券の貸付けを行つている場合には、その旨及びその金額（金額は貸借対照表

価額とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分けて記

載すること。） 

(6)  親会社株式の金額 

(7)  貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロによ

る。 

(8)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。
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ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(9)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(10)  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金

額（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(11)  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定

に従い記載すること。） 

(12)  関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23号に規定する関係会社をいう。以下同

じ。）に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごと

に、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に

対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属す

る項目ごとの金額又は２以上の項目について一括した金額 

(13)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対す

る金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び

預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀

行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀

行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(14)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対す

る金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限

りでない。 

(15)  関係会社の株式又は出資金の総額 

(16)  次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

①  繰延税金資産（その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合に

おける当該金額を含む。） 

②  繰延税金負債 

(17)  資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に

係る債務の金額 

(18)  重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(19)  1株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(20)  会社法以外の法律の規定又は契約により、剰余金の配当について制限を受けて

いる場合には、その旨及びその内容 

  (21)  会社計算規則第 2 条第 3 項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、

当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社とな

る旨 

(22)  事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が

発生した場合における当該事象 

(23) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 14 から第８条の 16

までに規定するストック・オプションに関する事項 

(24) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 17 から第８条の 22

まで、第８条の 25、第 56 条、及び第 95 条の３の３に規定する企業結合に関する事

項 

(25) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 23、第８条の 24、及

び第８条の 26に規定する事業分離に関する事項 

(26) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

３ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額

が資産総額の 100 分の 1 を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切

な名称を付した科目を設けて記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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年    月    日から 

第３     第     期                             損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

貸 出 金 利 息 ×  ×  × 

有 価 証 券 利 息 配 当 金 ×  ×  × 

買 入 手 形 利 息 ×  ×  × 

コ ー ル ロ ー ン 利 息 ×  ×  × 

買 現 先 利 息 ×  ×  × 

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 ×  ×  × 

預 け 金 利 息 ×  ×  × 

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 ×  ×  × 

そ の 他 の 受 入 利 息 ×  ×  × 

役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 

受 入 為 替 手 数 料 ×  ×  × 

そ の 他 の 役 務 収 益 ×  ×  × 

特 定 取 引 収 益 ×  ×  × 

商 品 有 価 証 券 収 益 ×  ×  × 

特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 ×  ×  × 

特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

外 国 為 替 売 買 益 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 売 却 益 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 償 還 益 ×  ×  × 

金 融 派 生 商 品 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 業 務 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

株 式 等 売 却 益 ×  ×  × 

金 銭 の 信 託 運 用 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

債 券 利 息 ×  ×  × 

債 券 発 行 差 金 償 却 ×  ×  × 

預 金 利 息 ×  ×  × 

譲 渡 性 預 金 利 息 ×  ×  × 

借 用 金 利 息 ×  ×  × 

短 期 社 債 利 息 ×  ×  × 

売 渡 手 形 利 息 ×  ×  × 

コマーシャル・ペーパー利息 ×  ×  × 

コ ー ル マ ネ ー 利 息 ×  ×  × 

売 現 先 利 息 ×  ×  × 

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 ×  ×  × 

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 ×  ×  × 

そ の 他 の 支 払 利 息 ×  ×  × 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

支 払 為 替 手 数 料 ×  ×  × 

そ の 他 の 役 務 費 用 ×  ×  × 

特 定 取 引 費 用 ×  ×  × 

商 品 有 価 証 券 費 用 ×  ×  × 

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 ×  ×  × 

特 定 金 融 派 生 商 品 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

  債 券 発 行 費 用 償 却 ×  ×  × 

外 国 為 替 売 買 損 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 売 却 損 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 償 還 損 ×  ×  × 

国 債 等 債 券 償 却 ×  ×  × 

金 融 派 生 商 品 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 の 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  × 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ×  ×  × 

貸 出 金 償 却 ×  ×  × 

株 式 等 売 却 損 ×  ×  × 

株 式 等 償 却 ×  ×  × 
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金 銭 の 信 託 運 用 損 ×  ×  × 

そ の 他 の 経 常 費 用 ×  ×  × 

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

固 定 資 産 処 分 益 ×  ×  × 

 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 ×  ×  × 

償 却 債 権 取 立 益 ×  ×  × 

金融先物取引責任準備金取崩額 ×  ×  × 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 取 崩 額 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

固 定 資 産 処 分 損 ×  ×  × 

減 損 損 失 ×  ×  × 

金融先物取引責任準備金繰入額 ×  ×  × 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 損 失 ×  ×  ×                                    

税 引 前 当 期 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

当 期 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

 （記載上の注意） 

１  関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高の総

額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額、及びその他の取引高の総額を注

記すること。 

２  上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

３  本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載

すること。 

４  「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常な利

益又は損失の金額を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないもの

は、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

５  法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６  「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当

勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個

別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回

る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 

７  「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を

記載すること。 

８ １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額を銭単位で注記すること。 

９  関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第 140条の規定に従い注記すること。 

10  総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。 
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年   月   日から 

第４    第   期                   株主資本等変動計算書 

年   月   日まで 

（単位：円）                                                        

 株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約 

権 

純資産 

合計 
資本 

金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その 

他 

有価 

証券 

評価 

差額 

金 

繰延 

ヘッ 

ジ 

損益 

土地 

再 

評価 

差額 

金 

評価 

・ 

換算 

差額 

等 

合計 

資本 

準備 

金 

その 

他 

資本 

剰余 

金 

資本 

剰余 

金 

合計 

利益 

準備 

金 

その他 

利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

×× 

積立 

金 

繰越 

利益 

剰余

金 

前事業年度末 

残高 

×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 

 ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当事業年度 

変動額 

                     

新株の発行 ×× ××  ××          ××       ×× 

剰余金の配 

当 

    ××  △ ×× △ ××   △ ××      △ ×× 

当期純利益        ××  ××    ××       ×× 

自己株式の 

処分 

           ××  ××       ×× 

・・・・・                      

株主資本以 

外の項目の 

当事業年度 

変動額 

(純額) 

              ×× ×× ×× ×× ××   ×× 

当事業年度 

変動額合計 

×× ×× － ×× ×× －  ××  ××  ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当事業年度末 

残高 

×× ×× ×× ×× ×× ××  ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

          
（ 

（記載上の注意） 
１ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 
所に記載すること。 

２  株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。 
３  株主資本以外の科目について、事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記 
載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。 

４  その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年 
度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５  評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年 
度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

６  資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 
７  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 106条から第 109条までの規定に従い注記すること。 

                年    月    日から 

第５     第     期                             キャッシュ・フロー計算書 

年    月    日まで 

 

〔直接法により表示する場合〕                    （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金回収による収入  

預金払出による支出  

貸付金利息収入  

預金利息支出  

営業経費支出  

……………………………………………  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  

（記載上の注意） 

１ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  
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３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切

な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

〔間接法により表示する場合〕                                       （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益（損失）  

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増加額  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益  

貸出金の純増減  

預金の純増減  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

……………………………………………  

小     計  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  

（記載上の注意） 

１ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切

な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

 

  第６ 第  期        年  月  日から 短期資金に関する 

年  月  日まで 

       貸付金等の限度に関する書面 

 

 １ 貸付金等の需要別等に関する事項 

（単位：百万円） 

 

種  類 

当   期   末   残   高 

貸付金 割引手形 
その他の 

債  権 
計 支払承諾 合  計 

設備資金       

長期運転資金       

その他の長期運転

資金 

      

計       

短期資金       

合  計       
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 ２ 預金及びこれに準ずるものに関する事項 

（単位：百万円） 

種  類 当   期   末   残   高 

預 金 

 政府関係預り金 

   公 金 預 金 

 金 融 機 関 預 金 

 一 般 預 金 

預金に準ずるもの 

・ ・ ・ 

計 

 

（記載上の注意） 

   公金預金には、地方公共団体、公社、公庫、公団等の預金の合計額を記載すること。 

別
紙
様
式
第
３
号
（
第
１
７
条
第
３
項
関
係
）

別紙様式第３号（第 17条第３項関係）                      （日本工業規格Ａ４） 

 

中  間  連   結   業   務   報   告   書 

 

年    月    日から 

 

年    月    日まで 

 

株式会社               銀行 

 

年    月    日 

 

金融庁長官       殿 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役   氏         名  印 

 

年   月   日から   年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

第１  中間事業概況書  

１ 事業の概要 

２ 子会社等の状況 

３ 連結自己資本比率の状況 

第２  中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

２ 中間連結貸借対照表 

３ 中間連結損益計算書 

４ 中間連結株主資本等変動計算書 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載

すること。 

２ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 
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３ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨て

小数点第２位までを記載すること。 

４ この様式中、第２の２ 中間連結貸借対照表、第２の３ 中間連結損益計算書、第２

の４ 中間連結株主資本等変動計算書、第２の５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

に注記すべき事項は、第２の５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記

載することができる。 

 

 

 年    月    日から 

第１                              中間事業概況書 

年    月    日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

長期信用銀行及びその子会社等（長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14

条の２第２号に規定する子会社等をいう。以下同じ。）について、主要な事業の内容のほか、

主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況の推移に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 子会社等の状況 

 

子会社等数の増減 

 

 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

子 会 社    

子 法 人 等    

関 連 法 人 等    

合 計    

（記載上の注意） 

１ 「子会社」とは長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を、「子法人等」と

は長期信用銀行法施行規則第 13条の12第１号に規定する子法人等のうち長期信用銀行法

第 13 条の２第２項に規定する子会社を除いたものを、「関連法人等」とは長期信用銀行法

施行規則第 13条の 12 第２号に規定する関連法人等をいう（以下同じ。）。 

２ 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものとす

る。 

 

 

３ 連結自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る連結自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 
当中間

期末 
項          目 前期末 

当中間

期末 

資 本 金   短 期 劣 後 債 務   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 

新 株 式 申 込 証 拠 金   準  補  完  的  項  目 (Ｃ )   

資 本 剰 余 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)   

利 益 剰 余 金   (Ｄ)   

自 己 株 式 △ △ 他の金融機関の資本調達手   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金   段の意図的な保有相当額   

その他有価証券の評価差損 △ △  負債性資本調達手段及び   

為 替 換 算 調 整 勘 定    これに準ずるもの   

新 株 予 約 権       

連結子会社の少数株主持分    期限付劣後債務及び期限   

 うち海外特別目的会社の    付優先株並びにこれらに   

 発行する優先出資証券    準ずるもの   

営 業 権 相 当 額 △ △  短期劣後債務及びこれに   

の れ ん △ △  準ずるもの   

基  本  的  項  目 ( Ａ )   連結の範囲に含まれない金   

 償還を行う蓋然性を有す   融子会社及び金融業務を営   

 る株式等   む子法人等、保険子法人等、   

その他有価証券の連結貸借   金融業務を営む関連法人等   

対照表計上額の合計額から   の資本調達手段   

帳簿価額の合計額を控除し   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

た額の 45％   控  除  項  目 ( Ｅ )   

土地の再評価額と再評価の   自己資本額(Ｄ－Ｅ)(Ｆ)   

直前の帳簿価額の差額の   資産（オン・バランス）項目   

45％に相当する額   オフ・バランス取引項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   マーケット・リスク相当額を   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   ８％で除して得た額   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段   リスク・アセット等計(Ｇ)   

 期限付劣後債務及び期限   （参考）マーケット・リスク   

 付優先株   相当額   
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補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｇ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｆ／Ｇ) ％ ％ 

 

〔国内基準に係る連結自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 
当中間

期末 
項          目 前期末 

当中間

期末 

資 本 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ)(Ｃ)   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   他の金融機関の資本調達手

段の意図的な保有相当額 

  

新 株 式 申 込 証 拠 金     

資 本 剰 余 金    負債性資本調達手段及び   

利 益 剰 余 金    これに準ずるもの   

自 己 株 式 △ △  期限付劣後債務及び期限   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金    付優先株並びにこれらに   

その他有価証券の評価差損 △ △  準ずるもの   

為 替 換 算 調 整 勘 定   連結の範囲に含まれない金   

新 株 予 約 権   融子会社及び金融業務を営   

連結子会社の少数株主持分   む子法人等、保険子法人等、   

 うち海外特別目的会社の   金融業務を営む関連法人等   

 発行する優先出資証券   の資本調達手段   

営 業 権 相 当 額 △ △    

の れ ん △ △    

基  本  的  項  目 ( Ａ )   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

 償還を行う蓋然性を有す   控  除  項  目 ( Ｄ )   

 る株式等   自己資本額(Ｃ－Ｄ)(Ｅ)   

土地の再評価額と再評価の      

直前の帳簿価額の差額の   資産（オン・バランス）項目   

45％に相当する額   オフ・バランス取引項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   リスク・アセット等計(Ｆ)   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等      

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｆ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｅ／Ｆ) ％ ％ 

（記載上の注意） 

１ 本表には、長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 14条の２第２号に規定す

る銀行及びその子会社等がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当か

どうかを判断するために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出した数値を記

載すること。 

２ 海外営業拠点を有する長期信用銀行は〔国際統一基準に係る連結自己資本比率〕、海外

営業拠点を有しない長期信用銀行は〔国内基準に係る連結自己資本比率〕を記載すること。 

３ 「連結自己資本比率」とは、長期信用銀行法施行規則第４条の７第１項第３号ロに規定

する連結自己資本比率をいう。 

４  「利益剰余金」欄は、社外流出予定額を控除した金額を記載すること。 

５  「その他有価証券の評価差損」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り税効果調

整後の金額を記載すること。 

６  「その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額

の 45％」欄は算出した金額が正の値である場合に限り記載すること。 

７  連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載

すること。 

 

 

第２     中間連結財務諸表 

 

1 中間連結財務諸表の作成方針 

長期信用銀行及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事

項を記載すること。 

(1) 連結の範囲に関する事項 

(2) 持分法の適用に関する事項 

(3) 連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

 

２   （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  特 定 取 引 負 債  
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商 品 有 価 証 券  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー  

買 入 金 銭 債 権  売 現 先 勘 定  

買 現 先 勘 定  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  コールマネー及び売渡手形  

コールローン及び買入手形  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産 の 部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1)  継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

②  土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

③  有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦  リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

⑫  子会社等が採用した会計方針のうちに長期信用銀行と異なるものがある場合には、

その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りでない。 

(3) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したとき（当該中間連結会計期間の直前の連結会

計年度に係る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が

行われており、当該中間連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財

務諸表作成上の会計処理の原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、

その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 16 条第１項及び第２

項に規定する有価証券に関する事項 

(5) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 
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(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

 (9) 長期信用銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及

び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額。

ただし、長期信用銀行及びその子会社等である金融機関との間の総合口座取引におけ

る当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定す

る長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び

長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(10) 長期信用銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役

及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総

額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

(11) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23 号に規定する関係会社をいう。）の株式

又は出資金の総額 

(12) 資産が担保に供されている場合には、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に

係る債務の金額 

(13) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(14) １株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(15) 中間連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等      

の当該中間連結会計期間が属する連結会計年度（当該中間連結会計期間を除く。）以降

の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象（ただし、

その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社等

の中間決算日後に発生した場合における当該事象とする。） 

(16) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17 条の２及び第 17

条の３に規定するストック・オプションに関する事項 

(17) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17 条の４から第 17

条の７まで、第 17条の 10、第 17 条の 11、第 17 条の 13、第 41条の３及び第 62 条の

３に規定する企業結合に関する事項 

(18) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17 条の８、第 17条

の９及び第 17条の 12 に規定する事業分離に関する事項 

(19) 以上のほか、長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために

必要な事項 

２  特定取引資産及び特定取引負債は、長期信用銀行又はその子会社等が長期信用銀行法施

行規則第 12 条の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債

について記載すること。 

３ 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４  法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。 

 

 

年    月    日から 

３                                    中間連結損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （×  ×  ×） 

 ( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ) （×  ×  ×） 

役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 

  特 定 取 引 収 益 ×  ×  × 

  そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

  そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

  ( う ち 債 券 利 息 ) （×  ×  ×） 

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 ) （×  ×  ×） 

( う ち 預 金 利 息 ) （×  ×  ×） 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

特 定 取 引 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  × 

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 ×  ×  × 
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（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

少 数 株 主 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 上記のほか、長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項を注記すること。 

３ 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、長期信用銀行又はその子会社等が長期信用銀

行法施行規則第 12 条の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及

び費用の金額について記載すること。 

４ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 年    月    日から 

４                                       中間連結株主資本等変動計算書 

年    月    日まで 

（単位：円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約 

権 

少数 

株主 

持分 

純資産 

合計 
資本 

金 

資本 

剰余 

金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その 

他 

有価 

証券 

評価 

差額 

金 

繰延 

ヘッ 

ジ 

損益 

土地 

再 

評価 

差額 

金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

評価 

・ 

換算 

差額 

等 

合計 

直前連結会計 

年度末残高 

×× ××  ×× 

 

△ ×× 

 

 ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

中間連結会計 

期間中の変動 

額 

         

 

       

新株の発行 ×× ××      ×× 

 

        ×× 

剰余金の配 

当 

  △ ×× 

 

  △ ×× 

 

       △ ×× 

中間純利益    ×× 

 

   ×× 

 

        ×× 

 

自己株式の 

処分 

     ×× 

 

 ×× 

 

        ×× 

 

・・・・・                  

株主資本以 

外の項目の 

中間連結会 

計期間中の 

変動額 

(純額） 

        ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 

中間連結会計 

期間中の変動 

額合計 

×× ××  ×× 

 

 ×× 

 

 ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 

中間連結会計 

期間末残高 

×× ××  ×× 

 

△ ×× 

 

 ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 

（記載上の注意） 
１ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 
所に記載すること。 

２ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね中間連結貸借対照表における記載の順序によること。 
３ 株主資本以外の科目について、中間連結会計期間中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由 
及び金額の記載は、概ね中間連結貸借対照表における記載の順序によること。 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、直前連結会計年度末残高、中間連結会計期間中の変 
動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 
６ 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 78条から第 81条までの規定に従い注記すること。 
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年    月    日から 

５   第     期                              中間連結キャッシュ・フロー計算書 

年    月    日まで 

 

〔直接法により表示する場合〕                                       （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金回収による収入  

預金払出による支出  

貸付金利息収入  

預金利息支出  

営業経費支出  

……………………………………………  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

少数株主への配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高  

 

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明

らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質

に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

〔間接法により表示する場合〕                                        （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益（損失）  

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増加額  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益  

貸出金の純増減  

預金の純増減  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

……………………………………………  

小     計  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  
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配当金の支払額  

少数株主への配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高  

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明

らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質

に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

別
紙
様
式
第
３
号
の
２
（
第
１
７
条
第
４
項
関
係
）

別紙様式第３号の２（第 17 条第４項関係）                      （日本工業規格Ａ４） 

 

連   結   業   務   報   告   書 

 

年    月    日から 

 

年    月    日まで 

 

株式会社               銀行 

 

年    月    日 

 

金融庁長官       殿 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役   氏         名  印 

 

年   月   日から   年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

第１  事業概況書  

１ 事業の概要 

２ 子会社等の状況 

３ 連結自己資本比率の状況 

第２  連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

２ 連結貸借対照表 

３ 連結損益計算書 

４ 連結株主資本等変動計算書 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載

すること。 

２ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、
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当該単位未満は切り捨てること。 

３ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨て

小数点第２位までを記載すること。 

４ この様式中、第２の２ 連結貸借対照表、第２の３ 連結損益計算書、第２の４ 連

結株主資本等変動計算書、第２の５ 連結キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項

は、第２の５ 連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載することができる。 

 

 

年    月    日から 

第１                                事業概況書 

年    月    日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

長期信用銀行及びその子会社等（長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14

条の２第２号に規定する子会社等をいう。以下同じ。）について、主要な事業の内容のほか、

主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況の推移に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 子会社等の状況 

 

子会社等数の増減 

 

 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

子 会 社    

子 法 人 等    

関 連 法 人 等    

合 計    

（記載上の注意） 

１ 「子会社」とは長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を、「子法人等」と

は長期信用銀行法施行規則第 13条の12第１号に規定する子法人等のうち長期信用銀行法

第 13 条の２第２項に規定する子会社を除いたものを、「関連法人等」とは長期信用銀行法

施行規則第 13条の 12 第２号に規定する関連法人等をいう（以下同じ。）。 

２ 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものとす

る。 

 

 

３ 連結自己資本比率の状況 

 

〔国際統一基準に係る連結自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 当期末 項          目 前期末 当期末 

資 本 金   短 期 劣 後 債 務   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 

新 株 式 申 込 証 拠 金   準  補  完  的  項  目 (Ｃ )   

資 本 剰 余 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)   

利 益 剰 余 金   (Ｄ)   

自 己 株 式 △ △ 他の金融機関の資本調達手   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金   段の意図的な保有相当額   

その他有価証券の評価差損 △ △  負債性資本調達手段及び   

為 替 換 算 調 整 勘 定    これに準ずるもの   

新 株 予 約 権       

連結子会社の少数株主持分    期限付劣後債務及び期限   

 うち海外特別目的会社の    付優先株並びにこれらに   

 発行する優先出資証券    準ずるもの   

営 業 権 相 当 額 △ △  短期劣後債務及びこれに   

の れ ん △ △  準ずるもの   

基 本 的 項 目(Ａ)   連結の範囲に含まれない金   

 償還を行う蓋然性を有す   融子会社及び金融業務を営   

 る株式等   む子法人等、保険子法人等、   

その他有価証券の連結貸借   金融業務を営む関連法人等   

対照表計上額の合計額から   の資本調達手段   

帳簿価額の合計額を控除し   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

た額の 45％   控  除  項  目 ( Ｅ )   

土地の再評価額と再評価の   自己資本額(Ｄ－Ｅ)(Ｆ)   

直前の帳簿価額の差額の   資産（オン・バランス）項目   

45％に相当する額   オフ・バランス取引項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   マーケット・リスク相当額を   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   ８％で除して得た額   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段   リスク・アセット等計(Ｇ)   

 期限付劣後債務及び期限   （参考）マーケット・リスク   

 付優先株   相当額   
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補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｇ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｆ／Ｇ) ％ ％ 

 

 

〔国内基準に係る連結自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 当期末 項          目 前期末 当期末 

資 本 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ)(Ｃ)   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   他の金融機関の資本調達手

段の意図的な保有相当額 

  

新 株 式 申 込 証 拠 金     

資 本 剰 余 金    負債性資本調達手段及び   

利 益 剰 余 金    これに準ずるもの   

自 己 株 式 △ △  期限付劣後債務及び期限   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金    付優先株並びにこれらに   

その他有価証券の評価差損 △ △  準ずるもの   

為 替 換 算 調 整 勘 定   連結の範囲に含まれない金   

新 株 予 約 権   融子会社及び金融業務を営   

連結子会社の少数株主持分   む子法人等、保険子法人等、   

 うち海外特別目的会社の   金融業務を営む関連法人等   

 発行する優先出資証券   の資本調達手段   

営 業 権 相 当 額 △ △    

の れ ん △ △    

基  本  的  項  目 ( Ａ )   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

 償還を行う蓋然性を有す   控  除  項  目 ( Ｄ )   

 る株式等   自己資本額(Ｃ－Ｄ)(Ｅ)   

土地の再評価額と再評価の      

直前の帳簿価額の差額の   資産（オン・バランス）項目   

45％に相当する額   オフ・バランス取引項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   リスク・アセット等計(Ｆ)   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等      

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｆ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｅ／Ｆ) ％ ％ 

（記載上の注意） 

１ 本表には、長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 14条の２第２号に規定す

る銀行及びその子会社等がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で

あるかどうかを判断するために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出した数

値を記載すること。 

２ 海外営業拠点を有する長期信用銀行は〔国際統一基準に係る連結自己資本比率〕、海外

営業拠点を有しない長期信用銀行は〔国内基準に係る連結自己資本比率〕を記載すること。 

３ 「連結自己資本比率」とは、長期信用銀行法施行規則第４条の７第１項第３号ロに規定

する連結自己資本比率をいう。 

４ 「利益剰余金」欄は、社外流出予定額を控除した金額を記載すること。 

５  「その他有価証券の評価差損」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り税効果調

整後の金額を記載すること。 

６  「その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額

の 45％」欄は算出した金額が正の値である場合に限り記載すること。 

７  連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載

すること。 

 

 

第２     連結財務諸表 

 

1 連結財務諸表の作成方針 

長期信用銀行及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事

項を記載すること。 

(1) 連結の範囲に関する事項 

(2) 持分法の適用に関する事項 

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

(4) 連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

(5) のれんの償却に関する事項 

 

２   （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

 

（単位：百万円）  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  
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短 期 社 債  譲 渡 性 預 金  

有 価 証 券  借 用 金  

金 銭 の 信 託  特 定 取 引 負 債  

特 定 取 引 資 産  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー  

商 品 有 価 証 券  コールマネー及び売渡手形  

買 入 金 銭 債 権  売 現 先 勘 定  

コールローン及び買入手形  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

買 現 先 勘 定  外 国 為 替  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  短 期 社 債  

現 金 預 け 金  そ の 他 負 債  

そ の 他 資 産  賞 与 引 当 金  

有 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

建 物  退 職 給 付 引 当 金  

土 地  特 別 法 上 の 引 当 金  

建 設 仮 勘 定  繰 延 税 金 負 債  

そ の 他 有 形 固 定 資 産  再評価に係る繰延税金負債  

無 形 固 定 資 産  負 の の れ ん  

ソ フ ト ウ ェ ア  支 払 承 諾  

の れ ん  負 債 の 部 合 計  

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産  （ 純 資 産 の 部 ）  

債 券 繰 延 資 産  資 本 金  

繰 延 税 金 資 産  新 株 式 申 込 証 拠 金  

再評価に係る繰延税金資産  資 本 剰 余 金  

支 払 承 諾 見 返  利 益 剰 余 金  

貸 倒 引 当 金 △ 自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1)  継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

②  土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10

条に規定する差額 

③  有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦  リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

⑫  子会社等が採用した会計方針のうちに長期信用銀行と異なるものがある場合には、

その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りでない。 

(3) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更

が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の６第１項から第４

項までに規定する有価証券に関する事項 

(5) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 
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(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9)  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に

従い記載すること。） 

(10) 長期信用銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役

及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総

額。ただし、長期信用銀行及びその子会社等である金融機関との間の総合口座取引に

おける当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規

定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預

金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(11) 長期信用銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役

及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総

額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

(12) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23 号に規定する関係会社をいう。）の株式

又は出資金の総額 

(13) 資産が担保に供されている場合には、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に

係る債務の金額 

(14) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(15) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(16) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌

連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における

当該事象（ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、

当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。） 

(17) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の９から第 15 条の

11 までに規定するストック・オプションに関する事項 

(18) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15 条の 12 から第 15 条

の 15 まで、第 15 条の 18、第 15 条の 19、第 15 条の 21、第 41 条及び第 63 条の３に

規定する企業結合に関する事項 

(19) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15 条の 16、第 15 条の

17 及び第 15 条の 20に規定する事業分離に関する事項 

(20) 以上のほか、長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために

必要な事項 

２  特定取引資産及び特定取引負債は、長期信用銀行又はその子会社等が長期信用銀行法施

行規則第 12 条の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債

について記載すること。 

３ 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４  特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

５  法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「未払法人税等」については、その金額が資

産総額の 100分の１を超える場合は独立科目として記載する。 

 

 

 

年    月    日から 

３                                 連結損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

貸 出 金 利 息 ×  ×  × 

有 価 証 券 利 息 配 当 金 ×  ×  × 

コールローン利息及び買入手形利息 ×  ×  × 

買 現 先 利 息 ×  ×  × 

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 ×  ×  × 

預 け 金 利 息 ×  ×  × 

そ の 他 の 受 入 利 息 ×  ×  × 

役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 

特 定 取 引 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

債 券 利 息 ×  ×  × 

債 券 発 行 差 金 償 却 ×  ×  × 

預 金 利 息 ×  ×  × 
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譲 渡 性 預 金 利 息 ×  ×  × 

コールマネー利息及び売渡手形利息 ×  ×  × 

売 現 先 利 息 ×  ×  × 

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 ×  ×  × 

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 ×  ×  × 

借 用 金 利 息 ×  ×  × 

短 期 社 債 利 息 ×  ×  × 

社 債 利 息 ×  ×  × 

新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 ×  ×  × 

そ の 他 の 支 払 利 息 ×  ×  × 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

特 定 取 引 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  × 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ×  ×  × 

そ の 他 の 経 常 費 用 ×  ×  × 

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

固 定 資 産 処 分 益 ×  ×  × 

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 ×  ×  × 

償 却 債 権 取 立 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

固 定 資 産 処 分 損 ×  ×  × 

減 損 損 失 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 損 失 ×  ×  ×                   

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

少 数 株 主 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

 

（記載上の注意） 

１ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 上記のほか、長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項を注記すること。 

３ 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、長期信用銀行又はその子会社等が長期信用銀

行法施行規則第 12 条の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及

び費用の金額について記載すること。 

４ 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常な利益

又は損失の金額を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、

経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

５ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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年    月    日から 

４                                       連結株主資本等変動計算書 

年    月    日まで 

（単位：円） 

 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約 

権 

少数 

株主 

持分 

純資産 

合計 
資本

金 

資本 

剰余 

金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価 

証券 

評価 

差額金 

繰延 

ヘッ

ジ 

損益 

土地 

再 

評価 

差額 

金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

評価 

・ 

換算 

差額 

等 

合計 

前連結会計 

年度末残高 

×× ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当連結会計 

年度変動額 

                 

新株の発行 ×× ××      ××         ×× 

剰余金の配 

当 

  △ 

 

××   △ ×× 

 

       △ ×× 

当期純利益    ××    ××         ×× 

自己株式の 

処分 

     ××  ×× 

 

        ×× 

・・・・・                  

株主資本以 

外の項目の 

当連結会計 

年度変動額 

(純額） 

        ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当連結会計年 

度変動額合計 

×× ××  ××  ××  ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当連結会計 

年度末残高 

×× ××  ×× △ ××  ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 
           
（記載上の注意） 

 

 

 

 

（記載上の注意） 
１ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 
所に記載すること。 

２ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。 
３ 株主資本以外の科目について、当連結会計年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金 
額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前連結会計年度末残高、当連結会計年度変動額及び 
当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合は科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 
６  連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 77条から第 80条までの規定に従い注記すること。 

 

年    月    日から 

５   第     期                              連結キャッシュ・フロー計算書 

年    月    日まで 

 

〔直接法により表示する場合〕                                       （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金回収による収入  

預金払出による支出  

貸付金利息収入  

預金利息支出  

営業経費支出  

……………………………………………  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

少数株主への配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  
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（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明

らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質

に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

〔間接法により表示する場合〕                                        （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益（損失）  

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増加額  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益  

貸出金の純増減  

預金の純増減  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

……………………………………………  

小     計  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

少数株主への配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明

らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質

に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 
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別
紙
様
式
第
４
号
（
第
１
８
条
第
１
項
及
び
第
６
項
関
係
）

別紙様式第４号（第 18条第１項及び第６項関係） 

 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

中間貸借対照表及び中間損益計算書に注記すべき事項については、中間損益計算書の次に一

括して記載することができる。 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  （ う ち 社 債 ） （ ） 

有 価 証 券  （うち新株予約権付社債） （ ） 

金 銭 の 信 託  預 金  

商 品 有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

買 入 手 形  売 渡 手 形  

コ ー ル ロ ー ン  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

買 現 先 勘 定  コ ー ル マ ネ ー  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  売 現 先 勘 定  

現 金 預 け 金  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

そ の 他 資 産  外 国 為 替  

有 形 固 定 資 産  短 期 社 債  

無 形 固 定 資 産  そ の 他 負 債  

債 券 繰 延 資 産  賞 与 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  退 職 給 付 引 当 金  

支 払 承 諾 見 返  特 別 法 上 の 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 △ 金融先物取引責任準備金  

  繰 延 税 金 負 債  

  再評価に係る繰延税金負債  

  負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  ( 純 資 産 の 部 )  

  資 本 金  

  新 株 式 払 込 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  ○ ○ 積 立 金  

  繰 越 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１  次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 
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(2)  次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定

基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況につい

ても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

(3)  会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したとき（当該中間会計期間の直前の事業年度に

係る財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、

当該中間会計期間の直前の中間会計期間に係る中間財務諸表作成上の会計処理の原

則及び手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該

変更が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の４第 1項から第３

項までに規定する有価証券に関する事項 

(5)  貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロによ

る。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金

額（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する

金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金

又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等

をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等

の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(10)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対す 

る金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限

りでない。 

(11) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23号に規定する関係会社をいう。以下同

じ。）の株式又は出資金の総額 

(12)  次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

①  繰延税金資産（その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合に

おける当該金額を含む。） 

②  繰延税金負債 

(13)  資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に

係る債務の金額 

(14)  重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(15) １株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。ただし、中間連結貸借対照表を

作成している場合は、記載を省略することができる。） 

  (16)  会社計算規則第 2 条第 3 項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、

当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社とな

る旨 

(17)  中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度（当該中間会計期間

を除く。）以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当

該事象 

(18)  長期信用銀行法施行規則第 18条の２第１項第３号ロ(11)に規定する単体自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る単体自己資本比率

を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る単体自己資本比率を記

載すること。） 

(19)  中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の８及び第５条の９

に規定するストック・オプションに関する事項 

(20) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の 10から第５条の

13 まで、第５条の 16、第 30 条及び第 50条の３に規定する企業結合に関する事項 

(21) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の 14、第５条の 15

及び第５条の 17に規定する事業分離に関する事項 

(22)  以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資

産総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称
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を付した科目を設けて記載すること。 

 

 

年    月    日から 

中間損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

（ う ち 債 券 利 息 ）  

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 )  

( う ち 預 金 利 息 )  

役 務 取 引 等 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 引 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

中 間 純 利 益  

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

２ 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載

すること。 

３  法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額を銭単位で注記すること。 

 

 

第２    第        期   中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

中間貸借対照表及び中間損益計算書に注記すべき事項については、中間損益計算書の次に

一括して記載することができる。 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円又は億円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  （ う ち 社 債 ） （ ） 

有 価 証 券  （うち新株予約権付社債） （ ） 

金 銭 の 信 託  預 金  

商 品 有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

買 入 手 形  売 渡 手 形  

コ ー ル ロ ー ン  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

買 現 先 勘 定  コ ー ル マ ネ ー  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  売 現 先 勘 定  
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現 金 預 け 金  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

そ の 他 資 産  外 国 為 替  

有 形 固 定 資 産  短 期 社 債  

無 形 固 定 資 産  そ の 他 負 債  

債 券 繰 延 資 産  賞 与 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  退 職 給 付 引 当 金  

支 払 承 諾 見 返  特 別 法 上 の 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 △ 金融先物取引責任準備金  

  繰 延 税 金 負 債  

  再評価に係る繰延税金負債  

  負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  ( 純 資 産 の 部 )  

  資 本 金  

  新 株 式 払 込 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲

げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10 条

に規定する差額 

(3) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第 1 項第 5 号ロに

よる。 

(4)  長期信用銀行法施行規則第 18条の２第 1項第 3号ロ(11)に規定する単体自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る単体自己資本比率

を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る単体自己資本比率を記

載すること。） 

(5) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(6) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 

(7) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。ただし、中間連結貸借対照表を作

成している場合は記載を省略することができる。） 

(8) 中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度（当該中間会計期間を

除く。）以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該

事象 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年    月    日から 

中間損益計算書                              
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年    月    日まで 

（単位：百万円又は億円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

（ う ち 債 券 利 息 ）  

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 )  

( う ち 預 金 利 息 )  

役 務 取 引 等 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 引 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

中 間 純 利 益  

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たりの中間純利益又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株あたり中間純利

益金額を銭単位で注記すること。 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その

性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

別
紙
様
式
第
４
号
の
２
（
第
１
８
条
第
１
項
及
び
第
６
項
関
係
）

別紙様式第４号の２（第 18 条第１項及び第６項関係） 

 

 

第１    第        期    中  間  決    算    公    告 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

中間貸借対照表及び中間損益計算書に注記すべき事項については、中間損益計算書の次に

一括して記載することができる。 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  （ う ち 社 債 ） （ ） 

有 価 証 券  （うち新株予約権付社債） （ ） 

金 銭 の 信 託  預 金  

特 定 取 引 資 産  譲 渡 性 預 金  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

買 入 手 形  特 定 取 引 負 債  

コ ー ル ロ ー ン  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

買 現 先 勘 定  売 渡 手 形  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  コ ー ル マ ネ ー  

現 金 預 け 金  売 現 先 勘 定  

そ の 他 資 産  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

有 形 固 定 資 産  外 国 為 替  

無 形 固 定 資 産  短 期 社 債  

債 券 繰 延 資 産  そ の 他 負 債  

繰 延 税 金 資 産  賞 与 引 当 金  
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再評価に係る繰延税金資産  役 員 賞 与 引 当 金  

支 払 承 諾 見 返  退 職 給 付 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 △ 特 別 法 上 の 引 当 金  

  金融先物取引責任準備金  

  繰 延 税 金 負 債  

  再評価に係る繰延税金負債  

  負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  ( 純 資 産 の 部 )  

  資 本 金  

  新 株 式 払 込 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  ○ ○ 積 立 金  

  繰 越 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１  次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その

関連が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以

下同じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる

事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計

画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2)  次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自

己査定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制

の状況についても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

(3)  会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したとき（当該中間会計期間の直前の事業年

度に係る財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われ

ており、当該中間会計期間の直前の中間会計期間に係る中間財務諸表作成上の

会計処理の原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変

更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の４第１項から

第３項までに規定する有価証券に関する事項 

(5)  貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債

権の額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18条の２第１項第５号ロ

による。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、そ

の旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金
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の金額（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の

金額） 

(9)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対

する金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越

及び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期

信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び

長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(10)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に

対する金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等

はこの限りでない。 

(11)  関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23 号に規定する関係会社をいう。）

の株式又は出資金の総額 

(12)  次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

①  繰延税金資産（その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場

合における当該金額を含む。） 

②  繰延税金負債 

(13)  資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担

保に係る債務の金額 

(14)  重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(15)  １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。ただし、中間連結貸借対照表

を作成している場合は、記載を省略することができる。） 

(16)  会社計算規則第 2条第 3項第 72号に規定する連結配当規制適用会社について

は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用

会社となる旨 

(17)  中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度（当該中間会計

期間を除く。）以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合に

おける当該事象 

(18) 長期信用銀行法施行規則第 18条の２第１項第３号ロ(11)に規定する単体自己

資本比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る単体自己

資本比率を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る単体自己

資本比率を記載すること。） 

(19) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の８及び第５条

の９に規定するストック・オプションに関する事項 

(20) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の 10 から第５

条の 13まで、第５条の 16、第 30条及び第 50条の３に規定する企業結合に関す

る事項 

(21) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第５条の 14、第５条

の 15及び第５条の 17に規定する事業分離に関する事項 

(22)  以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金

額が資産総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示

す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。 

 

 

年    月    日から 

  中間損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

( う ち 貸 出 金 利 息 )  

( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 )  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

( う ち 債 券 利 息 )  

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 )  

( う ち 預 金 利 息 )  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  
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特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 引 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

中 間 純 利 益  

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

２ 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して

記載すること。 

３  法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ １株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額を銭単位で注記すること。 

 

 

 

第２    第        期    中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

中間貸借対照表及び中間損益計算書に注記すべき事項については、中間損益計算書の次に

一括して記載することができる。 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円又は億円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  （ う ち 社 債 ） （ ） 

有 価 証 券  （うち新株予約権付社債） （ ） 

金 銭 の 信 託  預 金  

特 定 取 引 資 産  譲 渡 性 預 金  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

買 入 手 形  特 定 取 引 負 債  

コ ー ル ロ ー ン  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

買 現 先 勘 定  売 渡 手 形  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  コ ー ル マ ネ ー  

現 金 預 け 金  売 現 先 勘 定  

そ の 他 資 産  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

有 形 固 定 資 産  外 国 為 替  

無 形 固 定 資 産  短 期 社 債  

債 券 繰 延 資 産  そ の 他 負 債  

繰 延 税 金 資 産  賞 与 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  役 員 賞 与 引 当 金  

支 払 承 諾 見 返  退 職 給 付 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 △ 特 別 法 上 の 引 当 金  

  金融先物取引責任準備金  

  繰 延 税 金 負 債  

  再評価に係る繰延税金負債  

  負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  ( 純 資 産 の 部 )  

  資 本 金  

  新 株 式 払 込 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  
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  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲

げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10 条

に規定する差額 

(3) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第 1 項第 5 号ロに

よる。 

(4)  長期信用銀行法施行規則第 18条の２第 1項第 3号ロ(11)に規定する単体自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る単体自己資本比率

を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る単体自己資本比率を記

載すること。） 

(5) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(6) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 

(7) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。ただし、中間連結貸借対照表を作

成している場合は記載を省略することができる。） 

(8)  中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を

除く。)以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該

事象 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その

性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

年    月    日から 

中間損益計算書                              

年    月    日まで 

（単位：百万円又は億円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

  ( う ち 債 券 利 息 )  

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 )  

( う ち 預 金 利 息 )  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 引 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

中 間 純 利 益  

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たりの中間純利益又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株あたり中間純利

益金額を銭単位で注記すること。 
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２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その

性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

別
紙
様
式
第
４
号
の
３
（
第
１
８
条
第
１
項
及
び
第
６
項
関
係
）

別紙様式第４号の３（第 18 条第１項及び第６項関係） 

 

 

第１    第        期    決    算    公    告   

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                 銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏   名 

 

（記載上の注意） 

貸借対照表及び損益計算書に注記すべき事項については、損益計算書の次に一括して記載す

ることができる。 

 

貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

証 書 貸 付  （う   ち   社   債） （   ） 

手 形 貸 付    (うち新株予約権付社債) （   ） 

当 座 貸 越  債 券 発 行 高  

割 引 手 形  債 券 募 集 金  

外 国 為 替  預 金  

買 入 外 国 為 替  定 期 預 金  

取 立 外 国 為 替  定 期 積 金  

外 国 他 店 貸  通 知 預 金  

外 国 他 店 預 け  貯 蓄 預 金  

有 価 証 券  普 通 預 金  

国 債  当 座 積 金  

地 方 債  そ の 他 の 預 金  

短 期 社 債  譲 渡 性 預 金  

社 債  借 用 金  
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株 式  借 入 金  

そ の 他 の 証 券  再 割 引 手 形  

金 銭 の 信 託  売 渡 手 形  

商 品 有 価 証 券  コマーシャル・ペーパー  

商 品 国 債  コ ー ル マ ネ ー  

商 品 地 方 債  売 現 先 勘 定  

商 品 政 府 保 証 債  債券貸借取引受入担保金  

その他の商品有価証券  外 国 為 替  

買 入 金 銭 債 権  売 渡 外 国 為 替  

買 入 手 形  未 払 外 国 為 替  

コ ー ル ロ ー ン     外 国 他 店 借  

買 現 先 勘 定  外 国 他 店 預 り  

債券貸借取引支払保証金  短 期 社 債  

現 金 預 け 金  そ の 他 負 債  

現 金  未 決 済 為 替 借  

預 け 金  未 払 費 用  

そ の 他 資 産  未 払 法 人 税 等  

未 決 済 為 替 貸  前 受 収 益  

前 払 費 用  従 業 員 預 り 金  

未 収 収 益  給 付 補 て ん 備 金  

先 物 取 引 差 入 証 拠 金  借 入 有 価 証 券  

先 物 取 引 差 金 勘 定  借 入 商 品 債 券  

保 管 有 価 証 券 等  売 付 商 品 債 券  

金 融 派 生 商 品  売 付 債 券  

そ の 他 の 資 産  先 物 取 引 受 入 証 拠 金  

有 形 固 定 資 産  先 物 取 引 差 金 勘 定  

建 物  金 融 派 生 商 品  

土 地  そ の 他 の 負 債  

建 設 仮 勘 定  賞 与 引 当 金  

その他の有形固定資産  役 員 賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

ソ フ ト ウ ェ ア  特 別 法 上 の 引 当 金  

の れ ん  金融先物取引責任準備金  

その他の無形固定資産  証 券 取 引 責 任 準 備 金  

債  券  繰  延  資 産  繰 延 税 金 負 債  

債 券 発 行 差 金  再評価に係る繰延税金負債  

債 券 発 行 費 用  負 の の れ ん  

繰 延 税 金 資 産  支 払 承 諾  

再評価に係る繰延税金資産  負 債 の 部 合 計  

支 払 承 諾 見 返  （ 純 資 産  の  部 ）  

貸 倒 引 当 金 △ 資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  ○ ○ 積 立 金  

  繰 越 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式               △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１  次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。）

に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2)  次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10条に
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規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定

基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況につい

ても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

(3)  会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が財

務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条の 7 第 1項から第 4項まで

に規定する有価証券に関する事項 

(5)  有価証券の貸付けを行つている場合には、その旨及びその金額（金額は貸借対照表価

額とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分けて記載す

ること。） 

(6)  親会社株式の金額 

(7)  貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額

並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18条の２第１項第５号ロによる。 

(8)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(9)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(10)  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(11)  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に

従い記載すること。） 

(12)  関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23号に規定する関係会社をいう。以下同じ。）

に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他

の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金

銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごと

の金額又は２以上の項目について一括した金額 

(13)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する

金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金

又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等

をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の

総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(14)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する

金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りで

ない。 

(15)  関連会社の株式又は出資金の総額 

(16)  次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

①  繰延税金資産（その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合にお

ける当該金額を含む。） 

②  繰延税金負債 

(17)  資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係

る債務の金額 

(18)  重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(19)  1株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(20)  会社法以外の法律の規定又は契約により、剰余金の配当について制限を受けてい

る場合には、その旨及びその内容 

(21)  会社計算規則第 2条第 3項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、当

該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨 

(22)  事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発

生した場合における当該事象 

(23) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 14 から第８条の 16 ま

でに規定するストック・オプションに関する事項 

(24) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 17 から第８条の 22 ま

で、第８条の 25、第 56条及び第 95条の３の３に規定する企業結合に関する事項 

(25) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 23、第８条の 24 及び第

８条の 26に規定する事業分離に関する事項 

(26) 長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第３号ロ(11) に規定する単体自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る単体自己資本比率を、

海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る単体自己資本比率を記載する

こと。） 

(27) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 
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３ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性

質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資

産総額の 100分の 1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

年    月    日から 

損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息  

有 価 証 券 利 息 配 当 金  

買 入 手 形 利 息  

コ ー ル ロ ー ン 利 息  

買 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息  

預 け 金 利 息  

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息  

そ の 他 の 受 入 利 息  

役 務 取 引 等 収 益  

受 入 為 替 手 数 料  

そ の 他 の 役 務 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

外 国 為 替 売 買 益  

国 債 等 債 券 売 却 益  

国 債 等 債 券 償 還 益  

商 品 有 価 証 券 売 買 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

そ の 他 の 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

株 式 等 売 却 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

債 券 利 息  

債 券 発 行 差 金 償 却  

預 金 利 息  

譲 渡 性 預 金 利 息  

借 用 金 利 息  

短 期 社 債 利 息  

売 渡 手 形 利 息  

コマーシャル・ペーパー利息  

コ ー ル マ ネ ー 利 息  

売 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息  

そ の 他 の 支 払 利 息  

役 務 取 引 等 費 用  

支 払 為 替 手 数 料  

そ の 他 の 役 務 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

  債 券 発 行 費 用 償 却  

外 国 為 替 売 買 損  

国 債 等 債 券 売 却 損  

国 債 等 債 券 償 還 損  

国 債 等 債 券 償 却  

商 品 有 価 証 券 売 買 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

そ の 他 の 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 出 金 償 却  

株 式 等 売 却 損  

株 式 等 償 却  
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金 銭 の 信 託 運 用 損  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

 固 定 資 産 処 分 益  

 貸 倒 引 当 金 戻 入 益  

償 却 債 権 取 立 益  

金融先物取引責任準備金取崩額  

証券取引責任準備金取崩額  

そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

金融先物取引責任準備金繰入額  

証券取引責任準備金繰入額  

そ の 他 の 特 別 損 失  

税 引 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

当 期 純 利 益  

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１  関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高

の総額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額、及びその他の取引高の総

額を注記すること。 

２  上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

３  本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して

記載すること。 

４  「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常

な利益又は損失の金額を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさない

ものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

５  法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６  「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権

引当勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引

当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合に

は、当該上回る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 

７  「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金

額を記載すること。 

８ １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額を銭単位で注記すること。 

９  関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第 140 条の規定に従い注記する

こと。 

10  総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載するこ

と。 

 

 

 

 

第２    第        期    決    算    公    告 （ 要旨 ）  

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

貸借対照表及び損益計算書に注記すべき事項については、損益計算書の次に一括して記載す

ることができる。 

 

貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円又は億円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  （ う ち 社 債 ）  

有 価 証 券  （うち新株予約権付社債）  
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金 銭 の 信 託  預 金  

商 品 有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

買 入 手 形  売 渡 手 形  

コ ー ル ロ ー ン  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

買 現 先 勘 定  コ ー ル マ ネ ー  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  売 現 先 勘 定  

現 金 預 け 金  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

そ の 他 資 産  外 国 為 替  

有 形 固 定 資 産  短 期 社 債  

無 形 固 定 資 産  そ の 他 負 債  

債 券 繰 延 資 産  賞 与 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  退 職 給 付 引 当 金  

支 払 承 諾 見 返  特 別 法 上 の 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 △ 金融先物取引責任準備金  

  繰 延 税 金 負 債  

  再評価に係る繰延税金負債  

  負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  ( 純 資 産 の 部 )  

  資 本 金  

  新 株 式 払 込 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲

げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10 条

に規定する差額 

(3) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第 1 項第 5 号ロに

よる。 

(4)  長期信用銀行法施行規則第 18条の２第 1項第 3号ロ(11)に規定する単体自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る単体自己資本比率を、

海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る単体自己資本比率を記載す

ること。） 

(5) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(6) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 

(7) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(8) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発

生した場合における当該事象 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

 

 

 

年    月    日から 
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損益計算書                              

年    月    日まで 

（単位：百万円又は億円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

  （ う ち 債 券 利 息 ）  

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 )  

( う ち 預 金 利 息 )  

役 務 取 引 等 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 引 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

当 期 純 利 益  

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株あたり当期

純利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その

性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

別
紙
様
式
第
４
号
の
４
（
第
１
８
条
第
１
項
及
び
第
６
項
関
係
）

別紙様式第４号の４（第 18 条第１項及び第６項関係） 

 

 

第１    第        期    決    算    公    告   

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                 銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏   名 

 

（記載上の注意） 

貸借対照表及び損益計算書に注記すべき事項については、損益計算書の次に一括して記載す

ることができる。 

 

貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

証 書 貸 付  （う   ち   社   債） （   ） 

手 形 貸 付    (うち新株予約権付社債) （   ） 

当 座 貸 越  債 券 発 行 高  

割 引 手 形  債 券 募 集 金  

外 国 為 替  預 金  

買 入 外 国 為 替  定 期 預 金  

取 立 外 国 為 替  定 期 積 金  

外 国 他 店 貸  通 知 預 金  

外 国 他 店 預 け  貯 蓄 預 金  

有 価 証 券  普 通 預 金  

国 債  当 座 積 金  

地 方 債  そ の 他 の 預 金  

短 期 社 債  譲 渡 性 預 金  

社 債  借 用 金  

157



株 式  借 入 金  

そ の 他 の 証 券  再 割 引 手 形  

金 銭 の 信 託  特 定 取 引 負 債  

特 定 取 引 資 産    売 付 商 品 債 券  

  商 品 有 価 証 券    商品有価証券派生商品  

 商品有価証券派生商品    特 定 取 引 売 付 債 券  

  特 定 取 引 有 価 証 券    特定取引有価証券派生商品  

  特定取引有価証券派生商品    特 定 金 融 派 生 商 品  

  特 定 金 融 派 生 商 品    その他の特定取引負債  

  その他の特定取引資産  売 渡 手 形  

買 入 金 銭 債 権  コマーシャル・ペーパー  

買 入 手 形  コ ー ル マ ネ ー  

コ ー ル ロ ー ン  売 現 先 勘 定  

買 現 先 勘 定  債券貸借取引受入担保金  

債券貸借取引支払保証金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  売 渡 外 国 為 替  

現 金  未 払 外 国 為 替  

預 け 金     外 国 他 店 借  

そ の 他 資 産  外 国 他 店 預 り  

未 決 済 為 替 貸  短 期 社 債  

前 払 費 用  そ の 他 負 債  

未 収 収 益  未 決 済 為 替 借  

先 物 取 引 差 入 証 拠 金  未 払 費 用  

先 物 取 引 差 金 勘 定  未 払 法 人 税 等  

保 管 有 価 証 券 等  前 受 収 益  

金 融 派 生 商 品  従 業 員 預 り 金  

そ の 他 の 資 産  給 付 補 て ん 備 金  

有 形 固 定 資 産  借入特定取引有価証券  

建 物  借 入 有 価 証 券  

土 地  借 入 商 品 債 券  

建 設 仮 勘 定  売 付 債 券  

その他の有形固定資産  先 物 取 引 受 入 証 拠 金  

無 形 固 定 資 産  先 物 取 引 差 金 勘 定  

ソ フ ト ウ ェ ア  金 融 派 生 商 品  

の れ ん  そ の 他 の 負 債  

その他の無形固定資産  賞 与 引 当 金  

債  券  繰  延  資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 発 行 差 金  退 職 給 付 引 当 金  

債 券 発 行 費 用  特 別 法 上 の 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  金融先物取引責任準備金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産  の  部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  ○  ○  積  立  金  

  繰 越 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式               △ 

  自己株式申込証拠金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１  次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。）

に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 
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② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2)  次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10条に

規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定

基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況につい

ても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦ リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

(3)  会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が財

務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条の 7 第 1項から第 4項まで

に規定する有価証券に関する事項 

(5)  有価証券の貸付けを行つている場合には、その旨及びその金額（金額は貸借対照表価

額とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分けて記載す

ること。） 

(6)  親会社株式の金額 

(7)  貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の額

並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロによ

る。 

(8)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(9)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(10)  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(11)  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に

従い記載すること。） 

(12)  関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23号に規定する関係会社をいう。以下同じ。）

に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他

の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金

銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごと

の金額又は２以上の項目について一括した金額 

(13)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する

金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金

又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等

をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の

総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(14)  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する

金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りで

ない。 

(15)  関係会社の株式又は出資金の総額 

(16)  次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

①  繰延税金資産（その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合にお

ける当該金額を含む。） 

②  繰延税金負債 

(17)  資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係

る債務の金額 

(18)  重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(19)  1株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(20)  会社法以外の法律の規定又は契約により、剰余金の配当について制限を受けてい

る場合には、その旨及びその内容 

(21)  会社計算規則第 2条第 3項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、当

該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨 

(22)  事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発

生した場合における当該事象 

(23) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 14 から第８条の 16 ま

でに規定するストック・オプションに関する事項 

(24) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 17 から第８条の 22 ま

で、第８条の 25、第 56条、及び第 95 条の３の３に規定する企業結合に関する事項 

(25) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の 23、第８条の 24、及び
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第８条の 26 に規定する事業分離に関する事項 

(26) 長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第３号ロ(11) に規定する単体自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る単体自己資本比率を、

海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る単体自己資本比率を記載する

こと。） 

(27) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

３ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性

質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資

産総額の 100分の 1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

年    月    日から 

損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息  

有 価 証 券 利 息 配 当 金  

買 入 手 形 利 息  

コ ー ル ロ ー ン 利 息  

買 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息  

預 け 金 利 息  

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息  

そ の 他 の 受 入 利 息  

役 務 取 引 等 収 益  

受 入 為 替 手 数 料  

そ の 他 の 役 務 収 益  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 収 益  

特 定 取 引 有 価 証 券 収 益  

特 定 金 融 派 生 商 品 収 益  

そ の 他 の 特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

外 国 為 替 売 買 益  

国 債 等 債 券 売 却 益  

国 債 等 債 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

そ の 他 の 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

株 式 等 売 却 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

債 券 利 息  

債 券 発 行 差 金 償 却  

預 金 利 息  

譲 渡 性 預 金 利 息  

借 用 金 利 息  

短 期 社 債 利 息  

売 渡 手 形 利 息  

コマーシャル・ペーパー利息  

コ ー ル マ ネ ー 利 息  

売 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息  

そ の 他 の 支 払 利 息  

役 務 取 引 等 費 用  

支 払 為 替 手 数 料  

そ の 他 の 役 務 費 用  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 費 用  

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用  

特 定 金 融 派 生 商 品 費 用  
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そ の 他 の 特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

  債 券 発 行 費 用 償 却  

外 国 為 替 売 買 損  

国 債 等 債 券 売 却 損  

国 債 等 債 券 償 還 損  

国 債 等 債 券 償 却  

商 品 有 価 証 券 売 買 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

そ の 他 の 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 出 金 償 却  

株 式 等 売 却 損  

株 式 等 償 却  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

 固 定 資 産 処 分 益  

 貸 倒 引 当 金 戻 入 益  

償 却 債 権 取 立 益  

金融先物取引責任準備金取崩額  

証券取引責任準備金取崩額  

そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

金融先物取引責任準備金繰入額  

証券取引責任準備金繰入額  

そ の 他 の 特 別 損 失  

税 引 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

当 期 純 利 益  

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１  関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高

の総額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額、及びその他の取引高の総

額を注記すること。 

２  上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

３  本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して

記載すること。 

４  「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常

な利益又は損失の金額を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさない

ものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

５  法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６  「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権

引当勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引

当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合に

は、当該上回る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 

７  「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金

額を記載すること。 

８ １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額を銭単位で注記すること。 

９  関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第 140 条の規定に従い注記する

こと。 

10  総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

第２    第        期    決    算    公    告 （ 要旨 ）  
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年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

貸借対照表及び損益計算書に注記すべき事項については、損益計算書の次に一括して記載す

ることができる。 

 

貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円又は億円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  （ う ち 社 債 ） （   ） 

有 価 証 券  （うち新株予約権付社債） （   ） 

金 銭 の 信 託  預 金  

特 定 取 引 資 産  譲 渡 性 預 金  

買 入 金 銭 債 権  借 用 金  

買 入 手 形  特 定 取 引 負 債  

コ ー ル ロ ー ン  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ーパ ー  

買 現 先 勘 定  売 渡 手 形  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保証 金  コ ー ル マ ネ ー  

現 金 預 け 金  売 現 先 勘 定  

そ の 他 資 産  債 券 貸 借 取 引 受 入 担保 金  

有 形 固 定 資 産  外 国 為 替  

無 形 固 定 資 産  短 期 社 債  

債 券 繰 延 資 産  そ の 他 負 債  

繰 延 税 金 資 産  賞 与 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  役 員 賞 与 引 当 金  

支 払 承 諾 見 返  退 職 給 付 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 △ 特 別 法 上 の 引 当 金  

  金融先物取引責任準備金  

  繰 延 税 金 負 債  

  再評価に係る繰延税金負債  

  負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  ( 純 資 産 の 部 )  

  資 本 金  

  新 株 式 払 込 金  

  資 本 剰 余 金  

  資 本 準 備 金  

  そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  利 益 準 備 金  

  そ の 他 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部合 計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲

げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10 条

に規定する差額 

(3) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 
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なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第 1 項第 5 号ロに

よる。 

(4) 長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第 1 項第 3 号ロ(11)に規定する単体自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る単体自己資本比率を、

海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る単体自己資本比率を記載す

ること。） 

(5) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(6) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 

(7) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(8) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発

生した場合における当該事象 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その

性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

年    月    日から 

中間損益計算書                              

年    月    日まで 

 

（単位：百万円又は億円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

  ( う ち 債 券 利 息 )  

( う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 )  

( う ち 預 金 利 息 )  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 引 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

当 期 純 利 益  

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意）  

１ １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失及び潜在株式調整後１株あたり当期純利

益金額を銭単位で注記すること。 

２ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その

性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 
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別
紙
様
式
第
５
号
（
第
１
８
条
第
２
項
及
び
第
６
項
関
係
）

別紙様式第５号（第 18条第２項及び第６項関係） 

 

 

第１    第        期    中  間  決    算    公    告 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

１ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

    ① 子会社  長期信用銀行法第 13 条の２第２項に規定する子会社をいう。 

    ②  子会社等  長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14 条の２第２号に規

定する子会社等をいう。 

    ③  子法人等  長期信用銀行法施行規則第 13条の 12 第１号に規定する子法人等のうち 

長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を除いたものをいう。 

  ２ 中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書に注記すべき事項については、中間連結損益

計算書の次に一括して記載することができる。 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円）  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  特 定 取 引 負 債  

商 品 有 価 証 券  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー  

買 入 金 銭 債 権  コールマネー及び売渡手形  

コールローン及び買入手形  売 現 先 勘 定  

買 現 先 勘 定  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産 の 部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

（記載上の注意） 

１  長期信用銀行及び子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事

項を記載すること。 

  ①  連結の範囲に関する事項 

  ②  持分法の適用に関する事項 

  ③  連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

164



(1)  継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

②  土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10

条に規定する差額 

③  有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦  リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

⑫  子会社等が採用した会計方針のうちに長期信用銀行と異なるものがある場合には、

その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りでない。 

(3) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したとき（当該中間連結会計期間の直前の連結会

計年度に係る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が

行われており、当該中間連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財

務諸表作成上の会計処理の原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、

その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 16 条第１項及び第２

項に規定する有価証券に関する事項 

(5) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

 (9) 長期信用銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及

び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額。

ただし、長期信用銀行及びその子会社等である金融機関との間の総合口座取引における

当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長

期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期

信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(10) 長期信用銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役

及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総

額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

(11) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23 号に規定する関係会社をいう。）の株式

又は出資金の総額 

(12) 資産が担保に供されている場合には、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に

係る債務の金額 

(13) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(14) １株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(15) 中間連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等

の当該中間連結会計期間が属する連結会計年度（当該中間連結会計期間を除く。）以降

の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象（ただし、

その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社等

の中間決算日後に発生した場合における当該事象とする。） 

(16) 長期信用銀行法施行規則第 18 条の３第１項第２号ロ(6)に規定する連結自己資本比

率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る連結自己資本比率を、海

外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る連結自己資本比率を記載するこ

と。） 

(17) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17 条の２及び第 17

条の３に規定するストック・オプションに関する事項 

(18) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17 条の４から第 17

条の７まで、第 17条の 10、第 17 条の 11、第 17 条の 13、第 41条の３及び第 62 条の

３に規定する企業結合に関する事項 

(19) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17 条の８、第 17 条

の９及び第 17条の 12 に規定する事業分離に関する事項 

(20) 以上のほか、長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために

必要な事項 
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３  特定取引資産及び特定取引負債は、長期信用銀行又はその子会社等が長期信用銀行法施

行規則第 12 条の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債

について記載すること。 

４ 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

５  法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。 

 

 

年    月    日から 

 中間連結損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

( う ち 貸 出 金 利 息 ) （×  ×  ×） 

( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ) （×  ×  ×） 

役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 

特 定 取 引 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

（ う ち 債 券 利 息 ） （×  ×  ×） 

（ う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 ） （×  ×  ×） 

( う ち 預 金 利 息 ) （×  ×  ×） 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

特 定 取 引 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  × 

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

少 数 株 主 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）                  

中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 上記のほか、長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項を注記すること。 

３ 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、長期信用銀行又はその子会社等が長期信用銀

行法施行規則第 12 条の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及

び費用の金額について記載すること。 

４ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

第２    第        期    中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書に注記すべき事項については、中間連結損益
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計算書の次に一括して記載することができる。 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円又は億円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  コールマネー及び売渡手形  

商 品 有 価 証 券  売 現 先 勘 定  

買 入 金 銭 債 権  債券貸借取引受入担保金  

コールローン及び買入手形  コマーシャル・ペーパー  

買 現 先 勘 定  特 定 取 引 負 債  

債券貸借取引支払保証金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  負 の の れ ん  

貸 倒 引 当 金 △ 再評価に係る繰延税金負債  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産  の  部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１  長期信用銀行及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記

の事項を記載すること。 

  ①  連結の範囲に関する事項 

  ②  持分法の適用に関する事項 

  ③  連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲

げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

(3) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(4) 長期信用銀行法施行規則第 18 条の３第１項第２号ロ(6)に規定する連結自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る連結自己資本比率を、

海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る連結自己資本比率を記載す

ること。） 

(5) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(6) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 

(7) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(8)  中間連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社

等の当該中間連結会計期間が属する連結会計年度（当該中間連結会計期間を除く。）

以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象（た
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だし、その中間会計期間が中間連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社

等の中間決算日後に発生した場合における当該事象とする。） 

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外

の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

年    月    日から 

 中間連結損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円又は億円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

  （ う ち 債 券 利 息 ）  

  （ う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 ）  

  （ う ち 預 金 利 息 ）  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益  

（ 又は税 金等調 整前中 間純損 失）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益  

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たりの中間純利益又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額を銭単位で注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 
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別
紙
様
式
第
５
号
の
２
（
第
１
８
条
第
２
項
及
び
第
６
項
関
係
）

別紙様式第５号の２（第 18 条第２項及び第６項関係） 

 

 

第１    第        期    決    算    公    告 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

１ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

① 子会社  長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社をいう。 

    ②  子会社等  長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14 条の２第２号に規

定する子会社等をいう。 

    ③  子法人等  長期信用銀行法施行規則第 13条の 12 第１号に規定する子法人等のうち 

長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を除いたものをいう。 

２ 連結貸借対照表及び連結損益計算書に注記すべき事項については、連結損益計算書の次に

一括して記載することができる。 

 

 

連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円）  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  特 定 取 引 負 債  

商 品 有 価 証 券  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー  

買 入 金 銭 債 権  コールマネー及び売渡手形  

コールローン及び買入手形  売 現 先 勘 定  

買 現 先 勘 定  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

建 物  役 員 賞 与 引 当 金  

土 地  退 職 給 付 引 当 金  

建 設 仮 勘 定  特 別 法 上 の 引 当 金  

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産  繰 延 税 金 負 債  

無 形 固 定 資 産  再評価に係る繰延税金負債  

ソ フ ト ウ ェ ア  負 の の れ ん  

の れ ん  支 払 承 諾  

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産  負 債 の 部 合 計  

債 券 繰 延 資 産  （ 純 資 産 の 部 ）  

繰 延 税 金 資 産  資 本 金  

再評価に係る繰延税金資産  新 株 式 申 込 証 拠 金  

支 払 承 諾 見 返  資 本 剰 余 金  

貸 倒 引 当 金 △ 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

（記載上の注意） 

１  長期信用銀行及び子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事

項を記載すること。 

  ①  連結の範囲に関する事項 

  ②  持分法の適用に関する事項 

  ③  連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

  ④  連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 
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  ⑤  のれんの償却に関する事項 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1)  継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

②  土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10

条に規定する差額 

③  有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦  リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

⑫  子会社等が採用した会計方針のうちに長期信用銀行と異なるものがある場合には、

その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りでない。 

(3) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更

が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の６第１項から第４

項までに規定する有価証券に関する事項 

(5) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9) リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従

い記載すること。） 

(10) 長期信用銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役

及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総

額。ただし、長期信用銀行及びその子会社等である金融機関との間の総合口座取引に

おける当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規

定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預

金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(11) 長期信用銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役

及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総

額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

(12) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23 号に規定する関係会社をいう。）の株式

又は出資金の総額 

(13) 資産が担保に供されている場合には、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に

係る債務の金額 

(14) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(15)  １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(16)  連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌    

連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における

当該事象（ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、

当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。） 

(17) 長期信用銀行法施行規則第 18 条の３第１項第２号ロ(6)に規定する連結自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る連結自己資本比率

を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る連結自己資本比率を記

載すること。） 

(18) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15 条の９から第 15 条

の 11 までに規定するストック・オプションに関する事項 

(19) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の 12 から第 15 条

の 15 まで、第 15条の 18、第 15 条の 19、第 15 条の 21、第 41条及び第 63条の３に

規定する企業結合に関する事項 

(20) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15 条の 16、第 15 条の

17 及び第 15 条の 20に規定する事業分離に関する事項 

(21)  以上のほか、長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために
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必要な事項 

３  特定取引資産及び特定取引負債は、長期信用銀行又はその子会社等が長期信用銀行法施

行規則第 12 条の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債

について記載すること。 

４ 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

５  特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

６  法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

７  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「未払法人税等」については、その金額が資

産総額の 100分の１を超える場合は独立科目として記載する。 

 

 

年    月    日から 

連結損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息  

有 価 証 券 利 息 配 当 金  

コールローン利息及び買入手形利息  

買 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息  

預 け 金 利 息  

そ の 他 の 受 入 利 息  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

債 券 利 息  

債 券 発 行 差 金 償 却  

預 金 利 息  

譲 渡 性 預 金 利 息  

コールマネー利息及び売渡手形利息  

売 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息  

借 用 金 利 息  

短 期 社 債 利 息  

そ の 他 の 支 払 利 息  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

固 定 資 産 処 分 益  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益  

償 却 債 権 取 立 益  

そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

そ の 他 の 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益  
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（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額を注記すること。 

２ 上記のほか、長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項を注記すること。 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、長期信用銀行又はその子会社等が長期信用銀行法施

行規則第 12 条の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用

について記載すること。 

４ 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常な利益

又は損失を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、

経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

５ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

 

第２    第        期    決    算    公    告（要旨） 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役又は代表執行役   氏    名 

 

（記載上の注意） 

連結貸借対照表及び連結損益計算書に注記すべき事項については、連結損益計算書の次に一

括して記載することができる。 

 

 

 

連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円又は億円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  コールマネー及び売渡手形  

商 品 有 価 証 券  売 現 先 勘 定  

買 入 金 銭 債 権  債券貸借取引受入担保金  

コールローン及び買入手形  コマーシャル・ペーパー  

買 現 先 勘 定  特 定 取 引 負 債  

債券貸借取引支払保証金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産  の  部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  
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  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１  長期信用銀行及び子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事

項を記載すること。 

  ①  連結の範囲に関する事項 

  ②  持分法の適用に関する事項 

  ③  連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

  ④  連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

  ⑤  のれんの償却に関する事項 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲

げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10 条

に規定する差額 

(3) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(4)  長期信用銀行法施行規則第 18 条の３第１項第２号ロ(6)に規定する連結自己資本

比率（海外営業拠点を有する長期信用銀行は国際統一基準に係る連結自己資本比率を、

海外営業拠点を有しない長期信用銀行は国内基準に係る連結自己資本比率を記載す

ること。） 

(5) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(6) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 

(7) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(8） 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌

連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合におけ

る当該事象（ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、

当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。） 

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外

の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

年    月    日から 

連結損益計算書                              

年    月    日まで 

 

（単位：百万円又は億円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

  （ う ち 債 券 利 息 ）  

  （ う ち 預 金 利 息 ）  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  

（ 又は税 金等調 整前当 期純損 失）  
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法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益  

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たりの当期純利益又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額を銭単位で注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

別
紙
様
式
第
６
号
（
第
１
９
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第６号（第 19条第１項関係） 

 

年    月    日から 

                第     期                               事業報告 

年    月    日まで 

 

（記載上の注意） 

 １ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

 ２ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

 ３  この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

    ①  子会社  長期信用銀行法第 13 条の２第２項に規定する子会社をいう。 

    ②  子会社等  長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 14条の２第２号に規 

定する子会社等をいう。 

    ③  子法人等  長期信用銀行法施行規則第 13条の 12 第１号に規定する子法人等のうち 

長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を除いたものをいう。 

    ④  関連法人等  長期信用銀行法第 13条の 12第 2 号に規定する関連法人等をいう。 

４ 長期信用銀行が当該事業年度に係る会社法施行規則第２条第２項第 55号に規定する連

結計算書類の作成会社である場合、この様式中に定める記載事項のうち「１ 当行の現況

に関する事項」中「（１）事業の経過及び成果等」、「（２）財産及び損益の状況」、「（３）

使用人の状況」、「（４）営業所等の状況」、「（５）設備投資の状況」及び「（８）その他長

期信用銀行の現況に関する重要な事項」については、これらの全てを企業集団（当該長期

信用銀行及び子会社等をいう。以下同じ。）の状況について記載することで、当該長期信

用銀行に関する記載を省略できるものとする。ただし、「１ 当行の現況に関する事項」

中「（２）財産及び損益の状況」については、当該長期信用銀行に関する事項をも記載す

ること。 

  ５ 当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行は、この様式中に定める記

載事項のうち｢1 当行の現況に関する事項｣、「２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役

及び執行役）に関する事項」、「３ 社外役員に関する事項」、「４ 当行の株式に関する事

項」及び「５ 当行の新株予約権等に関する事項」については、記載を省略できるものと

する。ただし、当該長期信用銀行は、この様式中に定める記載事項のうち事業報告で記載

を省略した事項については、業務報告書（長期信用銀行法施行規則別紙様式第２号。以下

同じ。）に同一内容の記載がある事項を除き、業務報告書に追加して記載すること。 
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１ 当行の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（記載上の注意） 

  １ 長期信用銀行の主要な事業内容、金融経済環境並びに長期信用銀行のその事業年度にお

ける事業の経過及び成果（主要な業務区分別）を記載すること。 

  ２ 長期信用銀行が対処すべき課題を記載すること。 

  ３ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「（１）企業集団の事業の経過及び

成果等」とし、企業集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業

年度における事業の経過及び成果（主要な業務区分別又は複数の事業セグメントを有して

いる場合には事業セグメント別）、対処すべき課題を記載すること。ただし、主要な事業

内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合にはその旨を記

載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載

すること。 

 

 (2) 財産及び損益の状況 

 〔長期信用銀行の状況について記載する場合〕 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

債 券 発 行 高     

 利 付 債 券     

 割 引 債 券     

預 金     

 定 期 性 預 金     

 そ の 他     

貸 出 金     

 個 人 向 け     

 中 小 企 業 向 け     

 そ の 他     

有 価 証 券     

 国 債     

 そ の 他     

商 品 有 価 証 券     

総 資 産     

内 国 為 替 取 扱 高     

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

経 常 利 益 

（ 又 は 経 常 損 失 ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 

当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 

１株当たりの当期純利益（又は

１株当たりの当期純損失） 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

（記載上の注意） 

 １ 債券発行高、預金、貸出金、商品有価証券、有価証券及び総資産は、年度末残高を記

載すること。 

 ２ 債券発行高は、転換社債を除いて記載すること。 

３ 貸出金のうち個人向けは、海外支店貸出、特別国際金融取引勘定貸出及び個人事業主

向けを除く貸出しを記載すること。 

 ４ 貸出金のうち中小企業向けは、海外支店貸出及び特別国際金融取引勘定貸出を除き、

中小企業基本法第２条に規定する中小企業者に対する貸出しを記載すること。 

  ５ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

 ６ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

 ７ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

 ８ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、

損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認

又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とする

ことを妨げない。 

 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

連 結 経 常 収 益     

連 結 経 常 利 益     

連 結 当 期 純 利 益     

連 結 純 資 産 額     

連 結 総 資 産     

（記載上の注意） 

  １ 表題を「（２）企業集団及び当行の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要がある場合は、４連結会計年度以前の連結会計年度についても記載すること。 
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  ４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

  ５ 当該連結会計年度における過年度事項（当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る

貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方

針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の事業年度に係る定時株主

総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映

した事項とすることを妨げない。 

 

 ロ 当行の財産及び損益の状況 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

債 券 発 行 高     

 利 付 債 券     

 割 引 債 券     

預 金     

 定 期 性 預 金     

 そ の 他     

貸 出 金     

 個 人 向 け     

 中 小 企 業 向 け     

 そ の 他     

有 価 証 券     

 国 債     

 そ の 他     

商 品 有 価 証 券     

総 資 産     

内 国 為 替 取 扱 高     

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

経 常 利 益 

（ 又 は 経 常 損 失 ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 

当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 

１株当たりの当期純利益（又は

１株当たりの当期純損失） 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

（記載上の注意） 

 １ 債券発行高、預金、貸出金、商品有価証券、有価証券及び総資産は、年度末残高を記

載すること。 

 ２ 債券発行高は、転換社債を除いて記載すること。 

３ 貸出金のうち個人向けは、海外支店貸出、特別国際金融取引勘定貸出及び個人事業主

向けを除く貸出しを記載すること。 

 ４ 貸出金のうち中小企業向けは、海外支店貸出及び特別国際金融取引勘定貸出を除き、

中小企業基本法第２条に規定する中小企業者に対する貸出しを記載すること。 

  ５ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

 ６ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

 ７ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

  ８ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、

損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認

又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とするこ

とを妨げない。 

 

 (3) 使用人の状況 

 〔長期信用銀行の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

使 用 人 数 人 人 

平 均 年 齢 年  月 年  月 

平 均 勤 続 年 数 年  月 年  月 

平 均 給 与 月 額 千円 千円 

 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

〇〇部門 △△部門 〇〇部門 △△部門 

使 用 人 数 人 人 人 人 

（記載上の注意） 

１ 使用人は、臨時雇員及び嘱託を除いた在籍者数を記載すること。 

２ 適宜欄を設け、使用人数（就業者数で可）を主要な業務区分別（区別することが困難で

ある場合を除く。）に記載すること。 

 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

銀 行 業  ・・・事業 銀 行 業 ・・・事業 

使 用 人 数 人 人 人 人 

（記載上の注意） 

 １ 表題を「（３）企業集団の使用人の状況」とすること。 
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 ２ 適宜欄を設け、長期信用銀行、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除

く。）の使用人数（就業者数で可）を事業セグメント別（複数の事業セグメントを有してい

ない場合には主要な業務区分別）に記載し、関連法人等の使用人数は記載を要しない。 

 ３ 必要がある場合は、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載す

ること。 

 

 (4) 営業所等の状況 

 〔長期信用銀行の状況について記載する場合〕 

イ 営業所数の推移 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

 店 うち出張所 

（    ） 

店 うち出張所 

（    ） 

 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

国 内 計 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

海 外 計 （    ） （    ） 

合 計 （    ） （    ） 

 

 ロ 当年度新設営業所 

営 業 所 名 所  在  地 

  

  

  

  

  

（記載上の注意） 

 １ 長期信用銀行代理業者が長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所を除いて記載する

こと。 

２ 「営業所数の推移」については、適宜地区別に区分して記載すること。 

３ 駐在員事務所については、欄外に注記すること。 

４ 主要な業務区分別（区分することが困難である場合を除く。）に記載すること 

 

ハ 長期信用銀行代理業者数の推移 

当年度末 前年度末 

  

 

ニ 当年度新規長期信用銀行代理業者 

氏名又は名称 主たる営業所又は事務所の所在地 銀行業以外の主要業務 

   

   

   

（記載上の注意） 

当年度に新規に許可を受けた長期信用銀行代理業者について記載すること。 

 

ホ 長期信用銀行代理業を営む営業所数又は事務所数の推移 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

   

   

   

   

合 計   

（記載上の注意） 

適宜地区別に区分して記載すること。 

 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

イ 銀行業 

ロ ・・・事業 

（記載上の注意） 

１ 表題を「（４）企業集団の主要な営業所等の状況」とすること。 

２ 銀行業の記載にあたつては、当該長期信用銀行の営む主要な営業所及び営業所数並び

に長期信用銀行代理業を営む主要な営業所又は事務所及び営業所数又は事務所数を記

載する。 

なお、前年度末の営業所数又は事務所数についても区分ごとに括弧書で記載すること。 

３ 銀行業以外のその他の事業の記載にあたつては、適宜項目（ロ、ハ、ニ等）を設け、

子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名及びその

主要な営業所を事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要

な業務区分別）に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその主要な営業所については、

記載を要しない。 
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(5)  設備投資の状況 

〔長期信用銀行の状況について記載する場合〕 

イ 設備投資の総額 

（単位 百万円） 

設備投資の総額  

（記載上の注意） 

  １ 当該事業年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

  ２ 主要な業務区分別（区別することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

 

ロ 重要な設備の新設等 

（単位 百万円） 

内  容 金  額 

 

 

 

 

１ 当該事業年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び金額

を記載すること。また、当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除去についてはそ

の内容を記載すること。 

２ 主要な業務区分別（区別することが困難である場合を除く。）に記載すること。 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 （記載上の注意） 

１  表題を「(5)企業集団の設備投資の状況」とすること。 

２ 長期信用銀行並びに子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の設

備投資の状況を事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要な

業務区分別）に記載することとし、関連法人等の設備投資の状況については、記載を要し

ない。 

３ 当該連結会計年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

４ 当該連結会計年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び

金額を記載すること。また、当該連結会計年度中に実施した重要な設備の処分、除却につ

いてはその内容を記載すること。 

 

(6) 重要な親会社及び子会社等の状況 

     イ  親会社の状況 

会社名 所在地 
主要業務 

内容 
設立年月日 資本金 

親会社が有

する当行の

議決権比率 

その他 

    百万円 ％  

    ロ  子会社等の状況 

会社名 所在地 
主要業務 

内容 
設立年月日 資本金 

当行が有す

る子会社等

の議決権比

率 

その他 

    百万円 ％  

       

       

       

       

（記載上の注意） 

 １ 親会社及び子会社等のうち、重要なものについて記載すること。 

２ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 

(7)  事業の譲渡・譲受け等の状況 

事業譲渡等の日付 事業譲渡等の状況 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

   以下に掲げる事項についての状況につき、重要なものを記載すること。 

     １ 重要な事業の譲渡、吸収分割又は新設分割 

２ 他の会社（外国会社を含む。）の事業の譲受けのうち重要なもの 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得のうち重

要なもの 

     ４ 吸収合併（会社以外の者との合併（当該合併後当該長期信用銀行が存続するものに限

る。）を含む。）又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継のうち重

要なもの 

 

 (8) その他長期信用銀行の現況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

１ その他長期信用銀行の現況に関する重要な事項を記載すること。 

２ 当行の企業集団の状況について記載する場合には、表題を「(8)その他企業集団の現況に

関する重要な事項」とし、その他企業集団の現況に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

(1) 会社役員の状況 
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                  （年度末現在） 

氏名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他 

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

 １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度

の末日までに退任した会社役員についても記載し、その旨を「その他」に記載すること。 

２ 当該事業年度中に辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決

議によつて解任されたものを除く。）についても記載し、辞任した旨又は解任された旨、

会社法第 345条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の意見があつたとき

は、その意見の内容及び同条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の理由

があるときは、その理由を「その他」に記載すること。 

 ３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

４ 取締役、監査役及び執行役については、他の法人その他の団体の代表者その他これに

類する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）及び兼職の状況（重要でない

ものを除く。）を、会計参与については、他の法人その他の団体の代表者その他これに類

する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）を「重要な兼職」に記載するこ

と。  

５ 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

６ 監査委員に就いている取締役又は監査役については、当該監査委員に就いている取締

役又は監査役が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、

その事実を「その他」に記載すること。ただし、当該事業年度の末日において、委員会

設置会社でない長期信用銀行については、記載を省略することができる。 

７ その他会社役員（当該事業年度の末日後に就任した者を含む。）に関する重要な事項を

欄外に記載すること。 

 

(2)  会社役員に対する報酬等 

（単位：百万円） 

区 分 
報 酬 等 定款又は株主総会で定められた報酬

限度額 

取 締 役   

会 計 参 与   

監 査 役   

執 行 役   

計   

（記載上の注意） 

 １ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 

２ 会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げる場合にあつては、

適宜設欄し、当該会社役員ごとの氏名並びに報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の

総額を記載すること。 

 ３ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬等」の欄に括弧内書すること。 

 ４ 「報酬等」には、会社役員（社外役員を除く。）が当該長期信用銀行の支配人その他の使

用人を兼ねている場合における当該支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額

を欄外に記載すること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

 ５ 会社役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役、会計参与、監査役又は執

行役を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

６ 当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針

を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の概要を記載すること。ただし、

当該事業年度の末日において、委員会設置会社でない長期信用銀行については、記載を省

略することができる。 

７ 委員会設置会社にあつては、「定款又は株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要し

ない。 

 

 

３ 社外役員に関する事項 

 ⑴ 社外役員の兼任その他の状況 

氏 名 兼任その他の状況 

  

  

  

  

  

  

（記載上の注意） 

１ 社外役員が他の会社（外国会社を含む。以下同じ。）の業務執行取締役、執行役、業務を

執行する社員若しくは会社法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者（他の会社が外国会社で

ある場合は、これらに相当するもの。３において同じ。）又は使用人であるときは、その事

実及び長期信用銀行と当該他の会社との関係（重要でないものを除く。）を記載すること。 

２ 社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実（重要でないもの
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を除く。）を記載すること。 

３ 社外役員が長期信用銀行又は長期信用銀行の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第

３項第 18号に規定する特定関係事業者をいう。）の業務執行取締役、執行役、業務を執行

する社員若しくは会社法第 598条第 1項の職務を行うべき者又は使用人の配偶者、三親等

以内の親族その他これに準ずる者であることを長期信用銀行が知つているときは、その事

実（重要でないものを除く。）を記載すること。 

 

 

 ⑵ 社外役員の主な活動状況 

氏名 在任期間 取締役会への出席状

況 

取締役会における発言その他の活動状況 

    

    

    

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

 １ 本表における取締役会は、以下に掲げる者である場合にあつては、以下に定めるものを含

む。 

   ① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 

   ② 委員会設置会社の監査委員 監査委員会 

 

２ 「取締役会における発言その他の活動状況」には、以下の事項を記載すること。 

   ① 当該社外役員の意見により長期信用銀行の事業の方針又は事業その他の事項に係る

決定が変更されたときは、その内容（重要でないものを除く。） 

   ② 長期信用銀行において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行（当該社

外役員が社外監査役である場合にあつては、不正な業務の執行）が行われた事実（重要

でないものを除く。）があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行つ

た行為及び当該事実の発生後の対応として行つた行為の概要 

 

 

 

 

 ⑶ 責任限定契約 

氏名 責任限定契約の内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

  社外役員と長期信用銀行との間で責任限定契約（会社法第 427条第 1項の契約をいう。以下

同じ。）を締結しているときは、当該契約の内容（当該契約によつて当該会計参与の職務の適

正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。）

の概要を記載すること。 

 

⑷ 社外役員に対する報酬等                   

（単位：百万円） 

 
長期信用銀行から受けている

報酬等 

長期信用銀行の親会社等から受けている

報酬等 

報酬等の合計   

（記載上の注意） 

 １ 報酬等とは、報酬、賞与、その他の職務執行上の対価として受ける財産上の利益をいう。 

２ 長期信用銀行が、社外役員の全部又は一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げ

ることとする場合にあつては、適宜設欄し、当該社外役員ごとの氏名並びに報酬等の額及

びその他の社外役員の報酬等の総額を記載すること。 

 ３ 長期信用銀行の社外役員に対する報酬以外の金額については、その金額を「長期信用銀行

から受けている報酬等」の欄に括弧内書すること。 

 ４ 長期信用銀行の社外役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役と監査役を

区分してそれぞれ金額を記載すること。 

５ 「長期信用銀行の親会社等から受けている報酬等」については、長期信用銀行の親会社

又は当該親会社の子会社若しくは子法人等から当該事業年度において会社役員としての報

酬等を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること。  
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⑸ 社外役員の意見 

 氏  名 社外役員の意見の内容 

  

  

  

  

（記載上の注意） 

   「３ 社外役員に関する事項」の⑴から⑷に掲げる内容に対して社外役員の意見があるとき

は、その意見の内容を記載すること。 

 

 

４ 当行の株式に関する事項 

(1)  株  式  数          発行する株式の総数              千株 

発行済株式の総数                千株 

(2)  当年度末株主数                                        名 

  (3)  大  株  主 

株主の氏名又は

名称 

当行への出資状況 

持株数等 持株比率  

 千株 ％ 

   

   

   

    

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度の末日において発行済株式（自己株式を除く。）の総数の 10 分の 1 以上の

数の株式を有する株主について、持株数の順に記載すること。 

２ 種類株式発行長期信用銀行（剰余金の配当その他の会社法第 108 条第１項各号に掲げる

事項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する長期信用銀行をいう。）にあつて

は、株式の種類及び種類ごとの数を「持株数等」に記載すること。 

３ その他株式に関する重要な事項を記載すること。 

５ 当行の新株予約権等に関する事項 

(1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

  新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数 

取締役及び執行役

（ 社 外 役 員を 除

く。） 

  

社外取締役   

会計参与及び監査

役 

  

（記載上の注意） 

長期信用銀行が職務遂行の対価として交付した新株予約権等（会社法施行規則第 2 条第 3項

第 14 号で規定する新株予約権等をいう。以下同じ。）に限り、記載すること。 

 

(2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を交付した者の人数 

使用人   

子会社及び子法人等

の会社役員及び使用

人 

  

（記載上の注意） 

 １ 長期信用銀行が職務遂行の対価として交付した新株予約権等に限り、記載すること。 

２ 「使用人」とは、当該長期信用銀行の会社役員を兼ねている使用人を除く使用人をいう

ものとする。 

 ３ 「子会社及び子法人等の会社役員及び使用人」とは、当該長期信用銀行の会社役員又は使

用人を兼ねている子会社の会社役員及び使用人を除く子会社及び子法人等の会社役員及び

使用人をいうものとする。 

 ４ その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 

 

６ 会計監査人に関する事項 

(1)  会計監査人の状況 

（単位 百万円） 

氏名又は名称 当該事業年度に係る 

報酬等 

そ の 他 
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（記載上の注意） 

１ 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び当該長期信用銀行の監

査の職務を行つた指定社員（公認会計士法（昭和 23年法律第 103号）第 34条の 10 の４

に規定する指定社員をいう。）の氏名を記載すること。 

２ 報酬等とは、報酬その他の職務遂行上の対価として受ける財産上の利益をいう。 

３ 以下の事項を「その他」に記載すること。 

① 会計監査人が対価を得て行う非監査業務（公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の

業務をいう。以下同じ。）の内容 

② 会計監査人が過去２年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該処分

に係る事項（長期信用銀行が事業報告の内容として適切であるものと判断した事項に

限る。） 

③ 会計監査人が現に業務の停止を受けその停止期間を経過しない者であるときは、当

該処分に係る事項 

４ 当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人（株主総会の決議に

よつて解任されたものを除く。）があるときは、「氏名又は名称」に当該会計監査人の氏

名又は名称を、「その他」に次に掲げる事項を記載すること。 

① 会社法第 340条第３項の理由があるときは、その理由 

② 会社法第 345 条第５項において準用する同条第１項の意見があつたときは、その意

見の内容 

③ 会社法第 345条第５項において準用する同条第２項の理由があるときは、その理由 

５ 会社法第 444 条第３項に規定する大会社である場合には、長期信用銀行の会計監査人

である公認会計士又は監査法人に、当該長期信用銀行、子会社及び子法人等が支払うべ

き金銭その他の財産上の利益の合計額を欄外に記載すること。なお、この額は当該事業

年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。 

 

 

(2)  責任限定契約 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

会計監査人と長期信用銀行との間で締結している責任限定契約の内容（当該契約によつ

て当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合

にあつては、その内容を含む。）の概要を記載すること。 

 

(3)  会計監査人に関するその他の事項 

イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

ロ 会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより

取締役会に与えられた権限の行使に関する方針 

ハ 会社法第 444 条第３項に規定する大会社である場合には、長期信用銀行の会計監査人

以外の公認会計士(公認会計士法第 16 条の２第５項に規定する外国公認会計士を含む。)

又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）が、長期

信用銀行の重要な子会社及び子法人等の計算関係書類（これに相当するものを含む。）の

監査（会社法又は証券取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によ

るものに限る。）をしているときは、その事実 

（記載上の注意） 

当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行は、以下の事項について、

記載を省略できるものとする。ただし、当該事項については、業務報告書に追加して記

載すること。 

  ①  当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額 

  ②  会計監査人に対して非監査業務の対価を支払つているときは、その非監査業務の内

容 

  ③  会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 

 

７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

（記載上の注意） 

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場合には、

会社法施行規則第 127 条第 1 号から第 3 号までの規定に従い記載すること。 

 

 

８ 業務の適正を確保する体制 

（記載上の注意） 

以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要
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を記載すること。 

１ 会社法第 348条第３項第４号に規定する体制 

２ 会社法第 362条第４項第６号に規定する体制 

３ 会社法第 416条第１項第１号ロ及びホに規定する体制 

 

 

９ 会計参与に関する事項 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

会計参与と長期信用銀行との間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約の内容（当

該契約によつて当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて

いる場合にあつては、その内容を含む。）の概要を記載すること。 

 

 

１０ その他 

（記載上の注意） 

   その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 

 

別
紙
様
式
第
６
号
の
２
（
第
１
９
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第６号の２（第 19 条第１項関係） 

 

年    月    日から 

                第     期                               事業報告 

年    月    日まで 

 

（記載上の注意） 

 １ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

 ２ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

 ３  この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

    ①  子会社  長期信用銀行法第 13 条の２第２項に規定する子会社をいう。 

    ②  子会社等  長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14 条の２第２号に規

定する子会社等をいう。 

    ③  子法人等  長期信用銀行法施行規則第 13条の 12 第１号に規定する子法人等のうち 

長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を除いたものをいう。 

    ④  関連法人等  長期信用銀行法第 13条の 12第 2 号に規定する関連法人等をいう。 

４ 長期信用銀行が当該事業年度に係る会社法施行規則第２条第２項第 55号に規定する連

結計算書類の作成会社である場合、この様式中に定める記載事項のうち「１ 当行の現況

に関する事項」中「（１）事業の経過及び成果等」、「（２）財産及び損益の状況」、「（３）

使用人の状況」、「（４）営業所等の状況」、「（５）設備投資の状況」及び「（８）その他長

期信用銀行の現況に関する重要な事項」については、これらの全てを企業集団（当該長期

信用銀行及び子会社等をいう。以下同じ。）の状況について記載することで、当該長期信

用銀行に関する記載を省略できるものとする。ただし、「１ 当行の現況に関する事項」

中「（２）財産及び損益の状況」については、当該長期信用銀行に関する事項をも記載す

ること。 

  ５ 当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行は、この様式中に定める記

載事項のうち「１ 当行の現況に関する事項」、「２ 会社役員（取締役、会計参与、監査

役及び執行役）に関する事項」、「３ 社外役員に関する事項」、「４ 当行の株式に関する

事項」及び「５ 当行の新株予約権等に関する事項」については、記載を省略できるもの

とする。ただし、当該長期信用銀行は、この様式中に定める記載事項のうち事業報告で記

載を省略した事項については、業務報告書（長期信用銀行法施行規則別紙様式第２号の２。

以下同じ。）に同一内容の記載がある事項を除き、業務報告書に追加して記載すること。 
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１ 当行の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（記載上の注意） 

  １ 長期信用銀行の主要な事業内容、金融経済環境並びに長期信用銀行のその事業年度にお

ける事業の経過及び成果（主要な業務区分別）を記載すること。 

  ２ 長期信用銀行が対処すべき課題を記載すること。 

  ３ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「（１）企業集団の事業の経過及び

成果等」とし、企業集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業

年度における事業の経過及び成果（主要な業務区分別又は複数の事業セグメントを有して

いる場合には事業セグメント別）、対処すべき課題を記載すること。ただし、主要な事業

内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合にはその旨を記

載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載

すること。 

 

 (2) 財産及び損益の状況 

 〔長期信用銀行の状況について記載する場合〕 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

債 券 発 行 高     

 利 付 債 券     

 割 引 債 券     

預 金     

 定 期 性 預 金     

 そ の 他     

特 定 取 引 負 債 

（トレーディング負債） 

    

貸 出 金     

 個 人 向 け     

 中 小 企 業 向 け     

 そ の 他     

有 価 証 券     

 国 債     

 そ の 他     

特 定 取 引 資 産 

（トレーディング資産） 

    

総 資 産     

内 国 為 替 取 扱 高     

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

経 常 利 益 

（ 又 は 経 常 損 失 ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 

当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 

１株当たりの当期純利益（又は

１株当たりの当期純損失） 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

（記載上の注意） 

 １ 債券発行高、預金、貸出金、有価証券及び総資産は、年度末残高を記載すること。 

 ２ 特定取引資産（トレーディング資産）とは、商品有価証券、商品有価証券派生商品、

特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取引

資産をいう。 

   特定取引負債（トレーディング負債）とは、売付商品債券、商品有価証券派生商品、

特定取引売付債券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取引

負債をいう。 

３ 貸出金のうち個人向けは、海外支店貸出、特別国際金融取引勘定貸出及び個人事業主

向けを除く貸出しを記載すること。 

 ４ 貸出金のうち中小企業向けは、海外支店貸出及び特別国際金融取引勘定貸出を除き、

中小企業基本法第２条に規定する中小企業者に対する貸出しを記載すること。 

  ５ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

 ６ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

 ７ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

 ８ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、

損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認

又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とする

ことを妨げない。 

 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

連 結 経 常 収 益     

連 結 経 常 利 益     

連 結 当 期 純 利 益     
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連 結 純 資 産 額     

連 結 総 資 産     

（記載上の注意） 

  １ 表題を「（２）企業集団及び当行の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要がある場合は、４連結会計年度以前の連結会計年度についても記載すること。 

  ４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

  ５ 当該連結会計年度における過年度事項（当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る

貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方

針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の事業年度に係る定時株主

総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映

した事項とすることを妨げない。 

 

 ロ 当行の財産及び損益の状況 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

債 券 発 行 高     

 利 付 債 券     

 割 引 債 券     

預 金     

 定 期 性 預 金     

 そ の 他     

特 定 取 引 負 債 

（トレーディング負債） 

    

貸 出 金     

 個 人 向 け     

 中 小 企 業 向 け     

 そ の 他     

有 価 証 券     

 国 債     

 そ の 他     

特 定 取 引 資 産 

（トレーディング資産） 

    

総 資 産     

内 国 為 替 取 扱 高     

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

経 常 利 益 

（ 又 は 経 常 損 失 ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 

当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 

１株当たりの当期純利益（又は

１株当たりの当期純損失） 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

（記載上の注意） 

 １ 債券発行高、預金、貸出金、有価証券及び総資産は、年度末残高を記載すること。 

 ２ 特定取引資産（トレーディング資産）とは、商品有価証券、商品有価証券派生商品、

特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取引

資産をいう。 

特定取引負債（トレーディング負債）とは、売付商品債券、商品有価証券派生商品、

特定取引売付債券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取引

負債をいう。 

３ 貸出金のうち個人向けは、海外支店貸出、特別国際金融取引勘定貸出及び個人事業主

向けを除く貸出しを記載すること。 

 ４ 貸出金のうち中小企業向けは、海外支店貸出及び特別国際金融取引勘定貸出を除き、

中小企業基本法第２条に規定する中小企業者に対する貸出しを記載すること。 

  ５ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

 ６ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

 ７ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

  ８ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、

損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認

又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とするこ

とを妨げない。 

 

 (3) 使用人の状況 

 〔長期信用銀行の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

使 用 人 数 人 人 

平 均 年 齢 年  月 年  月 

平 均 勤 続 年 数 年  月 年  月 

平 均 給 与 月 額 千円 千円 
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 当 年 度 末 前 年 度 末 

〇〇部門 △△部門 〇〇部門 △△部門 

使 用 人 数 人 人 人 人 

（記載上の注意） 

１ 使用人は、臨時雇員及び嘱託を除いた在籍者数を記載すること。 

２ 適宜欄を設け、使用人数（就業者数で可）を主要な業務区分別（区別することが困難で

ある場合を除く。）に記載すること。 

 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

銀 行 業  ・・・事業 銀 行 業 ・・・事業 

使 用 人 数 人 人 人 人 

（記載上の注意） 

 １ 表題を「（３）企業集団の使用人の状況」とすること。 

 ２ 適宜欄を設け、長期信用銀行、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除

く。）の使用人数（就業者数で可）を事業セグメント別（複数の事業セグメントを有してい

ない場合には主要な業務区分別）に記載し、関連法人等の使用人数は記載を要しない。 

 ３ 必要がある場合は、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載す

ること。 

 

 (4) 営業所等の状況 

 〔長期信用銀行の状況について記載する場合〕 

イ 営業所数の推移 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

 店 うち出張所 

（    ） 

店 うち出張所 

（    ） 

 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

国 内 計 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

 （    ） （    ） 

海 外 計 （    ） （    ） 

合 計 （    ） （    ） 

 

 ロ 当年度新設営業所 

営 業 所 名 所  在  地 

  

  

  

  

  

（記載上の注意） 

 １ 長期信用銀行代理業者が長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所を除いて記載す

ること。 

２ 「営業所数の推移」については、適宜地区別に区分して記載すること。 

３ 駐在員事務所については、欄外に注記すること。 

４ 主要な業務区分別（区別することが困難である場合を除く。）に記載すること。 

 

ハ 長期信用銀行代理業者数の推移 

当年度末 前年度末 

  

 

ニ 当年度新規長期信用銀行代理業者 

氏名又は名称 主たる営業所又は事務所の所在地 銀行業以外の主要業務 

   

   

   

（記載上の注意） 

当年度に新規に許可を受けた長期信用銀行代理業者について記載すること。 

 

ホ 長期信用銀行代理業を営む営業所数又は事務所数の推移 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

   

   

   

   

合 計   

（記載上の注意） 

適宜地区別に区分して記載すること。 
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〔企業集団の状況について記載する場合〕 

イ 銀行業 

ロ ・・・事業 

（記載上の注意） 

１ 表題を「（４）企業集団の主要な営業所等の状況」とすること。 

２ 銀行業の記載にあたつては、当該長期信用銀行の営む主要な営業所及び営業所数並び

に長期信用銀行代理業を営む主要な営業所又は事業所及び営業所数又は事務所数を記

載する。 

なお、前年度末の営業所数又は事務所数についても区分ごとに括弧書で記載すること。 

３ 銀行業以外のその他の事業の記載にあたつては、適宜項目（ロ、ハ、ニ等）を設け、

子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名及びその

主要な営業所を事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要

な業務区分別）に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその主要な営業所については、

記載を要しない。 

 

(5)  設備投資の状況 

〔長期信用銀行の状況について記載する場合〕 

イ 設備投資の総額 

（単位 百万円） 

設備投資の総額  

 （記載上の注意） 

  １ 当該事業年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

  ２ 主要な業務区分別（区別することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

 

ロ 重要な設備の新設等 

（単位 百万円） 

内容 金額 

 

 

 

 

  １ 当該事業年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び金

額を記載すること。また、当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除却について

はその内容を記載すること。 

  ２ 主要な業務区分別（区別することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

 

 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 （記載上の注意） 

１  表題を「(5)企業集団の設備投資の状況」とすること。 

２ 長期信用銀行並びに子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の設

備投資の状況を事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要な

業務区分別）に記載することとし、関連法人等の設備投資の状況については、記載を要し

ない。 

３ 当該連結会計年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

４ 当該連結会計年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び

金額を記載すること。また、当該連結会計年度中に実施した重要な設備の処分、除却につ

いてはその内容を記載すること。 

 

(6) 重要な親会社及び子会社等の状況 

     イ  親会社の状況 

会社名 所在地 
主要業務 

内容 
設立年月日 資本金 

親会社が有

する当行の

議決権比率 

その他 

    百万円 ％  

 

     ロ  子会社等の状況 

会社名 所在地 
主要業務 

内容 
設立年月日 資本金 

当行が有す

る子会社等

の議決権比

率 

その他 

    百万円 ％  

       

       

       

       

（記載上の注意） 

 １ 親会社及び子会社等のうち、重要なものについて記載すること。 

 ２ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 

(7)  事業譲渡等の状況 

事業譲渡等の日付 事業譲渡等の状況 
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（記載上の注意） 

   次に掲げる事項について記載すること。 

     １ 重要な事業譲渡、吸収分割又は新設分割 

２ 他の会社（外国会社を含む。）の事業の譲受けのうち重要なもの 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得のうち重

要なもの 

４ 吸収合併（会社以外の者との合併（当該合併後当該長期信用銀行が存続するものに限

る。）を含む。）又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継のうち重

要なもの 

      

 (8) その他長期信用銀行の現況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

１ その他長期信用銀行の現況に関する重要な事項を記載すること。 

２ 当行の企業集団の状況について記載する場合には、表題を「(8)その他企業集団の現況に

関する重要な事項」とし、その他企業集団の現況に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

(1) 会社役員の状況 

                    （年度末現在） 

氏名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他 

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

 １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度

の末日までに退任した会社役員についても記載し、その旨を「その他」に記載すること。 

２ 当該事業年度中に辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決

議によつて解任されたものを除く。）についても記載し、辞任した旨又は解任された旨、

会社法第 345条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の意見があつたとき

は、その意見の内容及び同条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の理由

があるときは、その理由を「その他」に記載すること。 

 ３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

４ 取締役、監査役及び執行役については、他の法人その他の団体の代表者その他これに

類する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）及び兼職の状況（重要でない

ものを除く。）を、会計参与については、他の法人その他の団体の代表者その他これに類

する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）を「重要な兼職」に記載するこ

と。  

５ 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

６ 監査委員に就いている取締役又は監査役については、当該監査委員に就いている取締

役又は監査役が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、

その事実を「その他」に記載すること。 

７ その他会社役員（当該事業年度の末日後に就任した者を含む。）に関する重要な事項を

欄外に記載すること。 

 

(2)  会社役員に対する報酬等                     

（単位：百万円） 

区 分 
報 酬 等 定款又は株主総会で定められた報酬

限度額 

取 締 役   

会 計 参 与   

監 査 役   

執 行 役   

計   

（記載上の注意） 

 １ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 

２ 会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げる場合にあつては、

適宜設欄し、当該会社役員ごとの氏名並びに報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の

総額を記載すること。 

 ３ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬等」の欄に括弧内書すること。 

 ４ 「報酬等」には、会社役員（社外役員を除く。）が当該長期信用銀行の支配人その他の使

用人を兼ねている場合における当該支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額

を欄外に記載すること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

 ５ 会社役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役、会計参与、監査役又は執

行役を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

 ６ 当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針

を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の概要を記載すること。ただし、

当該事業年度の末日において、委員会設置会社でない長期信用銀行については、記載を省略

することができる。 
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７ 委員会設置会社にあつては、「定款又は株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要し

ない。 

 

 

３ 社外役員に関する事項 

 (1) 社外役員の兼任その他の状況 

氏 名 兼任その他の状況 

  

  

  

  

  

  

（記載上の注意） 

１ 社外役員が他の会社（外国会社を含む。以下同じ。）の業務執行取締役、執行役、業務を

執行する社員若しくは会社法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者（他の会社が外国会社で

ある場合は、これらに相当するもの。３において同じ。）又は使用人であるときは、その事

実及び長期信用銀行と当該他の会社との関係（重要でないものを除く）を記載すること。 

２ 社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実（重要でないもの

を除く。）を記載すること。 

３ 社外役員が長期信用銀行又は長期信用銀行の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第

３項第 18号に規定する特定関係事業者をいう。）の業務執行取締役、執行役、業務を執行

する社員若しくは会社法第 598条第 1項の職務を行うべき者又は使用人の配偶者、三親等

以内の親族その他これに準ずる者であることを長期信用銀行が知つているときは、その事

実（重要でないものを除く。）を記載すること。 

 

 (2) 社外役員の主な活動状況 

氏名 在任期間 取締役会への出席状

況 

取締役会における発言その他の活動状況 

    

    

    

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

 １ 本表における取締役会は、以下に掲げる者である場合にあつては、以下に定めるものを含

む。 

   ① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 

   ② 委員会設置会社の監査委員 監査委員会 

２ 「取締役会における発言その他の活動状況」には、以下の事項を記載すること。 

   ① 当該社外役員の意見により長期信用銀行の事業の方針又は事業その他の事項に係る

決定が変更されたときは、その内容（重要でないものを除く。） 

   ② 長期信用銀行において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行（当該社

外役員が社外監査役である場合にあつては、不正な業務の執行）が行われた事実（重要

でないものを除く。）があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行つ

た行為及び当該事実の発生後の対応として行つた行為の概要 

 

 (3) 責任限定契約 

氏名 責任限定契約の内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

  社外役員と長期信用銀行との間で責任限定契約（会社法第 427条第 1項の契約をいう。以下

同じ。）を締結しているときは、当該契約の内容（当該契約によつて当該会計参与の職務の適

正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。）

の概要を記載すること。 

 

(4) 社外役員に対する報酬等                  （単位：百万円） 

 
長期信用銀行から受けている

報酬等 

長期信用銀行の親会社等から受けている

報酬等 

報酬等の合計   

（記載上の注意） 

 １ 報酬等とは、報酬、賞与、その他の職務執行上の対価として受ける財産上の利益をいう。 

２ 長期信用銀行が、社外役員の全部又は一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げ

ることとする場合にあつては、適宜設欄し、当該社外役員ごとの氏名並びに報酬等の額及
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びその他の社外役員の報酬等の総額を記載すること。 

 ３ 長期信用銀行の社外役員に対する報酬以外の金額については、その金額を「長期信用銀行

から受けている報酬等」の欄に括弧内書すること。 

４ 長期信用銀行の社外役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役と監査役

を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

５ 「長期信用銀行の親会社等から受けている報酬等」については、長期信用銀行の親会社

又は当該親会社の子会社若しくは子法人等から当該事業年度において会社役員としての報

酬等を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること。  

 

 

(5) 社外役員の意見 

 氏  名 社外役員の意見の内容 

  

  

  

  

（記載上の注意） 

   「３ 社外役員に関する事項」の(1)から(4)に掲げる内容に対して社外役員の意見があると

きは、その意見の内容を記載すること。 

 

 

４ 当行の株式に関する事項 

(1)  株  式  数          発行する株式の総数              千株 

発行済株式の総数                千株 

(2)  当年度末株主数                                        名 

  (3)  大  株  主 

株主の氏名又は

名称 

当行への出資状況 

持株数等 持株比率  

 千株 ％ 

   

   

   

    

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度の末日において発行済株式（自己株式を除く。）の総数の 10 分の 1 以上の

数の株式を有する株主について、持株数の順に記載すること。 

２ 種類株式発行長期信用銀行（剰余金の配当その他の会社法第 108 条第１項各号に掲げる

事項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する長期信用銀行をいう。）にあつて

は、株式の種類及び種類ごとの数を「持株数等」に記載すること。 

３ その他株式に関する重要な事項を記載すること。 

 

 

５ 当行の新株予約権等に関する事項 

(1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数 

取締役及び執行役

（ 社 外 役 員を 除

く。） 

  

社外取締役   

会計参与及び監査

役 

  

（記載上の注意） 

長期信用銀行が職務遂行の対価として交付した新株予約権等（会社法施行規則第 2 条第 3項

第 14 号で規定する新株予約権等をいう。以下同じ。）に限り、記載すること。 

 

(2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を交付した者の人数 

使用人   

子会社及び子法人等

の会社役員及び使用

人 

  

（記載上の注意） 

 １ 長期信用銀行が職務遂行の対価として交付した新株予約権等に限り、記載すること。 

２ 「使用人」とは、当該長期信用銀行の会社役員を兼ねている使用人を除く使用人をいう

ものとする。 

 ３ 「子会社及び子法人等の会社役員及び使用人」とは、当該長期信用銀行の会社役員又は使
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用人を兼ねている子会社の会社役員及び使用人を除く子会社及び子法人等の会社役員及び

使用人をいうものとする。 

 ４ その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 

 

６ 会計監査人に関する事項 

(1)会計監査人の状況 

（単位 百万円） 

氏名又は名称 当該事業年度に係る 

報酬等 

その他 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

（記載上の注意） 

１ 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び当該長期信用銀行の監

査の職務を行つた指定社員（公認会計士法（昭和 23年法律第 103号）第 34条の 10 の４

に規定する指定社員をいう。）の氏名を記載すること。 

２ 報酬等とは、報酬その他の職務遂行上の対価として受ける財産上の利益をいう。 

３ 以下の事項を「その他」に記載すること。 

① 会計監査人が対価を得て行う非監査業務（公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の

業務をいう。以下同じ。）の内容 

② 会計監査人が過去２年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該処分

に係る事項（長期信用銀行が事業報告の内容として適切であるものと判断した事項に

限る。） 

③ 会計監査人が現に業務の停止を受けその停止期間を経過しない者であるときは、当

該処分に係る事項 

４ 当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人（株主総会の決議に

よつて解任されたものを除く。）があるときは、「氏名又は名称」に当該会計監査人の氏

名又は名称を、「その他」に次に掲げる事項を記載すること。 

① 会社法第 340条第３項の理由があるときは、その理由 

② 会社法第 345 条第５項において準用する同条第１項の意見があつたときは、その意

見の内容 

③ 会社法第 345条第５項において準用する同条第２項の理由があるときは、その理由 

５ 会社法第 444 条第３項に規定する大会社である場合には、長期信用銀行の会計監査人

である公認会計士又は監査法人に、当該長期信用銀行、子会社及び子法人等が支払うべ

き金銭その他の財産上の利益の合計額を欄外に記載すること。なお、この額は当該事業

年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。 

 

 (2)  責任限定契約 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

会計監査人と長期信用銀行との間で締結している責任限定契約の内容（当該契約によつ

て当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合

にあつては、その内容を含む。）の概要を記載すること。 

 

(3)  会計監査人に関するその他の事項 

イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

ロ 会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより

取締役会に与えられた権限の行使に関する方針 

ハ 会社法第 444 条第３項に規定する大会社である場合には、長期信用銀行の会計監査人

以外の公認会計士(公認会計士法第 16 条の２第５項に規定する外国公認会計士を含む。)

又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）が、長期

信用銀行の重要な子会社及び子法人等の計算関係書類（これに相当するものを含む。）の

監査（会社法又は証券取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によ

るものに限る。）をしているときは、その事実 

（記載上の注意） 

当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行は、以下の事項について、

記載を省略できるものとする。ただし、当該事項については、業務報告書に追加して記

載すること。 

  ①  当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額 

  ②  会計監査人に対して非監査業務の対価を支払つているときは、その非監査業務の内

容 

  ③  会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 
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７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

（記載上の注意） 

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場合には、

会社法施行規則第 127 条第 1 号から第 3 号までの規定に従い記載すること。 

 

 

８ 業務の適正を確保する体制 

（記載上の注意） 

以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要

を記載すること。 

１ 会社法第 348条第３項第４号に規定する体制 

２ 会社法第 362条第４項第６号に規定する体制 

３ 会社法第 416条第１項第１号ロ及びホに規定する体制 

 

 

９ 会計参与に関する事項 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

会計参与と長期信用銀行の間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約の内容（当該

契約によつて当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じてい

る場合にあつては、その内容を含む。）の概要を記載すること。 

 

 

１０ その他 

（記載上の注意） 

   その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 

別
紙
様
式
第
７
号
（
第
１
９
条
第
２
項
関
係
）

別紙様式第７号（第 19条第２項関係） 

 

年    月    日から 

               第     期                               附属明細書 

年    月    日まで 

 

  年  月  日作成                   住所 

  年  月  日備付                   株式会社     銀行 

                              代表取締役 氏 名 印 

 

（記載上の注意） 

 １ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す

ること。 

 ２ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、当

該単位未満は切り捨てること。 

 ３ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨て小

数点第２位までを記載すること。 

４ 当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行は、「２ 事業報告に関する事

項」については、記載を省略することができるものとする。ただし、当該事項については、

業務報告書に追加して記載すること。 

 

 

１ 計算書類に関する事項 

（１）有形固定資産及び無形固定資産                      

（単位：百万円） 

資産の種類 
当期首 

残高 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期 

償却額 

期末 

帳簿価額 

減価償却 

累計額 

償却 

累計率 

有形固定資産 

建物 

土地 

建設仮勘定 

その他の有形

固定資産 

         ％ 

有形固定資産計        
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無形固定資産 

ソフトウェア 

のれん 

その他の無形

固定資産 

 

 

      

無形固定資産計        

（記載上の注意） 

１ 資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。 

２ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「期末帳簿

価額」の欄は減損損失控除後の金額を記載すること。 

３ 償却累計率は、取得価額に対する減価償却累計額と減損損失累計額の合計額の割合を記載

すること。 

 

 (2) 引当金                              

（単位：百万円） 

区  分 
当期首残

高 

当期増加

額 

当期減少額 
当期末残高 

計上理由及び算定

方法 目的使用 その他 

貸倒引当金       

       

       

       

計       

（記載上の注意） 

  １ 計上理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。 

２ 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金（退職給付引当金を除く。）及び

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等第 54条の２第１項に規定する準備

金等（以下「引当金等」という。）について、各引当金等の設置目的ごとの科目の区分に

より設置すること。 

３ 「当期減少額」欄のうち「目的使用」欄には、各引当金の設置目的である支出の事実

の発生があつたことによる取崩額を記載すること。 

４ 「当期減少額」欄のうち「その他」欄には目的使用以外の理由による減少額を記載し、

減少の理由を注記すること。 

 

(3) 営業経費                             

（単位：百万円） 

区 分 金           額 

給 料 ・ 手 当  

退 職 給 付 費 用  

福 利 厚 生 費  

減 価 償 却 費  

無 形 固 定 資 産 償 却  

土 地 建 物 機 械 賃 借 料  

営 繕 費  

消 耗 品 費  

給 水 光 熱 費  

旅 費  

通 信 費  

広 告 宣 伝 費  

諸会費・寄付金・交際費  

租 税 公 課  

そ の 他  

計  

（記載上の注意） 

   監査役（委員会設置会社にあつては、監査委員）が監査をするについて、参考となるよう

に記載すること。 

 

(4) その他の重要な事項 

（記載上の注意） 

  その他計算書類の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 

２ 事業報告に関する事項 

 (1) 会社役員の兼務の状況 

区    分 氏    名 兼務会社名 役    職 摘    要 

     

     

     

     

（記載上の注意） 

 １ 本表における「会社役員」とは、取締役、監査役及び執行役をいい、会計参与を含まない。 

２ 取締役又は執行役については、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社

員、又は会社法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者を兼ねる者の兼務の状況（重要でない

ものを除く。）を記載すること。また、長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第

７条第１項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている場合には、その旨を摘要欄に記
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載すること。 

３ 監査役については、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員、又は会

社法第 598条第 1項の職務を行うべき者を兼ねる者の兼務の状況（重要でないものを除く。）

を記載すること。 

 ４ 兼務する他の会社が金融業を営む場合には、その旨を摘要欄に記載すること。 

 

 (2) 当行と会社役員（又は支配株主）との利益が相反する取引         

（単位：百万円） 

役名 氏名 職業 
貸出金  

残高 

当 期 増 減

（△）高 

債務の保証

又は裏書 

当 期 増 減

（△）高 

       

       

       

       

（記載上の注意） 

１ 第三者との取引であつて、長期信用銀行と会社役員又は支配株主との利益が相反する重

要な取引について記載すること。長期信用銀行と会社役員との利益が相反するものについ

ては、当該会社役員の役名及び氏名を掲記し、その下に当該第三者の氏名又は名称及びそ

の者との間の取引額を行を改めて記載すること。 

２ 「支配株主」とは、長期信用銀行の総株主の議決権の過半数を有する株主（長期信用銀

行の親会社を含む。）をいう。ただし、この場合の議決権には、会社役員（執行役員を除く。）

の選任及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権を行使すること

ができない株式に係る議決権の数を除く。 

 ３ 貸出金については、総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金

保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする

貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）を除いて

記載すること。 

 

 (3)  その他の重要な事項 

（記載上の注意） 

  その他事業報告の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 

 

別
紙
様
式
第
７
号
の
２
（
第
２
５
条
の
２
の
４
関
係
）

別紙様式第７号の２（第 25条の２の４関係） 

 

 30cm以上 

 

 

 

20 

cm 

以

上 

 

 

外国銀行代理長期信用銀行認可票 

 

外国銀行代理業務 

  

認可番号    金融庁長官（ ）   第     号 

 

（外国銀行代理長期信用銀行の商号） 

 

（所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国） 

 

（記載上の注意） 

１ 「所属外国銀行の商号及び主たる営業所が所在する国」には、所属外国銀行（長期信

用銀行法第６条の３第１項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。）の名称又は商号

及び主たる営業所が所在する国を記載すること。二以上の所属外国銀行があるときは、

すべての所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国を記載すること。 

２ 長期信用銀行法第６条の３第２項の規定による届出をして外国銀行代理業務（同条第

１項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。）を営む場合にあつては、認可番号

に代えて、同条第２項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営む者である旨を表

示すること。 
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別
紙
様
式
第
７
号
の
２
の
２
（
第
２
５
条
の
２
の
１
５
第
１
項
関
係
）

別紙様式第７号の２の２（第 25条の２の 15第１項関係） 

                   （日本工業規格Ａ４） 

 

外国銀行代理業務に関する報告書 

 

年    月    日から 

年    月    日まで 

 

年    月    日 

 

住  所 

株式会社                  銀行 

代表取締役   氏         名  印 

（記載上の注意） 

   本表中に記載する金額及び件数は、この表中で指定された単位で記載し、当該単位未

満は切り捨てること。 

１ 認可年月日及び認可番号 

（記載上の注意） 

  長期信用銀行法第６条の３第２項の規定による届出をして外国銀行代理業務（同条第

１項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。）を営む場合にあつては、認可年月

日及び認可番号に代えて、届出年月日及び同条第２項の規定による届出をして外国銀行

代理業務を営む者である旨を表示すること。 

２ 外国銀行代理業務の概況 

（記載上の注意） 

  直近の事業年度における外国銀行代理業務の経過及び成果を記載すること。 

３ 所属外国銀行 

所 属 外 国 銀 行 名 
外 国 銀 行 代 理 業 務 の 内 容 

 委託契約年月日 

   

   

（記載上の注意） 

１ 「所属外国銀行名」欄は、当期末現在における所属外国銀行（長期信用銀行法第６条

の３第１項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。）の名称又は商号を記載すること。 

２ 「所属銀行代理業務の内容」欄は、所属外国銀行のために行う外国銀行代理業務の内

容を記載すること。 

４ 役員及び使用人の状況 

 
役員 

 
使 用 人 計 

うち非常勤 

総数 名 名 名 名 

 （記載上の注意） 

１ 本表は、当期末における外国銀行代理業務に従事する役員及び使用人について記載す

ること。 

  ２ 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

５ 営業所の状況 

名称 所在地 使 用 人 所属外国銀行名 
外国銀行代理業

務 の 内 容 

   
  

  

   
  

  

（記載上の注意） 

１ 「所属外国銀行名」欄及び「所属銀行代理業務の内容」欄は、営業所において複数の

所属外国銀行のために銀業代理業務を営むときは、当該所属外国銀行ごとに記載するこ

と。 

  ２ 適宜地区別に区分して記載すること。 

６ 外国銀行代理業務の実施状況 

（１） 預金関係 

① 代理                             （単位：千円、件） 

所属外国

銀 行 名 

流 動 性 預 金 
 

定 期 性 預 金 
合 計 

（その他を含む） う ち 当 座 預 金 

口座数 残 高 口座数 残 高 口座数 残 高 口座数 残 高 

         

         

合 計         

（記載上の注意） 

   当期末における預金の口座数及び残高を所属外国銀行ごとに記載すること。 

② 媒介                                （単位：件） 

所属外国

銀 行 名 

流 動 性 預 金 
 

定 期 性 預 金 
合 計 

（その他を含む） う ち 当 座 預 金 

件 数 件 数 件 数 件 数 
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合 計         

（記載上の注意） 

   「件数」欄は、預金又は定期積金等（銀行法第２条第４項に規定する定期積金等をいう。）

の受入れを内容とする契約の締結の媒介行為を行つたもののうち、当期中に契約の締結に至

つた件数を所属外国銀行ごとに記載すること。 

（２） 貸出金関係 

① 代理                             （単位：千円、件） 

所属外国

銀 行 名 

消 費 者 向 け 貸 出 金 事 業 者 向 け 貸 出 金 合 計 

件 数 残 高 件 数 残 高 件 数 残 高 

       

       

合 計       

（記載上の注意） 

   当期末における貸出金の件数及び残高の合計額を所属外国銀行ごとに記載すること。 

② 媒介                                （単位：件） 

所属外国

銀 行 名 

消 費 者 向 け 貸 出 金 事 業 者 向 け 貸 出 金 合 計 

件 数 媒 介 額 件 数 媒 介 額 件 数 媒 介 額 

       

       

合 計       

（記載上の注意） 

   １ 当期中における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介行為を

行つた件数及び媒介額を所属外国銀行ごとに記載すること。 

２ 「件数」欄は、媒介行為を行つたもののうち、当期中に契約の締結に至つた件数を

記載すること。 

   ３ 「媒介額」欄は、当期中に契約の締結に至つたものの契約時の貸付けの金額を記載す

ること。 

（３） 為替取引関係                            （単位：件） 

所 属 外 国 銀 行 名 代 理 媒 介 

   

   

合 計   

（記載上の注意） 

   １ 「代理」欄は、当期中における為替取引を内容とする契約の締結の代理行為を行つた

契約件数を記載すること。 

２ 「媒介」欄は、当期中における為替取引を内容とする契約の締結の媒介行為を行つた

契約件数を記載すること。 

（４） 付随業務関係                            （単位：件） 

所属外国銀行名 付 随 業 務 の 内 容 代 理 媒 介 

 
 

  
 

 
 

  
 

合 計    

（記載上の注意） 

  １ 「付随業務の内容」欄は、当期中にその契約の締結の代理又は媒介を行つた銀行法

第 10条第２項に規定する業務（代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項（第８号及び

第８号の２を除く。）の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。）の

内容を記載すること。 

   ２ 「代理」欄は、当期中における銀行法第 10 条第２項に規定する業務（代理又は媒介

に係る業務及び銀行が同項（第８号及び第８号の２を除く。）の規定により代理又は媒

介を行うことができる業務を除く。）に係る契約の締結の代理行為を行つた契約件数を

記載すること。 

   ３ 「媒介」欄は、当期中における銀行法第 10 条第２項に規定する業務（代理又は媒介

に係る業務及び銀行が同項（第８号及び第８号の２を除く。）の規定により代理又は媒

介を行うことができる業務を除く。）に係る契約の締結の媒介行為を行つた契約件数を

記載すること。 

（５） 手数料の状況         （単位：千円） 

所属外国銀行名 手 数 料 

  

  

合 計  

（記載上の注意） 

「手数料」欄は、当期中に所属外国銀行から得た外国銀行代理業務に係る手数料の金額

を記載すること。 
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別
紙
様
式
第
７
号
の
２
の
３
（
第
５
条
の
２
第
１
項
、
第
２
５
条
の
２
の
１
６
第
１
項
関
係
）

別紙様式第７号の２の３（第５条の２第１項、第 25条の２の 16第 1項関係） 

 

 

（日本工業規格Ａ４） 

 

 

長期信用銀行法第 16条の２第１項に基づく届出書・長期信用銀行法第 17条において準用

する銀行法第 52条の３第１項に基づく変更報告書（NO.   ）(ｲ) 

 

 

               年  月  日 

 

 

    金 融 庁 長 官          殿 

      財務（支）局長 殿 

 

 

                     商号、名称又は氏名                               印(ﾛ) 

                   住所又は本店所在地                      (ﾛ) 

                    届出又は報告義務発生日      年  月  日(ﾊ) 

 

 

第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

 １ 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 

長期信用銀行又は

長期信用銀行持株 

会 社 の 名 称         

  提出者、その他保有者

及び共同保有者等の総

数(ﾆ) 

 

本店又は主たる         

事務所の所在地         

  
提出形態(ﾎ)  

※ １ 連名 

２ その他 

 

 ２ 提出者等 

  (1) 提出者等の概要(ﾍ) 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

 （団体名等：                                 ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）               

住 所 又 は 本 店 所 在 地               

事 業 の 種 類              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

旧 事 業 の 種 類              
 

 

個 

 

人 

生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  

勤務先名称 
 

職 業     勤務先住所  

 

法 

 

人 

設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  代表者役職 

代表者氏名  

資本金額（百万円）  

提出者との関係 

※ １ 本人 

  ２ その他大量保有者（長期信用銀行法第 17 条におい

て準用する銀行法第３条の２第１項第   号） 

  ３ 共同保有者 

  ４ 共同保有者に係るその他大量保有者に相当する者

（長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第

３条の２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

 

電 話 番 号         
 

 

(2) 上記提出者等が保有する議決権の数(ﾄ) 

提出者等が保有する議

決権の数 

 

 

(3) 保有の目的(ﾁ) 

新保有の目的         

旧保有の目的         

   

  (4) 取得資金(ﾘ) 

  ① 取得資金の内訳 
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自己資金額（千円）   借入金額計（千円） 
 

     

その他（具体的に） 

 

 

 

  
その他金額計（千円） 

 

 

取得資金合計（千円） 
 

 

② 借入金の内訳 

（フリガナ） 

名称(支店名) 
業 種 

（フリガナ） 

代表者氏名 
所 在 地 

金 額 

(千円) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ３ その他保有者等(ﾇ) 

   (1)  その他保有者等の概要 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

  （団体名等：                           ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

事 業 の 種 類              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）               

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

旧 事 業 の 種 類              
 

 

個 

 

人 

生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  

勤務先名称 
 

職 業  勤務先住所  

 

法 

 

人 

設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  代表者役職 

代表者氏名  

資本金額（百万円）  

提出者との関係 

※ １ その他保有者（長期信用銀行法第 17 条において準

用する銀行法第３条の２第１項第  号） 

  ２ 共同保有者に係るその他保有者に相当する者（長期

信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第３条の

２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号          

 

(2) 上記その他保有者等が保有する議決権の数 

その他保有者等が保有

する議決権の数 

 

 

(3) 保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

 

(4) 取得資金 

  ① 取得資金の内訳 

自己資金額（千円）   借入金額計（千円） 
 

     

その他（具体的に） 

 

 

 

  
その他金額計（千円） 
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取得資金合計（千円） 
 

 

② 借入金の内訳 

（フリガナ） 

名称(支店名) 
業 種 

（フリガナ） 

代表者氏名 
所 在 地 

金 額 

(千円) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  ４ 上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合(ﾙ) 

提出者及びその他保有者が保有する議

決権の数 
(A) 

 

提出者が保有する議決権の数  

その他保有者が保有する議決権の

数 
 

長期信用銀行又は長期信用銀行持株会

社の総株主の議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

 ５ 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近

60 日間の取得又は処分の状況(ｦ) 

取得又は処分 

を行った者 
年 月 日 議 決 権 の 数 取 得 又 は 処 分 の 別 単 価     

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

 

 ６ 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近

60 日間の取得又は処分の状況(ﾜ) 

取得又は処分を 

行った者 
年 月 日 議決権の数 取 得 又 は 処 分 の 別 譲渡の相手方 単 価     

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   
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   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

 

第２ 共同保有者に関する事項 

 １ 共同保有者(ｶ) 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

  （団体名等：                           ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

事 業 の 種 類              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

旧 事 業 の 種 類              
 

 

個 

 

人 

生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  

勤務先名称 
 

職 業  勤務先住所  

 

法 

 

人 

設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  代表者役職 

代表者氏名  

資本金額（百万円）  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

 ２ 上記共同保有者が保有する議決権の数(ﾖ) 

共同保有者が保有する

議決権の数 
 

 

第 3 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

 １ 提出者、その他保有者及び共同保有者等(ﾀ) 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

20  40  60  

 

 ２ 上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合(ﾚ) 

提出者、その他保有者及び共同保有者

等が保有する議決権の数 
(A) 

 提出者が保有する議決権の数  
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その他保有者が保有する議決権の

数 
 

 

共同保有者が保有する議決権の数  

共同保有者に係るその他保有者に

相当する者が保有する議決権の数 
 

長期信用銀行又は長期信用銀行持株会

社の総株主の議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項  

(A) この様式において「議決権」とは、長期信用銀行法第 13 条の２第１項第８号に規

定する議決権をいう。 

(B) この様式において「届出書等」とは、長期信用銀行法第 16 条の２第１項に規定す

る届出書（この様式において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。）又は長期

信用銀行法第 17条において準用する第 52条の３第１項に規定する変更報告書をいう。 

(C) この様式において「提出者」とは、長期信用銀行法第 16 条の２第１項又は長期信

用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 52 条の３第１項の規定により、届出書等

の提出を行う者（代理人が提出する場合には、当該代理人に提出を委任する者）をい

う。 

(D) この様式において「その他保有者」とは、長期信用銀行法第 17 条において準用す

る銀行法第３条の２第１項第２号から第５号まで及び第７号の規定により、提出者が

保有しているものとみなされる議決権のうち、提出者が現に保有している議決権以外

の議決権の保有者をいう。 

(E) この様式において「共同保有者」とは、提出者が長期信用銀行法第 17 条において

準用する銀行法第３条の２第１項第６号に掲げる者である場合における同号に規定

する共同保有者をいう。 

(F) この様式において「その他大量保有者」とは、総株主の議決権の 100 分の５を超え

て議決権を保有するその他保有者をいう。 

(G) この様式において「提出者等」とは、提出者及び当該提出者に届出書等の提出を委

任したその他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保

有者に相当する者をいう。 

(H)  記載事項のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」には、提出者及

びその他保有者の議決権の保有状況について記載し、「３ その他保有者等」には、

その他保有者がいる場合にのみ記載し、その他保有者が複数いる場合はそれぞれの議

決権の保有状況について、別々に記載すること。「第２ 共同保有者に関する事項」

には、共同保有者がいる場合にのみ記載し、共同保有者が複数いる場合はそれぞれの

議決権の保有状況について、別々に記載すること。「第３ 提出者、その他保有者及

び共同保有者等に関する総括表」には、その他保有者又は共同保有者がいる場合にの

み、提出者、その他保有者及び共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載するこ

と。また、その他保有者がいない場合には、この様式のうち「第１ 提出者及びその

他保有者等に関する事項」の「３ その他保有者等」に係る部分、共同保有者がいな

い場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事項」に係る部分、その他

保有者及び共同保有者がいない場合には、これらに加え「第３ 提出者、その他保有

者及び共同保有者等に関する総括表」に係る部分の提出を要しない。 

(I) 提出者は、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大

量保有者に相当する者全員の委任を受けて、提出者等全員の届出書等を一つにまとめ

て提出することができる。 

(J)  上記(I)の場合には、提出者等のそれぞれの議決権の保有状況について、別々に「第

１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」に記載するととも

に、当該提出者等の議決権の保有状況を一括して「第３ 提出者、その他保有者及び

共同保有者等に関する総括表」に記載すること。また、総株主の議決権の 100 分の５

以下の議決権を保有するその他保有者及び共同保有者に係るその他保有者に相当す

る者の議決権の保有状況について、別々に「第１ 提出者及びその他保有者等に関す

る事項」の「３ その他保有者等」に記載するとともに、「第３ 提出者、その他保

有者及び共同保有者等に関する総括表」に提出者等と併せて記載すること。この際に

は、その他大量保有者及び共同保有者の議決権の保有状況については、「第１ 提出

者及びその他保有者等に関する事項」の「３ その他保有者等」及び「第２ 共同保

有者に関する事項」に記載することを要しない。 

(K)  変更報告書は、議決権保有割合に 100 分の 1 以上の増加又は減少があった場合のほ

か、提出者の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の

変更、提出者の保有の目的の変更、その他保有者等の変更、その他保有者等の商号、

名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更、その他保有者

等の保有の目的の変更、共同保有者の変更、共同保有者の商号、名称若しくは氏名又

は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更その他の銀行議決権保有届出書に

記載すべき重要な事項の変更があった場合に提出すること。なお、長期信用銀行法の

他の規定及び他の法令に基づき、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に

上記事項に係る変更の報告等を行っている場合には、当該事項に係る変更報告書を提

出することを要しない。 

(L)  変更報告書の提出に当たっては、長期信用銀行議決権保有届出書の記載事項の全て

について、変更報告書の提出義務が発生した日の現況に基づいて記載すること。ただ

し、「第１                                                         
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   提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概 

要」欄、「３ その他保有者等」の「(1) その他保有者等の概要」欄又は「第２ 共

同保有者に関する事項」の「１ 共同保有者」欄に記載した事項のみが変更した場合

には、当該変更のあった欄並びに「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」

の「１ 銀行又は銀行持株会社」及び「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」欄

以外の欄に記載することを要しない。 

(M) ※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

(N) 届出書等に係る訂正報告書については、長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の

名称、提出者の商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地並びに訂正される届出書

等の届出又は報告義務発生日を記載し、訂正事項については、その訂正前・訂正後が

分かるように記載すること。 

(O)  長期信用銀行議決権保有届出書の提出を行う際には、提出者若しくはその他保有者

又は共同保有者若しくは当該共同保有者に係るその他保有者に相当する者が事業を

行っている場合は、これらの者の営業所（臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備

を除く。）の名称及び所在地を記載した書類を添付すること。なお、当該営業所の名

称又は所在地の変更を行った場合には、当該変更を行った日の属する営業年度の終了

の日から５日以内に、当該営業年度の終了の日現在の当該営業所の名称及び所在地を

記載した書類又は当該変更を行った営業所についての当該変更前及び変更後の名称

及び所在地を記載した書類を提出すること。 

２ 個別事項 

(ｲ) 表題 

表題の欄は、長期信用銀行議決権保有届出書又は変更報告書のいずれか該当しない

ものを消し、変更報告書である場合には、長期信用銀行議決権保有届出書を提出した

後、最初に提出した変更報告書から数えた通し番号を記入すること。 

(ﾛ) 商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地 

(1) 届出書等の提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の商号、名称又

は氏名及び住所又は本店所在地を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。

なお、代理人が提出する場合には、届出書等の提出を委任した者が、当該代理人に、

届出書等の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与

したことを証する書面を届出書等１通につき１通ずつ添付すること。 

(2)  届出書等の提出者が、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に

係るその他大量保有者に相当する者全員の委任を受けて当該提出者等全員の届出書

等を一つにまとめて提出する場合には、委任を受けた者が、その商号、名称又は氏

名及び住所又は本店所在地を届出書等の一頁目のみに記入し、押印又はこれに類す

る行為を行うこと。なお、当該その他大量保有者並びに当該共同保有者及び当該共

同保有者に係るその他大量保有者に相当する者が、当該提出者に届出書等の提出に

関する一切の行為につき、当該その他大量保有者並びに当該共同保有者及び当該共

同保有者に係るその他大量保有者に相当する者を代理する権限を付与したことを証

する書面を届出書等１通につき１通ずつ添付すること。 

(3)  「商号、名称又は氏名」欄については、法人の場合には、法人の商号又は名称及

び代表者の役職氏名を記入し、代表者印の押印又はこれに類する行為を行うこと。 

(ﾊ) 届出又は報告義務発生日 

長期信用銀行議決権保有届出書にあっては、総株主の議決権の 100 分の５を超える

議決権の保有者（長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第３条の２第１項第

２号から第７号までの規定により、当該各号に定める数の議決権の保有者とみなされ

る場合を含む。）となった日を、変更報告書にあっては当該変更報告書に記載すべき変

更があった日を記載すること。 

 

 第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

(ﾆ) 提出者、その他保有者及び共同保有者等の総数 

提出者及びその他保有者並びに共同保有者及び共同保有者に係るその他保有者に相

当する者の総数を記載すること。 

(ﾎ) 提出形態 

届出書等の提出者が、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係

るその他大量保有者に相当する者全員の委任を受けて当該提出者等全員の届出書等を

一つにまとめて提出する場合には「１ 連名」を○で囲み、それ以外の場合には「２ 

その他」を○で囲むこと。 

(ﾍ) 提出者等の概要 

(1) 「１ 個人、２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。法人の場合には、

会社形態について該当する番号を○で囲み、該当するものがない場合には、「合名会

社」、「合資会社」等、具体的に記載すること。長期信用銀行法第 17 条において準用

する銀行法第 3 条の 2 第 1 項第 1 号に規定する法人でない団体である場合には、当

該団体を保有者として提出せず、代表者又は管理人を保有者として提出すること。

また、この場合には、当該団体名及び提出者の当該団体との関係等を記載すること。 

(2) 提出者等の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類

の変更に係る変更報告書を提出する場合には、「旧商号、名称又は氏名」、「旧住所又

は本店所在地」又は「旧事業の種類」欄に、変更前の商号、名称若しくは氏名又は

住所若しくは本店所在地又は事業の種類を記載すること。 

(3) 「事業の種類」欄には、当該提出者等が事業を行っている場合にのみ、届出書等

の提出義務が発生した日現在の当該法人の定款等に記載された主要な目的を記載す

ること。 

(4) 提出者等が個人である場合は「個人」欄に、法人の場合は「法人」欄に必要事項
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をそれぞれ記載すること。 

(5) 「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 

(6) 「資本金額」欄には、資本金額又は出資総額を記載すること。 

(7) 「提出者との関係」欄には、提出者である場合は「１ 本人」を○で囲み、その

他大量保有者である場合は「２ その他大量保有者」を○で囲み、長期信用銀行法

第 17 条において準用する銀行法第３条の２第１項各号のうち、該当する号を記載す

ること。また、共同保有者である場合は「３ 共同保有者」を○で囲み、当該共同

保有者に係るその他大量保有者に相当する者である場合は「４ 共同保有者に係る

その他大量保有者に相当する者」を○で囲み、長期信用銀行法第 17 条において準用

する銀行法第３条の２第１項各号のうち、該当する号を記載すること。 

(ﾄ) 上記提出者等が保有する議決権の数 

 その日の取引が全て終了した後の提出者が現に保有する長期信用銀行若しくは長

期信用銀行持株会社の議決権の数又は提出者に届出書等の提出を委任したその他大

量保有者若しくは共同保有者若しくは当該共同保有者に係るその他大量保有者に相

当する者が現に保有する銀行の議決権の数（その他保有者又は共同保有者に係るそ

の他保有者に相当する者が、それぞれ提出者又は共同保有者に連結される会社であ

る場合は、第１条の５第２項各号に規定する数とする。以下同じ。）を記載すること。 

(ﾁ) 保有の目的 

(1) 「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容に

ついて、できる限り具体的に記載すること。 

(2) 長期信用銀行議決権保有届出書を提出する場合には、「新保有の目的」欄に保有

の目的を記載し、「旧保有の目的」欄には記載しないこと。変更報告書を提出する

場合には、「新保有の目的」欄には変更後の保有の目的を記載し、「旧保有の目的」

欄には変更前の保有の目的を記載すること。 

(ﾘ) 取得資金 

(1) 取得資金（累計）の内訳 

届出又は報告義務が発生した日に保有する議決権を取得する際に要した資金（累

計）の内訳及び合計を記載すること。「その他」欄には、贈与、相続、代物弁済、

交換、無償交付等、具体的な取得原因を記載すること。 

(2) 借入金の内訳 

「① 取得資金の内訳」に記載した借入金の内訳について記載すること。「業種」

欄には、「銀行」、「長期信用銀行」、「その他の金融機関」（証券取引法施行令第１

条の９に規定する金融機関をいう。以下この様式において同じ。）、「貸金業者」、

「リース会社」、「商社」、「個人」等、具体的に記載すること。 

(ﾇ) その他保有者等 

   その他保有者等がいる場合に、「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の

「２ 提出者等」に準じて記載すること。 

(ﾙ) 上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合 

(1) 議決権保有割合は、その日の取引が全て終了した後の提出者及びその他保有者が

保有する議決権の状況により記載すること。 

(2) 「提出者が保有する議決権の数」欄には、提出者が現に保有する銀行又は銀行持

株会社の議決権の数を記載すること。 

(3) 「その他保有者が保有する議決権の数」欄には、その他保有者がいる場合にのみ、

当該その他保有者が現に保有する長期信用銀行の議決権の数を記載すること。 

(4) 「長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の総株主の議決権」欄には、届出又は

報告義務が発生した日の当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の総株主

の議決権を記載すること。 

(5) 「議決権保有割合」欄には、小数点以下３桁を四捨五入して小数点以下２桁まで

算出した割合を記載すること。 

(6) 「直前の届出書等に記載された議決権保有割合」欄には、変更報告書を提出する

場合に、当該変更報告書の直前の届出書等に記載された議決権保有割合を記載する

こと。 

(ｦ) 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近

60 日間の取得又は処分の状況 

(1) 長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52条の 3第２項の規定により、

変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならな

い場合以外の場合にのみ記載すること。 

(2) 届出又は報告義務が発生した日の 60 日前の日の翌日以後、届出又は報告義務が

発生した日までの間の議決権の取得又は処分の状況について記載すること。この場

合、１日に２回以上取得又は処分を行ったときは、取得又は処分のそれぞれ１日分

を合算して記載すること。 

(3)  「取引又は処分を行った者」欄には、取得又は処分を行った者の商号、名称又は

氏名を記載すること。 

(4)  「議決権の数」欄には、取得し、又は処分した議決権の数を記載すること。 

(5)  「取得又は処分の別」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

(6) 「単価」欄には、売買により議決権を取得し、又は処分した場合には、売買単価

を記載すること。ただし、有価証券市場内における売買取引又は店頭売買有価証券

の店頭売買取引によって取得し又は処分した場合には、この欄の記載を要しない。

贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等、売買以外の方法により議決権を取得し、

又は処分した場合にはその旨を記載すること。 

(ﾜ) 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近

60 日間の取得又は処分の状況 
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(1) 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の３第２項の規定により、

変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならな

い場合にのみ記載すること。 

(2) 届出又は報告義務が発生した日の 60 日前の日の翌日以後、届出又は報告義務が

発生した日までの間の議決権の取得又は処分の状況について記載すること。この場

合、１日に２回以上取得又は処分を行ったときは、取得又は処分のそれぞれ１日分

を合算して記載すること。 

(3) 「取引又は処分を行った者」欄には、取得又は処分を行った者の商号、名称又は

氏名を記載すること。 

(4) 「議決権の数」欄には、取得し、又は処分した議決権の数を記載すること。な

お、譲渡については、譲渡の相手方ごとに記載すること。 

(5) 「取得又は処分の別」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

(6) 「譲渡の相手方」欄には、譲渡の相手方ごとに氏名又は名称を記載すること。た

だし、有価証券市場内における売買取引又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によ

って譲渡した場合において、相手方を知ることができないときは、その理由を明記

した上で、この欄に記載することを要しない。 

(7) 「単価」欄には、売買により議決権を取得し、又は処分した場合には、売買単価

を記載すること。なお、譲渡については、譲渡の相手方ごとに記載すること。ただ

し、有価証券市場内における売買取引又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によっ

て取得し、又は処分した場合には、この欄の記載を要しない。贈与、相続、代物弁

済、交換、無償交付等、売買以外の方法により議決権を取得し、又は処分した場合

にはその旨を記載すること。 

 

 第２ 共同保有者に関する事項 

(ｶ) 共同保有者 

共同保有者がいる場合に、提出者が了知している範囲で、「第１ 提出者及びその他

保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」に準じて記載

すること。 

(ﾖ) 上記共同保有者が保有する議決権の数 

    共同保有者がいる場合に、その日の取引が全て終了した後の当該共同保有者が現に

保有する長期信用銀行の議決権の数を記載すること。 

  

 第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

(ﾀ) 提出者、その他保有者及び共同保有者等 

  その他保有者又は共同保有者がいる場合に、提出者及びその他保有者並びに共同保

有者及び共同保有者が提出者に届出書等の提出を委任した場合における当該共同保有

者に係るその他保有者に相当する者の商号、名称又は氏名のみを記載すること。 

(ﾚ) 上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合  

(1) 議決権保有割合は、その他保有者又は共同保有者若しくは共同保有者に係るその

他保有者に相当する者がいる場合に、その日の取引が全て終了した後の提出者及び

その他保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他保有者に相当する

者が保有する議決権の状況により記載すること。 

(2) 「提出者が保有する議決権の数」欄には、提出者が現に保有する長期信用銀行又

は長期信用銀行持株会社の議決権の数を記載すること。 

(3) 「その他保有者が保有する議決権の数」欄には、その他保有者がいる場合にのみ、

当該その他保有者が現に保有する長期信用銀行の議決権の数を記載すること。 

(4) 「共同保有者が保有する議決権の数」欄には、共同保有者がいる場合にのみ、当

該共同保有者が現に保有する長期信用銀行の議決権の数を記載すること。 

(5) 「共同保有者に係るその他保有者に相当する者が保有する議決権の数」欄には、

共同保有者に係るその他保有者に相当する者がいる場合にのみ、当該共同保有者に

係るその他保有者に相当する者が現に保有する長期信用銀行の議決権の数を記載す

ること。 
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別紙様式第７号の３（第 25条の２の２第１項関係） 

 

 

（日本工業規格Ａ４） 

 

 

長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52条の４第１項に基づく銀行議決権保

有届出書・長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52条の４第２項に基づく変

更報告書（NO.   ） 

 

 

               年  月  日 

 

    金 融 庁 長 官          殿 

      財務（支）局長 殿 

 

 

                     商号、名称又は氏名                               印 

                   住所又は本店所在地                       

                    届出又は報告義務発生日      年  月  日 

 

 

第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

 １ 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 

長期信用銀行又は

長期信用銀行持株 

会 社 の 名 称         

  提出者、その他保有者

及び共同保有者等の総

数 

 

本店又は主たる         

事務所の所在地         

  
提出形態  

※ １ 連名 

２ その他 

 

 ２ 提出者等 

  (1) 提出者等の概要 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

 （団体名等：                                 ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）               

住 所 又 は 本 店 所 在 地               

事 業 の 種 類              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

旧 事 業 の 種 類              
 

 

個 

 

人 

生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  

勤務先名称 
 

職 業     勤務先住所  

 

法 

 

人 

設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  代表者役職 

代表者氏名  

資本金額（百万円）  

提出者との関係 
※ １ 本人 

  ２ 共同保有者 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

 

電 話 番 号         
 

 

    (2) 上記提出者等が保有する議決権の数 

提出者等が保有する議

決権の数 

 

 

(1) 保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

   

 ３ その他保有者等 

   (1)  その他保有者等の概要 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

  （団体名等：                           ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
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フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

事 業 の 種 類              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

旧 事 業 の 種 類              
 

 

個 

 

人 

生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  

勤務先名称 
 

職 業  勤務先住所  

 

法 

 

人 

設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  代表者役職 

代表者氏名  

資本金額（百万円）  

提出者との関係 

※ １ その他保有者（長期信用銀行法第 17 条において準

用する銀行法第３条の２第１項第  号のその他保

有者） 

  ２ 共同保有者に係るその他保有者に相当する者（長期

信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第３条の

２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号          

 

(2)  上記その他保有者等が保有する議決権の数 

その他保有者等が保有

する議決権の数 

 

 

(1)  保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

 

  ４ 上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合 

提出者及びその他保有者が保有する議

決権の数 
(A) 

 

提出者が保有する議決権の数  

その他保有者が保有する議決権の

数 
 

長期信用銀行又は長期信用銀行持株会

社の総株主の議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

第２ 共同保有者に関する事項 

 １ 共同保有者 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

  （団体名等：                           ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

事 業 の 種 類              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

旧 事 業 の 種 類              
 

 

個 

 

人 

生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  

勤務先名称 
 

職 業  勤務先住所  

 

法 

 

人 

設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  代表者役職 

代表者氏名  

資本金額（百万円）  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

 ２ 上記共同保有者が保有する議決権の数 
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共同保有者が保有する

議決権の数 
 

 

第 3 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

 １ 提出者、その他保有者及び共同保有者等 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

20  40  60  

 

 ２ 上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合 

提出者、その他保有者及び共同保有者

等が保有する議決権の数 
(A) 

 提出者が保有する議決権の数  

 
その他保有者が保有する議決権の

数 
 

 

共同保有者が保有する議決権の数  

共同保有者に係るその他保有者に

相当する者が保有する議決権の数 
 

長期信用銀行又は長期信用銀行持株会

社の総株主の議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

(A) この様式において「議決権」とは、長期信用銀行法第 13 条の２第１項第８号に規

定する議決権をいう。 

(B) この様式において「届出書等」とは、長期信用銀行法第 17 条において準用する銀

行法第 52 条の４第１項に規定する届出書（この様式において、「長期信用銀行議決権

保有届出書」という。）又は同条第２項に規定する変更報告書をいう。 

(C) この様式において「提出者」とは、長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行

法第 52 条の４第１項又は第２項の規定により、届出書等の提出を行う者（代理人が

提出する場合には、当該代理人に提出を委任する者）をいう。 

(D) この様式において「その他保有者」とは、長期信用銀行法第 17 条において準用す

る銀行法第３条の２第１項第２号から第５号まで及び第７号の規定により、提出者が

保有しているものとみなされる議決権のうち、提出者が現に保有している議決権以外

の議決権の保有者をいう。 

(E) この様式において「共同保有者」とは、提出者が長期信用銀行法第 17 条において

準用する銀行法第３条の２第１項第６号に掲げる者である場合における同号に規定

する共同保有者をいう。 

(F) この様式において「提出者等」とは、提出者及び当該提出者に届出書等の提出を委

任した共同保有者をいう。 

(G)  記載事項のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」には、提出者及

びその他保有者の議決権の保有状況について記載し、「３ その他保有者等」には、

その他保有者がいる場合にのみ記載し、その他保有者が複数いる場合はそれぞれの議

決権の保有状況について、別々に記載すること。「第２ 共同保有者に関する事項」

には、共同保有者がいる場合にのみ記載し、共同保有者が複数いる場合はそれぞれの

議決権の保有状況について、別々に記載すること。「第３ 提出者、その他保有者及

び共同保有者等に関する総括表」には、その他保有者又は共同保有者がいる場合にの

み、提出者、その他保有者及び共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載するこ

と。また、その他保有者がいない場合には、この様式のうち「第１ 提出者及びその

他保有者等に関する事項」の「３ その他保有者等」に係る部分、共同保有者がいな

い場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事項」に係る部分、その他

保有者及び共同保有者がいない場合には、これらに加え「第３ 提出者、その他保有
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者及び共同保有者等に関する総括表」に係る部分の提出を要しない。 

(H) 提出者は、共同保有者全員の委任を受けて、提出者等全員の届出書等を一つにまと

めて提出することができる。 

(I)  上記(H)の場合には、提出者等のそれぞれの議決権の保有状況について、別々に「第

１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」に記載するととも

に、当該提出者等の議決権の保有状況を一括して「第３ 提出者、その他保有者及び

共同保有者等に関する総括表」に記載すること。また、その他保有者及び共同保有者

に係るその他保有者に相当する者の議決権の保有状況について、別々に「第１ 提出

者及びその他保有者等に関する事項」の「３ その他保有者等」に記載するとともに、

「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表」に提出者等と併せ

て記載すること。この際には、共同保有者の議決権の保有状況については、「第２ 共

同保有者に関する事項」に記載することを要しない。 

(J)  変更報告書は、議決権保有割合に 100 分の 1 以上の増加又は減少があった場合のほ

か、提出者の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の

変更、提出者の保有の目的の変更、その他保有者等の変更、その他保有者等の商号、

名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更、その他保有者

等の保有の目的の変更、共同保有者の変更、共同保有者の商号、名称若しくは氏名又

は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更その他の銀行議決権保有届出書に

記載すべき重要な事項の変更があった場合に提出すること。なお、長期信用銀行法の

他の規定及び他の法令に基づき、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に

上記事項に係る変更の報告等を行っている場合には、当該事項に係る変更報告書を提

出することを要しない。 

(K)  変更報告書の提出に当たっては、長期信用銀行議決権保有届出書の記載事項の全て

について、変更報告書の提出義務が発生した日の現況に基づいて記載すること。ただ

し、「第１  

   提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の

概要」欄、「３ その他保有者等」の「(1) その他保有者等の概要」欄又は「第２ 共

同保有者に関する事項」の「１ 共同保有者」欄に記載した事項のみが変更した場合

には、当該変更のあった欄並びに「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」

の「１ 銀行又は銀行持株会社」及び「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」欄

以外の欄に記載することを要しない。 

(L)  ※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

(M) 届出書等に係る訂正報告書については、長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の

名称、提出者の商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地並びに訂正される届出書

等の届出又は報告義務発生日を記載し、訂正事項については、その訂正前・訂正後が

分かるように記載すること。 

(N)  長期信用銀行議決権保有届出書の提出を行う際には、提出者若しくはその他保有者

又は共同保有者若しくは当該共同保有者に係るその他保有者に相当する者が事業を

行っている場合は、これらの者の営業所（臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備

を除く。）の名称及び所在地を記載した書類を添付すること。なお、当該営業所の名

称又は所在地の変更を行った場合には、当該変更を行った日の属する営業年度の終了

の日から５日以内に、当該営業年度の終了の日現在の当該営業所の名称及び所在地を

記載した書類又は当該変更を行った営業所についての当該変更前及び変更後の名称

及び所在地を記載した書類を提出すること。 

２ 個別事項 

  別紙様式第７号の２に準じて記載すること。 
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別
紙
様
式
第
７
号
の
４
（
第
２
５
条
の
２
の
２
第
７
項
関
係
）

別紙様式第７号の 4（第 25 条の２第７項関係） 

 

 

（日本工業規格Ａ４） 

 

長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52条の４第３項に基づく届出書・変更

届出書(ｲ) 

 

 

               年  月  日 

    金 融 庁 長 官          殿 

      財務（支）局長 殿 

 

 

                     商号、名称又は氏名                               印(ﾛ) 

                   住所又は本店所在地                      (ﾛ) 

 

                     

 1 提出者の概要(ﾊ) 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

    （団体名等：                           ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

事 業 の 種 類              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              

 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              

 

 

 

個 

 

人 

生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 

（フリガナ）  

勤務先名称 
 

職 業  勤務先住所  

 設立年月日 年 月 日 （フリガナ）  代表者役職 

法 

 

人 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

資本金額（百万円）  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

２  基準日(ﾆ) 

新基準日 月末日 月末日 月末日 月末日 

 

旧基準日 月末日 月末日 月末日 月末日 

 

基準日変更の理由(ﾎ)  

 

３ 提出者の類型(ﾍ) 

※ １ 第 25条の２の２第２項第１号に該当 

２ 第 25条の２の２第２項第２号に該当 

  ３ 第 25条の２の２第２項第３号に該当 

 

銀行等である共同保有者の商号、名称又は氏名 

フリガナ（カタカナ） 

商号、名称又は氏名 

 

 

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

(A) この様式において「提出者」とは、長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法

第 52 条の４第３項の規定により、届出書の提出を行う者（代理人が提出する場合に

は、当該代理人に提出を委任する者）をいう。 

(B) この様式において「共同保有者」とは、提出者が長期信用銀行法第 17条において準

用する銀行法第３条の２第１項第６号に掲げる者である場合における同号に規定する

共同保有者をいう。 

(C) 第 25 条の２の２第２項第３号に規定する銀行等は、その共同保有者（将来共同保

有者となる者を含む。）の委任を受けて、当該共同保有者の届出書を併せて提出できる

ものとする。 
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(D) 変更届出書は、基準日を変更する場合にはあらかじめ、提出者の商号、名称若しく

は氏名又は住所若しくは本店所在地に変更があった場合にはすみやかに提出するこ

と。 

(E) 変更届出書の提出に当たっては、変更のあった事項だけでなく、基準日の届出書の

記載事項の全てについて記載すること。 

２ 個別事項 

(ｲ) 表題 

表題の欄は、基準日の届出書又は変更届出書のいずれか該当しないものを消すこと。 

(ﾛ) 商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地 

(1) 提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の商号、名称又は氏名及

び住所又は本店所在地を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。なお、

代理人が提出する場合には、届出書の提出を委任した者が、当該代理人に、届出

書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与した

ことを証する書面を届出書１通につき１通ずつ添付すること。 

(2) 提出者が、第 25 条の２の２第２項第３号に規定する銀行等である場合であって、

当該提出者が共同保有者（将来共同保有者となる者を含む。）の委任を受けて、当

該共同保有者の届出書を併せて提出する場合には、当該提出者がその商号、名称

又は氏名及び住所又は本店所在地を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこ

と。なお、当該共同保有者が、当該提出者に届出書の提出に関する一切の行為に

つき、当該共同保有者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書１通

につき１通ずつ添付すること。 

(3) 「商号、名称又は氏名」欄については、法人の場合には、法人の商号又は名称、

代表者の役職及び氏名を記入し、代表者印の押印又はこれに類する行為を行うこ

と。 

(ﾊ)  提出者の概要 

   別紙様式第７号の２の「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 

提出者等」の「(1) 提出者等の概要」に準じて記載すること。 

 （ﾆ） 基準日 

    基準日の届出書を提出する場合には、「新基準日」欄に任意の３月毎の月末日を記

載し、「旧基準日」欄には記載しないこと。変更届出書を提出する場合には、「新基

準日」欄には変更後の基準日（任意の３月毎の月末日）を記載し、「旧基準日」欄に

は変更前の基準日を記載すること。 

(ﾎ)  基準日変更の理由 

基準日の変更を届け出る場合に、その理由を具体的に記載すること。 

(ﾍ)  提出者の類型 

(1) 提出者が該当する類型の番号を○で囲むこと。 

(2) 「銀行等である共同保有者の商号、名称又は氏名」欄には、提出者が第 25 条の

２の２第２項第３号に掲げる者に該当する場合（将来該当する場合を含む。）に、

当該提出者の共同保有者（将来共同保有者となる者を含む。）であって、第 25 条の

２の２第２項第１号又は第２号に掲げる者に該当する者の商号、名称又は氏名を１

つ記載すること。 
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関
係
）

別紙様式第８号（第 25の７条第 1 項関係）                         （日本工業規格Ａ４） 

 

中  間  業     務     報     告     書 

 

年    月    日から 

第     期中 

年    月    日まで 

 

長期信用銀行持株会社名 

 

年    月    日 

 

金融庁長官       殿 

住  所 

会 社 名 

代表取締役   氏         名  印 

 

年   月   日から   年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

第１ 中間事業概況書 

１ 事業の概要  

２ 子会社等の状況  

３ 会社役員及び職員の増減  

４ 株主の状況  

５ 連結自己資本比率の状況  

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

  ２ 中間連結貸借対照表 

 ３ 中間連結損益計算書 

４ 中間連結株主資本等変動計算書 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記

載すること。 

２ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

３ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

４ この様式中、第２の２ 中間連結貸借対照表、第２の３ 中間連結損益計算書、第２

の４中間連結株主資本等変動計算書、第２の５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書に

注記すべき事項は、第２の５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載

することができる。 

 

 

 

年    月    日から 

     第１     第     期中                            中間事業概況書 

年    月    日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

長期信用銀行持株会社について、主要勘定の増減の事由及びその他業務状況の推移に関す

る重要な事項を記載すること。なお、子会社等（長期信用銀行法第 17条において準用する

銀行法第 52 条の 25に規定する子会社等をいう）をいう。以下同じ。）に係る事業状況の推

移に関する重要な事項についても記載すること。 

 

２ 子会社等の状況 

(１) 子会社等数の増減 

 

 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

子 会 社    

子 法 人 等    

関 連 法 人 等    

合 計    

（記載上の注意） 

「子会社」とは長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を、「子法人等」とは

長期信用銀行法施行規則第 13 条の 12 第１号に規定する子法人等のうち長期信用銀行法第

13 条の２第２項に規定する子会社を除いたものを、「関連法人等」とは長期信用銀行法施行

規則第 13条の 12第２号に規定する関連法人等をいう。（以下同じ。） 
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 (２) 長期信用銀行持株会社グループの事業系統図 

 

(３) 子会社等の概況 

 

会社名 所在地 

認可又は

届出年月

日 

資本金又

は出資金 

事業の内

容 

議決権に

対する当

社の所有

割合 

役員の兼

任等 

議決権に対

する当社及

び他の子会

社等の所有

割合 

   百万円  ％  ％ 

        

        

        

        

        

（記載上の注意） 

１ 子会社、子法人等、関連法人等について記載すること。 

２ 「認可又は届出年月日」欄は、子会社について、長期信用銀行法第 16 条の４第３項の

規定に基づく金融庁長官の認可年月日又は同法第 17条において準用する銀行法第53条第

３項第３号の規定に基づく金融庁長官への届出年月日を記載すること。 

 

(４) 子会社等の財務内容 

 

会社名 決算日 

経常収益

又は売上

高 

経常利益 
中 間 

純利益 
総資産 純資産額 

当社への 

中間純利益等に

よる配当額 

  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円  

        

        

        

        

（記載上の注意） 

 １ 子会社、子法人等、関連法人等について記載すること。 

 ２ 「決算日」欄は、連結財務諸表の作成の基礎とした財務諸表に係る決算日又は仮決算日を

記載すること。 

 

３ 会社役員及び職員の増減  

(1) 当社 

区 分 前 期 末 当 中 間 期 末 増   減 （ △ ） 

会 

社

役 

員 

取 締 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 
 

会 計 参 与    

監 査 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 

 

執 行 役    

計    

職 

 

員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合      計    

（記載上の注意） 

１ 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する

執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 

当中間期末における取締役を兼務する執行役の員数          人 

２ 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

３ 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、

自動車運転手等の職員数を記載すること。 

４ 職員計のうち出向職員（在籍のまま他社等へ出向している者）については欄外に次の

とおり記載すること。 

当中間期末における出向職員数          人 

 

(2) 当社並びに子会社及び子法人等 

 

区 分 前 期 末 当 中 間 期 末 増 減 （ △ ） 

会 社 役 員    

職 員    

合 計    

（記載上の注意） 

   兼職・兼務による重複を除いて記載すること。なお、「会社役員」欄は、いずれかの会社

において会社役員に就任している者について記載すること。 
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４ 株主の状況 

 

氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 割        合 

 千株 ％ 

   

   

そ の 他 の 株 主 （     名 ）   

       計     （     名 ）  100  

（記載上の注意） 

長期信用銀行持株会社の株主について、持株数の多い順に 10名を記載すること。 

 

 

５ 連結自己資本比率の状況 

〔第一基準に係る連結自己資本比率〕 

                            （単位：百万円） 

項          目 前期末 
当中間

期末 
項          目 前期末 

当中間

期末 

資 本 金   短 期 劣 後 債 務   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 

新 株 式 申 込 証 拠 金   準  補  完  的  項  目 (Ｃ )   

資 本 剰 余 金      

利 益 剰 余 金      

自 己 株 式 △ △ 自己資本総額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)   

自 己 株 式 申 込 証 拠 金   (Ｄ)   

その他有価証券の評価差損 △ △ 他の金融機関の資本調達手   

為 替 換 算 調 整 勘 定   段の意図的な保有相当額   

新 株 予 約 権      

連結子会社の少数株主持分    負債性資本調達手段及び   

 うち海外特別目的会社の    これに準ずるもの   

 発行する優先出資証券    期限付劣後債務及び期限   

営 業 権 相 当 額 △ △  付優先株並びにこれらに   

の れ ん △ △  準ずるもの   

    短期劣後債務及びこれに   

基  本  的  項  目 ( Ａ )    準ずるもの   

 償還を行う蓋然性を有す   連結の範囲に含まれない金   

 
る株式等   融子会社及び金融業務を   

   営む子法人等、保険子法人   

その他有価証券の連結貸借対照   等、金融業務を営む関連   

表計上額の合計額から帳簿   法人等の資本調達手段   

価額の合計額を控除した額   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

の 45％   控  除  項  目  計 ( Ｅ )   

土地の再評価額と再評価の   自己資本額 (Ｄ－Ｅ ) (Ｆ )   

直前の帳簿価額の差額の   資産（オン・バランス）項目   

45％に相当する額   オフ・バランス取引項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   マーケット・リスク相当額を   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   ８％で除して得た額   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段   リスク・アセット等計(Ｇ)   

 期限付劣後債務及び期限   （参考）マーケット・リスク   

 付優先株   相当額   

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｇ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｆ／Ｇ) ％ ％ 

 

 

〔第二基準に係る連結自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 
当中間

期末 
項          目 前期末 

当中間

期末 

資 本 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ)(Ｃ)   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   他の金融機関の資本調達手   

新 株 式 申 込 証 拠 金   段の意図的な保有相当額   

資 本 剰 余 金    負債性資本調達手段及び   

利 益 剰 余 金    これに準ずるもの   

自 己 株 式 △ △     

自 己 株 式 申 込 証 拠 金    期限付劣後債務及び期限   

その他有価証券の評価差損 △ △  付優先株並びにこれらに   

為 替 換 算 調 整 勘 定    準ずるもの   

新 株 予 約 権       

連結子会社の少数株主持分   連結の範囲に含まれない金   

 
うち海外特定目的会社の   融子会社及び金融業務を   

発行する優先出資証券   営む子法人等、保険子法人   
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営 業 権 相 当 額 △ △ 等、金融業務を営む関連   

の れ ん △ △ 法人等の資本調達手段   

基  本  的  項  目 ( Ａ )   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

 償還を行う蓋然性を有す   控  除  項  目  計 ( Ｄ )   

 る株式等   自己資本額(Ｃ－Ｄ ) (Ｅ)   

土地の再評価額と再評価の      

直前の帳簿価額の差額の      

45％に相当する額   資産（オン・バランス）項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   オフ・バランス取引項目   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   リスク・アセット等計（Ｆ）   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｆ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｅ／Ｆ) ％ ％ 

（記載上の注意） 

１ 本表には、長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52条の 25に規定する銀

行持株会社及びその子会社等がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適

当かどうかを判断するために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出した数値

を記載すること。 

２ 海外営業拠点を有する長期信用銀行又は銀行を子会社等とする長期信用銀行持株会社

は〔第一基準に係る連結自己資本比率〕、その他の長期信用銀行持株会社は〔第二基準に

係る連結自己資本比率〕を記載すること。 

３ 「利益剰余金」欄は、社外流出予定額を控除した金額を記載すること。 

４ 「その他有価証券の評価差損」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り税効果

調整後の金額を記載すること。 

５ 「その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した

額の 45％」欄は算出した金額が正の値である場合に限り記載すること。 

６ 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

第２  中  間  連  結  財  務  諸  表 

 

 

1 中間連結財務諸表の作成方針 

長期信用銀行持株会社及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する

下記の事項を記載すること。 

(1) 連結の範囲に関する事項 

(2) 持分法の適用に関する事項 

(3) 連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

 

２   第     期末中（     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

 

（単位：百万円）  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  特 定 取 引 負 債  

商 品 有 価 証 券  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー  

買 入 金 銭 債 権  売 現 先 勘 定  

買 現 先 勘 定  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  コールマネー及び売渡手形  

コールローン及び買入手形  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  
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  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産 の 部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131 条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

②  土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

③  有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦  リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

⑫  子会社等が採用した会計方針のうちに長期信用銀行持株会社と異なるものがある

場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りで

ない。 

(3) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したとき（当該中間連結会計期間の直前の連結会

計年度に係る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が

行われており、当該中間連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財

務諸表作成上の会計処理の原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、

その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 16 条第１項及び第２

項に規定する有価証券に関する事項 

(5) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8) 資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一

括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9) 長期信用銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する長期信用銀行持株会社及びその子会社等の金銭債権がある

ときは、その総額。ただし、子会社である金融機関との間の総合口座取引における当

座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長

期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期

信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(10) 長期信用銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する長期信用銀行持株会社及びその子会社等の金銭債務があ

るときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

(11) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23号に規定する関係会社をいう。）の株式

又は出資金の総額 

(12) 資産が担保に供されている場合には、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に
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係る債務の金額 

(13) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(14) １株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(15) 中間連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等

の当該中間連結会計期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した

場合における当該事象（ただし、その中間連結会計期間の末日が中間連結会計期間の

末日と異なる子会社等については、当該子会社等の中間決算日後に発生した場合にお

ける当該事象とする。） 

(16) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17条の２及び第 17

条の３に規定するストック・オプションに関する事項 

(17) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17条の４から第 17

条の７まで、第 17条の 10、第 17 条の 11、第 17条の 13、第 41条の３及び第 62 条の

３に規定する企業結合に関する事項 

(18) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17 条の８、第 17条

の９及び第 17条の 12 に規定する事業分離に関する事項 

(19) 以上のほか、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断す

るために必要な事項 

２  特定取引資産及び特定取引負債は、子会社等が長期信用銀行法施行規則第 12 条の４の

３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載するこ

と。 

３ 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４  法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げてあ

る科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載する

こと。 

５  長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その資産及び負債をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る資産及び負債の状態を明らかにするために必要

があるときは、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。 

年    月    日から 

 ３     第     期中                           中間連結損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

( う ち 貸 出 金 利 息 ) ×  ×  × 

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） ×  ×  × 

役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 

特 定 取 引 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

  （ う ち 債 券 利 息 ） ×  ×  × 

  （ う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 ） ×  ×  × 

（ う ち 預 金 利 息 ） ×  ×  × 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

特 定 取 引 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  ×                  

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

少 数 株 主 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  
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（記載上の注意） 

１ １株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 上記のほか、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するた

めに必要な事項を注記すること。 

３ 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、子会社等が長期信用銀行法施行規則第 12 条

の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額につい

て記載すること。 

４ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その収益及び費用をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る収益及び費用の状態を明らかにするために必要

があるときは、その収益及び費用の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年    月    日から 

４                                       中間連結株主資本等変動計算書 

年    月    日まで 

（単位：円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約 

権 

少数 

株主 

持分 

純資産 

合計 
資本 

金 

資本 

剰余 

金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その 

他 

有価 

証券 

評価 

差額 

金 

繰延 

ヘッ 

ジ 

損益 

土地 

再 

評価 

差額 

金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

評価 

・ 

換算 

差額 

等 

合計 

直前連結会計 

年度末残高 

×× ××  ×× 

 

△ ×× 

 

 ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

中間連結会計 

期間中の変動 

額 

         

 

       

新株の発行 ×× ××      ×× 

 

        ×× 

剰余金の配 

当 

  △ ×× 

 

  △ ×× 

 

       △ ×× 

中間純利益    ×× 

 

   ×× 

 

        ×× 

 

自己株式の 

処分 

     ×× 

 

 ×× 

 

        ×× 

 

・・・・・                  

株主資本以 

外の項目の 

中間連結会 

計期間中の 

変動額 

(純額） 

        ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 

中間連結会計 

期間中の変動 

額合計 

×× ××  ×× 

 

 ×× 

 

 ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 

中間連結会計 

期間末残高 

×× ××  ×× 

 

△ ×× 

 

 ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 

（記載上の注意） 
１ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 
所に記載すること。 

２ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね中間連結貸借対照表における記載の順序によること。 
３ 株主資本以外の科目について、中間連結会計期間中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由 
及び金額の記載は、概ね中間連結貸借対照表における記載の順序によること。 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、直前連結会計年度末残高、中間連結会計期間中の変 
動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 
６ 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 78条から第 81条までの規定に従い注記すること。 
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年    月    日から 

５     第     期中                            中間連結キャッシュ・フロー計算書 

年    月    日まで 

 

〔直接法により表示する場合〕                    （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金回収による収入  

預金払出による支出  

貸付金利息収入  

預金利息支出  

営業経費支出  

……………………………………………  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

少数株主への配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高  

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社のキャッシュ・フローの状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応

じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

〔間接法により表示する場合〕                                       （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益（損失）  

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増加額  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益  

貸出金の純増減  

預金の純増減  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

……………………………………………  

小     計  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

少数株主への配当金の支払額  
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……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高  

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社のキャッシュ・フローの状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応

じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

別
紙
様
式
第
９
号
（
第
２
５
条
の
７
第
２
項
関
係
）

別紙様式第９号（第 25条の７第２項関係）                         （日本工業規格Ａ４） 

 

業     務     報     告     書 

 

年    月    日から 

第     期 

年    月    日まで 

 

長期信用銀行持株会社名 

 

年    月    日 

 

金融庁長官       殿 

住  所 

会 社 名 

代表取締役   氏         名  印 

 

年   月   日から   年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

第１ 事業概況書 

１ 事業の概要 ６ 株主総会の状況 

２ 子会社等の状況 ７ 有価証券の内訳 

３ 会社役員及び職員の増減 ８ 連結自己資本比率の状況 

４ 会社役員の略歴及び所有自社株式  

５ 株主の状況  

第２ 連結財務諸表 

１ 連結財務諸表の作成方針 

  ２ 連結貸借対照表 

 ３ 連結損益計算書 

４ 連結株主資本等変動計算書 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記
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載すること。 

２ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

３ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

４ この様式中、第２の２ 連結貸借対照表、第２の３ 連結損益計算書、第２の４ 連

結株主資本等変動計算書、第２の５ 連結キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項

は、第２の５ 連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載することができる。 

５   当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行持株会社は、事業報告（長

期信用銀行法施行規則別紙様式第 11号）及び附属明細書（長期信用銀行法施行規則別紙

様式第 12号）で記載を省略した事項について、以下に同一内容の記載がある事項を除き、

追加して記載すること。 

 

 

年    月    日から 

    第１     第     期                            事業概況書 

年    月    日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

長期信用銀行持株会社について、主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況の推移に関

する重要な事項を記載すること。なお、子会社等（長期信用銀行法第 17 条において準用す

る銀行法第 52条の 25 に規定する子会社等をいう。以下同じ。）に係る事業の状況の推移に

関する重要な事項についても記載すること。 

 

 

２ 子会社等の状況 

(１) 子会社等数の増減 

 

 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

子 会 社    

子 法 人 等    

関 連 法 人 等    

合 計    

（記載上の注意） 

「子会社」とは長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を、「子法人等」とは長

期信用銀行法施行規則第 13 条の 12 第１号に規定する子法人等のうち長期信用銀行法第 13 条

の２第２項に規定する子会社を除いたものを、「関連法人等」とは長期信用銀行法施行規則第

13条の 12第２号に規定する関連法人等をいう（以下同じ。）。 

 

（２）長期信用銀行持株会社グループの事業系統図 

 

（３）子会社等の概況 

 

会社名 所在地 

認可又は

届出年月

日 

資本金又

は出資金 

事業の内

容 

議決権に

対する当

社の所有

割合 

役員の兼

任等 

議決権に対

する当社及

び他の子会

社等の所有

割合 

   百万円  ％  ％ 

        

        

        

        

        

（記載上の注意） 

１ 子会社、子法人等、関連法人等について記載すること。 

２ 「認可又は届出年月日」欄は、子会社について、長期信用銀行法第 16条の４第３項の

規定に基づく金融庁長官の認可年月日又は同法第 17 条において準用する銀行法第 53 条

第３項第３号の規定に基づく金融庁長官への届出年月日を記載すること。 

 

(４) 子会社等の財務内容 

 

会社名 決算日 

経常収益

又は売上

高 

経常利益 
当期純利

益 
総資産 純資産額 

当社への

配当額 

  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 
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（記載上の注意） 

 １ 子会社、子法人等、関連法人等について記載すること。 

 ２ 「決算日」欄は、連結財務諸表の作成の基礎とした財務諸表に係る決算日又は仮決算日

を記載すること。 

 

(５) 子会社の収入の状況 

 

会社名 

 

 

 

業務の内容 

 

 

 

当該業務に係

る期中総収入 

 

 

 

  当社の子会社

である銀行

等、証券専門

会社又は保険

会社等からの

収入の有無 

 

 

 

当社及びその

子会社並びに

その他の金融

機関等からの

収入及び期中

総収入に占め

る当該収入比

率 

 

当社及びその

子会社からの

収入及び期中

総収入に占め

る当該収入の

比率 

 

 

 

 

百万円 

 

百万円 

（％） 

百万円 

（％） 

 

 

（記載上の注意） 

 １ 長期信用銀行法第16条の４第１項第10号イに掲げる業務を営む子会社について記載する

こと。 

 ２ 当社の子会社である銀行等、証券専門会社又は保険会社等からの収入の有無は、長期信用

銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業を営む

外国の会社、証券業を営む外国の会社、保険業を営む外国の会社及び信託業を営む外国の

会社からの収入について記載することとし、収入がある場合には当該会社名を記載するこ

と。 

３ 金融機関等からの収入は、長期信用銀行持株会社、銀行持株会社、長期信用銀行法第 16

条の４第１項に規定する子会社対象会社、信用金庫、信金中央金庫、労働金庫、労働金庫

連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会並びに業

として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁

業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会か

らの収入を記載すること。 

 

 

 

 

３ 会社役員及び職員の増減 

（１） 当社 

区 分 前 期 末 当 期 末 増   減 （ △ ） 

会 

社

役 

員 

取 締 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 
 

会 計 参 与    

監 査 役 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 

 

執 行 役    

計    

職 

 

員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合      計    

（記載上の注意） 

１ 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する

執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 

当期末における取締役を兼務する執行役の員数          人 

２ 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

３ 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、

自動車運転手等の職員数を記載すること。 

４ 職員計のうち出向職員（在籍のまま他社等へ出向している者）については欄外に次の

とおり記載すること。 

当期末における出向職員数          人 

 

（２）当社並びに子会社及び子法人等 

 

区 分 前 期 末 当 期 末 増 減 （ △ ） 

会 社 役 員    

職 員    

合 計    

（記載上の注意） 

兼職・兼務による重複を除いて記載すること。なお、「会社役員」欄は、いずれかの会社に

おいて会社役員に就任している者について記載すること。 
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４ 会社役員の略歴及び所有自社株式 

 

役名及び職名 

氏名又は名称 

（生年月日及び設立 

年月日及び住所） 

略歴又は沿革 所有自社株式数 備  考 

   株  

計 名    

（記載上の注意） 

１ 会計参与が法人であるときは、当該会計参与及びその職務を行うべき社員について記

載すること。 

２ 長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52 条の 19第 1項による取締役（委

員会設置会社にあつては、執行役）の兼職の認可を得ている者は、備考欄に兼職認可年

月日及び兼職関係を記載すること。 

 

 

５ 株主の状況 

 

氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 割        合 

 千株 ％ 

   

   

そ の 他 の 株 主 （     名 ）   

       計     （     名 ）  100  

（記載上の注意） 

長期信用銀行持株会社の株主について、持株数の多い順に 30名を記載すること。 

 

 

６ 株主総会の状況 

（記載上の注意） 

長期信用銀行持株会社の株主総会について、総会の種類、総会開催の年月日及び総会にお

いて決議した事項その他総会に関する重要な事項を記載すること。 

 

 

 

 

７ 有価証券の内訳 

（単位：百万円） 

種          類 額面総額 当期末残高 当期末手元現在高 

国 債    

地 方 債    

短 期 社 債    

社 債    

公 社 公 団 債    

金 融 債    

事 業 債    

（社債のうち政府保証債） （ ） （ ） （ ） 

株 式    

金 融 機 関 株 式    

そ の 他    

そ の 他 の 証 券    

外 国 証 券    

そ の 他    

計    

（記載上の注意）  

１ 長期信用銀行持株会社が保有する有価証券の内訳を記載すること。 

２  株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

３  「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている有価証券を控除

した後の当期末残高を記載すること。 

 

 

８ 連結自己資本比率の状況 

〔第一基準に係る連結自己資本比率〕 

                                    （単位：百万円） 

項          目 前期末 当期末 項          目 前期末 当期末 

資 本 金   短 期 劣 後 債 務   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ 

新 株 式 申 込 証 拠 金   準  補  完  的  項  目 (Ｃ )   

資 本 剰 余 金      

利 益 剰 余 金      

自 己 株 式 △ △ 自己資本総額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)   
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自 己 株 式 申 込 証 拠 金   (Ｄ)   

その他有価証券の評価差損 △ △ 他の金融機関の資本調達手   

為 替 換 算 調 整 勘 定   段の意図的な保有相当額   

新 株 予 約 権      

連結子会社の少数株主持分    負債性資本調達手段及び   

 うち海外特別目的会社の    これに準ずるもの   

 発行する優先出資証券    期限付劣後債務及び期限   

営 業 権 相 当 額 △ △  付優先株並びにこれらに   

の れ ん △ △  準ずるもの   

    短期劣後債務及びこれに   

基  本  的  項  目 ( Ａ )    準ずるもの   

 償還を行う蓋然性を有す   連結の範囲に含まれない金   

 
る株式等   融子会社及び金融業務を   

   営む子法人等、保険子法人   

その他有価証券の連結貸借対照   等、金融業務を営む関連   

表計上額の合計額から帳簿   法人等の資本調達手段   

価額の合計額を控除した額   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

の 45％   控  除  項  目  計 ( Ｅ )   

土地の再評価額と再評価の   自己資本額 (Ｄ－Ｅ ) (Ｆ )   

直前の帳簿価額の差額の   資産（オン・バランス）項目   

45％に相当する額   オフ・バランス取引項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   マーケット・リスク相当額を   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   ８％で除して得た額   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段   リスク・アセット等計(Ｇ)   

 期限付劣後債務及び期限   （参考）マーケット・リスク   

 付優先株   相当額   

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｇ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｆ／Ｇ) ％ ％ 

 

 

〔第二基準に係る連結自己資本比率〕 

（単位：百万円） 

項          目 前期末 当期末 項          目 前期末 当期末 

資 本 金   自己資本総額(Ａ＋Ｂ)(Ｃ)   

 非 累 積 的 永 久 優 先 株   他の金融機関の資本調達手   

新 株 式 申 込 証 拠 金   段の意図的な保有相当額   

資 本 剰 余 金    負債性資本調達手段及び   

利 益 剰 余 金    これに準ずるもの   

自 己 株 式 △ △     

自 己 株 式 申 込 証 拠 金    期限付劣後債務及び期限   

その他有価証券の評価差損 △ △  付優先株並びにこれらに   

為 替 換 算 調 整 勘 定    準ずるもの   

新 株 予 約 権       

連結子会社の少数株主持分   連結の範囲に含まれない金   

 
うち海外特別目的会社の   融子会社及び金融業務を   

発行する優先出資証券   営む子法人等、保険子法人   

営 業 権 相 当 額 △ △ 等、金融業務を営む関連   

の れ ん △ △ 法人等の資本調達手段   

基  本  的  項  目 ( Ａ )   控 除 項 目 不 算 入 額 △ △ 

 償還を行う蓋然性を有す   控  除  項  目  計 ( Ｄ )   

 る株式等   自己資本額(Ｃ－Ｄ ) (Ｅ)   

土地の再評価額と再評価の      

直前の帳簿価額の差額の      

45％に相当する額   資産（オン・バランス）項目   

一 般 貸 倒 引 当 金   オフ・バランス取引項目   

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等   リスク・アセット等計（Ｆ）   

 負 債 性 資 本 調 達 手 段      

 期限付劣後債務及び期限      

 付優先株      

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ △ Ｔｉｅｒ１ 比 率 (Ａ／Ｆ) ％ ％ 

補  完  的  項  目 ( Ｂ )   自 己 資 本 比 率(Ｅ／Ｆ) ％ ％ 

（記載上の注意） 

１ 本表には、長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52条の 25に規定する銀

行持株会社及びその子会社等がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適

当かどうかを判断するために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出した数値

を記載すること。 

２ 海外営業拠点を有する長期信用銀行又は銀行を子会社等とする長期信用銀行持株会社

は〔第一基準に係る連結自己資本比率〕、その他の長期信用銀行持株会社は〔第二基準に

係る連結自己資本比率〕を記載すること。 

３ 「利益剰余金」欄は、社外流出予定額を控除した金額を記載すること。 
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４ 「その他有価証券の評価差損」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り税効果

調整後の金額を記載すること。 

５ 「その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した

額の 45％」欄は、算出した金額が正の値である場合に限り記載すること。 

６ 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

 

 

第２  連  結  財  務  諸  表 

 

 

1 連結財務諸表の作成方針 

長期信用銀行持株会社及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する

下記の事項を記載すること。 

(1) 連結の範囲に関する事項 

(2) 持分法の適用に関する事項 

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

(4) 連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

(5) のれんの償却に関する事項 

 

２   第     期末（     年    月    日現在）連結貸借対照表 

 

（単位：百万円）  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  特 定 取 引 負 債  

商 品 有 価 証 券  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー  

買 入 金 銭 債 権  コールマネー及び売渡手形  

コールローン及び買入手形  売 現 先 勘 定  

買 現 先 勘 定  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

  建 物  役 員 賞 与 引 当 金  

土 地  退 職 給 付 引 当 金  

建 設 仮 勘 定  特 別 法 上 の 引 当 金  

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産  繰 延 税 金 負 債  

無 形 固 定 資 産  再評価に係る繰延税金負債  

ソ フ ト ウ ェ ア  負 の の れ ん  

の れ ん  支 払 承 諾  

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産  負 債 の 部 合 計  

債 券 繰 延 資 産  （ 純 資 産 の 部 ）  

繰 延 税 金 資 産  資 本 金  

再評価に係る繰延税金資産  新 株 式 申 込 証 拠 金  

支 払 承 諾 見 返  資 本 剰 余 金  

貸 倒 引 当 金 △ 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131 条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 
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(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

②  土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10

条に規定する差額 

③  有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦  リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

⑫  子会社等が採用した会計方針のうちに長期信用銀行持株会社と異なるものがある

場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りで

ない。 

(3) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が

財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の６第１項から第４

項までに規定する有価証券に関する事項 

(5) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9) リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に

従い記載すること。） 

(10) 長期信用銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する長期信用銀行持株会社及びその子会社等の金銭債権があ

るときは、その総額。ただし、子会社である金融機関との間の総合口座取引における

当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する

長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び

長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(11) 長期信用銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する長期信用銀行持株会社及びその子会社等の金銭債務があ

るときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

(12) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23 号に規定する関係会社をいう。）の株式

又は出資金の総額 

(13) 資産が担保に供されている場合には、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に

係る債務の金額 

(14) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(15) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。) 

(16) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌

連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合におけ

る当該事象（ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、

当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。） 

(17) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15 条の９から第 15 条の

11 までに規定するストック・オプションに関する事項 

(18) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の 12 から第 15 条の

15 まで、第 15 条の 18、第 15 条の 19、第 15 条の 21、第 41 条及び第 63 条の３に規

定する企業結合に関する事項 

(19) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の 16、第 15 条の 17

及び第 15条の 20に規定する事業分離に関する事項 

(20) 以上のほか、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断す

るために必要な事項 

２  特定取引資産及び特定取引負債は、子会社等が長期信用銀行法施行規則第 12 条の４の

３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載するこ

と。 

３ 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４  特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

５  法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その資産及び負債をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分
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類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る資産及び負債の状態を明らかにするために必要

があるときは、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 

７  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「未払法人税等」については、その金額が資

産総額の 100分の１を超える場合は独立科目として記載する。 

 

 

年    月    日から 

 ３     第     期                             連結損益計算書 

年    月    日まで 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益 ×  ×  × 

資 金 運 用 収 益 ×  ×  × 

貸 出 金 利 息 ×  ×  × 

有 価 証 券 利 息 配 当 金 ×  ×  × 

コールローン利息及び買入手形利息 ×  ×  × 

買 現 先 利 息 ×  ×  × 

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 ×  ×  × 

預 け 金 利 息 ×  ×  × 

そ の 他 の 受 入 利 息 ×  ×  × 

役 務 取 引 等 収 益 ×  ×  × 

特 定 取 引 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 収 益 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 収 益 ×  ×  × 

経 常 費 用 ×  ×  × 

資 金 調 達 費 用 ×  ×  × 

債 券 利 息 ×  ×  × 

債 券 発 行 差 金 償 却 ×  ×  × 

預 金 利 息 ×  ×  × 

譲 渡 性 預 金 利 息 ×  ×  × 

借 用 金 利 息 ×  ×  × 

短 期 社 債 利 息 ×  ×  × 

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 ×  ×  × 

売 現 先 利 息 ×  ×  × 

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 ×  ×  × 

コールマネー利息及び売渡手形利息 ×  ×  × 

そ の 他 の 支 払 利 息 ×  ×  × 

役 務 取 引 等 費 用 ×  ×  × 

特 定 取 引 費 用 ×  ×  × 

そ の 他 業 務 費 用 ×  ×  × 

営 業 経 費 ×  ×  × 

そ の 他 経 常 費 用 ×  ×  × 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ×  ×  × 

そ の 他 の 経 常 費 用 ×  ×  × 

経 常 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 ×  ×  × 

固 定 資 産 処 分 益 ×  ×  × 

貸 倒 引 当 金 戻 入 益  

償 却 債 権 取 立 益 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 利 益 ×  ×  × 

特 別 損 失 ×  ×  × 

固 定 資 産 処 分 損 ×  ×  × 

減 損 損 失 ×  ×  × 

そ の 他 の 特 別 損 失 ×  ×  × 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ×  ×  × 

法 人 税 等 調 整 額 ×  ×  × 

少 数 株 主 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益 ×  ×  × 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 上記のほか、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するた

めに必要な事項を注記すること。 
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３ 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、子会社等が長期信用銀行法施行規則第 12 条

の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額につい

て記載すること。 

４ 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常な利益

又は損失の金額を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、

経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

５ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その収益及び費用をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る収益及び費用の状態を明らかにするために必要

があるときは、その収益及び費用の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年    月    日から 

４                                       連結株主資本等変動計算書 

年    月    日まで 

（単位：円） 

 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約 

権 

少数 

株主 

持分 

純資産 

合計 
資本

金 

資本 

剰余 

金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価 

証券 

評価 

差額金 

繰延 

ヘッ

ジ 

損益 

土地 

再 

評価 

差額 

金 

為替 

換算 

調整 

勘定 

評価 

・ 

換算 

差額 

等 

合計 

前連結会計 

年度末残高 

×× ××  ×× △ ××  ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当連結会計 

年度変動額 

                 

新株の発行 ×× ××      ××         ×× 

剰余金の配 

当 

  △ 

 

××   △ ×× 

 

       △ ×× 

当期純利益    ××    ××         ×× 

自己株式の 

処分 

     ××  ×× 

 

        ×× 

・・・・・                  

株主資本以 

外の項目の 

当連結会計 

年度変動額 

(純額） 

        ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当連結会計年 

度変動額合計 

×× ××  ××  ××  ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

当連結会計 

年度末残高 

×× ××  ×× △ ××  ×× 

 

×× ×× ×× ×× ×× ×× ××  ×× 

 
           
（記載上の注意） 

 

 

 

 

（記載上の注意） 
１ 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場 
所に記載すること。 

２ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。 
３ 株主資本以外の科目について、当連結会計年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金 
額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前連結会計年度末残高、当連結会計年度変動額及び 
当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合は科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 
６  連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 77条から第 80条までの規定に従い注記すること。 
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年    月    日から 

 ５     第     期                             連結キャッシュ・フロー計算書 

年    月    日まで 

 

〔直接法により表示する場合〕                    （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金回収による収入  

預金払出による支出  

貸付金利息収入  

預金利息支出  

営業経費支出  

……………………………………………  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

少数株主への配当金の支払額  

……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等のキャッシュ・フロー

の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設

け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

〔間接法により表示する場合〕                                       （単位：百万円） 

科            目 金          額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益（損失）  

減価償却費  

減損損失  

貸倒引当金の増加額  

資金運用収益  

資金調達費用  

有価証券関係損益  

貸出金の純増減  

預金の純増減  

資金運用による収入  

資金調達による支出  

……………………………………………  

小     計  

法人税等の支払額  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  

有価証券の売却による収入  

有形固定資産の取得による支出  

有形固定資産の売却による収入  

……………………………………………  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  

自己株式の取得による支出  

配当金の支払額  

少数株主への配当金の支払額  
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……………………………………………  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。  

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等のキャッシュ・フロー

の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設

け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

 

 

別
紙
様
式
第
１
０
号
（
第
２
５
条
の
８
第
１
項
及
び
第
４
項
関
係
）

別紙様式第 1０号（第 25条の 8第１項及び第 4項関係） 

 

 

第１    第        期    中  間  決    算    公    告 

 

年    月    日 

 

住  所 

長期信用銀行持株会社名 

代表取締役又は代表執行役   氏   名 

 

（記載上の注意） 

１ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

① 子会社  長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社をいう。 

② 子会社等  長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52条の 25に規定する子

会社等をいう。 

③ 子法人等  長期信用銀行法施行規則第 13 条の 12 第１号に規定する子法人等のうち、

長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を除いたものをいう。 

２ 中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書に注記すべき事項については、中間連結損

益計算書の次に一括して記載することができる。 

 

 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円）  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  特 定 取 引 負 債  

商 品 有 価 証 券  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー  

買 入 金 銭 債 権  コールマネー及び売渡手形  

コールローン及び買入手形  売 現 先 勘 定  
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買 現 先 勘 定  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産 の 部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

（記載上の注意） 

１  長期信用銀行持株会社及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関

する下記の事項を記載すること。 

  ①  連結の範囲に関する事項 

  ②  持分法の適用に関する事項 

  ③  連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131 条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

②  土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

③  有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦  リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

⑫  子会社等が採用した会計方針のうちに長期信用銀行持株会社と異なるものがある

場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りで

ない。 

(3) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したとき（当該中間連結会計期間の直前の連結会

計年度に係る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が

行われており、当該中間連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財

務諸表作成上の会計処理の原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、

その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 16 条第１項及び第２

項に規定する有価証券に関する事項 

(5) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 
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(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8) 資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9)  長期信用銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、

その総額。ただし、子会社である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及

び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀

行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀

行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(10) 長期信用銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、

その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

(11) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23号に規定する関係会社をいう。）の株式

又は出資金の総額 

(12) 資産が担保に供されている場合には、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に

係る債務の金額 

(13) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(14) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(15) 中間連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等

の当該中間連結会計期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した

場合における当該事象（ただし、その中間連結会計期間の末日が中間連結会計期間の

末日と異なる子会社等については、当該子会社等の中間決算日後に発生した場合にお

ける当該事象とする。） 

(16) 長期信用銀行法施行規則第５条の２の６第１項第４号に規定する連結自己資本比

率（海外営業拠点を有する長期信用銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社は第

一基準に係る連結自己資本比率を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行等を子会社

とする長期信用銀行持株会社は第二基準に係る連結自己資本比率を記載すること。） 

(17) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17条の２及び第 17

条の３に規定するストック・オプションに関する事項 

(18) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17条の４から第 17

条の７まで、第 17条の 10、第 17 条の 11、第 17条の 13、第 41条の３及び第 62 条の

３に規定する企業結合に関する事項 

(19) 中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 17 条の８、第 17条

の９及び第 17条の 12 に規定する事業分離に関する事項 

(20) 以上のほか、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断す

るために必要な事項 

３  特定取引資産及び特定取引負債は、子会社等が長期信用銀行法施行規則第 12 条の４の

３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載するこ

と。 

４  特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

５ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科

目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６  長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その資産及び負債をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る資産及び負債の状態を明らかにするために必要

があるときは、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 

７ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。 

 

 

年    月    日から 

  中間連結損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

( う ち 貸 出 金 利 息 )  

( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 )  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  
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資 金 調 達 費 用  

（ う ち 債 券 利 息 ）  

（ う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 ）  

( う ち 預 金 利 息 )  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益  

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 上記のほか、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するた

めに必要な事項を注記すること。 

３ 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、子会社等が長期信用銀行法施行規則第 12 条

の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額につい

て記載すること。 

４ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その収益及び費用をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る収益及び費用の状態を明らかにするために必要

があるときは、その収益及び費用の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

第２    第        期    中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

年    月    日 

 

住  所 

長期信用銀行持株会社名 

代表取締役又は代表執行役   氏   名 

 

（記載上の注意） 

中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書に注記すべき事項については、中間連結損益計

算書の次に一括して記載することができる。 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円又は億円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  コールマネー及び売渡手形  

商 品 有 価 証 券  売 現 先 勘 定  

買 入 金 銭 債 権  債券貸借取引受入担保金  

コールローン及び買入手形  コマーシャル・ペーパー  

買 現 先 勘 定  特 定 取 引 負 債  

債券貸借取引支払保証金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  
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有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  

  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産 の 部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１  長期信用銀行持株会社及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関

する下記の事項を記載すること。 

  ①  連結の範囲に関する事項 

  ②  持分法の適用に関する事項 

  ③  連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲

げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

(3) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(4) 長期信用銀行法施行規則第４条の７第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率

（海外営業拠点を有する長期信用銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社は第

一基準に係る連結自己資本比率を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行等を子会社

とする長期信用銀行持株会社は第二基準に係る連結自己資本比率を記載すること。） 

(5) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(6) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 

(7) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(8) 中間会計年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連

会社の当該中間連結会計期間が属する連結会計年度（当該中間連結会計期間を除く。）

以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象（た

だし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社につい

ては、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した場合における当該事象とす

る。） 

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を明らか

にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる

科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載するこ

と。 

    ４ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その資産及び負債をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る資産及び負債の状態を明らかにするために必要

があるときは、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 
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年    月    日から 

中間連結損益計算書                              

年    月    日まで 

 

（単位：百万円又は億円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

  （ う ち 債 券 利 息 ）  

  （ う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 ）  

  （ う ち 預 金 利 息 ）  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益  

（ 又は税 金等調 整前中 間純損 失）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益  

（ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らか

にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる

科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載するこ

と。 

３ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その収益及び費用をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る収益及び費用の状態を明らかにするために必要

があるときは、その収益及び費用の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 
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別
紙
様
式
第
１
０
号
の
２
（
第
２
５
条
の
８
第
１
項
及
び
第
４
項
関
係
）

別紙様式第 1０号の２（第 25 条の 8 第１項及び第４項関係） 

 

 

第１    第        期    決    算    公    告 

 

年    月    日 

 

住  所 

長期信用銀行持株会社名 

代表取締役又は代表執行役   氏   名 

 

（記載上の注意） 

１ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

① 子会社  長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社をいう。 

② 子会社等  長期信用銀行法第 17条において準用する銀行法第 52条の 25に規定する子

会社等をいう。 

③ 子法人等  長期信用銀行法施行規則第 13 条の 12第１号に規定する子法人等のうち、 

長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を除いたものをいう。 

２ 連結貸借対照表及び連結損益計算書に注記すべき事項については、連結損益計算書の次に

一括して記載することができる。 

 

連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円）  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  特 定 取 引 負 債  

商 品 有 価 証 券  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー  

買 入 金 銭 債 権  コールマネー及び売渡手形  

コールローン及び買入手形  売 現 先 勘 定  

買 現 先 勘 定  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

建 物  役 員 賞 与 引 当 金  

土 地  退 職 給 付 引 当 金  

建 設 仮 勘 定  特 別 法 上 の 引 当 金  

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産  繰 延 税 金 負 債  

無 形 固 定 資 産  再評価に係る繰延税金負債  

ソ フ ト ウ ェ ア  負 の の れ ん  

の れ ん  支 払 承 諾  

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産  負 債 の 部 合 計  

債 券 繰 延 資 産  （ 純 資 産 の 部 ）  

繰 延 税 金 資 産  資 本 金  

再評価に係る繰延税金資産  新 株 式 申 込 証 拠 金  

支 払 承 諾 見 返  資 本 剰 余 金  

貸 倒 引 当 金 △ 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計  

（記載上の注意） 

１  長期信用銀行持株会社及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関

する下記の事項を記載すること。 

  ①  連結の範囲に関する事項 

  ②  持分法の適用に関する事項 

  ③  連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

  ④  連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

  ⑤  のれんの償却に関する事項 
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２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が

明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提（会社計算規則第 131 条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。）に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

①  有価証券の評価基準及び評価方法 

②  土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10

条に規定する差額 

③  有形固定資産の減価償却の方法 

④  外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤  貸倒引当金の計上方法 

⑥  退職給付引当金の計上方法 

⑦  リース取引の処理方法 

⑧  ヘッジ会計の方法 

⑨  金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩  デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪  その他採用した重要な会計方針 

⑫  子会社等が採用した会計方針のうちに長期信用銀行持株会社と異なるものがある

場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りで

ない。 

(3) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

①  会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が

財務諸表に与えている影響の内容 

②  表示方法を変更したときは、その内容 

(4)  連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の６第１項から第４

項までに規定する有価証券に関する事項 

(5) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(6)  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。

ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

(7)  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(8)  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額

（一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

(9)  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に

従い記載すること。） 

(10) 長期信用銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、

その総額。ただし、子会社である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及

び預金又は長期信用銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀

行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀

行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

(11) 長期信用銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する長期信用銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、

その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

(12) 関係会社（会社計算規則第２条第３項第 23 号に規定する関係会社をいう。）の株式

又は出資金の総額 

(13) 資産が担保に供されている場合には、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に

係る債務の金額 

(14) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

(15)  １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。) 

(16) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌

連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合におけ

る当該事象（ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、

当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。） 

(17) 長期信用銀行法施行規則第４条の７第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率

（海外営業拠点を有する長期信用銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社は第

一基準に係る連結自己資本比率を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行等を子会社

とする長期信用銀行持株会社は第二基準に係る連結自己資本比率を記載すること。） 

(18) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15条の９から第 15 条の

11 までに規定するストック・オプションに関する事項 

(19) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15 条の 12 から第 15 条

の 15 まで、第 15 条の 18、第 15 条の 19、第 15 条の 21、第 41 条及び第 63 条の３に

規定する企業結合に関する事項 

(20) 連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 15 条の 16、第 15 条の

17 及び第 15 条の 20に規定する事業分離に関する事項 

(21)  以上のほか、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断す
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るために必要な事項 

３  特定取引資産及び特定取引負債は、子会社等が長期信用銀行法施行規則第 12 条の４の

３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載するこ

と。 

４ 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

５  特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

６  法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

７ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その資産及び負債をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る資産及び負債の状態を明らかにするために必要

があるときは、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 

８  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「未払法人税等」については、その金額が資

産総額の 100分の１を超える場合は独立科目として記載する。 

 

 

年    月    日から 

連結損益計算書 

年    月    日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息  

有 価 証 券 利 息 配 当 金  

コールローン利息及び買入手形利息  

買 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息  

預 け 金 利 息  

そ の 他 の 受 入 利 息  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

債 券 利 息  

債 券 発 行 差 金 償 却  

預 金 利 息  

譲 渡 性 預 金 利 息  

コールマネー利息及び売渡手形利息  

売 現 先 利 息  

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息  

借 用 金 利 息  

短 期 社 債 利 息  

そ の 他 の 支 払 利 息  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

固 定 資 産 処 分 益  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益  

償 却 債 権 取 立 益  

そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

そ の 他 の 特 別 損 失  
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税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益  

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 上記のほか、長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するた

めに必要な事項を注記すること。 

３ 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、子会社等が長期信用銀行法施行規則第 12 条

の４の３その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額につい

て記載すること。 

４ 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、前期損益修正その他異常な利益

又は損失の金額を記載すること。 

ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、

経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

５ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その収益及び費用をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る収益及び費用の状態を明らかにするために必要

があるときは、その収益及び費用の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

 

 

第２    第        期    決    算    公    告（要旨） 

 

年    月    日 

 

住  所 

長期信用銀行持株会社名 

代表取締役又は代表執行役   氏   名 

 

（記載上の注意） 

連結貸借対照表及び連結損益計算書に注記すべき事項については、連結損益計算書の次に一

括して記載することができる。 

 

連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（単位：百万円又は億円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資  産  の  部 ）  （ 負  債  の  部 ）  

貸 出 金  債 券  

外 国 為 替  預 金  

有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

特 定 取 引 資 産  コールマネー及び売渡手形  

商 品 有 価 証 券  売 現 先 勘 定  

買 入 金 銭 債 権  債券貸借取引受入担保金  

コールローン及び買入手形  コマーシャル・ペーパー  

買 現 先 勘 定  特 定 取 引 負 債  

債券貸借取引支払保証金  外 国 為 替  

現 金 預 け 金  短 期 社 債  

そ の 他 資 産  そ の 他 負 債  

有 形 固 定 資 産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

債 券 繰 延 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

繰 延 税 金 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

再評価に係る繰延税金資産  繰 延 税 金 負 債  

支 払 承 諾 見 返  再評価に係る繰延税金負債  

貸 倒 引 当 金 △ 負 の の れ ん  
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  支 払 承 諾  

  負 債 の 部 合 計  

  （ 純 資 産 の 部 ）  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

  少 数 株 主 持 分  

  純 資 産 の 部 合 計  

資 産 の 部 合 計  負 債 及 び 純 資 産 の 部  

（記載上の注意） 

１  長期信用銀行持株会社及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関

する下記の事項を記載すること。 

  ①  連結の範囲に関する事項 

  ②  持分法の適用に関する事項 

  ③  連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

  ④  連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

⑤  のれんの償却に関する事項 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲

げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無 

(2) 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10 条

に規定する差額 

(3) 貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権の

額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、長期信用銀行法施行規則第 18 条の２第１項第５号ロに

よる。 

(4) 長期信用銀行法施行規則第４条の７第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率

（海外営業拠点を有する長期信用銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社は第

一基準に係る連結自己資本比率を、海外営業拠点を有しない長期信用銀行等を子会社

とする長期信用銀行持株会社は第二基準に係る連結自己資本比率を記載すること。） 

(5) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

(6) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 

(7) １株当たりの純資産額（銭単位で記載すること。） 

(8) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連

会社の翌連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場

合における当該事象（ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び

関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した場合にお

ける当該事象とする。） 

３ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を明らか

にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる

科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載するこ

と。 

４ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その資産及び負債をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でない

と認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定め

る分類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただ

し、銀行業その他主たる事業以外の事業に係る資産及び負債の状態を明らかにするため

に必要があるときは、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、

適切な場所に記載すること。 

 

 

年    月    日から 

連結損益計算書                              

年    月    日まで 

 

（単位：百万円又は億円） 

科     目 金               額 
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経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

  （ う ち 貸 出 金 利 息 ）  

  （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  

役 務 取 引 等 収 益  

特 定 取 引 収 益  

そ の 他 業 務 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

  （ う ち 債 券 利 息 ）  

  （ う ち 債 券 発 行 差 金 償 却 ）  

  （ う ち 預 金 利 息 ）  

役 務 取 引 等 費 用  

特 定 取 引 費 用  

そ の 他 業 務 費 用  

営 業 経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益  

（ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  

（ 又は税 金等調 整前当 期純損 失）  

税 引 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益  

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額を銭単位で注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らか

にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる

科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載するこ

と。 

３ 長期信用銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合

において、その収益及び費用をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと

認められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める分

類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、銀

行業その他主たる事業以外の事業に係る収益及び費用の状態を明らかにするために必要

があるときは、その収益及び費用の性質を示す適切な名称を付した科目を設け、適切な場

所に記載すること。 
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別
紙
様
式
第
１
１
号
（
第
２
５
条
の
９
第
１
項
関
係
）

別紙様式第 11号（第 25条の 9第１項関係） 

 

年    月    日から 

                第     期                               事業報告 

年    月    日まで 

 

（記載上の注意） 

 １ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

 ２ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨

て小数点第２位までを記載すること。 

 ３  この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

    ①  子会社  長期信用銀行法第 13 条の２第２項に規定する子会社をいう。 

    ②  子会社等  長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第 14 条の２第２号に規

定する子会社等をいう。 

  ③  子法人等  長期信用銀行法施行規則第 13条の 12 第１号に規定する子法人等のうち 

長期信用銀行法第 13条の２第２項に規定する子会社を除いたものをいう。 

    ④  関連法人等  長期信用銀行法第 13条の 12第 2 号に規定する関連法人等をいう。 

４ 長期信用銀行持株会社が当該事業年度に係る会社法施行規則第２条第２項第 55号に規

定する連結計算書類の作成会社である場合、この様式中に定める記載事項のうち「１ 当

社の現況に関する事項」中「（１）事業の経過及び成果等」、「（２）財産及び損益の状況」、

「（３）使用人の状況」、「（４）事務所の状況」、「（５）設備投資の状況」及び「（９）その

他長期信用銀行持株会社の現況に関する重要な事項」については、これらの全てを企業集

団（当該長期信用銀行持株会社及び子会社等をいう。以下同じ。）の状況について記載す

ることで、当該長期信用銀行持株会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「１ 

当社の現況に関する事項」中「（２）財産及び損益の状況」については、当社に関する事

項をも記載すること。 

  ５ 当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行持株会社は、この様式中に

定める記載事項のうち「1当社の現況に関する事項」、「２ 会社役員（取締役、会計参与、

監査役及び執行役）に関する事項」、「３ 社外役員に関する事項」、「４ 当社の株式に関

する事項」及び「５ 当社の新株予約権等に関する事項」については、記載を省略できる

ものとする。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、この様式中に定める記載事項のうち

事業報告で記載を省略した事項については、業務報告書（長期信用銀行法施行規則別紙様

式第９号。以下同じ。）に同一内容の記載がある事項を除き、業務報告書に追加して記載

すること。 

 

１ 当社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果等 

（記載上の注意） 

  １ 長期信用銀行持株会社の主要な事業内容、金融経済環境並びに長期信用銀行持株会社の

その事業年度における事業の経過及び成果（子会社等に係るものを含む。）を記載するこ

と。 

  ２ 長期信用銀行持株会社が対処すべき課題を記載すること。 

  ３ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「（１）企業集団の事業の経過及び

成果等」とし、企業集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業

年度における事業の経過及び成果（主要な業務区分別又は複数の事業セグメントを有して

いる場合には事業セグメント別）、対処すべき課題を記載すること。ただし、主要な事業

内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合にはその旨を記

載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載

すること。 

 (2) 財産及び損益の状況 

 〔長期信用銀行持株会社の状況について記載する場合〕 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

営 業 収 益     

 受 取 配 当 額     

  銀行業を営む子会社     

  そ の 他 の 子 会 社     

当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）     

１株あたりの当期純利益 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

（又は１株当たりの当期     

純損失）     

総 資 産     

 銀 行 業 を 営 む 子 会 社 

株 式 等 

    

その他の子会 社株式等     

（記載上の注意） 

 １ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

２ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

 ３ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

 ４ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、
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損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認

又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とする

ことを妨げない。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

連 結 経 常 収 益     

連 結 経 常 利 益     

連 結 当 期 純 利 益     

連 結 純 資 産 額     

連 結 総 資 産     

（記載上の注意） 

  １ 表題を「（２）企業集団及び当社の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要がある場合は、４連結会計年度以前の連結会計年度についても記載すること。 

  ４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

  ５ 当該連結会計年度における過年度事項（当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る

貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方

針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の事業年度に係る定時株主

総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映

した事項とすることを妨げない。 

 

 ロ 当社の財産及び損益の状況 

（単位：億円） 

 年度 年度 年度 年度 

営 業 収 益     

 受 取 配 当 額     

  銀行業を営む子会社     

  そ の 他 の 子 会 社     

当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）     

１株あたりの当期純利益 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

（又は１株当たりの当期     

純損失）     

総 資 産     

 銀 行 業 を 営 む 子 会 社 

株 式 等 

    

その他の子会社株式等     

（記載上の注意） 

 １ 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

 ２ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

 ３ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

  ４ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、

損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認

又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とするこ

とを妨げない。 

 

 (3) 使用人の状況 

 〔長期信用銀行持株会社の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

使 用 人 数 人 人 

平 均 年 齢 年  月 年  月 

平 均 勤 続 年 数 年  月 年  月 

平 均 給 与 月 額 千円 千円 

（記載上の注意） 

使用人は、臨時雇員及び嘱託を除いた在籍者数を記載すること。 

 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

銀 行 業  ・・・事業 銀 行 業 ・・・事業 

使 用 人 数 人 人 人 人 

（記載上の注意） 

 １ 表題を「（３）企業集団の使用人の状況」とすること。 

 ２ 適宜欄を設け、当社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の

使用人数（就業者数で可）を事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場

合には主要な業務区分別）に記載し、関連法人等の使用人数は記載を要しない。 

 ３ 必要がある場合は、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載す

ること。 
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 (4) 事務所の状況 

 〔長期信用銀行持株会社の状況について記載する場合〕 

 

事 務 所 名 所 在 地 設 置 年 月 日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

イ 銀行業 

ロ ・・・事業 

（記載上の注意） 

１ 表題を「（４）企業集団の主要な営業所の状況」とすること。 

２ 銀行業以外のその他の事業の記載にあたつては、適宜項目（ロ、ハ、ニ等）を設け、

子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名及びその

主要な営業所を事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要

な業務区分別）に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその主要な営業所については、

記載を要しない。 

 

 

(5)  設備投資の状況 

〔長期信用銀行持株会社の状況について記載する場合〕 

イ 設備投資の総額 

（単位 百万円） 

設備投資の総額  

（記載上の注意） 

当該事業年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

 

 

 

ロ 重要な設備の新設等 

（単位 百万円） 

内 容 金 額 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

当該事業年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び金額

を記載すること。また、当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除却についてはそ

の内容を記載すること。 

 

〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 （記載上の注意） 

１  表題を「(5)企業集団の設備投資の状況」とすること。 

２ 当該連結会計年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

３ 当該連結会計年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び

金額を記載すること。また、当該連結会計年度中に実施した重要な設備の処分、除却につ

いてはその内容を記載すること。 

４ 事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要な業務区分別）

に記載すること。 

 

(6) 重要な親会社、子会社等の状況 

     イ  親会社の状況 

会社名 所在地 
主要業務 

内容 
設立年月日 資本金 

親会社が有

する当社の

議決権比率 

その他 

    百万円 ％  

       

       

       

       

      

ロ  子会社等の状況 

会社名 所在地 
主要業務 

内容 
設立年月日 資本金 

当社が有す

る子会社等
その他 
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の議決権比

率 

    百万円 ％  

       

       

       

       

（記載上の注意） 

 １ 親会社及び子会社等のうち、重要なものについて記載すること。 

 ２ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 

 

(7) 主要な借入先 

借入先 

 

借入金残高 

 

当社への出資状況等 

持株数 議決権比率 

 百万円 千株 ％ 

 

 

(8)  事業譲渡等の状況 

事業譲渡等の日付 事業譲渡等の状況 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

    次に掲げる事項について記載すること。 

１ 重要な事業譲渡、吸収合併及び新設分割 

２ 他の会社（外国会社を含む。）の事業の譲受けのうち重要なもの 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得のうち重

要なもの 

４ 吸収合併（会社以外の者との合併（当該合併後当該長期信用銀行持株会社が存続する

ものに限る。）を含む。）又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

のうち重要なもの 

 

 (9) その他長期信用銀行持株会社の現況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

１ その他長期信用銀行持株会社の現況に関する重要な事項を記載すること。 

２ 当社の企業集団の状況について記載する場合には、表題を「(9)その他企業集団の現況

に関する重要な事項」とし、その他企業集団の現況に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

(1) 会社役員の状況 

                  （年度末現在） 

氏名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他 

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

 １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度

の末日までに退任した会社役員についても記載し、その旨を「その他」に記載すること。 

２ 当該事業年度中に辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決

議によつて解任されたものを除く。）についても記載し、辞任した旨又は解任された旨、

会社法第 345条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の意見があつたとき

は、その意見の内容及び同条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の理由

があるときは、その理由を「その他」に記載すること。 

 ３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

４ 取締役、監査役及び執行役については、他の法人その他の団体の代表者その他これに

類する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）及び兼職の状況（重要でない

ものを除く。）を、会計参与については、他の法人その他の団体の代表者その他これに類

する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）を「重要な兼職」に記載するこ

と。  

５ 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

６ 監査委員に就いている取締役又は監査役については、当該監査委員に就いている取締

役又は監査役が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、

その事実を「その他」に記載すること。 

７ その他会社役員（当該事業年度の末日後に就任した者を含む。）に関する重要な事項を

欄外に記載すること。 

 

(2)  会社役員に対する報酬等                     

（単位：百万円） 

区 分 
報 酬 等 定款又は株主総会で定められた報酬

限度額 
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取 締 役   

会 計 参 与   

監 査 役   

執 行 役   

計   

（記載上の注意） 

 １ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 

２ 会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げる場合にあつては、

適宜設欄し、当該会社役員ごとの氏名並びに報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の

総額を記載すること。 

 ３ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬等」の欄に括弧内書すること。 

 ４ 「報酬等」には、会社役員（社外役員を除く。）が当該長期信用銀行持株会社の支配人そ

の他の使用人を兼ねている場合における当該支配人その他の使用人としての報酬等を含み、

当該金額を欄外に記載すること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書するこ

と。）。 

 ５ 会社役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役、会計参与、監査役又は執

行役を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

 ６ 当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針

を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の概要を記載すること。ただし、

当該事業年度の末日において、委員会設置会社でない長期信用銀行持株会社については、記

載を省略することができる。 

７ 委員会設置会社にあつては、「定款又は株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要し

ない。 

 

 

３ 社外役員に関する事項 

 ⑴ 社外役員の兼任その他の状況 

氏 名 兼任その他の状況 

  

  

  

  

  

  

（記載上の注意） 

１ 社外役員が他の会社（外国会社を含む。以下同じ。）の業務執行取締役、執行役、業務を

執行する社員若しくは会社法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者（他の会社が外国会社で

ある場合は、これらに相当するもの。３において同じ。）又は使用人であるときは、その事

実、及び長期信用銀行持株会社と当該他の会社との関係（重要でないものを除く）を記載

すること。 

２ 社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実（重要でないもの

を除く。）を記載すること。 

３ 社外役員が長期信用銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社の特定関係事業者（会社法

施行規則第２条第３項第 18 号に規定する特定関係事業者をいう。）の業務執行取締役、執

行役、業務を執行する社員若しくは会社法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者又は使用人

の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを長期信用銀行持株会社が

知つているときは、その事実（重要でないものを除く。）を記載すること。 

 

 

 ⑵ 社外役員の主な活動状況 

氏名 在任期間 取締役会への出席状

況 

取締役会における発言その他の活動状況 

    

    

    

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

 １ 本表における取締役会は、以下に掲げる者である場合にあつては、以下に定めるものを含

む。 

  ① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 

  ② 委員会設置会社の監査委員 監査委員会 

２ 「取締役会における発言その他の活動状況」には、以下の事項を記載すること。 

  ① 当該社外役員の意見により長期信用銀行持株会社の事業の方針又は事業その他の事項

に係る決定が変更されたときは、その内容（重要でないものを除く。） 

  ② 長期信用銀行持株会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行

（当該社外役員が社外監査役である場合にあつては、不正な業務の執行）が行われた事実
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（重要でないものを除く。）があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために

行つた行為及び当該事実の発生後の対応として行つた行為の概要 

 

 

 ⑶ 責任限定契約 

氏名 責任限定契約の内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

社外役員と長期信用銀行持株会社との間で責任限定契約（会社法第 427条第 1項の契約をい

う。以下同じ。）を締結しているときは、当該契約の内容（当該契約によつて当該会計参与の

職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容

を含む。）の概要を記載すること。 

 

⑷ 社外役員に対する報酬等                   

（単位：百万円） 

 当社から受けている報酬等 当社の親会社等から受けている報酬等 

報酬等の合計   

（記載上の注意） 

 １ 報酬等とは、報酬、賞与、その他職務遂行上の対価として受ける財産上の利益をいう。 

２ 長期信用銀行持株会社が、社外役員の全部又は一部につき当該社外役員ごとの報酬等の

額を掲げることとする場合にあつては、適宜設欄し、当該社外役員ごとの氏名並びに報酬

等の額及びその他の社外役員の報酬等の総額を記載すること。 

 ３ 長期信用銀行持株会社の社外役員に対する報酬以外の金額については、その金額を「当社

から受けている報酬等」の欄に括弧内書すること。 

 ４ 長期信用銀行持株会社の社外役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役と

監査役を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

５ 「当社の親会社等から受けている報酬等」については、長期信用銀行持株会社の親会社

又は当該親会社の子会社若しくは子法人等から当該事業年度において会社役員としての報

酬等を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること。  

  

 

⑸ 社外役員の意見 

 氏  名 社外役員の意見の内容 

  

  

  

  

（記載上の注意） 

    「３ 社外役員に関する事項」の⑴から⑷に掲げる内容に対して社外役員の意見があるとき

は、その意見の内容を記載すること。 

 

 

４ 当社の株式に関する事項 

(1)  株  式  数          発行する株式の総数              千株 

発行済株式の総数                千株 

(2)  当年度末株主数                                        名 

  (3)  大  株  主 

株主の氏名又は

名称 

当社への出資状況 

持株数等 持株比率  

 千株 ％ 

   

   

   

    

    

    

    

    

    

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度の末日において発行済株式（自己株式を除く。）の総数の 10 分の 1 以上の

数の株式を有する株主について、持株数の順に記載すること。 

２ 種類株式発行会社（剰余金の配当その他の会社法第 108 条第１項各号に掲げる事項につ

いて内容の異なる２以上の種類の株式を発行する会社をいう。）にあつては、株式の種類及

び種類ごとの数を「持株数等」に記載すること。 

３ その他株式に関する重要な事項を記載すること。 
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５ 当社の新株予約権等に関する事項 

(1) 事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数 

取締役及び執行役

（ 社 外 役 員を 除

く。） 

  

社外取締役   

会計参与及び監査

役 

  

（記載上の注意） 

長期信用銀行持株会社が職務遂行の対価として交付した新株予約権等（会社法施行規則第２

条第３項第 14号で規定する新株予約権等をいう。以下同じ。）に限り記載すること。 

 

(2) 事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を交付した者の人数 

使用人   

子会社及び子法人等

の会社役員及び使用

人 

  

（記載上の注意） 

 １ 長期信用銀行持株会社が職務遂行の対価として交付した新株予約権等に限り記載するこ

と。 

２ ｢使用人｣とは、当該長期信用銀行持株会社の会社役員を兼ねている使用人を除く使用人

をいうものとする。 

 ３ ｢子会社及び子法人等の役員及び使用人｣とは、当該長期信用銀行持株会社の会社役員又は

使用人を兼ねている子会社の会社役員及び使用人を除く子会社及び子法人等の会社役員及

び使用人をいうものとする。 

 ４ その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 

６ 会計監査人に関する事項 

(1)  会計監査人の状況 

（単位 百万円） 

氏名又は名称 当該事業年度に係る 

報酬等 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

１ 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び当該長期信用銀行持株

会社の監査の職務を行つた指定社員（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 34 条

の 10 の 4に規定する指定社員をいう。）の氏名を記載すること。 

２ 報酬等とは、報酬その他の職務遂行上の対価として受ける財産上の利益をいう。 

３ 以下の事項を「その他」に記載すること。 

① 会計監査人が対価を得て行う非監査業務（公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の

業務をいう。以下同じ。）の内容 

② 会計監査人が過去２年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該処分

に係る事項（長期信用銀行持株会社が事業報告の内容として適切であるものと判断し

た事項に限る。） 

③ 会計監査人が現に業務の停止を受けその停止期間を経過しない者であるときは、当

該処分に係る事項 

４ 当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人（株主総会の決議に

よつて解任されたものを除く。）があるときは、「氏名又は名称」に当該会計監査人の氏

名または名称を、「その他」に次に掲げる事項を記載すること。 

① 会社法第 340条第３項の理由があるときは、その理由 

② 会社法第 345 条第５項において準用する同条第１項の意見があつたときは、その意

見の内容 

③ 会社法第 345条第５項において準用する同条第２項の理由があるときは、その理由 

５ 会社法第 444 条第 3 項に規定する大会社である場合には、長期信用銀行持株会社の会

計監査人である公認会計士又は監査法人に、当該長期信用銀行持株会社、子会社及び子

法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額を欄外に記載すること。なお、

この額は当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。 

 

(2)  責任限定契約 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 
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（記載上の注意） 

会計監査人と長期信用銀行持株会社との間で締結している責任限定契約の内容（当該契

約によつて当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて

いる場合にあつては、その内容を含む。）の概要を記載すること。 

 

(3)  会計監査人に関するその他の事項 

イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

ロ 会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより

取締役会に与えられた権限の行使に関する方針 

ハ 会社法第 444 条第 3 項に規定する大会社である場合には、長期信用銀行持株会社の会

計監査人以外の公認会計士(公認会計士法第 16 条の２第５項に規定する外国公認会計士

を含む。)又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）

が、長期信用銀行持株会社の重要な子会社及び子法人等の計算関係書類（これに相当す

るものを含む。）の監査（会社法又は証券取引法（これらの法律に相当する外国の法令を

含む。）の規定によるものに限る。）をしているときは、その事実 

（記載上の注意） 

当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行持株会社は、以下の事項に

ついて、記載を省略できるものとする。ただし、当該事項については、業務報告書に追

加して記載すること。 

       ①  当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額 

       ②  会計監査人に対して非監査業務の対価を支払つているときは、その非監査業務の内

容 

       ③  会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 

 

７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

（記載上の注意） 

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場合には、

会社法施行規則第 127 条第 1 号から第 3 号までの規定に従い記載すること。 

 

 

８ 業務の適正を確保する体制 

（記載上の注意） 

以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要

を記載すること。 

１ 会社法第 348条第３項第４号に規定する体制 

２ 会社法第 362条第４項第６号に規定する体制 

３ 会社法第 416条第１項第１号ロ及びホに規定する体制 

 

９ 会計参与に関する事項 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

会計参与と長期信用銀行持株会社との間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約

の内容（当該契約によつて当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措

置を講じている場合にあつては、その内容を含む。）の概要を記載すること。 

 

 

１０ その他 

（記載上の注意） 

   その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
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項
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）

別紙様式第 12号（第 25条の 9第 2 項関係） 

 

年    月    日から 

               第     期                               附属明細書 

年    月    日まで 

 

  年  月  日作成                  住所 

  年  月  日備付                  会社名 

                             代表取締役 氏 名 印 

 

（記載上の注意） 

 １ 委員会設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す

ること。 

 ２ この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、当

該単位未満は切り捨てること。 

 ３ この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第３位以下を切り捨て小

数点第２位までを記載すること。 

４ 当該事業年度の末日において公開会社でない長期信用銀行持株会社は、「２ 事業報告に

関する事項」については、記載を省略することができるものとする。ただし、当該事項につ

いては、業務報告書に追加して記載すること。 

 

 

１ 計算書類に関する事項 

(1) 有形固定資産及び無形固定資産                    （単位：百万円） 

種  類 
当期首 

残 高 

当 期 

増加高 

当 期 

減少高 

当 期 

償却額 

当期末 

残 高 

償 却 

累計額 

償 却 

累計率 

有形固定資産       ％ 

無形固定資産        

長期前払費用        

計        

（記載上の注意） 

１ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少高」の欄に括弧内書として記載し、「当期末

残高」の欄は減損損失控除後の金額を記載すること。 

２ 償却累計率は、取得価額に対する償却累計額と減損損失累計額の合計額の割合を記載

すること。 

 

 (2) 引当金                            （単位：百万円） 

区  分 
当期首残

高 
当期増加額 

当期減少額 
当期末残高 

計上理由及

び算定方法 目 的 使 用 そ の 他 

貸倒引当金       

       

       

       

計       

（記載上の注意） 

  計上理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。 

 

(3) 営業経費                           （単位：百万円） 

区 分 金           額 

給 料 ・ 手 当  

退 職 給 付 費 用  

福 利 厚 生 費  

減 価 償 却 費  

無 形 固 定 資 産 償 却  

土 地 建 物 機 械 賃 借 料  

営 繕 費  

消 耗 品 費  

給 水 光 熱 費  

旅 費  

通 信 費  

広 告 宣 伝 費  

諸会費・寄付金・交際費  

租 税 公 課  

そ の 他  

計  

（記載上の注意） 

   監査役（委員会設置会社にあつては、監査委員）が監査をするについて、参考となるよう

に記載すること。 
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(4) その他の重要な事項 

（記載上の注意） 

  その他計算書類の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 

 

 

２ 事業報告に関する事項 

 (1) 会社役員の兼務の状況 

区    分 氏    名 兼務会社名 役    職 摘    要 

     

     

     

     

（記載上の注意） 

 １ 本表における｢会社役員｣とは、取締役、監査役及び執行役をいい、会計参与を含まない。 

２ 取締役又は執行役については、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社

員、又は会社法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者を兼ねる者の兼務の状況（重要でない

ものを除く。）を記載すること。また、長期信用銀行法第 17 条において準用する銀行法第

７条第１項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている場合には、その旨を摘要欄に記

載すること。 

３ 監査役については、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員、又は会

社法第 598条第 1項の職務を行うべき者を兼ねる者の兼務の状況（重要でないものを除く。）

を記載すること。 

 ４ 兼務する他の会社が金融業を営む場合には、その旨を摘要欄に記載すること。 

 

 

 (2) 当社と会社役員（又は支配株主）との利益が相反する取引        （単位：百万円） 

役名 氏名 職業 
貸出金  

残高 

当 期 増 減

（△）高 

債務の保証

又は裏書 

当 期 増 減

（△）高 

       

       

       

       

（記載上の注意） 

１ 第三者との取引であつて、当社と会社役員又は支配株主との利益が相反する重要な取引

について記載すること。当社と会社役員との利益が相反するものについては、当該会社役

員の役名及び氏名を掲記し、その下に当該第三者の氏名又は名称及びその者との間の取引

額を行を改めて記載すること。 

２ 「支配株主」とは、当社の総株主の議決権の過半数を有する株主をいう。ただし、この

場合の議決権には、会社役員（執行役員を除く。）の選任及び定款の変更に関する議案の全

部につき株主総会において議決権を行使することができない株式に係る議決権の数を除く。 

 ３ 貸出金については、総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金

保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする

貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）を除いて

記載すること。 

 

 (3)  その他の重要な事項 

（記載上の注意） 

  その他事業報告の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
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（
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１
４
第
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関
係
）

                      

別紙様式第13号（第25条の14第６号関係）（平18内府令29・追加） 
（日本工業規格Ａ４） 

財産に関する調書（  年  月  日現在） 

年  月  日   

主たる事務所      

の所在地        

名  称        

氏  名        

 価   額 摘   要 

資   産 

  現金・預金 

  有価証券 

  未収入金 

  貸付金 

  土地 

  建物 

  備品 

  権利 

  貸倒引当金 

  その他 

   計（Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  △       

 

 

 

負   債 

  借入金 

  未払金 

  前受金 

  その他 

   計（Ｂ） 

  

（Ａ）－（Ｂ）   

（記載上の注意） 
１ この調書は、許可申請者が個人である場合にのみ、記入すること。 
２ 単位は、千円とすること。当該単位未満は切り捨てること。 
３ 資産及び負債の価額については、原則として、取得価格（取得価格のないものにあつては、
取得時における適正な評価価格）に基づき算出した、申請日の前年の12月31日における残高
を記載すること。 

４ 有価証券の価額については、当該有価証券に時価がある場合にあつては、上記３にかかわ
らず、この調書を作成する日（以下「算出日」という。）に公表されている最終価格に基づ
き算出した価額を記載すること。 

５ 土地及び建物の価額については、上記３にかかわらず、算出日の適正な評価価格に基づき

算出した価額を記載すること。 
なお、借入金により取得した居住用（事業所を兼ねる場合を含む。）の土地又は建物にあ

つては、次により計算した額を土地、建物及び借入金の価額として記載すること。 
  

「土地」又は「建物」の価額＝ 
                                                   
                                                                    
              ×                ×         × 
 
 
 
  
 

＋            × 
 
 
 

「借入金」の価額 ＝ 算出日の借入金の価額 × 
 
６ 貸倒引当金の価額については、所得税法に基づく計上限度額を記載すること。 
７ 「権利」とは、営業権、地上権、電話加入権、その他の無形固定資産をいう。 

 居住用の土地又は建物の

算出日の適正な評価価格

に基づき算出した価額 

 取得時の自己資金         

取得時の借入金＋取得時の自己資金 

 居住用面積 

居住用面積＋事業用面積 

 居住用の土地又は建物の

算出日の適正な評価価格

に基づき算出した価額 

 事業用面積 

居住用面積＋事業用面積 

 事業用面積 

居住用面積＋事業用面積 
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別
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第
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５
条
の
１
９
関
係
）

別紙様式第 14号（第 25条の 19関係）（平 18内府令 29・追加） 

 

 

長 期 信 用 銀 行 代 理 業 者 許 可 票  

長 期 信 用 銀 行 代 理 業 

許可番号  金 融 庁 長 官（ ） 第     号 

（財務（支）局長） 

 

（長期信用銀行代理業者の商号、名称又は氏名） 

 

     （所属長期信用銀行の商号） 

 

 

20 
cm 
以 
上 

30cm以上 

（記載上の注意） 

１ 「所属長期信用銀行の商号」には、所属長期信用銀行（長期信用銀行法（以下「法」と

いう。）第 16条の５第３項に規定する所属長期信用銀行をいう。）の商号を記載すること。

二以上の所属長期信用銀行があるときは、すべての所属長期信用銀行の商号を記載するこ

と。 

２ 法第 16 条の７に規定する長期信用銀行等が長期信用銀行代理業を営む場合にあつて

は、許可番号に代えて、同条の規定により長期信用銀行代理業を営む者である旨を表示す

ること。 

３ 銀行法等の一部を改正する法律（平成 17年法律第 106号。以下「改正法」という。）附

則第 10条１項の規定により改正法の施行日から起算して三月間、法第 16条の６第１項の

許可を受けず長期信用銀行代理業を営むことができる者にあつては、「長期信用銀行代理

業者許可票」の文字を削り、許可番号に代えて、改正法附則第 10 条第１項の規定により

銀行法第 16条の６第１項の許可を受けず銀行代理業を営む者である旨を表示すること。 

４ 改正法附則第 11条第１項の規定により法第 16条の６第１項の許可を受けたものとみな

される者にあつては、改正法附則第 11 条第１項の規定により許可番号を取得するまでの

間は、許可番号に代えて、同項の規定により法第 16 条の６第１項の許可を受けたものと

みなされた長期信用銀行代理業者である旨を表示すること。 

別
紙
様
式
第
１
５
号
（
第
２
５
条
の
３
８
第
１
項
関
係
）

別紙様式第 15号（第 25条の 38第 1項関係）（平 18内府令 29・追加） 

（日本工業規格Ａ４） 

長期信用銀行代理業に関する報告書 

年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日    

主たる事務所 

の所在地 

名  称 

氏  名        印 

（記載上の注意） 

 本表中に記載する金額及び件数は、この表中で指定された単位で記載し、当該単位

未満は切り捨てること。 

１ 許可年月日及び許可番号 

２ 長期信用銀行代理業の概況 

 （記載上の注意） 

   直近の事業年度における長期信用銀行代理業の経過及び成果を記載すること。 

３ 所属長期信用銀行等 

所 属 長 期 信 用 銀 行 名 
長期信用銀行 

代理業再委託者名 
長期信用銀行代理業の業務の内容 

 委託契約

年 月 日 

 再委託契

約年月日 

                          

     

（記載上の注意） 

  １ 「所属長期信用銀行名」欄は、当期末現在における所属長期信用銀行（長期信用

銀行法（以下「法」という。）第 16 条の５第３項に規定する所属長期信用銀行をい

う。以下同じ。）の商号を記載すること。 

  ２ 「長期信用銀行代理業再委託者名」欄は、長期信用銀行代理業再委託者（法第 17

条において準用する銀行法第 52 条の 58 第２項に規定する長期信用銀行代理業再委

託者をいう。以下同じ。）の再委託を受けて長期信用銀行代理業を営むときに限り、

当該長期信用銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び長期信用銀行代理業の

許可番号を記載すること。 

  ３ 「長期信用銀行代理業の業務の内容」欄は、所属長期信用銀行のために行う長期

信用銀行代理業の業務の内容を記載すること。 

４ 使用人の状況 
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 使 用 人 

総  数 名 

 （記載上の注意） 

  １ 本表は、当期末における長期信用銀行代理業に従事する使用人について記載する

こと。 

  ２ 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

５ 事務所の状況 

名  称 所 在 地 
所 属 長 期 

信用銀行名 

長 期 信 用 銀 行 

代理業の業務の内容 

    

  

    

  

 （記載上の注意） 

  １ 「所属長期信用銀行名」欄及び「長期信用銀行代理業の業務の内容」欄は、事務

所において複数の所属長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営むときは、当

該所属長期信用銀行ごとに記載すること。 

  ２ 適宜地区別に区分して記載すること。 

６ 長期信用銀行代理業の実施状況 

⑴ 預金関係 

①代理                            （単位：千円、件） 

所 属 長 期 

信用銀行名 

流動性預金 
 

定期性預金 
合  計 

(その他を含む。) うち当座預金 

口座数 残高 口座数 残高 口座数 残高 口座数 残高 

                       

         

合  計         

（記載上の注意） 

当期末における預金の口座数及び残高を所属長期信用銀行ごとに記載すること。 

②媒介                               （単位：件） 

所 属 長 期 

信用銀行名 

流動性預金 
 

定期性預金 
合  計 

(その他を含む。) うち当座預金 

件数 件数 件数 件数 

              

     

合  計     

（記載上の注意） 

「件数」欄は、法第 16条の５第２項第１号に規定する契約の締結の媒介行為を行つ

たもののうち、当期中に契約の締結に至つた件数を所属長期信用銀行ごとに記載する

こと。 

 ⑵ 貸出金関係 

 ①代理                            （単位：千円、件） 

所 属 長 期 

信用銀行名 

消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合  計 

件数 残高 件数 残高 件数 残高 

       

       

合  計       

（記載上の注意） 

当期末における貸出金の件数及び残高の合計額を所属長期信用銀行ごとに記載する

こと。 

②媒介                            （単位：千円、件） 

所 属 長 期 

信用銀行名 

消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合  計 

件数 媒介額 件数 媒介額 件数 媒介額 

   
（  ） （  ） 

  

   
（  ） （  ） 

  

合  計   
（  ） （  ） 

  

（記載上の注意） 

１ 当期中における法第 16条の５第２項第２号に規定する契約の締結の媒介行為を行

つた件数及び媒介額を所属長期信用銀行ごとに記載すること。 

２ 「件数」欄は、媒介行為を行つたもののうち、当期中に契約の締結に至つた件数

を記載すること。 

３ 「媒介額」欄は、当期中に契約の締結に至つたものの契約時の貸付けの金額を記

載すること。 

４ 「件数」及び「媒介額」欄の（ ）には、規格化された貸付商品（長期信用銀行

法施行規則第 25条の 16第３号イ⑴に規定する規格化された貸付商品をいう。）の件

数及び媒介額を内書すること。 

⑶ 為替取引関係                         （単位：件） 

所 属 長 期 

信用銀行名 
代     理 媒     介 
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合  計   

（記載上の注意） 

  １ 「代理」欄は、当期中における法第 16条の５第２項第３号に規定する契約の締結

の代理行為を行つた契約件数を記載すること。 

  ２ 「媒介」欄は、当期中における法第 16条の５第２項第３号に規定する契約の締結

の媒介行為を行つた契約件数を記載すること。 

 ⑷ 手数料の状況        （単位：千円） 

所 属 長 期 

信用銀行名 
手 数 料 

  

  

合  計  

 （記載上の注意） 

「手数料」欄は、当期中に所属長期信用銀行（長期信用銀行代理業再受託者（法第

17 条において準用する銀行法第 52 条の 58 第２項に規定する銀行代理業再受託者をい

う。）にあつては、長期信用銀行代理業再委託者）から得た長期信用銀行代理業に係る

手数料の金額を記載すること。 

別
紙
様
式
第
１
６
号
（
第
２
５
条
の
３
８
第
１
項
関
係
）

 

別紙様式第 16号（第 25条の 38第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

長期信用銀行代理業に関する報告書 

年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日 

主たる営業所 

又は事務所の 

所在地 

商号又は名称 

代  表  者 氏    名 印 

（記載上の注意） 

   本表中に記載する金額及び件数は、この表中で指定された単位で記載し、当該単位

未満は切り捨てること。 

１ 許可年月日及び許可番号 

（記載上の注意） 

長期信用銀行法（以下「法」という。）第 16 条の７に規定する長期信用銀行等が長

期信用銀行代理業を営む場合にあつては、許可年月日及び許可番号に代えて、同条の

規定により長期信用銀行代理業を営む者である旨を記載すること。 

２ 長期信用銀行代理業の概況 

 （記載上の注意） 

   直近の事業年度における長期信用銀行代理業の経過及び成果を記載すること。 

３ 所属長期信用銀行等 

所 属 長 期 信 用 銀 行 名 
長 期 信 用 銀 行 

代理業再委託者名 長期信用銀行代理業の 

業務の内容  委託契約

年 月 日 

 再委託契

約年月日 

                          

     

（記載上の注意） 

  １ 「所属長期信用銀行名」欄は、当期末現在における所属長期信用銀行（法第 16条

の５第３項に規定する所属長期信用銀行をいう。以下同じ。）の商号を記載すること。 

  ２ 「長期信用銀行代理業再委託者名」欄は、長期信用銀行代理業再委託者（法 17条

において準用する銀行法第 52 条の 58 第２項に規定する長期信用銀行代理業再委託

者をいう。以下同じ。）の再委託を受けて長期信用銀行代理業を営むときに限り、当

該長期信用銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び長期信用銀行代理業の許

可番号を記載すること。 

  ３ 「長期信用銀行代理業の業務の内容」欄は、所属長期信用銀行のために行う長期
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信用銀行代理業の業務の内容を記載すること。 

４ 役員及び使用人の状況 

 
役 員 

 
使 用 人 計 

うち非常勤 

総  数 名 名 名 名 

 （記載上の注意） 

  １ 本表は、当期末における長期信用銀行代理業に従事する役員及び使用人について

記載すること。 

  ２ 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

５ 営業所又は事務所の状況 

名  称 所 在 地 使用人 
所 属 長 期 

信用銀行名 

長期信用銀行代理 

業の業務の内容 

     

  

     

  

 （記載上の注意） 

  １ 「所属長期信用銀行名」欄及び「長期信用銀行代理業の業務の内容」欄は、営業

所又は事務所において複数の所属長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む

ときは、当該所属長期信用銀行ごとに記載すること。 

２ 適宜地区別に区分して記載すること。 

６ 長期信用銀行代理業の実施状況 

⑴ 預金関係 

①代理                            （単位：千円、件）                               

所 属 長 期 

信用銀行名 

流動性預金 
 

定期性預金 
合  計 

(その他を含む。) うち当座預金 

口座数 残高 口座数 残高 口座数 残高 口座数 残高 

                       

         

合  計         

（記載上の注意） 

当期末における預金の口座数及び残高を所属長期信用銀行ごとに記載すること。 

②媒介                               （単位：件）                               

所 属 長 期 

信用銀行名 

流動性預金 
 

定期性預金 
合  計 

(その他を含む。) うち当座預金 

件数 件数 件数 件数 

             

     

合  計     

 （記載上の注意） 

 「件数」欄は、法第 16条の５第２項第１号に規定する契約の締結の媒介行為を行つ

たもののうち、当期中に契約の締結に至つた件数を所属長期信用銀行ごとに記載する

こと。 

 ⑵ 貸出金関係 

①代理                            （単位：千円、件） 

所 属 長 期 

信用銀行名 

消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合  計 

件数 残高 件数 残高 件数 残高 

       

       

合  計       

（記載上の注意） 

当期末における貸出金の件数及び残高の合計額を所属長期信用銀行ごとに記載する

こと。 

②媒介                            （単位：千円、件） 

所 属 長 期 

信用銀行名 

消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合  計 

件数 媒介額 件数 媒介額 件数 媒介額 

   
（  ） （  ） 

  

   
（  ） （  ） 

  

合  計   
（  ） （  ） 

  

 （記載上の注意） 

１ 当期中における法第 16条の５第２項第２号に規定する契約の締結の媒介行為を行

つた件数及び媒介額を所属長期信用銀行ごとに記載すること。 

２ 「件数」欄は、媒介行為を行つたもののうち、当期中に契約の締結に至つた件数

を記載すること。 

３ 「媒介額」欄は、当期中に契約の締結に至つたものの契約時の貸付けの金額を記

載すること。 

４ 「件数」及び「媒介額」欄の（ ）には、規格化された貸付商品（長期信用銀行

法施行規則第 25条の 16第３号イ⑴に規定する規格化された貸付商品をいう。）の件

数及び媒介額を内書すること。 

⑶ 為替取引関係                         （単位：件） 

所 属 長 期 

信用銀行名 
代     理 媒     介 
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合  計   

（記載上の注意） 

  １ 「代理」欄は、当期中における法第 16条の５第２項第３号に規定する契約の締結

の代理行為を行つた契約件数を記載すること。 

  ２ 「媒介」欄は、当期中における銀行法第 16条の５第２項第３号に規定する契約の

締結の媒介行為を行つた契約件数を記載すること。 

 ⑷ 手数料の状況        （単位：千円） 

所 属 長 期 

信用銀行名 
手 数 料 

  

  

合  計  

 （記載上の注意） 

「手数料」欄は、当期中に所属長期信用銀行（長期信用銀行代理業再受託者（法第

17 条において準用する銀行法第 52 条の 58 第２項に規定する長期信用銀行代理業再受

託者をいう。）にあつては、長期信用銀行代理業再委託者）から得た長期信用銀行代理

業に係る手数料の金額を記載すること。 

別
紙
様
式
第
１
７
号
（
第
２
５
条
の
５
４
関
係
）

別紙様式第17号（第25条の54関係）

（ ）日本工業規格Ａ４

年 月 日提出

業 務 に 関 す る 報 告 書

年 月 日から

第 期

年 月 日まで

金融庁長官 殿

提出者 （郵便番号 ）

所在地

電話番号（ ） －

商号又は名称

代表者又は管理人の役職氏名 印

目 次

１ 紛争解決等業務の概要
２ 紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及
び時間

３ 組織に関する事項
４ 紛争解決委員及び役職員の増減
５ 役員の氏名等
６ 他の事業の種類及び内容
７ 役員の兼職状況
８ 主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等
９ 意思決定機関の状況
10 加入長期信用銀行等の状況
11 紛争解決等業務の状況
(1) 苦情処理手続の実施状況
(2) 紛争解決手続の実施状況
(3) 紛争解決等業務の料金等の総額（当期の状況）
(4) 紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳（当期の状況）

12 他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況
13 その他特記事項

（記載上の注意）
、 、 、この様式中に記載する金額 件数及び株数は この様式中で指定された単位で記載し

当該単位未満は切り捨てること。

１ 紛争解決等業務の概要

２ 紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び

時間
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名 称 業務を行う
所 在 地

（ 設 置 年 月 日 ） 日及び時間

郵便番号 －

電話番号（ ） －

年 月 日 電子メールアドレス（ ）

郵便番号 －

電話番号（ ） －

年 月 日 電子メールアドレス（ ）

郵便番号 －

電話番号（ ） －

年 月 日 電子メールアドレス（ ）

郵便番号 －

電話番号（ ） －

年 月 日 電子メールアドレス（ ）

郵便番号 －

電話番号（ ） －

年 月 日 電子メールアドレス（ ）

郵便番号 －

電話番号（ ） －

年 月 日 電子メールアドレス（ ）

営業所

計 事務所

３ 組織に関する事項

４ 紛争解決委員及び役職員の増減

（単位：人）

区 分 前 期 末 当 期 末 増 減

紛 争 解 決 委 員

役 員

（ ）（うち非常勤役員） （ ） （ ）

職 員

そ の 他

合 計

（記載上の注意）

１ 「役員」とは、法人にあつては役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めの

あるものにあつては代表者又は管理人をいう。

２ 「職員」は、紛争解決等業務に従事する職員をいう。

３ 「その他」欄には、一時的又は臨時に雇用している従業員について記載すること。

５ 役員の氏名等

（フリガナ）

氏名又は商号 職名又
略 歴 備 考

若しくは名称 は呼称

住 所 又 は 主 た る 営 業 所

若 し く は 事 務 所 の 所 在 地

生 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

257



年 月 日

年 月 日

年 月 日

計 名

（記載上の注意）

１ 役員が外国人である場合は 「住所」については、国籍及び日本における住所を、

記載すること。

２ 「略歴」欄には、職歴を簡潔に記載すること。

３ 代表権を有する者については、備考欄にその旨を記載すること。

６ 他の事業の種類及び内容

（記載上の注意）

１ 「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。

２ 「事業の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。

７ 役員の兼職状況

役員を使用する者の氏名及び住所又は（ フ リ ガ ナ ）

事 業 の 種 類 又 は役 員 の 氏 名 又 は
役員を役員若しくは使用人とする法人

法人の業務の種類
商号若しくは名称

の商号又は名称及び主たる営業所又は

事務所の所在地(役員が他の事業を営ん

でいるときはその旨)

（記載上の注意）

「 」 、 。１ 欄中の 法人 には 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む

２ 「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。

３ 「事業の種類」及び「業務の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載する

こと。

８ 主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等

議決権が株式
（ フ リ ガ ナ ） 主 要議決権所

氏名又は商号 である場合は
住所又は主たる営業所 議決権 有者並びに親

若しくは名称 株式の数
若しくは事務所の所在地 の割合 法人及び子法

人の別

株

株

株

株
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株

株

株

（記載上の注意）

「主要議決権所有者」とは、指定紛争解決機関の総株主等の議決権の百分の五以上の

議決権を保有している株主、社員又は出資者をいい 「親法人」とは第25条の53第２項、

第２号の親法人 「子法人」とは同号の子法人をいう。、

９ 意思決定機関の状況

（記載上の注意）

株主総会、社員総会等の意思決定機関の会議（紛争解決等業務に関する事項が取り扱

われたものに限る ）について、会議の種類、開催の年月日及び決議した事項その他会。

議に関する重要な事項を記載すること。

１０ 加入長期信用銀行等の状況

（１）長期信用銀行

番号 商号 本店の所在地 加入年月日

（２）長期信用銀行以外の加入者

番号 主要な事業の内容 加入年月日
氏名又は商号 住所又は主たる営業所

若しくは名称 若しくは事務所の所在地

（記載上の注意）

記載基準日は事業年度の末日とする。

１１ 紛争解決等業務の状況

（１）苦情処理手続の実施状況

ア 苦情処理手続の受付件数（当期の状況）

（単位：件）

受付事件内訳

既済 未済
新受 前期の未済

当期の新受分 前期の未済分 当期の新受分 前期の未済分

（記載上の注意）

「新受」には、当期に受け付けた苦情処理手続の件数をすべて計上すること。

イ 苦情処理手続の類型別の内訳件数（当期の既済事件）

（単位：件）

当事者の別
類型

顧客が法人 顧客が個人 その他 計

計

終了事由の別
類型

不開始 解決 移行 不応諾 不調 その他 小計 移送 計
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計

（記載上の注意）

１ 「類型」には、苦情処理手続を実施した長期信用銀行業務関連苦情の種類をそれぞ

れ記載すること。

２ 「移行」とは、紛争解決手続への移行をいう。

ウ 苦情処理手続（不応諾及び移送を除く ）の所要期間等（当期の既済事件）。

（単位：件） （単位：件）

所要期間 件数 手続実施方法 件数

１月未満 面 談

１月以上－３月未満 電 話

３月以上－６月未満 電 子 メ ー ル

６月以上 ファクシミリ

計 文 書 の 送 付

そ の 他

（２）紛争解決手続の実施状況

ア 紛争解決手続の受付件数（当期の状況）

（単位：件）

受付事件内訳

既済 未済
新受 前期の未済

当期の新受分 前期の未済分 当期の新受分 前期の未済分

（記載上の注意）

「新受」には、当期に受け付けた紛争解決手続の件数をすべて計上すること。

イ 紛争解決手続の類型別の内訳件数（当期の既済事件）

（単位：件）

請求の価額の別

60万円超 1 4 0 万 円 3 0 0 万 円 1000万円 算 定 不
類型

60万円以 － 1 4 0 万 超 － 3 0 0 超－1000 超－１億 １億円超 能 又 は 計

下 円以下 万円以下 万円以下 円以下 不明

計

当事者の別 代理人（法定代理人を除く ）の別
類型

。

顧客が法人 顧客が個人 計 双方代理人 一方代理人 代理人なし 計

計

終了事由の別

類型 見込み 双方の 一方の
成立 その他 小計 不応諾 移送 計

なし 離脱 離脱

計

ウ 紛争解決手続の類型別の紛争解決委員を選任した人数（当期の既済事件）

（単位：人）

紛争解決委員の別
類型

計

計

（記載上の注意）

１ 「類型」には、紛争解決手続を実施した長期信用銀行業務関連紛争の種類をそれぞ

れ記載すること。

２ 紛争解決委員の職業ごとに整理した上、各類型ごとの件数を記載すること。

３ 複数の紛争解決委員を選任した場合には、その職業ごとに記載すること。

エ 紛争解決手続（不応諾及び移送を除く ）の所要期間等（当期の既済事件）。

（単位：件） （単位：件） （単位：件）
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所要期間 件数 所要回数 件数 手続実施方法 件数

１月未満 １回 面 談

１月以上－３月未満 ２回 電 話

３月以上－６月未満 ３回 面 電 子 メ ー ル

６月以上－１年未満 ４回 談 ファクシミリ

１年以上－２年未満 ５－10回 以 文 書 の 送 付

２年以上 11回以上 外 そ の 他

計 計 小 計

（記載上の注意）

「面談以外」には、面談と併用した場合を含む。

（３）紛争解決手続の料金等の総額（当期の状況）

（単位：千円）

料金・負担金

負担金額 計
料金額

苦情処理手続 紛争解決手続

（４）紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳（当期の状況）

（単位：件）

苦情処理手続 紛争解決手続
類型 そ の 他 合 計

に関するもの に関するもの

指 定 紛 争 解 決 機 関 の

窓 口 業 務 に 関 す る も の

手 続実 施 者又は紛争解決委

員の選任の方法に関するもの

手 続実 施 者又は紛争解決委

員の資質・能力に関するもの

手 続 の 進 行 に 関 す る も の

資 料 の 保 管 ・ 返 還 、 秘

密 の 保 持 に 関 す る も の

報 酬 ・ 費 用 に 関 す る も の

苦 情 処 理 手 続 又 は 紛 争 解

決 手続 の 結果に関するもの

そ の 他

計

（記載上の注意）

苦情の対象類型ごとに整理した上、各類型ごとの苦情件数を記載すること。

１２ 他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況

１３ その他特記事項

（記載上の注意）

指定紛争解決機関の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあ

つては、その代表者又は管理人 、紛争解決委員等の関係者が刑罰以上の刑に処せられ）

た場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を

受けた場合、指定紛争解決機関が裁判手続の当事者となつた場合等に、その概要を記載

すること。
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